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年 人

新 設 学 部 等 の 名 称

大学院福井大学・岐阜
聖徳学園大学・富山国
際大学連合教職開発研
究科
[The United Graduate
School of
Professional
Development of
Teachers, University
of Fukui, Gifu
Shotoku Gakuen
University and Toyama
University of
International
Studies]

60　教職開発専攻
　[Department of
　Professional
  Development of
  Teachers]

同一設置者内における
変 更 状 況
（定員の移行，名称の
変 更 等 ）

工学研究科

　知識社会基盤工学専攻〔定員増〕 （ 21）（令和６年４月）

14科目 83科目

計
卒業要件単位数

120

120

実験・実習

69科目

演習

令和６年４月
第１年次

福井県福井市文京３
丁目９番１号

開設する授業科目の総数

福井県福井市文京３丁目９番１号

　　年　月
第　年次

－ 教職修士
（専門職）
[Master of
Education
(Professiona
l Degree)]

所　在　地
収容
定員

人年次
人

開設時期及
び開設年次

学位又
は称号

別記様式第２号（その１の１）

新 設 学 部 等 の 目 的

ｺｸﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾎｳｼﾞﾝ　ﾌｸｲﾀﾞｲｶﾞｸ

大 学 の 名 称

研究科の専攻の設置

福井大学大学院(Graduate School, University of Fukui)

計 画 の 区 分

フ リ ガ ナ

国立大学法人　福井大学

（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

基　本　計　画　書

設 置 者

大 学 本 部 の 位 置

21世紀の学校に求められる協働探究的な学びを支える実践力を備えた教師、およ
びそうした学びのための学校改革への協働の企図を組織的にマネジメントする教
師を養成する。
① 授業研究・教職専門性開発コース
　 授業づくり・児童生徒の成長発達支援について実践的力量と実践研究力を
　 有する教員
② ミドルリーダー養成コース
　 学校における授業改革・児童生徒の成長発達支援のための協働研究の中心
 　的な担い手となるミドルリーダー教員
③ 学校改革マネジメントコース
　 学校改革のための組織マネジメントの中心的な担い手となる管理職

大 学 の 目 的
学術の理論及び応用を教授研究し，その深奥をきわめ，又は高度の専門性が求め
られる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い，文化の進展に寄与す
ることを目的とする。

基 本 計 画

事 項

フ リ ガ ナ ﾌｸｲﾀﾞｲｶﾞｸﾀﾞｲｶﾞｸｲﾝ

記 入 欄

教職大学院



研究科単位での
特定不能なた
め，大学全体の数

大学全体

大学全体

工学系研究科
　総合創成工学専攻（博士後期課程）

73 55 5 0 133 0 4

(73) (55) (5) （0） (133) （0） (4)

工学系研究科
　知識社会基礎工学専攻（博士前期課程）

30 23 4 6 63 0 10

(30) (23) (4) (6) (63) （0） (10)

8 2 51 0 29

(20) (21) (8) (2) (51) （0） (29)

体育館以外のスポーツ施設の概要

(35) （0） (112) （0） （0）

工学系研究科
　産業創成工学専攻（博士前期課程）

23 12 5 0 40 0 16

(23) (12) (5) （0） (40) （0） (16)

工学系研究科
　安全社会基盤工学専攻（博士前期課程）

20 21

職　　　種

計

新

設
分

医学系研究科
　統合先進医学専攻（博士課程）

42 35 35 0 112 0 0

(42) (35)

講師
学　部　等　の　名　称

教授

(23) （0）

08 2 17

兼 任
教員等

8

（0）

2 0 0

准教授 助手

（0）(2)

専任教員等

13

(13)

230

計助教

合　　　　計

計

大学院福井大学・岐阜聖徳学園大学・富山国際大
学連合教職開発研究科
　教職開発専攻（教職大学院の課程）

(18)

0 0180

（0）（0） （0）

-

(6)

国際地域マネジメント研究科
　国際地域マネジメント専攻（専門職学位課程）

5

(5)

7 6

(8)

(13) (8) (2)

13

(7)

-(23) （0）

23

(17)

既

設

分

医学系研究科
　看護学専攻（修士課程）

事 務 職 員

専　　任 兼　　任

(103) (57) (8)

111

(299)

144

計

(322) （0）

131 103

1,346

-

0㎡

(329)

共　　用

点

(2,026)

94,273㎡

7

(7)

32

532

（補助職員　3人）

標本

-

08 -

（0）

32259

(131)

(641)

180,852㎡

4

1,162

94,273㎡

(1,346)

(32)

2,026

362,132㎡

計

区　　　分

小 計
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㎡0㎡

0㎡
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計
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員
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(59)(111)

(16)

16

(144) (8)

(312)

(1,162) (184)

(3)

184

(4)

3

16

人

そ の 他 の 職 員

技 術 職 員

教

員

組

織

の

概

要

図 書 館 専 門 職 員

15

(16)

1,494

(1,494)

校
　
　
地
　
　
等

校 舎 敷 地

運 動 場 用 地

726室

0㎡

0㎡

0㎡362,132㎡

542,984㎡

0㎡267,859㎡

合 計

145,104㎡

専　　用

194室

講義室

（　　　　　　0㎡）

専　　用

共　　用

実験実習室

校　　　舎

教室等

計

0㎡

共用する他の
学校等の専用

点

（　　　　　0㎡）

0㎡

機械・器具視聴覚資料

共用する他の
学校等の専用

0㎡

室

室　　　数

145,104㎡

13室

点

語学学習施設

0㎡

（補助職員　3人）

16室

（　　145,104㎡）

20

情報処理学習施設

（　　145,104㎡）

76室

演習室

〔うち外国書〕〔うち外国書〕 電子ジャーナル

542,984㎡

267,859㎡

6,000

体育館
3,929㎡

図書

大学院福井大学・岐阜聖徳学園大学・
富山国際大学連合教職開発研究科

新設学部等の名称

専 任 教 員 研 究 室

図
書
・
設
備

12,759〔11,138〕

(4,375)

(4,375) （5,893）

1

学術雑誌

冊 種

788,333

（1）

新設学部等の名称

〔うち外国書〕

大学院福井大学・岐阜聖
徳学園大学・富山国際大
学連合教職開発研究科

（693,856〔202,229〕）

707,900〔202,800〕

（693,856〔202,229〕）

12,759〔11,138〕

（12,759〔11,138〕）

29,861〔16,414〕

（29,861〔16,414〕）

827
図書館

（29,861〔16,414〕）
計

707,900〔202,800〕

4,40029,861〔16,414〕

面積

8,653㎡

4,400

閲覧座席数 収 納 可 能 冊 数

1

（1）

6,000

（12,759〔11,138〕） （5,893）

面積

屋外球技コート，プール，野球場

641329312

(5)（0）(15)（0）（0）(6)(9)

500069

人 人

8 299 0 -57
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平成28年度より学生募集
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既
設
大
学
等
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状
況

既
設
大
学
等
の
状
況

福井県福井市文京
３丁目９番１号

　国際地域マネジメント専攻 2 7 － 14 国際マネジメント
修士（専門職）

0.92 令和２年度

　（専門職学位課程）

国際地域マネジメント研究科

　 総合創成工学専攻 3 22 － 66 博士（工学） 1.18 平成25年度

　　（博士後期課程）

168 修士（工学） 1.20 令和２年度

　　（博士前期課程）

福井県福井市文京
３丁目９番１号　 産業創成工学専攻 2 85 － 170 修士（工学） 1.25 令和２年度

　　（博士前期課程）

　 安全社会基盤工学専攻 2 84 － 168 修士（工学） 1.11 令和２年度

　　（博士前期課程）

　 知識社会基礎工学専攻 2 84 －

工学研究科

医学系研究科 福井県吉田郡永平寺
町松岡下合月２３号
３番地 　看護学専攻 2 12 － 24 修士（看護学） 1.33 平成13年度

　　　　（修士課程）

 　統合先進医学専攻 4 25 － 100 博士（医学） 1.42 平成25年度

　　　　（博士課程）

福井大学・奈良女子大
学・岐阜聖徳学園大学
連合教職開発研究科

（教職大学院の課程）

【大学院】

福井県福井市文京
３丁目９番１号

 教職開発専攻 2 60 － 120
教職修士
（専門職） 0.93 平成30年度

福井県福井市文京
３丁目９番１号　国際地域学科 4 60 － 240 1.10 平成28年度

国際地域学部 1.10

  電気・電子工学科 4 － － － 学士（工学） － 平成11年度

　応用物理学科 4 50 － 200 学士（工学） 1.11 平成28年度

1.06 平成28年度

　物質・生命化学科 4 135 － 540 学士（工学） 1.02 平成28年度

福井県福井市文京
３丁目９番１号

　機械・システム工学科 4 155 10 640 学士（工学） 1.11 平成28年度

　電気電子情報工学科 4 125 20 540 学士（工学） 1.08 平成28年度

　建築・都市環境工学科 4 60 10 260 学士（工学）

工学部 ３年次 1.08

福井県吉田郡永平寺
町松岡下合月２３号
３番地　医学科 6 110 5 685 学士（医学） 1.03 昭和55年度

　看護学科 4 60 － 240 学士（看護学） 1.05 平成9年度

医学部 ２年次 1.04

1.09 平成28年度

教育地域科学部 － 福井県福井市文京
３丁目９番１号

　地域科学課程 4 － － －
学士

（地域科学） － 平成20年度

国費（運営費交付
金）による

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

－ －

第５年次 第６年次

経費
の見
積り

開設前年度 第１年次

人

所　在　地

大 学 の 名 称

－　千円 －　千円

経費の
見積り
及び維
持方法
の概要

－

－　千円

教員１人当り研究費等

共 同 研 究 費 等

図 書 購 入 費

年

第３年次 第４年次

収容
定員

修業
年限

編入学
定　員

学位又
は称号

入学
定員

開設
年度

定　員
超過率

学 部 等 の 名 称

人

教育学部 1.09 福井県福井市文京
３丁目９番１号

　学校教育課程 4 100 － 400 学士（教育学）

－

第２年次区　分

年次
人

学生納付金以外の維持方法の概要

学生１人当り
納付金 －　千円

第１年次 第６年次

－　千円

第２年次

－　千円

第４年次 第５年次

　福井大学

第３年次

倍

設 備 購 入 費 － － － －

－



○医学部附属病院
　　目　　的：診療を通じて医学の教育及び研究の向上を図る。
　　所 在 地：吉田郡永平寺町松岡下合月23号3番地
　　設置年月：昭和58年4月1日

　　規 模 等：71,690m2

○保健管理センター
　　目　　的：大学における保健管理に関する専門的業務を一体的に行い，学生
　　　　　　　及び教職員の心身の健康の保持増進を図る。
　　所 在 地：福井市文京三丁目9番1号
　　設置年月：昭和47年4月1日

　　規 模 等：354m2

○教育学部附属幼稚園・義務教育学校
　　目　　的：幼児の保育，児童・生徒の教育を実施し，保育又は教育の理論及び
              実践に関する研究に寄与するとともに，教育学部学生の教育実習の
　　　　　　　実施に当たることを目的とする。
　　所 在 地：福井市二の宮4丁目45番1号
　　設置年月：〔幼稚園〕昭和42年6月1日，〔義務教育学校〕平成29年4月1日

　　規 模 等：12,289m2

○遠赤外領域開発研究センター
　　目　　的：独自に開発した高出力遠赤外光源「ジャイロトロン」をさらに高度化
　　　　　　　する研究開発とともに，高出力遠赤外光源を用いて初めて可能になる
　　　　　　　遠赤外領域の先進的・先導的研究の実践を目的とする。
　　所 在 地：福井市文京三丁目9番1号
　　設置年月：平成11年4月1日

　　規 模 等：2,629m2

○総合情報基盤センター
　　目　　的：情報処理システムサービスを整備，提供し，本学における教育，
　　　　　　　研究，医療，学術情報サービス及びその他の業務利用に供する
　　　　　　　ことにより，本学における情報処理の高度化，最適化及び効率化
　　　　　　　の進展に資する。
　　所 在 地：福井市文京三丁目9番1号
　　設置年月：平成21年4月1日

　　規 模 等：846m2

○教育学部附属特別支援学校
　　目　　的：知的障害児が，その障害に基づく生活上の困難を改善・克服し，可能
              な限り社会参加ができるような生活態度と能力を育成することを目的
　　　　　　　とする。
　　所 在 地：福井市八ツ島町1字3
　　設置年月：昭和46年4月1日

　　規 模 等：4,583m2

○産学官連携本部
　　目　　的：地域企業に「技術開発」と「人材育成」に関するソリューションを
　　　　　　　提供し，その連携を通じて大学における多様かつ持続的な「知」の
　　　　　　　創出に貢献する。
　　所 在 地：福井市文京三丁目9番1号
　　設置年月：平成19年11月1日

　　規 模 等：3,556m2

○附属国際原子力工学研究所
　　目　　的：世界トップレベルの特色ある原子力人材育成及び研究開発を行い，
　　　　　　　環境と調和した持続的なエネルギー供給基盤を持つ世界の構築に
　　　　　　　貢献することを目的とする。
　　所 在 地：敦賀市鉄輪町1丁目3番33号
　　設置年月：平成21年4月1日

　　規 模 等：6,997m2（借地）

○高エネルギー医学研究センター
　　目　　的：放射線医学研究を通じて，原子力の平和利用と未来への扉をたたく，
　　　　　　　高度先端医療技術推進水準の向上を目的とする。
　　所 在 地：吉田郡永平寺町松岡下合月23号3番地
　　設置年月：平成6年5月20日

　　規 模 等：1,236m2

附属施設の概要



必
　
修

選
　
択

自
　
由

講
　
義

演
　
習

実
験
・
実
習

教
　
授

准
教
授

講
　
師

助
　
教

助
　
手

1通 10 ○ 13 8 2 兼10 共同

1通 10 ○ 13 8 2 兼10 共同

1通 7 ○ 5 4 1 兼6　共同

1通 7 ○ 5 4 1 兼6　共同

1通 1 ○ 5 4 1 兼6　共同

1通 1 ○ 5 4 1 兼6　共同

1通 2 ○ 5 4 1 兼6　共同

1通 2 ○ 5 4 1 兼6　共同

1通 7 ○ 8 1 兼4　共同

1通 7 ○ 8 1 兼4　共同

1通 1 ○ 8 1 兼4　共同

1通 1 ○ 8 1 兼4　共同

1通 2 ○ 8 1 兼4　共同

1通 2 ○ 8 1 兼4　共同

－ 60 13 8 2 兼10

1前 2 ○ 3 3
兼1　集中
　　 共同

1前 1 ○ 3 1
兼1　集中
　　 共同

2前 1 ○ 3 2
兼1　集中
　　 共同

1前 2 ○ 1 3 兼1  共同

1前 1 ○ 1 1 兼1　共同

1前 1 ○ 3 3 1 兼5　共同

1後 1 ○ 3 3 1 兼5　共同

1前 1 ○ 兼1

1後 1 ○ 1 1 兼1　共同

2前 2 ○ 1 1 兼1　共同

2後 2 ○ 1 1 兼1　共同

1前 1 ○ 1 4 兼1　共同

1後 1 ○ 1 4 兼1　共同

1前 1 ○ 2 3 1 兼2　共同

1後 1 ○ 2 3 1 兼2　共同

1前 1 ○ 1 兼1　共同

1後 1 ○ 1 1 兼1　共同

2前 2 ○ 1 1 兼1　共同

2後 2 ○ 1 　　

1前 1 ○ 1 1    　共同

1後 1 ○ 1 1    　共同

　
共
通
科
目

カリキュラムマネジメント長期実践事
例研究Ⅰ

カリキュラムマネジメント長期実践事
例研究Ⅱ

　
領
域
ⅲ

幼児児童生徒の成長・発達支援の長期
実践事例研究Ⅰ

幼児児童生徒の成長・発達支援の長期
実践事例研究Ⅱ

障害児童生徒の成長・発達支援の長期
実践事例研究Ⅰ

障害児童生徒の成長・発達支援の長期
実践事例研究Ⅱ

障害児童生徒の成長・発達支援の長期
実践事例研究Ⅲ

障害児童生徒の成長・発達支援の長期
実践事例研究Ⅳ

成長発達支援組織マネジメント長期実
践事例研究Ⅰ

成長発達支援組織マネジメント長期実
践事例研究Ⅱ

授業づくりの長期実践事例研究Ⅰ

授業づくりの長期実践事例研究Ⅱ

特別支援学校における授業づくりの長
期実践事例研究Ⅰ

特別支援学校における授業づくりの長
期実践事例研究Ⅱ

特別支援学校における授業づくりの長
期実践事例研究Ⅲ

特別支援学校における授業づくりの長
期実践事例研究Ⅳ

小計（14科目） －

　
領
域
ⅰ

カリキュラムのデザインの実践事例研
究Ａ

カリキュラムのデザインの実践事例研
究Ｂ

カリキュラムマネジメント実践事例研
究

カリキュラム改革マネジメント実践事
例研究Ａ

カリキュラム改革マネジメント実践事
例研究Ｂ

　
領
域
ⅱ

学校改革マネジメント実習ⅠA

学校改革マネジメント実習ⅠB

学校改革マネジメント実習ⅡA

学校改革マネジメント実習ⅡB

学校改革マネジメント実習ⅢA

学校改革マネジメント実習ⅢB

備考

　
学
校
に
お
け
る
実
習

長期インターンシップA

長期インターンシップB

ミドルリーダー実習ⅠA

ミドルリーダー実習ⅠB

ミドルリーダー実習ⅡA

ミドルリーダー実習ⅡB

ミドルリーダー実習ⅢA

ミドルリーダー実習ⅢB

別記様式第２号（その２の１）
（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

教 育 課 程 等 の 概 要

（大学院福井大学・岐阜聖徳学園大学・富山国際大学連合教職開発研究科教職開発専攻）

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態 専任教員等の配置



1前 2 ○ 4
兼1　集中
　　 共同

1前 1 ○ 4
兼1　集中
　　 共同

2前 1 ○ 4
兼1　集中
　　 共同

1前 2 ○ 1 兼1　共同

1前 1 ○ 4 兼3　共同

2前 1 ○ 4 兼3　共同

1後 1 ○ 2 3
兼1　集中
　　 共同

2後 1 ○ 4 1
兼1　集中
　　 共同

1後 1 ○ 1 1
兼1　集中
　　 共同

2後 1 ○ 2 1
兼2　集中
　　 共同

－ 39 11 8 2 兼10

1前 2 ○ 5 3
兼1　集中
　　 共同

1後 2 ○ 5 3
兼1　集中
　　 共同

2前 2 ○ 5 3
兼1　集中
　　 共同

2後 2 ○ 5 3
兼1　集中
　　 共同

2後 1 ○ 5 3
兼1　集中
　　 共同

1前 2 ○ 2 1
兼3　集中
　　 共同

1後 2 ○ 2 1
兼3　集中
　　 共同

2前 2 ○ 2 1
兼3　集中
　　 共同

2後 2 ○ 2 1
兼3　集中
　　 共同

2後 1 ○ 2 1
兼3　集中
　　 共同

－ 18 7 4 兼4

2通 8 ○ 3 5 兼3　共同

2前 2 ○ 1 4
兼2　集中
　　 共同

1前 2 ○ 2 4
兼2　集中
　　 共同

2後 3 ○ 2 2 兼2　共同

2通 8 ○ 1 1 1 　   共同

2前 2 ○ 2 1 1
　 　集中
　　 共同

1前 2 ○ 2 1 1
　 　集中
　　 共同

2後 3 ○ 1 1 1      共同

2通 8 ○ 1 兼1　共同

2前 2 ○ 1
兼1　集中
　　 共同

1前 2 ○ 1
兼1　集中
　　 共同

2後 3 ○ 1 兼1　共同

　
１
系

カリキュラム・授業改革マネジメント
学校拠点長期協働実践プロジェクト

カリキュラム改革事例研究とその理論

授業改革事例研究とその理論

長期実践報告の作成と発表（１系）

　
コ
ー

ス
別
選
択
科
目

　
２
系

幼児児童生徒の成長・発達支援学校拠
点長期協働実践プロジェクト

成長と発達の実践研究

成長発達支援の事例研究

長期実践報告の作成と発表（２系）

　
２
系
特
別
支
援

児童生徒の成長・発達支援学校拠点特
別支援教育長期協働実践プロジェクト

障害児の成長と発達の実践研究

障害児の成長発達支援の事例研究

特別支援教育長期実践報告の作成と発
表

組織学習マネジメント実践事例研究Ｂ

組織改革マネジメント実践事例研究

－

　
学
校
拠
点
・
省
察
的
実
践
コ
ア
サ
イ
ク
ル
科
目

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅠ
(状況把握・テーマ設定・試行のサイ
クル）

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅡ
(基本的展開サイクル構築展開と省
察）

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅢ
(長期展開サイクルの構成展開)

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅣ
(長期展開サイクルの展開・省察・展
望)

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅤ
(長期展開サイクルの記録化・交流・
評価)

特別支援学校拠点・省察的実践コアサ
イクルⅠ(状況把握・テーマ設定・試
行のサイクル）

特別支援学校拠点・省察的実践コアサ
イクルⅡ(基本的展開サイクル構築展
開と省察）

特別支援学校拠点・省察的実践コアサ
イクルⅢ(長期展開サイクルの構成展
開)

特別支援学校拠点・省察的実践コアサ
イクルⅣ(長期展開サイクルの展開・
省察・展望)

特別支援学校拠点・省察的実践コアサ
イクルⅤ(長期展開サイクルの記録
化・交流・評価)

小計（10科目） －

　
共
通
科
目

　
領
域
ⅴ

公教育改革の課題と実践

教師の実践的力量形成の課題と実践

学校と社会

特別支援学校における教師の実践的力
量形成の課題と実践

小計（31科目）

　
領
域
ⅳ

学習コミュニティマネジメント実践事
例研究Ａ

学習コミュニティマネジメント実践事
例研究Ｂ

学校協働組織のマネジメント

組織学習マネジメント実践事例研究Ａ



2通 8 ○ 6 1 兼3　共同

1前 2 ○ 6 1
兼3　集中
　　 共同

2前 2 ○ 7 1
兼3　集中
　　 共同

2後 3 ○ 6 1
兼3　集中
　　 共同

1前 2 ○ 1 兼7　共同

1後 2 ○ 1 兼7　共同

2前 2 ○ 1 兼7　共同

2後 2 ○ 1 兼7　共同

1前 2 ○ 1 兼7　共同

1後 2 ○ 1 兼7　共同

2前 2 ○ 1 兼7　共同

2後 2 ○ 1 兼7　共同

2通 8 ○ 5 2 兼3　共同

2前 2 ○ 4 1 兼2　共同

1前 2 ○ 4 1 兼2　共同

2後 3 ○ 4 1 兼2　共同

－ 91 10 7 1 兼14

－ 208 13 8 2 兼17

カリキュラム開発基礎研究Ⅱ

カリキュラム開発基礎研究Ⅲ

カリキュラム開発基礎研究Ⅳ

小計（28科目） －

合計（83科目） －

学位又は称号 教職修士（専門職） 学位又は学科の分野 教員養成関係

カリキュラム開発実践研究Ⅰ

カリキュラム開発実践研究Ⅱ

カリキュラム開発実践研究Ⅲ

カリキュラム開発実践研究Ⅳ

学
校
改
革
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

学校組織マネジメント学校拠点長期協
働実践プロジェクト

学校改革マネジメント実践事例研究

学校改革マネジメント実践事例特別研
究

学校改革マネジメント長期実践報告の
作成と発表

　
コ
ー

ス
別
選
択
科
目

　
３
系

コミュニティとしての学校と教師の力
量形成学校拠点長期協働実践プロジェ
クト

学習コミュニティマネジメント事例研
究

教師の力量形成のための組織学習事例
研究

長期実践報告の作成と発表（３系）

　
４
系

カリキュラム開発基礎研究Ⅰ



卒 業 要 件 及 び 履 修 方 法 授業期間等

① 学校における実習10単位
（授業研究・教職専門性開発コースの学生は長期インターンシップ10単
位，ミドルリーダー養成コースの学生はミドルリーダー実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
計10単位，学校改革マネジメントコースの学生は学校改革マネジメント
実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ計10単位を履修）
② 共通科目11単位（領域ⅰ～ⅴについて、各領域1単位以上履修）
③ 学校拠点・省察的実践コアサイクル科目９単位
④ コース別選択科目15単位以上（いずれかの系を選択・集中履修）
計45単位以上を修得すること。ただし、学校における実習の単位の一部
免除が認められた者においては、免除された単位数を減じる。
（履修科目の登録の上限：30単位（年間））

なお，特別支援学校教諭専修免許状を取得しようとする者は，次の科目
の中から24単位以上修得しなければならない。
（共通科目）
 ○領域ⅱ 特別支援学校における授業づくりの長期実践事例研究Ⅰ
　　　　  特別支援学校における授業づくりの長期実践事例研究Ⅱ
　　　　　特別支援学校における授業づくりの長期実践事例研究Ⅲ
　　　　　特別支援学校における授業づくりの長期実践事例研究Ⅳ
 ○領域ⅲ 障害児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研究Ⅰ
　　　　  障害児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研究Ⅱ
　　　　  障害児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研究Ⅲ
　　　　  障害児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研究Ⅳ
 ○領域ⅴ 特別支援学校における教師の実践的力量形成の課題と実践
（学校拠点・省察的実践コアサイクル科目）
　 特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅠ(状況把握・テーマ設
定・試行のサイクル）
 　特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅡ(基本的展開サイクル
構築展開と省察）
 　特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅢ(長期展開サイクルの
構成展開)
 　特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅣ(長期展開サイクルの
展開・省察・展望)
 　特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅤ(長期展開サイクルの
記録化・交流・評価)
（コース別選択科目）
 ○２系特別支援の全科目

１学年の学期区分 ２期

１学期の授業期間 １５週

１時限の授業時間 ９０分



必
　
修

選
　
択

自
　
由

講
　
義

演
　
習

実
験
・
実
習

教
　
授

准
教
授

講
　
師

助
　
教

助
　
手

1通 10 ○ 13 8 2 兼10 共同

1通 10 ○ 13 8 2 兼10 共同

1通 7 ○ 5 4 1 兼6　共同

1通 7 ○ 5 4 1 兼6　共同

1通 1 ○ 5 4 1 兼6　共同

1通 1 ○ 5 4 1 兼6　共同

1通 2 ○ 5 4 1 兼6　共同

1通 2 ○ 5 4 1 兼6　共同

1通 7 ○ 8 1 兼4　共同

1通 7 ○ 8 1 兼4　共同

1通 1 ○ 8 1 兼4　共同

1通 1 ○ 8 1 兼4　共同

1通 2 ○ 8 1 兼4　共同

1通 2 ○ 8 1 兼4　共同

－ 60 13 8 2 兼10

1前 2 ○ 3 3
兼1　集中
　　 共同

1前 1 ○ 3 1
兼1　集中
　　 共同

2前 1 ○ 3 2
兼1　集中
　　 共同

1前 2 ○ 1 3 兼1  共同

1前 1 ○ 1 1 兼1　共同

1前 1 ○ 3 3 1 兼5　共同

1後 1 ○ 3 3 1 兼5　共同

1前 1 ○ 兼1

1後 1 ○ 1 1 兼1　共同

2前 2 ○ 1 1 兼1　共同

2後 2 ○ 1 1 兼1　共同

1前 1 ○ 1 4 兼1　共同

1後 1 ○ 1 4 兼1　共同

1前 1 ○ 2 3 1 兼2　共同

1後 1 ○ 2 3 1 兼2　共同

1前 1 ○ 1 兼1　共同

1後 1 ○ 1 1 兼1　共同

2前 2 ○ 1 1 兼1　共同

2後 2 ○ 1 　　 

1前 1 ○ 1 1 　　 共同

1後 1 ○ 1 1 　　 共同

　
共
通
科
目

カリキュラムマネジメント長期実践事
例研究Ⅰ

カリキュラムマネジメント長期実践事
例研究Ⅱ

　
領
域
ⅲ

幼児児童生徒の成長・発達支援の長期
実践事例研究Ⅰ

幼児児童生徒の成長・発達支援の長期
実践事例研究Ⅱ

障害児童生徒の成長・発達支援の長期
実践事例研究Ⅰ

障害児童生徒の成長・発達支援の長期
実践事例研究Ⅱ

障害児童生徒の成長・発達支援の長期
実践事例研究Ⅲ

障害児童生徒の成長・発達支援の長期
実践事例研究Ⅳ

成長発達支援組織マネジメント長期実
践事例研究Ⅰ

成長発達支援組織マネジメント長期実
践事例研究Ⅱ

授業づくりの長期実践事例研究Ⅰ

授業づくりの長期実践事例研究Ⅱ

特別支援学校における授業づくりの長
期実践事例研究Ⅰ

特別支援学校における授業づくりの長
期実践事例研究Ⅱ

特別支援学校における授業づくりの長
期実践事例研究Ⅲ

特別支援学校における授業づくりの長
期実践事例研究Ⅳ

小計（14科目） －

　
領
域
ⅰ

カリキュラムのデザインの実践事例研
究Ａ

カリキュラムのデザインの実践事例研
究Ｂ

カリキュラムマネジメント実践事例研
究

カリキュラム改革マネジメント実践事
例研究Ａ

カリキュラム改革マネジメント実践事
例研究Ｂ

　
領
域
ⅱ

学校改革マネジメント実習ⅠA

学校改革マネジメント実習ⅠB

学校改革マネジメント実習ⅡA

学校改革マネジメント実習ⅡB

学校改革マネジメント実習ⅢA

学校改革マネジメント実習ⅢB

備考

　
学
校
に
お
け
る
実
習

長期インターンシップA

長期インターンシップB

ミドルリーダー実習ⅠA

ミドルリーダー実習ⅠB

ミドルリーダー実習ⅡA

ミドルリーダー実習ⅡB

ミドルリーダー実習ⅢA

ミドルリーダー実習ⅢB

別記様式第２号（その２の１）
（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

教 育 課 程 等 の 概 要

（【既設】大学院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科教職開発専攻）

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態 専任教員等の配置



1前 2 ○ 4
兼1　集中
　　 共同

1前 1 ○ 4
兼1　集中
　　 共同

2前 1 ○ 4
兼1　集中
　　 共同

1前 2 ○ 1 兼1　共同

1前 1 ○ 4 兼3　共同

2前 1 ○ 4 兼3　共同

1後 1 ○ 2 3
兼1　集中
　　 共同

2後 1 ○ 4 1
兼1　集中
　　 共同

1後 1 ○ 1 1
兼1　集中
　　 共同

2後 1 ○ 2 1
兼2　集中
　　 共同

－ 39 11 8 2 兼10

1前 2 ○ 5 3
兼1　集中
　　 共同

1後 2 ○ 5 3
兼1　集中
　　 共同

2前 2 ○ 5 3
兼1　集中
　　 共同

2後 2 ○ 5 3
兼1　集中
　　 共同

2後 1 ○ 5 3
兼1　集中
　　 共同

1前 2 ○ 2 1
兼3　集中
　　 共同

1後 2 ○ 2 1
兼3　集中
　　 共同

2前 2 ○ 2 1
兼3　集中
　　 共同

2後 2 ○ 2 1
兼3　集中
　　 共同

2後 1 ○ 2 1
兼3　集中
　　 共同

－ 18 7 4 兼4

2通 8 ○ 3 5 兼3　共同

2前 2 ○ 1 4
兼2　集中
　　 共同

1前 2 ○ 2 4
兼2　集中
　　 共同

2後 3 ○ 2 2 兼2　共同

2通 8 ○ 1 1 1 　   共同

2前 2 ○ 2 1 1
　 　集中
　　 共同

1前 2 ○ 2 1 1
　 　集中
　　 共同

2後 3 ○ 1 1 1      共同

2通 8 ○ 1 兼1　共同

2前 2 ○ 1
兼1　集中
　　 共同

1前 2 ○ 1
兼1　集中
　　 共同

2後 3 ○ 1 兼1　共同

　
１
系

カリキュラム・授業改革マネジメント
学校拠点長期協働実践プロジェクト

カリキュラム改革事例研究とその理論

授業改革事例研究とその理論

長期実践報告の作成と発表（１系）

　
コ
ー

ス
別
選
択
科
目

　
２
系

幼児児童生徒の成長・発達支援学校拠
点長期協働実践プロジェクト

成長と発達の実践研究

成長発達支援の事例研究

長期実践報告の作成と発表（２系）

　
２
系
特
別
支
援

児童生徒の成長・発達支援学校拠点特
別支援教育長期協働実践プロジェクト

障害児の成長と発達の実践研究

障害児の成長発達支援の事例研究

特別支援教育長期実践報告の作成と発
表

組織学習マネジメント実践事例研究Ｂ

組織改革マネジメント実践事例研究

－

　
学
校
拠
点
・
省
察
的
実
践
コ
ア
サ
イ
ク
ル
科
目

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅠ
(状況把握・テーマ設定・試行のサイ
クル）

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅡ
(基本的展開サイクル構築展開と省
察）

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅢ
(長期展開サイクルの構成展開)

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅣ
(長期展開サイクルの展開・省察・展
望)

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅤ
(長期展開サイクルの記録化・交流・
評価)

特別支援学校拠点・省察的実践コアサ
イクルⅠ(状況把握・テーマ設定・試
行のサイクル）

特別支援学校拠点・省察的実践コアサ
イクルⅡ(基本的展開サイクル構築展
開と省察）

特別支援学校拠点・省察的実践コアサ
イクルⅢ(長期展開サイクルの構成展
開)

特別支援学校拠点・省察的実践コアサ
イクルⅣ(長期展開サイクルの展開・
省察・展望)

特別支援学校拠点・省察的実践コアサ
イクルⅤ(長期展開サイクルの記録
化・交流・評価)

小計（10科目） －

　
共
通
科
目

　
領
域
ⅴ

公教育改革の課題と実践

教師の実践的力量形成の課題と実践

学校と社会

特別支援学校における教師の実践的力
量形成の課題と実践

小計（31科目）

　
領
域
ⅳ

学習コミュニティマネジメント実践事
例研究Ａ

学習コミュニティマネジメント実践事
例研究Ｂ

学校協働組織のマネジメント

組織学習マネジメント実践事例研究Ａ



2通 8 ○ 6 1 兼3　共同

1前 2 ○ 6 1
兼3　集中
　　 共同

2前 2 ○ 7 1
兼3　集中
　　 共同

2後 3 ○ 6 1
兼3　集中
　　 共同

1前 2 ○ 1 兼7　共同

1後 2 ○ 1 兼7　共同

2前 2 ○ 1 兼7　共同

2後 2 ○ 1 兼7　共同

1前 2 ○ 1 兼7　共同

1後 2 ○ 1 兼7　共同

2前 2 ○ 1 兼7　共同

2後 2 ○ 1 兼7　共同

2通 8 ○ 5 2 兼3　共同

2前 2 ○ 4 1 兼2　共同

1前 2 ○ 4 1 兼2　共同

2後 3 ○ 4 1 兼2　共同

－ 91 10 7 1 兼14

－ 208 13 8 2 兼17

カリキュラム開発基礎研究Ⅱ

カリキュラム開発基礎研究Ⅲ

カリキュラム開発基礎研究Ⅳ

小計（28科目） －

合計（83科目） －

学位又は称号 教職修士（専門職） 学位又は学科の分野 教員養成関係

カリキュラム開発実践研究Ⅰ

カリキュラム開発実践研究Ⅱ

カリキュラム開発実践研究Ⅲ

カリキュラム開発実践研究Ⅳ

学
校
改
革
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

学校組織マネジメント学校拠点長期協
働実践プロジェクト

学校改革マネジメント実践事例研究

学校改革マネジメント実践事例特別研
究

学校改革マネジメント長期実践報告の
作成と発表

　
コ
ー

ス
別
選
択
科
目

　
３
系

コミュニティとしての学校と教師の力
量形成学校拠点長期協働実践プロジェ
クト

学習コミュニティマネジメント事例研
究

教師の力量形成のための組織学習事例
研究

長期実践報告の作成と発表（３系）

　
４
系

カリキュラム開発基礎研究Ⅰ



卒 業 要 件 及 び 履 修 方 法 授業期間等

① 学校における実習10単位
（授業研究・教職専門性開発コースの学生は長期インターンシップ10単
位，ミドルリーダー養成コースの学生はミドルリーダー実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
計10単位，学校改革マネジメントコースの学生は学校改革マネジメント
実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ計10単位を履修）
② 共通科目11単位（領域ⅰ～ⅴについて、各領域1単位以上履修）
③ 学校拠点・省察的実践コアサイクル科目９単位
④ コース別選択科目15単位以上（いずれかの系を選択・集中履修）
計45単位以上を修得すること。ただし、学校における実習の単位の一部
免除が認められた者においては、免除された単位数を減じる。
（履修科目の登録の上限：30単位（年間））

なお，特別支援学校教諭専修免許状を取得しようとする者は，次の科目
の中から24単位以上修得しなければならない。
（共通科目）
 ○領域ⅱ 特別支援学校における授業づくりの長期実践事例研究Ⅰ
　　　　  特別支援学校における授業づくりの長期実践事例研究Ⅱ
　　　　　特別支援学校における授業づくりの長期実践事例研究Ⅲ
　　　　　特別支援学校における授業づくりの長期実践事例研究Ⅳ
 ○領域ⅲ 障害児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研究Ⅰ
　　　　  障害児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研究Ⅱ
　　　　  障害児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研究Ⅲ
　　　　  障害児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研究Ⅳ
 ○領域ⅴ 特別支援学校における教師の実践的力量形成の課題と実践
（学校拠点・省察的実践コアサイクル科目）
　 特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅠ(状況把握・テーマ設
定・試行のサイクル）
 　特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅡ(基本的展開サイクル
構築展開と省察）
 　特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅢ(長期展開サイクルの
構成展開)
 　特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅣ(長期展開サイクルの
展開・省察・展望)
 　特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅤ(長期展開サイクルの
記録化・交流・評価)
（コース別選択科目）
 ○２系特別支援の全科目

１学年の学期区分 ２期

１学期の授業期間 １５週

１時限の授業時間 ９０分



授業科目の名称 講義等の内容 備考

長期インターンシップA 　長期インターンシップＡ（前期）においては、学校における前期の学
習・生活に立ち会い、教科指導のみならず、生徒指導、一年間のクラス
づくり・クラス経営、学校運営をはじめとする学校における教師の仕事
の総体を一年にわたって経験し、そこで直面する課題について、同僚や
指導教員の支援を得ながら取り組む。1年次の４月から３月、週三日間を
インターンシップとして、学校の一年間の授業と行事と生活に教師集団
の一員として参加し、授業づくりに止まらず、クラスづくり・生徒指
導・生活指導、そして教師としての組織的な活動や協働研究にも関わっ
て教師としての仕事を総体として把握し役割を果たしていく。
　実習を通じて、以下各領域について、「自律的に活動を推進すること
ができる」ことを到達水準とし、さらに「実践を省察し再構成すること
ができる」ことを目指す。

共同

長期インターンシップB 　長期インターンシップＢ（後期）においては、前期に引き続き学校に
おける学習・生活に立ち会い、教科指導のみならず、生徒指導、一年間
のクラスづくり・クラス経営、学校運営をはじめとする学校における教
師の仕事の総体を一年にわたって経験し、そこで直面する課題につい
て、同僚や指導教員の支援を得ながら取り組む。1年次の４月から３月、
週三日間をインターンシップとして、学校の一年間の授業と行事と生活
に教師集団の一員として参加し、授業づくりに止まらず、クラスづく
り・生徒指導・生活指導、そして教師としての組織的な活動や協働研究
にも関わって教師としての仕事を総体として把握し役割を果たしてい
く。
　実習を通じて、以下各領域について、「自律的に活動を推進すること
ができる」ことを到達水準とし、さらに「実践を省察し再構成すること
ができる」ことを目指す。

共同

ミドルリーダー実習ⅠA  幼稚園又は小学校において、学校が直面する課題と学校の状況を踏まえ
て協働研究を企画運営するとともに、経験の浅い若い教員も含め、経験
の異なるメンバーが協働して活動を進めていくための運営・コーディ
ネートを行い、協働関係を発展させていくことに取り組む。
　週ごとに企画運営に関する取り組みの経過を記録するとともに、隔週
ごとに取り組みの展開について教職大学院の担当者と相談する。また、
月ごとに取り組みの展開について報告をまとめ、大学院で行われる月例
のカンファレンスで報告し検討する。さらに、半期の中間実習報告、年
間の実践報告をまとめ、取り組みの展開を省察し今後の課題を明らかに
する。

共同

ミドルリーダー実習ⅠB  中学校又は高校において、学校が直面する課題と学校の状況を踏まえて
協働研究を企画運営するとともに、経験の浅い若い教員も含め、経験の
異なるメンバーが協働して活動を進めていくための運営・コーディネー
トを行い、協働関係を発展させていくことに取り組む。
　週ごとに企画運営に関する取り組みの経過を記録するとともに、隔週
ごとに取り組みの展開について教職大学院の担当者と相談する。また、
月ごとに取り組みの展開について報告をまとめ、大学院で行われる月例
のカンファレンスで報告し検討する。さらに、半期の中間実習報告、年
間の実践報告をまとめ、取り組みの展開を省察し今後の課題を明らかに
する。

共同

ミドルリーダー実習ⅡA 　幼稚園又は小学校において、支援協力する学校の研究主題と学校の状
況や個々の教師の実践を踏まえて協働研究・研修に協力し支援するとと
もに、学校を超えた協力関係を培っていくための取り組みを年6回程度行
う。
　毎回の支援協力の取り組みごとに記録を作成するとともに、月ごとに
実習の展開について報告をまとめ、大学院で行われるカンファレンスで
報告し検討する。さらに、半期の中間実習報告、年間の実習報告をまと
め、支援協力の取り組みの展開を省察し今後の課題を明らかにする。

共同

ミドルリーダー実習ⅡB 　中学校又は高校において、支援協力する学校の研究主題と学校の状況
や個々の教師の実践を踏まえて協働研究・研修に協力し支援するととも
に、学校を超えた協力関係を培っていくための取り組みを年6回程度行
う。
　毎回の支援協力の取り組みごとに記録を作成するとともに、月ごとに
実習の展開について報告をまとめ、大学院で行われるカンファレンスで
報告し検討する。さらに、半期の中間実習報告、年間の実習報告をまと
め、支援協力の取り組みの展開を省察し今後の課題を明らかにする。

共同

別記様式第２号（その３の１）

（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

授 業 科 目 の 概 要

（大学院福井大学・岐阜聖徳学園大学・富山国際大学連合教職開発研究科教職開発専攻）

科目
区分

　
学
校
に
お
け
る
実
習



ミドルリーダー実習ⅢA 　幼稚園又は小学校において、若い教員の取り組みやそこでの悩みや課
題について聞き取り、理解を深めつつ、その展開や状況を踏まえて、経
験を活かしてともに話し合い、若い教員を支えていくメンタリング（週
１回1時間程度）を長期的に進めていく。
　週ごとに企画運営に関する取り組みの経過を記録するとともに、隔週
ごとに取り組みの展開について教職大学院の実習担当者と相談する。ま
た、月ごとに取り組みの展開について報告をまとめ、大学院で行われる
月例のカンファレンスで報告し、検討する。さらに、半期の中間実習報
告、年間の実践報告をまとめ、取り組みの展開を省察し、今後の課題を
明らかにする。

共同

ミドルリーダー実習ⅢB 　中学校又は高校において、若い教員の取り組みやそこでの悩みや課題
について聞き取り、理解を深めつつ、その展開や状況を踏まえて、経験
を活かしてともに話し合い、若い教員を支えていくメンタリング（週１
回1時間程度）を長期的に進めていく。
　週ごとに企画運営に関する取り組みの経過を記録するとともに、隔週
ごとに取り組みの展開について教職大学院の実習担当者と相談する。ま
た、月ごとに取り組みの展開について報告をまとめ、大学院で行われる
月例のカンファレンスで報告し、検討する。さらに、半期の中間実習報
告、年間の実践報告をまとめ、取り組みの展開を省察し、今後の課題を
明らかにする。

共同

学校改革マネジメント実習
ⅠA

　幼稚園又は小学校において、学校が直面する課題と学校の状況を踏ま
えて協働研究を企画運営するとともに、経験の浅い若い教員も含め、経
験の異なるメンバーが協働して活動を進めていくための運営・コーディ
ネートを行い、協働関係を発展させていくことに取り組む。
　週ごとに企画運営に関する取り組みの経過を記録するとともに、隔週
ごとに取り組みの展開について教職大学院の担当者と相談する。また、
月ごとに取り組みの展開について報告をまとめ、大学院で行われる月例
のカンファレンスで報告し検討する。さらに、半期の中間実習報告、年
間の実践報告をまとめ、取り組みの展開を省察し今後の課題を明らかに
する。

共同

学校改革マネジメント実習
ⅠB

　中学校又は高校において、学校が直面する課題と学校の状況を踏まえ
て協働研究を企画運営するとともに、経験の浅い若い教員も含め、経験
の異なるメンバーが協働して活動を進めていくための運営・コーディ
ネートを行い、協働関係を発展させていくことに取り組む。
　週ごとに企画運営に関する取り組みの経過を記録するとともに、隔週
ごとに取り組みの展開について教職大学院の担当者と相談する。また、
月ごとに取り組みの展開について報告をまとめ、大学院で行われる月例
のカンファレンスで報告し検討する。さらに、半期の中間実習報告、年
間の実践報告をまとめ、取り組みの展開を省察し今後の課題を明らかに
する。

共同

学校改革マネジメント実習
ⅡA

　幼稚園又は小学校において、支援協力する学校の研究主題と学校の状
況や個々の教師の実践を踏まえて協働研究・研修に協力し支援するとと
もに、学校を超えた協力関係を培っていくための取り組みを年6回程度行
う。
　毎回の支援協力の取り組みごとに記録を作成するとともに、月ごとに
実習の展開について報告をまとめ、大学院で行われるカンファレンスで
報告し検討する。さらに、半期の中間実習報告、年間の実習報告をまと
め、支援協力の取り組みの展開を省察し今後の課題を明らかにする。

共同

学校改革マネジメント実習
ⅡB

　中学校又は高校において、支援協力する学校の研究主題と学校の状況
や個々の教師の実践を踏まえて協働研究・研修に協力し支援するととも
に、学校を超えた協力関係を培っていくための取り組みを年6回程度行
う。
　毎回の支援協力の取り組みごとに記録を作成するとともに、月ごとに
実習の展開について報告をまとめ、大学院で行われるカンファレンスで
報告し検討する。さらに、半期の中間実習報告、年間の実習報告をまと
め、支援協力の取り組みの展開を省察し今後の課題を明らかにする。

共同

学校改革マネジメント実習
ⅢA

　幼稚園又は小学校において、若い教員の取り組みやそこでの悩みや課
題について聞き取り、理解を深めつつ、その展開や状況を踏まえて、経
験を活かしてともに話し合い、若い教員を支えていくメンタリング（週
１回1時間程度）を長期的に進めていく。
　週ごとに企画運営に関する取り組みの経過を記録するとともに、隔週
ごとに取り組みの展開について教職大学院の実習担当者と相談する。ま
た、月ごとに取り組みの展開について報告をまとめ、大学院で行われる
月例のカンファレンスで報告し、検討する。さらに、半期の中間実習報
告、年間の実践報告をまとめ、取り組みの展開を省察し、今後の課題を
明らかにする。

共同
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学校改革マネジメント実習
ⅢB

　中学校又は高校において、若い教員の取り組みやそこでの悩みや課題
について聞き取り、理解を深めつつ、その展開や状況を踏まえて、経験
を活かしてともに話し合い、若い教員を支えていくメンタリング（週１
回1時間程度）を長期的に進めていく。
　週ごとに企画運営に関する取り組みの経過を記録するとともに、隔週
ごとに取り組みの展開について教職大学院の実習担当者と相談する。ま
た、月ごとに取り組みの展開について報告をまとめ、大学院で行われる
月例のカンファレンスで報告し、検討する。さらに、半期の中間実習報
告、年間の実践報告をまとめ、取り組みの展開を省察し、今後の課題を
明らかにする。

共同

カリキュラムのデザインの
実践事例研究A

　「カリキュラムのデザインの実践事例研究」では21世紀の学校におい
て求められる学習を実現するためのカリキュラムデザインについて、世
界的動向・日本における改革の現状を踏まえつつ、学校におけるカリ
キュラム開発の実践記録の徹底した分析と比較検討を通してその構成・
展開を検討する。主題と内容は下記の４つの軸で構成される。
１．カリキュラム改革の視点を学ぶ。２．学校における単元開発とカリ
キュラムの事例研究を行う。３．自らカリキュラムを実際の児童生徒の
学習の展開に則して精査検討し、再構成のための視点を得る。４．カリ
キュラムデザインと学習展開に関するレポートを検討し、省察と展望を
もつ。
　「カリキュラムのデザインの実践事例研究Ａ」では教育改革とカリ
キュラムデザインの視点および学校における単元開発とカリキュラムの
基本的デザインの実践事例研究を中心に協働探究を進める。

共同

カリキュラムのデザインの
実践事例研究B

　「カリキュラムのデザインの実践事例研究」では21世紀の学校におい
て求められる学習を実現するためのカリキュラムデザインについて、世
界的動向・日本における改革の現状を踏まえつつ、学校におけるカリ
キュラム開発の実践記録の徹底した分析と比較検討を通してその構成・
展開を検討する。主題と内容は下記の４つの軸で構成される。
１．カリキュラム改革の視点を学ぶ。２．学校における単元開発とカリ
キュラムの事例研究を行う。３．自らカリキュラムを実際の児童生徒の
学習の展開に則して精査検討し、再構成のための視点を得る。４．カリ
キュラムデザインと学習展開に関するレポートを検討し、省察と展望を
もつ。
　「カリキュラムのデザインの実践事例研究Ｂ」では学校における単元
開発とカリキュラムの中・長期的な展開のためのカリキュラムデザイン
の実践事例研究および長期的な協働探究活動を支えるカリキュラムデザ
インとその組織を中心に協働探究を進める。

共同

カリキュラムマネジメント
実践事例研究

　「カリキュラムのデザインの実践事例研究」における21世紀の学習に
求められるカリキュラムデザインの検討を踏まえ、そうしたカリキュラ
ムを開発するためのカリキュラム・マネジメントとそのために求められ
る教師の協働研究のあり方について、研究開発校の実践記録に基づく事
例研究を通して協働探究を進める。
　研究者教員と実務家教員との協働によるチームティーチングにより実
施。研究者教員からの＜研究に基づく視点・方法＞と実務家教員からの
＜長い経験に基づく識見＞とを事例研究の中で融合させ、カリキュラム
マネジメントの視点の形成と方法の獲得を目指す。

共同

カリキュラム改革マネジメ
ント実践事例研究A

　「カリキュラム・マネジメント実践事例研究」における21世紀の学習
に求められるカリキュラム・マネジメントの検討を踏まえ、実際の改革
過程のマネジメントについて研究開発校の実践記録に基づく事例研究を
通して協働探究を進める。次の二つの軸を連動して探究を進める。１．
カリキュラム改革マネジメントの視点・方法・組織を学ぶ。２．学校全
体のカリキュラム改革プロセスのマネジメントに関する事例研究を行
う。
　カリキュラム改革マネジメント実践事例研究Ａでは教育改革・カリ
キュラム改革・カリキュラム・マネジメント：基本的な課題の確認およ
びカリキュラム改革のプロセスへのアプローチ（求められる組織編成の
再検討）を中心に探究を進める。

共同

カリキュラム改革マネジメ
ント実践事例研究B

　「カリキュラム・マネジメント実践事例研究」における21世紀の学習
に求められるカリキュラム・マネジメントの検討を踏まえ、実際の改革
過程のマネジメントについて研究開発校の実践記録に基づく事例研究を
通して協働探究を進める。次の二つの軸を連動して探究を進める。１．
カリキュラム改革マネジメントの視点・方法・組織を学ぶ。２．学校全
体のカリキュラム改革プロセスのマネジメントに関する事例研究を行
う。
　カリキュラム改革マネジメント実践事例研究Ｂでは組織改革のプロセ
スを読み取りそれを支えるマネジメントの働きを捉える（一年～複数
年）およ長期的な組織改革プロセスとそのための学習過程を支えるカリ
キュラム・マネジメントとその組織を中心に探究を進める。

共同
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授業づくりの長期実践事例
研究Ⅰ

　学校において、現状と課題を踏まえた授業づくりの協働の取り組みを
進めつつ、その展開について省察吟味検証、研究する事例研究を重ね、
学校における授業づくりの組織的な展開を実現する。
　研究者教員と実務家教員とが、拠点学校ごとに１人ずつペアの協働に
よるチームティ－チングにより実施。学校でのカンファレンス等に当た
ると共に、大学で行われる集中研究会には担当者全員が協働で関わり、
授業づくりを展開する力量形成を目指す。

共同

授業づくりの長期実践事例
研究Ⅱ

　Ⅰに引き続き、学校において、現状と課題を踏まえた授業づくりの協
働の取り組みを進めつつ、その展開について省察吟味検証、研究する事
例研究を重ね、学校における授業づくりの組織的な展開を実現する。
　研究者教員と実務家教員とが、拠点学校ごとに１人ずつペアの協働に
よるチームティ－チングにより実施。学校でのカンファレンス等に当た
ると共に、大学で行われる集中研究会には担当者全員が協働で関わり、
授業づくりを展開する力量形成を目指す。

共同

特別支援学校における授業
づくりの長期実践事例研究
Ⅰ

　特別支援教育学校を拠点に、自分たちの学校の掲げる課題としての知
的障害児の成長発達に則した授業づくりを協働で進め、その展開を省察
し再構成していくことを中心とする協働研究プロジェクトで、コアとな
る科目。授業の主題を設定し、児童生徒の学習活動の展開・学習の主題
内容・授業におけるコミュニケーション編成についての具体的なプラン
を作る。実践の展開と展開に応じたプランを調整し、実践展開の跡づ
け、実践の記録化と表明と相互評価を行い、今後の展開の課題を明らか
にする。
　研究者教員と実務家教員とが、拠点学校ごとに１人ずつペアの協働に
よるチームティ－チングにより実施。学校でのカンファレンス等に当た
ると共に、大学で行われる集中研究会には担当者全員が協働で関わり、
授業づくりを展開する力量形成を目指す。

特別支援学校における授業
づくりの長期実践事例研究
Ⅱ

　特別支援教育学校を拠点に、自分たちの学校の掲げる課題としての病
弱・肢体不自由児の成長発達に則した授業づくりを協働で進め、その展
開を省察し再構成していくことを中心とする協働研究プロジェクトで、
コアとなる科目。最後に、２年間あるいはそれ以前からの取り組みも踏
まえ、長期にわたる授業づくりの展開について省察・検討し、また比較
考察しながら、特別支援教育学校の授業改革のためのプロジェクトの展
開過程についての把握を叙述し、理論化を図る。併せて、それを広く共
有する取り組みを進める。
　研究者教員と実務家教員とが、拠点学校ごとに１人ずつペアの協働に
よるチームティ－チングにより実施。学校でのカンファレンス等に当た
ると共に、大学で行われる集中研究会には担当者全員が協働で関わり、
授業づくりを展開する力量形成を目指す。

共同

特別支援学校における授業
づくりの長期実践事例研究
Ⅲ

　特別支援教育学校を拠点に、自分たちの学校の掲げる課題としての聴
覚・視覚障害児の成長発達に則した授業づくりを協働で進め、その展開
を省察し再構成していくことを中心とする協働研究プロジェクトで、コ
アとなる科目。最後に、２年間あるいはそれ以前からの取り組みも踏ま
え、長期にわたる授業づくりの展開について省察・検討し、また比較考
察しながら、特別支援教育学校の授業改革のためのプロジェクトの展開
過程についての把握を叙述し、理論化を図る。併せて、それを広く共有
する取り組みを進める。
　研究者教員と実務家教員とが、拠点学校ごとに１人ずつペアの協働に
よるチームティ－チングにより実施。学校でのカンファレンス等に当た
ると共に、大学で行われる集中研究会には担当者全員が協働で関わり、
授業づくりを展開する力量形成を目指す。

共同

特別支援学校における授業
づくりの長期実践事例研究
Ⅳ

　特別支援教育学校を拠点に、自分たちの学校の掲げる課題としての重
複障害児の成長発達に則した授業づくりを協働で進め、その展開を省察
し再構成していくことを中心とする協働研究プロジェクトで、コアとな
る科目。最後に、２年間あるいはそれ以前からの取り組みも踏まえ、長
期にわたる授業づくりの展開について省察・検討し、また比較考察しな
がら、特別支援教育学校の授業改革のためのプロジェクトの展開過程に
ついての把握を叙述し、理論化を図る。併せて、それを広く共有する取
り組みを進める。
　研究者教員と実務家教員とが、拠点学校ごとに１人ずつペアの協働に
よるチームティ－チングにより実施。学校でのカンファレンス等に当た
ると共に、大学で行われる集中研究会には担当者全員が協働で関わり、
授業づくりを展開する力量形成を目指す。

共同

カリキュラムマネジメント
長期実践事例研究Ⅰ

 学校が直面する課題と学校の状況を踏まえて協働研究を企画運営すると
ともに、経験の浅い若い教員も含め、経験の異なるメンバーが協働して
活動を進めていくための運営・コーディネートを行い、協働関係を発展
させていくことに取り組む。
 週ごとに企画運営に関する取り組みの経過を記録するとともに、隔週ご
とに取り組みの展開について教職大学院の担当者と相談する。また、月
ごとに取り組みの展開について報告をまとめ、大学院で行われる月例の
カンファレンスで報告し検討する。さらに、半期の中間実習報告、年間
の実践報告をまとめ、取り組みの展開を省察し今後の課題を明らかにす
る。

共同
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カリキュラムマネジメント
長期実践事例研究Ⅱ

 学校が直面する課題と学校の状況を踏まえて協働研究を企画運営すると
ともに、経験の浅い若い教員も含め、経験の異なるメンバーが協働して
活動を進めていくための運営・コーディネートを行い、協働関係を発展
させていくことに取り組む。
 週ごとに企画運営に関する取り組みの経過を記録するとともに、隔週ご
とに取り組みの展開について教職大学院の担当者と相談する。また、月
ごとに取り組みの展開について報告をまとめ、大学院で行われる月例の
カンファレンスで報告し検討する。さらに、半期の中間実習報告、年間
の実践報告をまとめ、取り組みの展開を省察し今後の課題を明らかにす
る。

共同

幼児児童生徒の成長・発達
支援の長期実践事例研究Ⅰ

　学校における幼児児童生徒の状況と課題をふまえ、成長発達支援の取
り組みを協働的に展開しつつ、その展開について長期的な視点から跡づ
け検討し、事例研究を深め、実践力を培う。
　研究者教員と実務家教員とが、拠点学校ごとに１人ずつペアの協働に
よるチームティ－チングにより実施。学校でのカンファレンス等に当た
ると共に、大学で行われる集中研究会には担当者全員が協働で関わり、
成長・発達支援を展開する力量形成を目指す。

共同

幼児児童生徒の成長・発達
支援の長期実践事例研究Ⅱ

　Ⅰに引き続き、学校における幼児児童生徒の状況と課題をふまえ、成
長発達支援の取り組みを協働的に展開しつつ、その展開について長期的
な視点から跡づけ検討し、事例研究を深め、実践力を培う。
　研究者教員と実務家教員とが、拠点学校ごとに１人ずつペアの協働に
よるチームティ－チングにより実施。学校でのカンファレンス等に当た
ると共に、大学で行われる集中研究会には担当者全員が協働で関わり、
成長・発達支援を展開する力量形成を目指す。

共同

障害児童生徒の成長・発達
支援の長期実践事例研究Ⅰ

　改革の主題と知的障害児の現状と当面する問題・成長に則した支援を
開発・実践・省察する。その際、何人かの特定の知的障害児への支援と
クラス全体への働きかけの双方について跡づけ、記録化し、検討する。
次に、実践の省察を踏まえた展開を行い、何人かの特定の知的障害児へ
の支援とクラス全体への働きかけ双方について引き続き跡づけ、記録化
し、検討する。
　研究者教員と実務家教員とが、拠点学校ごとに１人ずつペアの協働に
よるチームティ－チングにより実施。学校でのカンファレンス等に当た
ると共に、大学で行われる集中研究会には担当者全員が協働で関わり、
成長・発達支援を展開する力量形成を目指す。

共同

障害児童生徒の成長・発達
支援の長期実践事例研究Ⅱ

　改革の主題と病弱・肢体不自由児の現状と当面する問題・成長に則し
た支援を開発・実践・省察する。その際、何人かの特定の病弱・肢体不
自由児への支援とクラス全体への働きかけの双方について跡づけ、記録
化し、検討する。次に、実践の省察を踏まえた展開を行い、何人かの特
定の病弱・肢体不自由児への支援とクラス全体への働きかけ双方につい
て引き続き跡づけ、記録化し、検討する。
　研究者教員と実務家教員とが、拠点学校ごとに１人ずつペアの協働に
よるチームティ－チングにより実施。学校でのカンファレンス等に当た
ると共に、大学で行われる集中研究会には担当者全員が協働で関わり、
成長・発達支援を展開する力量形成を目指す。

共同

障害児童生徒の成長・発達
支援の長期実践事例研究Ⅲ

　改革の主題と聴覚・視覚障害児の現状と当面する問題・成長に則した
支援を開発・実践・省察する。その際、何人かの特定の聴覚・視覚障害
児への支援とクラス全体への働きかけの双方について跡づけ、記録化
し、検討する。次に、実践の省察を踏まえた展開を行い、何人かの特定
の聴覚・視覚障害児への支援とクラス全体への働きかけ双方について引
き続き跡づけ、記録化し、検討する。
　研究者教員と実務家教員とが、拠点学校ごとに１人ずつペアの協働に
よるチームティ－チングにより実施。学校でのカンファレンス等に当た
ると共に、大学で行われる集中研究会には担当者全員が協働で関わり、
成長・発達支援を展開する力量形成を目指す。

共同

障害児童生徒の成長・発達
支援の長期実践事例研究Ⅳ

　改革の主題と重複障害児の現状と当面する問題・成長に則した支援を
開発・実践・省察する。その際、何人かの特定の重複障害児への支援と
クラス全体への働きかけの双方について跡づけ、記録化し、検討する。
次に、実践の省察を踏まえた展開を行い、何人かの特定の重複障害児へ
の支援とクラス全体への働きかけ双方について引き続き跡づけ、記録化
し、検討する。
　研究者教員と実務家教員とが、拠点学校ごとに１人ずつペアの協働に
よるチームティ－チングにより実施。学校でのカンファレンス等に当た
ると共に、大学で行われる集中研究会には担当者全員が協働で関わり、
成長・発達支援を展開する力量形成を目指す。
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成長発達支援組織マネジメ
ント長期実践事例研究Ⅰ

　成長発達支援組織マネジメント長期実践事例研究では学校状況を踏ま
えて協働研究を企画運営するとともに、経験の浅い若い教員も含め、経
験の異なるメンバーが協働して活動を進めていくための運営・コーディ
ネートを行い、協働関係を発展させていくことに取り組む。
　週ごとに企画運営に関する取り組みの経過を記録するとともに、隔週
ごとに取り組みの展開について教職大学院の担当者と相談する。また、
月ごとに取り組みの展開について報告をまとめ、大学院で行われる月例
のカンファレンスで報告し検討する。さらに、半期の中間実習報告、年
間の実践報告をまとめ、取り組みの展開を省察し今後の課題を明らかに
する。

共同

成長発達支援組織マネジメ
ント長期実践事例研究Ⅱ

　成長発達支援組織マネジメント長期実践事例研究では学校状況を踏ま
えて協働研究を企画運営するとともに、経験の浅い若い教員も含め、経
験の異なるメンバーが協働して活動を進めていくための運営・コーディ
ネートを行い、協働関係を発展させていくことに取り組む。ⅡではⅠに
おける前期の展開を踏まえ、後期の取り組みを持続的に展開する。
　週ごとに企画運営に関する取り組みの経過を記録するとともに、隔週
ごとに取り組みの展開について教職大学院の担当者と相談する。また、
月ごとに取り組みの展開について報告をまとめ、大学院で行われる月例
のカンファレンスで報告し検討する。さらに、半期の中間実習報告、年
間の実践報告をまとめ、取り組みの展開を省察し今後の課題を明らかに
する。

共同

学習コミュニティマネジメ
ント実践事例研究A

　学習の長期的展開は、学級・学年・学校という複合的な学習コミュニ
ティの編成・文化によって大きな影響を受ける。「主体的対話的で深い
学び」の実現は新しい学習コミュニティの形成なしには実現しえない。
新しい学習コミュニティをどう培っていくのか、またその形成過程を教
師集団としてどうマネジメントしていくのか、長期にわたる実践事例と
事例をめぐる理論的研究に基づき探究・考察していく。「学習コミュニ
ティマネジメント実践事例研究A」では「学習の転換と学習コミュニティ
マネジメント実践事例研究の課題」および「学習コミュニティマネジメ
ントへのアプローチA：学習コミュニティ発展の5段階とそのコーディ
ネート」を中心に探究を進める。

共同

学習コミュニティマネジメ
ント実践事例研究B

　学習の長期的展開は、学級・学年・学校という複合的な学習コミュニ
ティの編成・文化によって大きな影響を受ける。「主体的対話的で深い
学び」の実現は新しい学習コミュニティの形成なしには実現しえない。
新しい学習コミュニティをどう培っていくのか、またその形成過程を教
師集団としてどうマネジメントしていくのか、長期にわたる実践事例と
事例をめぐる理論的研究に基づき探究・考察していく。「学習コミュニ
ティマネジメント実践事例研究B」では「学習コミュニティマネジメント
へのアプローチB：学習コミュニティを支えるための組織的課題」および
「学習コミュニティを支える組織のマネジメントの作用と課題」を中心
に探究を進める。

共同

学校協働組織のマネジメン
ト

　自他の学校における実践の長期的な跡づけ、および「学習コミュニ
ティマネジメント実践事例研究」等における学習コミュニティ形成の視
点を再確認しつつ、転換期の学校協働組織とその文化の発展をどのよう
に支えていくか、Ｅ．シャインらの組織文化とリーダーシップをめぐる
実践研究の成果も参照しつつ討究する。
　研究者教員と実務家教員とのチームティ－チングにより実施。研究者
教員からの＜研究に基づく視点・方法＞と実務家教員からの＜長い経験
に基づく識見＞とを事例研究の中で融合させ、組織学習の視点の形成と
方法の獲得を目指す。特にみなし教員の玉木教授は経営の立場からの組
織学習について事例研究を担当する。

共同

組織学習マネジメント実践
事例研究A

　21世紀に求められる探究・コミュニケーション・協働を基調とする学
びのための学校を実現していくためには、学びを支える学校組織の改革
のための学習、組織学習の発展が不可欠となる。組織学習マネジメント
実践事例研究では、組織的な事例研究と理論研究に基づき組織学習とそ
のマネジメントの視点・方法・組織プロセスを探究する。協働探究は次
の5つのサイクルを通じて展開される。①自身の学校における取り組みを
とらえ返し、記録化する。②実践記録にもとづく事例研究カンファレン
ス。③自身の記録を含む、複数の実践記録を通じた比較研究。④比較を
通して、学習コミュニティマネジメントの編成と構造への協働探究をす
すめる。⑤カンファレンス・比較研究・編成構造研究を踏まえつつ実践
記録を再構成し、自身の実践研究としてまとめる。
　組織学習マネジメント実践事例研究Ａでは学習の転換と学習コミュニ
ティマネジメント実践事例研究の課題および学習コミュニティマネジメ
ントへのアプローチ①：学習コミュニティ発展の5段階とそのコーディ
ネートについて探究する。

共同
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組織学習マネジメント実践
事例研究B

　21世紀に求められる探究・コミュニケーション・協働を基調とする学
びのための学校を実現していくためには、学びを支える学校組織の改革
のための学習、組織学習の発展が不可欠となる。組織学習マネジメント
実践事例研究では、組織的な事例研究と理論研究に基づき組織学習とそ
のマネジメントの視点・方法・組織プロセスを探究する。協働探究は次
の5つのサイクルを通じて展開される。①自身の学校における取り組みを
とらえ返し、記録化する。②実践記録にもとづく事例研究カンファレン
ス。③自身の記録を含む、複数の実践記録を通じた比較研究。④比較を
通して、学習コミュニティマネジメントの編成と構造への協働探究をす
すめる。⑤カンファレンス・比較研究・編成構造研究を踏まえつつ実践
記録を再構成し、自身の実践研究としてまとめる。
　組織学習マネジメント実践事例研究Ｂでは学習コミュニティマネジメ
ントへのアプローチ②：学習コミュニティを支えるための組織学習の問
題および学習コミュニティを支える組織学習マネジメントの作用と課題
について探究する。

共同

組織改革マネジメント実践
事例研究

　21世紀に求められる探究・コミュニケーション・協働を基調とする学
びのための学校を実現していくためには、学びを支える学校組織の改革
のための学習、組織学習の発展が不可欠となる。組織改革マネジメント
実践事例研究においては学校の組織改革において必然的にともなう逆機
能や反作用を踏まえつつ、どのように長期的な改革サイクルを実現して
いくか、実践と理論を踏まえ検討し、自身の取り組みの展望をひらくこ
とを目指す。自他の学校における実践の長期的な跡づけ、および「組織
学習マネジメント実践事例研究」等における組織学習の視点を再確認し
つつ、転換期の学校協働組織とその文化の発展をどのように支えていく
か、改革に必然的にともなう抵抗や逆機能のメカニズムの分析も踏まえ
ながら、Ｅ．シャイン、Ｃ．アージリス、Ｄ．Ａ・ショーンらの組織文
化・組織学習めぐる実践研究の成果も参照しつつ討究する。

共同

公教育改革の課題と実践 　21世紀の公教育改革の課題と実践（・公教育制度改革の課題　・公教
育制度改革の動向、その事例・公教育改革の現実的な展開とその分析）
を明らかにする。そして、公教育の理念と歴史をふまえた現段階の公教
育改革の課題の再把握した上で、公教育改革の比較研究（日本・米国・
フィンランド・スウェーデン・中国等の公教育改革の基本的方向性と政
策・その現状について）行う。
　研究者教員と実務家教員とのチームティ－チングにより実施。研究者
教員からの＜研究に基づく視点・方法＞と実務家教員からの＜長い経験
に基づく識見＞とを事例研究の中で融合させ、公教育改革の視点の形成
と方法の獲得を目指す。

共同

教師の実践的力量形成の課
題と実践

　教師の実践的力量形成の課題と実践を探り、実践記録に基づき実践と
省察を通して教師としての自己形成過程に関する事例研究を行う。そし
て、これまでの自分自身の教師としての取り組みの展開を記録をふまえ
つつ跡づける。最後に、レポートをまとめて交流・検討し、今後の自分
自身の力量形成に関わる展望を明らかにする。
　研究者教員と実務家教員とのチームティ－チングにより実施。研究者
教員からの＜研究に基づく視点・方法＞と実務家教員からの＜長い経験
に基づく識見＞とを事例研究の中で融合させ、実践的力量の形成を目指
す。

共同

学校と社会 　地域における市民の学習について理解し、生涯学習社会と学校教育の
関係をとらえる。その上で、地方分権・市民共同社会の展開と学校教育
の課題を把握し、地域の自治活動・学習活動と学校との関わりに関する
事例研究を行う。最後に、レポートをまとめ、交流・検討し、学校と生
涯学習社会・市民共同社会の関わりについて展望をひらく。
　研究者教員と実務家教員とのチームティ－チングにより実施。研究者
教員からの＜研究に基づく視点・方法＞と実務家教員からの＜長い経験
に基づく識見＞とを事例研究の中で融合させ、学校と社会のあり方につ
いての視点の形成と方法の獲得を目指す。

共同

特別支援学校における教師
の実践的力量形成の課題と
実践

　教師の実践的力量形成の課題と実践について、21世紀の学校教育と教
師の役割の転換・大学における教師教育改革・生涯にわたる力量形成の
視点・学校拠点との協働研究・省察的実践者と組織学習・世界の改革動
向などを検討する。あわせて特別支援学校における教師としての自己形
成過程に関する事例研究をふまえ、自分自身の取り組みの展開を跡付
け、交流する。
　研究者教員と実務家教員とのチームティ－チングにより実施。研究者
教員からの＜研究に基づく視点・方法＞と実務家教員からの＜長い経験
に基づく識見＞とを事例研究の中で融合させ、実践的な力量形成を目指
す。

共同
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学校拠点・省察的実践コア
サイクルⅠ(状況把握・
テーマ設定・試行のサイク
ル）

　21世紀の学校において求められる学習の転換を実現するための実践の
場における長期プロジェクトの立案・試行・省察とその発展的な再構成
のサイクルを､実践と省察､事例研究・理論研究の有機的発展的な継続を
通して学び､実践的な力量を培うことを目指す｡このサイクルの第１の段
階として､学校における状況把握､求められている課題を踏まえ状況に即
したテーマ設定を進め､試行的実践を進める。以下の5つの主題に関わる
取組を連動して展開する。
１．学習者中心の授業デザイン・学習活動デザイン。２．学習観の転換
を支えるファシリテーターとしての教師の役割・働き。３．子どもと教
師のコミュニティを培うコーディネーション・マネジメント。４．長期
的な省察的レポートの作成検討省察。５．長期的な学習改革プロジェク
トにおける初期段階の状況把握・テーマ設定・試行のプロセスマネジメ
ントについて学校・学級の実情に沿った実践の展開。

共同

学校拠点・省察的実践コア
サイクルⅡ(基本的展開サ
イクル構築展開と省察）

　21世紀の学校において求められる学習の転換を実現するための実践の
場における長期プロジェクトの立案・試行・省察とその発展的な再構成
のサイクルを､実践と省察､事例研究・理論研究の有機的発展的な継続を
通して学び､実践的な力量を培うことを目指す｡このサイクルの第２の段
階として､前期の試行的な実践の展開とその省察を踏まえ､持続的な取組
につながる活動を企画・組織・運営し､省察評価し以後の展開につなげ
る。以下の5つの主題に関わる取組を連動して展開する。
１．学習者中心の授業デザイン・学習活動デザイン。２．学習観の転換
を支えるファシリテーターとしての教師の役割・働き。３．子どもと教
師のコミュニティを培うコーディネーション・マネジメント。４．長期
的な省察的レポートの作成検討省察。５．長期的な学習改革プロジェク
トにおける初期段階の状況把握・テーマ設定・試行のプロセスマネジメ
ントについて学校・学級の実情に沿った実践の展開。

共同

学校拠点・省察的実践コア
サイクルⅢ(長期展開サイ
クルの構成展開)

　21世紀の学校において求められる学習の転換を実現するための実践の
場における長期プロジェクトの立案・試行・省察とその発展的な再構成
のサイクルを､実践と省察､事例研究・理論研究の有機的発展的な継続を
通して学び､実践的な力量を培うことを目指す｡このサイクルの第３の段
階として､一年次における試行的な実践とそれに続く持続的取組のための
企図の展開と省察を踏まえ､長期的な発展のための取組の組織化を進め
る。以下の5つの主題に関わる取組を連動して展開する。
１．学習者中心の授業デザイン・学習活動デザイン。２．学習観の転換
を支えるファシリテーターとしての教師の役割・働き。３．子どもと教
師のコミュニティを培うコーディネーション・マネジメント。４．長期
的な省察的レポートの作成検討省察。５．長期的な学習改革プロジェク
トにおける初期段階の状況把握・テーマ設定・試行のプロセスマネジメ
ントについて学校・学級の実情に沿った実践の展開。

共同

学校拠点・省察的実践コア
サイクルⅣ(長期展開サイ
クルの展開・省察・展望)

　21世紀の学校において求められる学習の転換を実現するための実践の
場における長期プロジェクトの立案・試行・省察とその発展的な再構成
のサイクルを､実践と省察､事例研究・理論研究の有機的発展的な継続を
通して学び､実践的な力量を培うことを目指す｡このサイクルの第４の段
階として､一年次における試行的な実践とそれに続く2年次前期の取り組
みの展開と省察を踏まえ後期の取組とより長期的な発展のための取組の
組織化を進める｡以下の5つの主題に関わる取組を連動して展開する。
１．学習者中心の授業デザイン・学習活動デザイン。２．学習観の転換
を支えるファシリテーターとしての教師の役割・働き。３．子どもと教
師のコミュニティを培うコーディネーション・マネジメント。４．長期
的な省察的レポートの作成検討省察。５．長期的な学習改革プロジェク
トにおける初期段階の状況把握・テーマ設定・試行のプロセスマネジメ
ントについて学校・学級の実情に沿った実践の展開。

共同

学校拠点・省察的実践コア
サイクルⅤ(長期展開サイ
クルの記録化・交流・評
価)

　21世紀の学校において求められる学習の転換を実現するための実践の
場における長期プロジェクトの立案・試行・省察とその発展的な再構成
のサイクルを､実践と省察､事例研究・理論研究の有機的発展的な継続を
通して学び､実践的な力量を培うことを目指す｡このサイクルでは長期的
な実践の展開の記録化を通して組織的な省察を進めるとともに、公開の
評価のセッションを通して今後の展望を共有する。以下の5つの主題に関
わる取組を連動して展開する。
１．学習者中心の授業デザイン・学習活動デザイン。２．学習観の転換
を支えるファシリテーターとしての教師の役割・働き。３．子どもと教
師のコミュニティを培うコーディネーション・マネジメント。４．長期
的な省察的レポートの作成検討省察。５．長期的な学習改革プロジェク
トにおける初期段階の状況把握・テーマ設定・試行のプロセスマネジメ
ントについて学校・学級の実情に沿った実践の展開。

共同

特別支援学校拠点・省察的
実践コアサイクルⅠ(状況
把握・テーマ設定・試行の
サイクル）

21世紀の知的障害及び肢体不自由･病弱児等の特別支援学校において求め
られる学習の転換を実現するための実践の場における長期プロジェクト
の立案・試行・省察と、その発展的な再構成のサイクルについて、障害
児教育の実践と省察、事例研究・理論研究の有機的発展的な継続を通し
て学び、実践的な力量を培うことを目指す。このサイクルの第１の段階
として、それぞれの学校における状況把握、求められている課題を踏ま
え状況に即したテーマ設定を進め、試行的実践を進める。

共同
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特別支援学校拠点・省察的
実践コアサイクルⅡ(基本
的展開サイクル構築展開と
省察）

21世紀の知的障害及び肢体不自由･病弱児等の特別支援学校において求め
られる学習の転換を実現するための実践の場における長期プロジェクト
の立案・試行・省察と、その発展的な再構成のサイクルについて、実践
と省察、事例研究・理論研究の有機的発展的な継続を通して学び、実践
的な力量を培うことを目指す。このサイクルの第２の段階として、前期
の試行的な実践の展開とその省察を踏まえ、持続的な取組につながる活
動を企画・組織・運営し、省察評価し以後の展開につなげる。

共同

特別支援学校拠点・省察的
実践コアサイクルⅢ(長期
展開サイクルの構成展開)

21世紀の知的障害及び肢体不自由･病弱児等の特別支援学校において求め
られる学習の転換を実現するための実践の場における長期プロジェクト
の立案・試行・省察と、その発展的な再構成のサイクルについて、実践
と省察、事例研究・理論研究の有機的発展的な継続を通して学び、実践
的な力量を培うことを目指す。このサイクルの第３の段階として、一年
次における試行的な実践とそれに続く持続的取組のための企図の展開と
省察を踏まえ、長期的な発展のための取組の組織化を進める。

共同

特別支援学校拠点・省察的
実践コアサイクルⅣ(長期
展開サイクルの展開・省
察・展望)

21世紀の知的障害及び肢体不自由･病弱児等の特別支援学校において求め
られる学習の転換を実現するための実践の場における長期プロジェクト
の立案・試行・省察と、その発展的な再構成のサイクルについて、実践
と省察、事例研究・理論研究の有機的発展的な継続を通して学び、実践
的な力量を培うことを目指す。このサイクルの第４の段階として、一年
次における試行的な実践とそれに続く持続的取組のための企図の展開と
省察を踏まえ、長期的な発展のための取組の組織化を進める。

共同

特別支援学校拠点・省察的
実践コアサイクルⅤ(長期
展開サイクルの記録化・交
流・評価)

21世紀の知的障害及び肢体不自由･病弱児等の特別支援学校において求め
られる学習の転換を実現するための実践の場における長期プロジェクト
の立案・試行・省察と、その発展的な再構成のサイクルについて、実践
と省察、事例研究・理論研究の有機的発展的な継続を通して学び、障害
児教育の実践的な力量を培うことを目指す。このサイクルの第５の段階
として、それぞれの学校における状況把握、求められている課題を踏ま
え状況に即したテーマ設定を進め、試行的実践を進める。

共同

カリキュラム・授業改革マ
ネジメント学校拠点長期協
働実践プロジェクト

　21世紀の知識基盤社会において求められる学習を学校において現実的
にどのように実現していくか。学校における教師の協働の実践の展開を
生み出しながら、その展開の中で学習デザイン・カリキュラム編成・そ
れを支える組織のあり方、教師の実践的力量形成について総合的な実
践・探究・省察を重ねる。
　研究者教員と実務家教員とが、拠点学校ごとに１人ずつペアの協働に
よるチームティ－チングにより実施。学校でのカンファレンス等に当た
ると共に、大学で行われる集中研究会には担当者全員が協働で関わり、
カリキュラム・授業改革マネジメントの視点の形成と方法の獲得を目指
す。

共同

カリキュラム改革事例研究
とその理論

　カリキュラム研究・カリキュラム改革研究の展開、とりわけ学校拠点
カリキュラム開発研究のアプローチについてその視点・方法・組織につ
いて、自らの学校における協働実践研究の取り組みの経験・実践・省察
を踏まえつつ学ぶとともに、そうしたアプローチの検討を活かしつつ、
自身の実践について改めてとらえ直し，長期な実践記録を再構成する。
　研究者教員と実務家教員との協働によるチームティーチングにより実
施。研究者教員からの＜研究に基づく視点・方法＞と実務家教員からの
＜長い経験に基づく識見＞とを事例研究の中で融合させ、カリキュラム
改革の力量形成を目指す。

共同

授業改革事例研究とその理
論

　授業研究・授業改革研究の展開を踏まえ、実践の場における省察的授
業研究のアプローチ、その視点・方法・組織について、自らの実践と関
わらせて学び、自身の実践を長期的な視点から跡づけ直し、今後の実践
への展望をひらく。
　研究者教員と実務家教員との協働によるチームティーチングにより実
施。研究者教員からの＜研究に基づく視点・方法＞と実務家教員からの
＜長い経験に基づく識見＞とを事例研究の中で融合させ、授業改革の力
量形成を目指す。

共同

長期実践報告の作成と発表
（１系）

　２年間、およびそれ以前からの実践の展開を、時々にまとめてきてい
る記録・省察的実践のレポートの再検討を通して跡づけ直し、その中で
の実践の発展過程、自身の成長過程、組織的な展開過程を検証するとと
もに、長期実践研究報告書としてまとめ、公開研究会において報告す
る。
　研究者教員と実務家教員とのチームティ－チングにより実施。研究者
教員からの＜研究に基づく視点・方法＞と実務家教員からの＜長い経験
に基づく識見＞とを事例研究の中で融合させ、２年間の実践と研究にふ
さわしい報告書となるよう、報告書作成と研究会での報告を支援する。

共同
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幼児児童生徒の成長・発達
支援学校拠点長期協働実践
プロジェクト

　児童・生徒の児童生徒の成長・発達支援をテーマとする学校での協働
の実践とそのための研究を企画・運営・省察評価し、さらにその省察に
基づき取り組みを発展させていく長期サイクルの展開しさらにその長期
展開を記録を介して把握し展望する企図を通して実践的なプロジェクト
運営の力を培う。
　研究者教員と実務家教員とが、拠点学校ごとに１人ずつペアの協働に
よるチームティ－チングにより実施。学校でのカンファレンス等に当た
ると共に、大学で行われる集中研究会には担当者全員が協働で関わり、
成長・発達支援の視点の形成と方法の獲得を目指す。

共同

成長と発達の実践研究 　幼児児童生徒の発達研究の歴史と展開を押さえ、発達研究の方法と組
織・その歴史と現段階、さらに内在的な省察としての発達研究の視点・
方法・組織を検討する。学校における長期協働実践プロジェクトの展開
と合わせ、研究を活かした実践力形成を進める。
　研究者教員と実務家教員とのチームティ－チングにより実施。研究者
教員からの＜研究に基づく視点・方法＞と実務家教員からの＜長い経験
に基づく識見＞とを事例研究の中で融合させ、発達研究の視点の形成と
方法の獲得を目指す。

共同

成長発達支援の事例研究 　学校拠点の成長発達支援長期協働実践プロジェクトの展開を記録に基
づき再検討し、長期的な視点からその展開をとらえ直す。そして、成長
発達支援の長期的な展開過程を相互に跡づけ、比較検討することを通し
て、それぞれの実践の固有性とともに、共通する編成・展開について検
討する。最後に、構成主義的・省察的な成長発達過程とそれに関わる実
践の研究アプローチについて、自分たちの実践研究と照らして検討す
る。
　研究者教員と実務家教員とのチームティ－チングにより実施。研究者
教員からの＜研究に基づく視点・方法＞と実務家教員からの＜長い経験
に基づく識見＞とを事例研究の中で融合させ、発達研究の視点の形成と
方法の獲得を目指す。

共同

長期実践報告の作成と発表
（２系）

　２年間、およびそれ以前からの実践の展開を、時々にまとめてきてい
る記録・省察的実践のレポートの再検討を通して跡づけ直し、その中で
の実践の発展過程、自身の成長過程、組織的な展開過程を検証するとと
もに、長期実践研究報告書としてまとめ、公開研究会において報告す
る。
　研究者教員と実務家教員とのチームティ－チングにより実施。研究者
教員からの＜研究に基づく視点・方法＞と実務家教員からの＜長い経験
に基づく識見＞とを事例研究の中で融合させ、２年間の実践と研究にふ
さわしい報告書となるよう、報告書作成と研究会での報告を支援する。

共同

児童生徒の成長・発達支援
学校拠点特別支援教育長期
協働実践プロジェクト

　成長発達支援の協働研究マネジメントの視点・方法・組織に関わる諸
研究の検討を行い、次に、障害児童生徒の成長・発達支援をテーマとす
る学校での協働研究を企画・運営・評価し、その展開を記録を通して検
討する。
　研究者教員と実務家教員とが、拠点学校ごとに１人ずつペアの協働に
よるチームティ－チングにより実施。学校でのカンファレンス等に当た
ると共に、大学で行われる集中研究会には担当者全員が協働で関わり、
プロジェクトの推進とを目指す。

共同

障害児の成長と発達の実践
研究

　障害児における発達研究の歴史と展開を押さえ、発達研究の方法と組
織・その歴史と現段階、さらに内在的な省察としての発達研究の視点・
方法・組織を検討する。学校における長期協働実践プロジェクトの展開
と合わせ、研究を活かした実践力形成を進める。
　研究者教員と実務家教員とのチームティ－チングにより実施。研究者
教員の＜研究に基づく視点・方法＞と実務家教員からの＜長い経験に基
づく識見＞とを融合させ、成長発達の視点の形成と方法の獲得を目指
す。

共同

障害児の成長発達支援の事
例研究

　成長発達支援の取り組みについて展望を開くサイクルとする。特別支
援学校での実践展開や実践記録の分析を踏まえ、学校を超えた４人程度
の小グループを中心に、成長発達支援に関わって、その視点・方法を学
び、検討と分析を進める。
　研究者教員と実務家教員とのチームティ－チングにより実施。成長発
達支援に関わって、研究者教員の＜研究に基づく視点・方法＞と＜長い
経験に基づく識見＞とを事例研究の中で融合させ、成長発達の視点の形
成と方法の獲得を目指す。

共同

特別支援教育長期実践報告
の作成と発表

　特別支援学校における２年間の実践と研究の展開を記録に即して跡づ
け再検討する。それをふまえて自己評価・外部評価のための報告書を作
成する。公開研究会で報告し、今後の実践の展開について、課題と方向
性を明らかにする。
　研究者教員と実務家教員とのチームティ－チングにより実施。研究者
教員からの＜研究に基づく視点・方法＞と実務家教員からの＜長い経験
に基づく識見＞とを事例研究の中で融合させ、２年間の実践と研究にふ
さわしい報告書となるよう、報告書作成と研究会での報告を支援する。

共同
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コミュニティとしての学校
と教師の力量形成学校拠点
長期協働実践プロジェクト

　学校における協働的な実践の展開とその省察、およびそれに基づく協
働の事例研究の積み重ねを通して、コミュニティとしての学校と教師の
力量形成を支える協働実践の編成と展開について実践的に学ぶ。
　研究者教員と実務家教員とが、拠点学校ごとに１人ずつペアの協働に
よるチームティ－チングにより実施。学校でのカンファレンス等に当た
ると共に、大学で行われる集中研究会には担当者全員が協働で関わり、
学習のコミュニティづくりの力量形成を目指す。

共同

学習コミュニティマネジメ
ント事例研究

　専門職学習コミュニティの発展段階とその段階ごとの働きかけと支援
の視点・方策を学ぶ。 そして、学習のコミュニティの事例研究・比較研
究をし、長期にわたる実践記録をもとに学級における学習コミュニティ
の形成過程を検討する。また、自校における学習コミュニティの形成の
展開に関する実践記録に基づいた検討と分析を行う。最後に、レポート
作成・検討と学習コミュニティ形成について今後の実践的な展望を明ら
かにする。
　研究者教員と実務家教員とが、拠点学校ごとに協働によるチーム
ティーチングにより実施。全体的な講義、事例研究でのグループに分か
れた検討を協働で担当し、事例研究の中で理論と実践とを融合させ、マ
ネジメント能力の形成を目指す。

共同

教師の力量形成のための組
織学習事例研究

　学校拠点の「コミュニティとしての学校と教師の力量形成長期協働実
践プロジェクト」の展開を記録に基づき再検討し、長期的な視点からそ
の展開をとらえ直す。そして、「コミュニティとしての学校と教師の力
量形成」の長期的な展開過程を相互に跡づけ、比較検討することを通し
て、それぞれの実践の固有性とともに、共通する編成・展開について検
討する。最後に、「コミュニティとしての学校と教師の力量形成」をめ
ぐる実践研究アプローチについて、自分たちの実践研究と照らして検討
する。
　研究者教員と実務家教員とのチームティ－チングにより実施。研究者
教員からの＜研究に基づく視点・方法＞と実務家教員からの＜長い経験
に基づく識見＞とを事例研究の中で融合させ、力量形成を目指す。

共同

長期実践報告の作成と発表
（３系）

　２年間、およびそれ以前からの実践の展開を、時々にまとめてきてい
る記録・省察的実践のレポートの再検討を通して跡づけ直し、その中で
の実践の発展過程、自身の成長過程、組織的な展開過程を検証するとと
もに、長期実践研究報告書としてまとめ、公開研究会において報告す
る。
　研究者教員と実務家教員とのチームティ－チングにより実施。研究者
教員からの＜研究に基づく視点・方法＞と実務家教員からの＜長い経験
に基づく識見＞とを事例研究の中で融合させ、２年間の実践と研究にふ
さわしい報告書となるよう、報告書作成と研究会での報告を支援する。

共同
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カリキュラム開発基礎研究
Ⅰ

　長期インターンシップにおいて学校での児童生徒の学びに直接にまた
長期的に接する経験を重ねつつ、カリキュラム開発実践研究において探
究的な学びのためのカリキュラム開発を進める取り組みを展開するため
に、カリキュラム開発基礎研究においては、教科および教科横断的な主
題探究を掘り下げるための研究を進める。カリキュラム開発基礎研究Ⅰ
では「地域にひらかれたカリキュラムづくり」をテーマとし、地域の地
理、音楽、歴史の各分野において、カリキュラム開発のための先行事例
研究・主題探究を進め、その成果を交流するとともにカリキュラム開発
実践研究における実際のカリキュラムづくりに活かす。

共同

カリキュラム開発基礎研究
Ⅱ

　長期インターンシップにおいて学校での児童生徒の学びに直接にまた
長期的に接する経験を重ねつつ、カリキュラム開発実践研究において探
究的な学びのためのカリキュラム開発を進める取り組みを展開するため
に、カリキュラム開発基礎研究においては、教科および教科横断的な主
題探究を掘り下げるための研究を進める。カリキュラム開発基礎研究Ⅱ
では「主権者意識を育むカリキュラムづくり」をテーマとし、世界史・
消費者市民社会形成・倫理学哲学の各分野において、主権者意識を育む
カリキュラム開発のための先行事例研究・主題探究を進め、その成果を
交流するとともにカリキュラム開発実践研究における実際のカリキュラ
ムづくりに活かす。

共同

カリキュラム開発基礎研究
Ⅲ

　長期インターンシップにおいて学校での児童生徒の学びに直接にまた
長期的に接する経験を重ねつつ、カリキュラム開発実践研究において探
究的な学びのためのカリキュラム開発を進める取り組みを展開するため
に、カリキュラム開発基礎研究においては、教科および教科横断的な主
題探究を掘り下げるための研究を進める。カリキュラム開発基礎研究Ⅲ
では「健康を育むカリキュラムづくり」をテーマとし、健康・食・メン
タルヘルスケアの各分野において、健康を育むカリキュラム開発のため
の先行事例研究・主題探究を進め、その成果を交流するとともにカリ
キュラム開発実践研究における実際のカリキュラムづくりに活かす。

共同

カリキュラム開発基礎研究
Ⅳ

　長期インターンシップにおいて学校での児童生徒の学びに直接にまた
長期的に接する経験を重ねつつ、カリキュラム開発実践研究において探
究的な学びのためのカリキュラム開発を進める取り組みを展開するため
に、カリキュラム開発基礎研究においては、教科および教科横断的な主
題探究を掘り下げるための研究を進める。カリキュラム開発基礎研究Ⅳ
では「創造性を育むカリキュラムづくり」をテーマとし、美術・音楽の
各分野において、創造性を育むカリキュラム開発のための先行事例研
究・主題探究・単元設計を進め、その成果を交流するとともにカリキュ
ラム開発実践研究における実際のカリキュラムづくりに活かす。

共同

カリキュラム開発実践研究
Ⅰ

　カリキュラム開発実践研究では、①長期インターンシップにおける学
校での児童生徒の学びと生活に長期的に関わる経験、②カリキュラム開
発基礎研究における個別主題に関わる探究の深化を活かし、実践的な探
究型カリキュラムの開発を進める。カリキュラム開発実践研究Ⅰでは、
長期インターンシップの経験と「地域にひらかれたカリキュラムづく
り」を主題とするカリキュラム開発基礎研究Ⅰにおける探究を踏まえ、
小学校・中学校・高等学校おおび海外におけるカリキュラムの比較事例
研究を進め新たな単元開発・カリキュラム開発に実際に取り組み、成果
を交流し、カリキュラム開発の力量を実際の開発プロセスを通して培
う。

共同

カリキュラム開発実践研究
Ⅱ

　カリキュラム開発実践研究では、①長期インターンシップにおける学
校での児童生徒の学びと生活に長期的に関わる経験、②カリキュラム開
発基礎研究における個別主題に関わる探究の深化を活かし、実践的な探
究型カリキュラムの開発を進める。カリキュラム開発実践研究Ⅱでは、
長期インターンシップの経験と「主権者意識を育むカリキュラムづく
り」を主題とするカリキュラム開発基礎研究Ⅰにおける探究を踏まえ、
小学校・中学校・高等学校および海外におけるカリキュラムの比較事例
研究を進め新たな単元開発・カリキュラム開発に実際に取り組み、成果
を交流し、カリキュラム開発の力量を実際の開発プロセスを通して培
う。

共同

カリキュラム開発実践研究
Ⅲ

　カリキュラム開発実践研究では、①長期インターンシップにおける学
校での児童生徒の学びと生活に長期的に関わる経験、②カリキュラム開
発基礎研究における個別主題に関わる探究の深化を活かし、実践的な探
究型カリキュラムの開発を進める。カリキュラム開発実践研究Ⅲでは、
長期インターンシップの経験と「健康を育むカリキュラムづくり」を主
題とするカリキュラム開発基礎研究Ⅲにおける探究を踏まえ、小学校・
中学校・高等学校および海外におけるカリキュラムの比較事例研究を進
め新たな単元開発・カリキュラム開発に実際に取り組み、成果を交流
し、カリキュラム開発の力量を実際の開発プロセスを通して培う。

共同
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カリキュラム開発実践研究
Ⅳ

　カリキュラム開発実践研究では、①長期インターンシップにおける学
校での児童生徒の学びと生活に長期的に関わる経験、②カリキュラム開
発基礎研究における個別主題に関わる探究の深化を活かし、実践的な探
究型カリキュラムの開発を進める。カリキュラム開発実践研究Ⅳでは、
長期インターンシップの経験と「創造性を育むカリキュラムづくり」を
主題とするカリキュラム開発基礎研究Ⅳにおける探究を踏まえ、小学
校・中学校・高等学校および海外におけるカリキュラムの比較事例研究
を進め新たな単元開発・カリキュラム開発に実際に取り組み、成果を交
流し、カリキュラム開発の力量を実際の開発プロセスを通して培う。

共同

学校組織マネジメント学校
拠点長期協働実践プロジェ
クト

　２１世紀の学校を実現する上で、学校組織の改革は避けて通れない。
学校組織改革のプロセスをどのようにマネジメントしていくかが、重要
で困難な実践的・研究的課題となる。この長期協働実践プロジェクトに
おいては１年次の実践と研究を踏まえ、自身の学校における現状に即し
て組織改革の取り組みを長期的に進めながらその展開を省察検討し、学
校組織マネジメントの実践研究を深め、実践力を培う。学校における協
働的な実践の展開とその省察、およびそれに基づく協働の事例研究の積
み重ねを通して、学校組織マネジメントの協働実践の編成と展開につい
て実践的研究を進め実践力を培う。担当教員が全体協議・ワークショッ
プ・グループセッション等総体を協働運営する。

共同

学校改革マネジメント実践
事例研究

　学校改革マネジメント実践事例研究では次の三つのアプローチを総合
して学校改革の組織的なマネジメントをめぐる実践事例研究を展開し、
学校改革のプロセスマネジメントの実践に不可欠となる組織過程把握の
実践力を培う。
１．学習コミュニティマネジメントの視点から学校での実践の展開をと
らえ直す。２．互いの実践の展開を事例研究として深める。３．実践の
検討を通して学習コミュニティマネジメントの事例研究の視点・方法を
学ぶ。
　「学習コミュニティマネジメント実践事例研究」における学習コミュ
ニティ発展とそのマネジメントの視点・アプローチを踏まえ、自身の学
校における実践の展開を跡づけ直し、記録化しつつ再検討するととも
に、他のメンバーの実践の展開と照らし、事例研究を深める。担当教員
が全体協議・ワークショップ・グループセッション等総体を協働運営す
る。

共同

学校改革マネジメント実践
事例特別研究

　学校拠点の「コミュニティとしての学校と教師の力量形成長期協働実
践プロジェクト」の展開を記録に基づき再検討し、長期的な視点からそ
の展開をとらえ直す。そして、「コミュニティとしての学校と教師の力
量形成」の長期的な展開過程を相互に跡づけ、比較検討することを通し
て、それぞれの実践の固有性とともに、共通する編成・展開について検
討する。最後に、実践コミュニティ・組織学習とそれに関わる実践の研
究アプローチについて、自分たちの実践研究と照らして検討する。
　担当教員が全体協議・ワークショップ・グループセッション等総体を
協働運営する。

共同

学校改革マネジメント長期
実践報告の作成と発表

　自らの学校における協働実践の長期的な展開を跡づけ直し、その中で
の実践の発展過程、自身の成長過程、組織的な展開過程を検証するとと
もに、今後の実践の展開についての展望をひらく。２年間、およびそれ
以前からの実践の展開を、時々にまとめてきている記録・省察的実践の
レポートの再検討を通して跡づけ直し、その中での実践の発展過程、自
身の成長過程、組織的な展開過程を検証するとともに、長期実践研究報
告書としてまとめ、公開研究会において報告する。担当教員が全体協
議・ワークショップ・グループセッション等総体を協働運営する。
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入学
定員

編入学
定員

収容
定員

入学
定員

編入学
定員

収容
定員

変更の事由

福井大学 福井大学

教育学部 教育学部

学校教育課程 100 － 400 学校教育課程 100 － 400

医学部  2年次 医学部  2年次

医学科 110 5 685 医学科 100 5 675 定員変更（△10）

看護学科 60 － 240 看護学科 60 － 240 ※臨時定員増の

　 期間終了によるもの

工学部  3年次 工学部  3年次

機械・システム工学科 155 10 640 機械・システム工学科 155 10 640

電気電子情報工学科 125 20 540 電気電子情報工学科 125 20 540

建築・都市環境工学科 60 10 260 建築・都市環境工学科 60 10 260

物質・生命化学科 135 － 540 物質・生命化学科 135 － 540

応用物理学科 50 － 200 応用物理学科 50 － 200

国際地域学部 国際地域学部

国際地域学科 60 － 240 国際地域学科 60 － 240

 2年次  2年次

5 5
 3年次  3年次

40 40

福井大学大学院 福井大学大学院

研究科の専攻の

教職開発専攻（Ｐ） 60 － 120 教職開発専攻（Ｐ） 60 － 120 設置（届出）

医学系研究科 医学系研究科

看護学専攻（Ｍ） 12 － 24 看護学専攻（Ｍ） 12 － 24

統合先進医学専攻（Ｄ） 25 － 100 統合先進医学専攻（Ｄ） 25 － 100

工学研究科 工学研究科

産業創成工学専攻（Ｍ） 85 － 170 産業創成工学専攻（Ｍ） 85 － 170

安全社会基盤工学専攻（Ｍ） 84 － 168 安全社会基盤工学専攻（Ｍ） 84 － 168

知識社会基礎工学専攻（Ｍ） 84 － 168 知識社会基礎工学専攻（Ｍ） 105 － 210 定員変更（21）

総合創成工学専攻（Ｄ） 22 － 66 総合創成工学専攻（Ｄ） 22 － 66

国際地域マネジメント専攻（Ｐ） 7 － 14 国際地域マネジメント専攻（Ｐ） 7 － 14

計 379 830 計 400 872

国際地域マネジメント研究科 国際地域マネジメント研究科

国立大学法人福井大学　設置認可等に関わる組織の移行表

令和５年度 令和６年度

計 855 3,745 計 845 3,735

福井大学・奈良女子大学・岐阜聖
徳学園大学連合教職開発研究科

福井大学・岐阜聖徳学園大学・富
山国際大学連合教職開発研究科



校地校舎等の図面 

（１）都道府県における位置関係 

 
 
（２）最寄り駅からの距離，交通機関及び所要時間 

 
 

JR福井駅より約10km 

JR敦賀駅より約300m 

JR 福井駅より約３km 

文京キャンパス 

敦賀キャンパス 

松岡キャンパス 



連合教職開発研究科で使用する校舎

校地面積 ： 110,248㎡
校舎面積 ：  90,383㎡



連合教職開発研究科で使用する校舎

（義務教育学校前期課程校舎の２階を研究室等として使用）



福井大学学則（案） 

平成 16 年４月１日 

福大学則第１号 

目 次 

第１章 総則 

第１節 目的及び使命（第１条） 

第２節 組織（第２条－第 11 条） 

第３節 職員（第 12 条－第 12 条の２） 

第４節 組織の長（第 13 条－第 19 条の２） 

第５節 教授会等（第 20 条－第 21 条） 

第６節 自己評価及び教育研究の状況の公表等（第 22 条－第 23 条） 

第２章 学部通則 

第１節 学年，学期及び休業日（第 24 条－第 26 条） 

第２節 修業年限及び在学期間（第 27 条－第 29 条） 

第３節 入学（第 30 条－第 38 条） 

第４節 教育課程，履修方法，単位の授与等（第 39 条－第 52 条の２） 

第５節 卒業及び学位の授与等（第 53 条－第 56 条） 

第６節 休学，留学，転学，転部，退学及び除籍（第 57 条－第 62 条） 

第７節 賞罰（第 63 条－第 64 条） 

第８節 検定料，入学料，授業料及び寄宿料（第 65 条－第 73 条） 

第９節 研究生，科目等履修生，特別聴講学生及び特別の課程（第 74 条－第 77 条） 

第１０節 外国人留学生（第 78 条） 

附 則 

第１章 総則 

第１節 目的及び使命 

（目的及び使命） 

第１条 福井大学（以下「本学」という。）は，学術と文化の拠点として，高い倫理観のもと，人々が健や

かに暮らせるための科学と技術に関する世界的水準での教育・研究を推進し，地域，国及び国際社会に

貢献し得る人材の育成と，独創的でかつ地域の特色に鑑みた教育科学研究，先端科学技術研究及び医学

研究を行い，専門医療を実践することを目的とする。 

第２節 組織 

（学部，学科及び課程） 

第２条 本学に，次の学部，学科及び課程を置く。 

教育学部 学校教育課程 

医学部 医学科 

    看護学科 

工学部 機械・システム工学科 

    電気電子情報工学科 



    建築・都市環境工学科 

    物質・生命化学科 

    応用物理学科 

国際地域学部 国際地域学科 

２ 前項の各学部に置く学科及び課程の入学定員，編入学定員及び収容定員は，別表１のとおりとする。 

３ 各学部，学科又は課程ごとの人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は，学長が別に定め

る。 

４ 学長は，前項により目的を定めるに当たり当該学部の教授会の意見を聴くものとする。 

５ 学部に関し必要な事項は，別に定める。 

（共通教育部） 

第２条の２ 本学に，共通教育部を置く。 

２ 共通教育部に関し必要な事項は，別に定める。 

（総合教職開発本部）  

第２条の３ 本学に，総合教職開発本部を置く。 

２ 総合教職開発本部に関し必要な事項は，別に定める。 

（社会共創教育部）  

第２条の４ 本学に，社会共創教育部を置く。 

２ 社会共創教育部に関し必要な事項は，別に定める。 

（大学院） 

第３条 本学に，大学院を置き，次の研究科を置く。 

福井大学・岐阜聖徳学園大学・富山国際大学連合教職開発研究科 

医学系研究科 

工学研究科 

国際地域マネジメント研究科 

２ 福井大学・岐阜聖徳学園大学・富山国際大学連合教職開発研究科は，福井大学，岐阜聖徳学園大学及び

富山国際大学の間で締結された協定書に基づき設置するもので，本学を基幹大学とし，岐阜聖徳学園大

学及び富山国際大学を参加大学として組織する。 

３ この学則に定めるもののほか，大学院に関し必要な事項は，大学院学則に定める。 

（学術研究院） 

第４条 本学に，教員組織として学術研究院を置き，次の部門等を置く。 

教育・人文社会系部門 

医学系部門 

工学系部門 

先進部門 

基盤部門  

先端研究推進特区 

２ 学術研究院に関し必要な事項は，別に定める。 

（教育学部附属学園及び附属学校）  

第５条 本学の教育学部に，附属学園を置き，附属学園に，次の附属学校を置く。 

附属幼稚園 



附属義務教育学校 

附属特別支援学校 

２ 附属特別支援学校においては，学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号，以下「学校教育法」という。）第

72 条に規定する知的障害者に対する教育を行う。 

３ 附属学園及び附属学校に関し必要な事項は，別に定める。 

（医学部附属病院）  

第５条の２ 本学の医学部に，附属病院を置く。 

２ 附属病院に関し必要な事項は，別に定める。 

（学部及び研究科附属教育研究施設等） 

第６条 本学に，学部及び研究科に附属する教育研究施設等として，次の施設を置き，これらを総称して附

属教育研究施設等という。 

教育学部   総合自然教育センター 

医学部    附属教育支援センター 

       附属先進イメージング教育研究センター 

工学部    附属超低温物性実験施設 

       先端科学技術育成センター 

医学系研究科 附属地域医療高度化教育研究センター 

２ 附属教育研究施設等に関し必要な事項は，別に定める。 

（工学部技術部）  

第６条の２ 本学工学部に，技術に関する専門的業務を処理するため，技術部を置く。 

２ 技術部に関し必要な事項は，別に定める。 

（附属図書館） 

第７条 本学に，附属図書館を置く。 

２ 附属図書館に関し必要な事項は，別に定める。 

（産学官連携本部） 

第７条の２ 本学に，産学官連携活動を行う拠点として，産学官連携本部を置く。 

２ 産学官連携本部に関し必要な事項は，別に定める。 

（先進教育研究系施設）  

第８条 本学に，先進教育研究等を行う拠点として，次の施設を置き，これらを総称して先進教育研究系施

設という。 

附属国際原子力工学研究所 

高エネルギー医学研究センター 

遠赤外領域開発研究センター 

子どものこころの発達研究センター 

 繊維・マテリアル研究センター  

（学内共同教育研究施設） 

第８条の２ 本学に，教職員が共同して教育若しくは研究を行い，又は教育若しくは研究のため共用する施

設及びその他の全学的業務を行う施設として，次の施設を置き，これらを総称して学内共同教育研究施

設という。 

テニュアトラック推進本部 



地域創生推進本部 

リカレント教育推進本部 

カーボンニュートラル推進本部 

ライフサイエンス支援センター 

ライフサイエンスイノベーションセンター 

地域環境研究教育センター 

アドミッションセンター 

高等教育推進センター 

語学センター 

国際センター 

キャリアセンター 

災害ボランティア活動支援センター 

総合情報基盤センター 

データ科学・AI 教育研究センター 

（学内共同教育研究施設等） 

第８条の３ 前２条に規定する組織を総称して学内共同教育研究施設等という。 

２ 学内共同教育研究施設等に関し必要な事項は，別に定める。 

（機構） 

第８条の４ 本学に，関係する組織と有機的に連携して本学の特に重要な業務を行う組織として，次の機構

を置く。 

全学教育改革推進機構 

原子力医工統合研究推進機構 

ライフサイエンスイノベーション推進機構 

子どものこころの発達教育研究推進機構 

国際化推進機構 

社会共創機構 

２ 機構に関し必要な事項は，別に定める。 

（保健管理センター） 

第９条 本学に，保健管理センターを置く。 

２ 保健管理センターに関し必要な事項は，別に定める。 

（厚生補導施設） 

第１０条 本学に，福利厚生施設及び課外活動施設等（以下「厚生補導施設」という。）を置く。 

２ 厚生補導施設に関し必要な事項は，別に定める。 

（事務組織） 

第１１条 本学に，事務局その他事務組織を置く。 

２ 事務組織に関し必要な事項は，別に定める。 

第３節 職員 

（職員） 

第１２条 本学に，次の職員を置き，国立大学法人福井大学の役員及び職員をもって充てる。 



学長，副学長，教授，准教授，講師，助教，助手，副校長，副園長，教頭，主幹教諭，教諭，養護教

諭，栄養教諭，ＵＲＡ職員，事務職員，技術職員及びその他の職員 

（研修の機会等）  

第１２条の２ 本学は，教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため，職員に必要な知識及び技能を

習得させ，並びにその能力及び資質を向上させるための研修（第 44 条の２に規定する研修に該当するも

のを除く。）など必要な取組を行うものとする。 

第４節 組織の長 

（学長） 

第１３条 学長は，校務をつかさどり，所属職員を統督する。 

（副学長） 

第１４条 副学長は，学長を助け，命を受けて校務をつかさどる。 

２ 副学長に関し必要な事項は，別に定める。 

（学部長及び研究科長） 

第１５条 各学部に学部長を，各研究科に研究科長を置く。 

２ 学部長は，当該学部の校務をつかさどり，所属職員を監督する。 

３ 研究科長は，当該研究科の校務をつかさどり，所属職員を監督する。 

（共通教育部長）  

第１５条の２ 共通教育部に共通教育部長を置く。 

２ 共通教育部長は，共通教育部の校務をつかさどり，所属職員を監督する。 

（総合教職開発本部長） 

第１５条の３ 総合教職開発本部に総合教職開発本部長を置く。 

２ 総合教職開発本部長は，総合教職開発本部の校務をつかさどり，所属職員を監督する。 

（社会共創教育部長） 

第１５条の４ 社会共創教育部に社会共創教育部長を置く。 

２ 社会共創教育部長は，社会共創教育部の校務をつかさどり，所属職員を監督する。 

（部門長） 

第１５条の５ 学術研究院の各部門に部門長を置く。 

２ 部門長は，当該部門の校務をつかさどり，所属職員を監督する。 

（教育学部附属学園長及び附属学校長） 

第１６条 教育学部附属学園に学園長を，附属学校に校長（幼稚園にあっては園長）を置く。 

２ 学園長は，附属学園の校務を総括整理する。 

３ 校長（幼稚園にあっては園長）は，当該附属学校の校務をつかさどり，所属職員を監督する。 

（医学部附属病院長） 

第１６条の２ 医学部附属病院に病院長を置く。 

２ 病院長は，附属病院の管理運営をつかさどり，所属職員を監督する。 

（附属教育研究施設等の長） 

第１７条 附属教育研究施設等にそれぞれ長を置く。 

２ 附属教育研究施設等の長は，命を受けて当該施設の管理運営をつかさどる。 

（工学部技術部長） 

第１７条の２ 工学部技術部に技術部長を置く。 



２ 技術部長は，命を受けて技術部の管理運営をつかさどる。 

（附属図書館長） 

第１８条 附属図書館に館長を置く。 

２ 館長は，附属図書館の管理運営をつかさどり，所属職員を監督する。 

（産学官連携本部長） 

第１８条の２ 産学官連携本部に産学官連携本部長を置く。 

２ 産学官連携本部長は，産学官連携本部の管理運営をつかさどり，所属職員を監督する。 

（学内共同教育研究施設等の長） 

第１８条の３ 学内共同教育研究施設等にそれぞれ施設長を置く。 

２ 施設長は，当該施設の管理運営をつかさどり，所属職員を監督する。 

（機構長及び本部長） 

第１８条の４ 各機構に機構長を，各本部に本部長を置く。 

２ 機構長は，当該機構の業務を総括整理する。 

３ 本部長は，当該本部の管理運営をつかさどり，所属職員を監督する。 

（保健管理センター所長） 

第１９条 保健管理センターに所長を置く。 

２ 所長は，保健管理センターの管理運営をつかさどり，所属職員を監督する。 

（組織の長の任命等） 

第１９条の２ 第 15 条から前条までに規定する組織の長の任命等に関し必要な事項は，別に定める。 

第５節 教授会等 

（教授会） 

第２０条 本学に，学校教育法第 93 条第１項の規定により教授会を置く。 

２ 教授会に関し必要な事項は，別に定める。 

（委員会等） 

第２１条 本学に，特定の事項を審議するため，委員会等を置く。 

２ 委員会等に関し必要な事項は，別に定める。 

第６節 自己評価及び教育研究の状況の公表等 

（自己評価等） 

第２２条 本学は，その教育研究水準の向上を図り，本学の目的及び社会的使命を達成するため，本学にお

ける教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い，その結果を公表するものとする。 

２ 前項の点検及び評価の結果について，本学の職員以外の者による検証を行うよう努めるものとする。 

３ 第１項の点検及び評価並びに前項の検証の実施に関し必要な事項は，別に定める。 

（教育研究の状況等の公表） 

第２３条 本学は，教育研究並びに組織及び運営の状況を積極的に公表するものとする。 

第２章 学部通則 

第１節 学年，学期及び休業日 

（学年） 

第２４条 学年は，４月１日に始まり，翌年３月 31 日に終わる。 

（学期） 

第２５条 学年を，次の２期に分ける。 



前期 ４月１日から９月 30 日まで 

後期 10 月１日から翌年３月 31 日まで 

２ 前項に規定する各学期を前半及び後半に分けることができるものとする。 

（休業日） 

第２６条 休業日は，次のとおりとする。 

(1) 日曜日及び土曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日 

(3) 春季休業 

(4) 夏季休業 

(5) 冬季休業 

２ 必要がある場合は，学長は前項の休業日を臨時に変更することができる。 

３ 臨時休業日は，その都度学長が定める。 

第２節 修業年限及び在学期間 

（修業年限） 

第２７条 学部の修業年限は，４年とする。ただし，医学部医学科にあっては，６年とする。 

２ 再入学，転入学及び編入学の場合は，入学以前における大学又は大学に相当する課程の在学年数以下の

期間を，前項の修業年限から控除することができる。 

（修業年限の通算） 

第２８条 第 75 条の科目等履修生又は第 77 条の特別の課程履修生として本学において一定の単位を修得し

た者が本学に入学する場合において，当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したと認めら

れるときは，別に定めるところにより，修得した単位数その他の事項を勘案して本学が定める期間を修

業年限に通算することができる。ただし，その期間は，修業年限の２分の１を超えてはならない。 

（在学期間） 

第２９条 在学期間は，修業年限の２倍の年数を超えることはできない。ただし，医学部医学科にあって

は，11 年を超えることができない。 

２ 第 35 条の規定により編入学した者の在学期間は，編入学後の在学すべき年数の２倍の年数を超えるこ

とはできない。ただし，同条第２項の規定により編入学した者の在学期間は，９年を超えることができ

ない。 

３ 第 52 条に規定する長期にわたる教育課程の履修を認められた者の在学期間については，別に定める。 

４ 学部において必要と認めるときは，進級等の基準を設け，同一年次等に在学できる期間を別に定めるこ

とができる。 

第３節 入学 

（入学の時期） 

第３０条 入学の時期は，学年又は学期の始めとする。 

（入学資格） 

第３１条 本学に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 

(2) 通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校

教育を修了した者を含む。） 



(3) 外国において学校教育における 12 年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定

したもの 

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程

を修了した者 

(5) 専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たす

ものに限る。）で文部科学大臣が別に指定したものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 

(6) 文部科学大臣の指定した者 

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則（平成 17 年文部科学省令第１号）による高等学校卒業程度認定試験

に合格した者（同規則附則第２条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程（昭和 26 年文部省令第

13 号）に合格した者を含む。） 

(8) 学校教育法第 90 条第２項の規定により大学に入学した者であって，当該者をその後に入学させる本

学において，大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの 

(9) 本学において，個別の入学資格審査により，高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認め

た者で，18 歳に達したもの 

（入学志願手続） 

第３２条 入学志願者は，所定の手続により願い出なければならない。 

（入学者選抜） 

第３３条 入学志願者については，別に定めるところにより選考を行い，学長が合格者を決定する。 

２ 入学者の選抜は，公正かつ妥当な方法により，適正な体制を整えて行うものとする。 

３ 学長は，第１項の決定を行うに当たり当該学部の教授会の意見を聴くものとする。 

（入学手続及び入学許可） 

第３４条 合格者は，指定の期日までに入学の手続をしなければならない。 

２ 学長は，前項の入学手続を完了した者（入学料の免除申請又は徴収猶予を申請し，受理された者を含

む。）に入学を許可する。 

（編入学） 

第３５条 本学の学部に編入学を志願する者がある場合は，選考の上，学長はその学部に入学を許可するこ

とがある。 

２ 前項に定めるもののほか，別表１に定める編入学定員により医学部医学科の第２年次に編入学すること

のできる者は，次の各号の一に該当する者とし，別に定めるところにより選考を行い，学長が入学を許

可する。 

(1) 修業年限４年以上の大学を卒業した者（医学部医学科を卒業した者又は在籍中の者は除く。） 

(2) 大学院の修士課程又は博士課程を修了した者（医学部医学科を卒業した者又は在籍中の者は除

く。） 

(3) 学校教育法第 104 条の規定により学士の学位を授与された者 

(4) 外国において，学校教育における 16 年の課程を修了した者 

(5) 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について，当該外国の政府又

は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別

に指定するものに限る。）において，修業年限が３年以上である課程を修了することにより，学士の

学位に相当する学位を授与された者 



３ 第１項に定めるもののほか，別表１に定める編入学定員により工学部の第３年次に編入学することので

きる者は，次の各号の一に該当する者とし，別に定めるところにより選考を行い，学長が入学を許可す

る。 

(1) 大学において２年以上の課程を修了した者（当該者が学校教育法第 90 条第２項の規定により大学に

入学した者である場合は，当該者をその後に編入学させる本学において，大学における２年の課程を

修了した者と同等以上の学力があると認めたもの） 

(2) 短期大学を卒業した者 

(3) 高等専門学校を卒業した者 

(4) 専修学校の専門課程のうち，文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了した者（学校教育法第

90 条に規定する者に限る。） 

(5) 外国において，学校教育における 14 年の課程を修了した者 

(6) 学校教育法施行規則（昭和 22 年文部省令第 11 号）附則第７条に該当する者のうち，大学の２年の

課程を修了した者と同等以上の学力があると本学において認めた者 

(7) 学校教育法第 58 条の２に規定する者 

４ 学長は，第１項から第３項により入学を許可するに当たり当該学部の教授会の意見を聴くものとする。 

（再入学） 

第３６条 本学を退学した者で，同じ学部に再入学を志願する者があるときは，別に定めるところにより選

考の上，学長は相当年次に再入学を許可することがある。 

２ 学長は，前項により再入学を許可するに当たり当該学部の教授会の意見を聴くものとする。 

（転入学） 

第３７条 他の大学に在学中の者で，本学に転入学を志願する者があるときは，別に定めるところにより選

考の上，学長は相当年次に転入学を許可することがある。 

２ 学長は，前項により転入学を許可するに当たり当該学部の教授会の意見を聴くものとする。 

（単位認定） 

第３８条 編入学，再入学及び転入学により入学を許可された者の既修得単位の認定は，当該学部において

行う。 

第４節 教育課程，履修方法，単位の授与等 

（教育課程の編成方針） 

第３９条 各学部に，本学，学部及び学科又は課程等の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開

設し，体系的に教育課程を編成するものとする。 

２ 教育課程の編成に当たっては，学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに，幅広く深い教養及

び総合的な判断力を培い，豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮するものとする。 

３ 教育課程は，各授業科目を必修科目及び選択科目に分けるものとする。ただし，必要に応じて，自由科

目を加えることができるものとする。 

４ 授業科目は，共通教育に関する科目及び専門教育に関する科目に区分し，これを各年次に配当して編成

するものとする。 

第４０条 削除  

（履修方法）  

第４１条 各学部の学生は，所定の教育課程に従って授業科目を履修しなければならない。 



２ 教育課程の授業科目，単位等（医学部医学科にあっては，授業時間数を含む。以下同じ。）及び履修方

法は，別に定めるところによる。 

（１年間の授業期間） 

第４２条 1 年間の授業を行う期間は，定期試験等の期間を含め，35 週にわたることを原則とする。 

（各授業科目の授業期間） 

第４３条 各授業科目の授業は，15 週（試験期間を除く。）にわたる期間を単位として行うものとする。

ただし，教育上必要があり，かつ，十分な教育効果をあげることができると認められる場合は，この限

りでない。 

（授業の方法） 

第４４条 授業は，講義，演習，実験，実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うも

のとし，併用により行う場合の単位数を計算するに当たっては，その組合せに応じ，大学設置基準第 21

条に規定する基準を考慮して別に定める時間の授業をもって１単位とする。 

２ 文部科学大臣が別に定めるところにより，前項の授業を，多様なメディアを高度に利用して，当該授業

を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

３ 第１項の授業を，外国において履修させることができる。前項の規定により，多様なメディアを高度に

利用して，当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても，同様とする。 

（教育内容等の改善のための組織的な教員の研修等） 

第４４条の２ 本学は，当該学部の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施す

るものとする。 

（単位等の授与） 

第４５条 一の授業科目を履修し，その試験及びその他の審査に合格した者に所定の単位等を与えるものと

する。 

２ 授業科目の成績の評語については，別に定める。 

（成績評価基準等） 

第４６条 各学部は，学生に対して，授業の方法及び内容並びに１年間の授業の計画をあらかじめ明示する

ものとする。 

２ 各学部は，学修の成果に係る評価については，客観性及び厳格性を確保するため，学生に対してその基

準をあらかじめ明示するとともに，当該基準にしたがって適切に行うものとする。 

（履修科目の登録の上限） 

第４７条 各学部は，学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため，卒業の要件として学生が修

得すべき単位数について，学生が１年間又は１学期に履修科目として登録することができる単位数の上

限を定めるように努めるものとする。 

２ 各学部は，別に定めるところにより，所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については，前項

に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。 

（他学部等の授業科目の履修等） 

第４８条 学生は，他の学部の授業科目を履修することができる。 

２ 学生は，卒業研究について，他の学部等の教員から指導を受けることができる。 

３ 前２項に関し必要な事項は，別に定める。 

（他の大学又は短期大学における授業科目の履修等） 



第４９条 教育上有益と認めるときは，学生が本学の定めるところにより他の大学又は短期大学において履

修した授業科目について修得した単位を，60 単位（医学部医学科にあってはこれに相当する授業時間と

する。以下第 50 条第２項及び第 51 条第３項において同じ。）を超えない範囲で本学における授業科目

の履修により修得したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定は，学生が，第 58 条の規定により留学する場合，休学期間中に外国の大学又は短期大学に

おいて授業科目を履修する場合及び外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国

において履修する場合について準用する。 

（大学以外の教育施設等における学修） 

第５０条 教育上有益と認めるときは，学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他

文部科学大臣が別に定める学修を，本学における授業科目の履修とみなし，本学の定めるところにより

単位を与えることができる。 

２ 前項により与えることができる単位数は，前条第１項及び第２項により当該大学において修得したもの

とみなす単位数と合わせて 60 単位を超えないものとする。 

（入学前の既修得単位数の認定） 

第５１条 教育上有益と認めるときは，学生が本学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業

科目について修得した単位（第 75 条（科目等履修生）及び第 77 条（特別の課程）の規定により修得し

た単位を含む。）を，本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすこ

とができる。 

２ 教育上有益と認めるときは，学生が本学に入学する前に行った前条第１項に規定する学修を，本学にお

ける授業科目の履修とみなし，本学の定めるところにより単位を与えることができる。 

３ 前２項の規定により修得したものとみなし，又は与えることのできる単位数は，編入学，転学等の場合

を除き，本学において修得した単位以外のものについては，第 49 条第１項及び第２項並びに前条第１項

により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて 60 単位を超えないものとする。 

（長期にわたる教育課程の履修） 

第５２条 大学の定めるところにより，学生が，職業を有している等の事情により，修業年限を超えて一定

の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは，その計画的な

履修を認めることができる。 

（教育課程の編成及び関連事項の制定について） 

第５２条の２ 学長は，教育課程を編成するとともに，教育課程の実施について必要な事項を定める。 

２ 学長は，前項により教育課程を編成し及び教育課程の実施について必要な事項を定めるに当たり関係学

部の教授会の意見を聴くものとする。 

第５節 卒業及び学位の授与等 

（卒業） 

第５３条 第 27 条に規定する修業年限以上在学し，かつ，別に定める所定の単位等を修得した者は，学長

が卒業を認定する。 

２ 学長は，前項の規定により卒業を認定するに当たり当該学部の教授会の意見を聴くものとする。 

（早期卒業） 

第５４条 前条の規定にかかわらず，本学の学生（医学部医学科の学生を除く。）で３年以上在学し，卒業

の要件として修得すべき単位を優秀な成績をもって修得したと認める学生が，学校教育法第 89 条に規定

する卒業（以下「早期卒業」という。）を希望する場合は，学長は，卒業を認定することができる。 



２ 学長は，前項の規定により早期卒業を認定するに当たり当該学部の教授会の意見を聴くものとする。 

（卒業及び早期卒業の認定の基準） 

第５４条の２ 学長は，客観性及び厳格性を確保するため卒業及び早期卒業の認定の基準を定め公表するも

のとする。 

２ 学長は，前項の規定により基準を定めるに当たり当該学部の教授会の意見を聴くものとする。 

（学位） 

第５５条 学長は，卒業を認定した者に対して，学士の学位を授与する。 

２ 学長は，前項の規定により学位を授与するに当たり当該学部の教授会の意見を聴くものとする。 

３ 学位の授与に関し必要な事項は，別に定める。 

（教員の免許状授与の所要資格の取得） 

第５６条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は，教育職員免許法（昭和 24 年法律第 147

号）及び教育職員免許法施行規則（昭和 29 年文部省令第 26 号）に定める所要の単位を修得しなければ

ならない。 

２ 本学の学部の課程及び学科において，当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類及び免許教科は，

別表２のとおりとする。 

第６節 休学，留学，転学，転部，退学及び除籍 

（休学） 

第５７条 疾病その他の事由により，引き続き２か月以上修学できない者は，所定の手続により，学長の許

可を得て休学することができる。ただし，疾病の場合には，医師の診断書を添えなければならない。 

２ 前項の休学は，１年（医学部医学科にあっては，２年）を超えることができない。ただし，特別の事情

がある場合は，１年を限度として休学期間の延長を許可することがある。 

３ 疾病その他の事由により，修学することが適当でないと認められる者については，学長は休学を命ずる

ことができる。 

４ 休学期間内にその事由が消滅した場合は，学長に願い出て許可を受けて復学することができる。 

５ 休学期間は，通算して４年（医学部医学科にあっては，通算して３年）を超えることができない。 

６ 休学期間は，第 27 条に規定する修業年限及び第 29 条に規定する在学期間に算入しない。 

（留学） 

第５８条 外国の大学又は短期大学に留学しようとする者は，学長の許可を受けて，留学することができ

る。 

２ 前項の規定により留学した期間は，第 27 条に規定する修業年限及び第 29 条に規定する在学期間に算入

する。 

（転学） 

第５９条 他の大学へ転学しようとする者は，学長に願い出て，その許可を受けなければならない。 

（転学部又は転学科） 

第６０条 転学部又は転学科を志願する者があるときは，別に定めるところにより選考の上，学長が許可す

ることがある。 

（願い出による退学） 

第６１条 退学しようとする者は，学長に願い出て，その許可を受けなければならない。 

（除籍） 

第６２条 次の各号のいずれかに該当する者は，学長が除籍する。 



(1) 第 29 条に規定する在学期間を超えた者 

(2) 第 57 条第５項に規定する休学期間を経過しても，なお修学できない者 

(3) 入学料の免除又は徴収猶予を不許可とされた者及び半額免除又は徴収猶予を許可された者で，納付

すべき入学料を指定の期日までに納付しない者 

(4) 授業料を期日までに納付せず，督促を受けても納付しない者 

(5) 死亡又は長期間にわたり行方不明の者 

２ 長期欠席その他の理由により，成業の見込みがない者に対しては，学長が除籍する。 

３ 学長は，前項の規定により除籍するに当たり当該学部の教授会の意見を求めることができる。 

第７節 賞罰 

（表彰） 

第６３条 学生として表彰に価する行為があった者は，学部長の推薦により，学長が表彰することがある。 

２ 学長は，前項の規定により表彰を行うに当たり当該学部の教授会の意見を聴くものとする。 

（懲戒） 

第６４条 本学の規則に違反し，又は学生としての本分に反する行為がある者は，学長が懲戒する。 

２ 前項の懲戒の種類は，退学，停学及び訓告とする。 

３ 退学は，次の各号のいずれかに該当する場合に行う。 

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

(2) 正当な理由がなく出席常でない者 

(3) 本学の秩序を乱し，その他学生としての本分に反した者 

４ 停学の期間は，第 27 条に規定する修業年限及び第 29 条に規定する在学期間に算入する。ただし，停学

の期間が１か月を超えるときは，修業年限に算入しないものとする。 

５ 学長は，第１項の規定により懲戒を行うに当たり当該学部の教授会の意見を聴くものとする。 

６ 前項までに定めるもののほか，懲戒に関し必要な事項は，別に定める。 

第８節 検定料，入学料，授業料及び寄宿料 

（検定料，入学料，授業料及び寄宿料） 

第６５条 検定料，入学料，授業料及び寄宿料の額は，国立大学法人福井大学における授業料その他の費用

に関する規程（平成 16 年福大規程第 26 号）の定めるところによる。 

（授業料の徴収） 

第６６条 授業料は，次の２期に分けて年額の２分の１に相当する額を徴収する。ただし，学生の申出があ

ったときは，前期に係る授業料を徴収するときに，当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収すること

ができる。 

前期（４月１日から９月 30 日まで） 徴収期 ４月１日から５月 31 日まで 

後期（10 月１日から翌年の３月 31 日まで） 徴収期 10 月１日から 11 月 30 日まで 

２ 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については，前項の規定にかかわらず，入学を許可され

る者の申出があったときは，入学を許可するときに徴収することができる。 

（休学の場合における授業料） 

第６７条 休学を許可され又は命ぜられた者の休学中の授業料に関し必要な事項は，別に定める。 

（復学の場合における授業料） 

第６８条 休学中の者が，前期又は後期の中途において復学した場合の授業料の額は，月割計算により復学

当月から次の徴収期の前月までの授業料を復学した月に納付しなければならない。 



（学年の中途で卒業する場合の授業料） 

第６９条 学年の中途で卒業する見込みの者は，卒業する見込みの月までの授業料を納付するものとする。 

２ 前項の期間を超えて在学する必要が生じたときは，その期間に相当する授業料を，その当初の月に納付

しなければならない。 

（退学等の場合における授業料） 

第７０条 退学，転学，停学及び除籍の場合には，その期の授業料は納付しなければならない。ただし，第

62 条第４号及び第５号による除籍の場合はこの限りでない。 

（寄宿料の徴収） 

第７１条 寄宿料は，次により徴収する。ただし，学生の申出があったときは，当該年度の総額の範囲内で

徴収する。 

(1) 当月分をその月の末日まで 

(2) 休業期間中の分は休業開始の前日まで 

（検定料，入学料，授業料及び寄宿料の免除及び徴収猶予） 

第７２条 特別な理由のあるものに対しては，本人の申請によって検定料，入学料，授業料及び寄宿料の全

部若しくは一部を免除し，又は授業料の徴収猶予（月割分納を含む。）若しくは入学料の徴収猶予を許

可することがある。 

２ 検定料，入学料，授業料及び寄宿料の免除並びに授業料若しくは入学料の徴収猶予に関し必要な事項

は，別に定める。 

（納付した授業料等） 

第７３条 納付した検定料，入学料，授業料及び寄宿料は，次の各号のいずれかに該当する場合を除き，返

還しない。 

(1) 入学志願者に対して，出願書類等による選抜（以下「第１段階目の選抜」という。）を行い，その

合格者に限り，学力検査その他による選抜（以下「第２段階目の選抜」という。）を行う場合の検定

料については，第１段階目の選抜で不合格となった者の申出があった場合には，第２段階目の選抜に

係る検定料相当額を返還することができる。 

(2) 入学者選抜の出願受付後に大学入学共通テスト受験科目の不足等による出願無資格者であることが

判明した者に対しては，当該者の申出により，既に納付した検定料のうち前号に規定する第２段階目

の選抜に係る検定料相当額を返還することができる。 

(3) 前期分授業料の徴収の際，後期分授業料を併せて納付した者が，後期分授業料の徴収期前に休学又

は退学した場合には，納付した者の申出により後期分授業料を返還することができる。 

(4) 入学を許可するときに授業料を納付した者が，入学年度前に入学を辞退した場合には，納付した者

の申出により当該授業料を返還することができる。 

(5) 大学等における修学の支援に関する法律（令和元年法律第８号）に基づく授業料等減免対象者につ

いては，納付した者の申出により当該入学料及び授業料の全部又は一部を返還することができる。 

(6) その他学長が必要と認める場合。 

第９節 研究生，科目等履修生，特別聴講学生及び特別の課程 

（研究生） 

第７４条 本学において，特定の事項について研究を希望する者があるときは，学長が研究生として入学を

許可することがある。 

２ 学長は，前項の規定により入学を許可するに当たり当該学部の教授会の意見を聴くものとする。 



３ 研究生に関し必要な事項は，別に定める。 

（科目等履修生） 

第７５条 本学において，本学の学生以外の者で，一又は複数の授業科目について履修を志願する者がある

ときは，学長が科目等履修生として入学を許可することがある。 

２ 学長は，前項の規定により入学を許可するに当たり当該学部の教授会の意見を聴くものとする。 

３ 科目等履修生に対する単位の授与については，第 45 条の規定を準用する。 

４ 科目等履修生に関し必要な事項は，別に定める。 

（特別聴講学生） 

第７６条 他の大学又は短期大学（外国の大学又は短期大学を含む。）並びに高等専門学校（以下「他の大

学等」という。）の学生で，本学の授業科目を履修しようとする者があるときは，当該他の大学等との

協議に基づき，学長が特別聴講学生として入学を許可することがある。 

２ 学長は，前項の規定により入学を許可するに当たり当該学部の教授会の意見を聴くものとする。 

３ 特別聴講学生に対する単位の授与については，第 45 条の規定を準用する。 

４ 特別聴講学生に関し必要な事項は，別に定める。 

（特別の課程） 

第７７条 学長は，文部科学大臣の定めるところにより，本学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編

成することができる。 

２ 学長は，特別の課程の履修を志願する者があるときは，当該特別の課程に係る開設学部の教授会の意見

を聴いて，特別の課程履修生として履修を許可する。  

３ 学長は，特別の課程を修了した者に対し，修了の事実を証する証明書を交付することができる。  

４ 特別の課程履修生に対する単位の授与については，第 45 条の規定を準用する。 

５ 前項までに定めるもののほか，特別の課程に関し必要な事項は，別に定める。 

第１０節 外国人留学生 

（外国人留学生） 

第７８条 外国人で，大学において教育を受ける目的をもって入国し，本学に入学を志願する者があるとき

は，選考の上，外国人留学生として入学を許可することがある。 

２ 前項の外国人留学生に対しては，第 39 条に定めるもののほか，日本語科目及び日本事情に関する科目

を置くことができる。 

３ 外国人留学生に関し必要な事項は，別に定める。 

  

附 則 

１ この学則は，平成 16 年４月１日から施行する。 

２ 国立学校設置法（昭和 24 年法律第 150 号）の廃止に伴い本学に在学することとなった学生（平成 16 年

４月１日入学者を除く。）は，当該学生が在学していた福井大学又は福井医科大学を卒業するために必

要であった教育課程の履修を本学において行うものとし，本学はそのために必要な教育を行うものとす

る。この場合における教育課程の履修その他当該学生の教育に関し必要な事項は，別に定める。 

３ 国立学校設置法（昭和 24 年法律第 150 号）の廃止に伴い本学に在学することとなった学生（平成 16 年

４月１日入学者）は，この学則により入学したものとする。 

４ この学則第２条第２項の別表１中，次に掲げる学科，計及び合計欄の収容定員は，同条同項の規定にか

かわらず，平成 16 年度から平成 18 年度までは，次のとおりとする。 



  

学 部 課 程・学 科 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

工学部 機械工学科 

電気・電子工学科 

情報・メディア工学科 

建築建設工学科 

材料開発工学科 

生物応用化学科 

物理工学科 

  319 

  278 

  289 

  289 

  309 

  269 

  212 

  314 

  272 

  284 

  284 

  304 

  264 

  208 

  312 

  269 

  282 

  282 

  302 

  262 

  206 

 計 2,225 2,190 2,175 

合    計 3,720 3,685 3,670 

  

附 則（平成 18 年３月 30 日福大学則第１号） 

この学則は，平成 18 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 18 年７月５日福大学則第３号） 

この学則は，平成 18 年７月５日から施行し，改正後の福井大学学則の規定は，平成 18 年４月１日から

適用する。 

附 則（平成 18 年 12 月６日福大学則第５号） 

１ この学則は，平成 19 年４月１日から施行する。 

２ この学則の施行日の前日に教務職員として在職している者が，施行日以後も引き続き教務職員として在

職する場合は，この学則による改正後の福井大学学則第 12 条の規定にかかわらず，教務職員を置くこと

ができる。 

附 則（平成 19 年１月 10 日福大学則第１号） 

この学則は，平成 19 年１月 10 日から施行する。 

附 則（平成 19 年３月 22 日福大学則第２号） 

この学則は，平成 19 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 19 年４月 18 日福大学則第４号） 

この学則は，平成 19 年４月４日から施行し，改正後の福井大学学則の規定は，平成 19 年４月１日から

適用する。 

附 則（平成 19 年 10 月 17 日福大学則第５号） 

この学則は，平成 19 年 11 月１日から施行する。 

附 則（平成 20 年３月 19 日福大学則第１号） 

１ この学則は，平成 20 年４月１日から施行する。 

２ 改正後の福井大学学則（以下「新学則」という。）第６条，第 35 条第２項第３号，同条第４項及び第

54 条の規定は，平成 19 年 12 月 26 日から適用する。 

３ 平成 20 年３月 31 日における教育地域科学部地域文化課程及び地域社会課程は，新学則第２条第１項及

び別表１の規定にかかわらず，平成 20 年３月 31 日に当該課程に在学する者及び平成 20 年４月１日以降

に当該課程に転入学，編入学又は再入学する者が当該課程に在学しなくなるまでの間，存続するものと

する。 



４ 新学則別表１中，次に掲げる課程の収容定員は，同表の規定にかかわらず，平成 20 年度から平成 22 年

度までは，次のとおりとする。 

  

学  部 課  程 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

教育地域科学部 地域文化課程 

地域社会課程 

地域科学課程 

90 

90 

60 

60 

60 

120 

30 

30 

180 

  

附 則（平成 20 年 10 月 21 日福大学則第３号） 

この学則は，平成 20 年 11 月１日から施行する。 

附 則（平成 21 年２月４日福大学則第１号） 

１ この学則は，平成 21 年４月１日から施行する。 

２ 改正後の福井大学学則別表１中，次に掲げる学科，計及び合計欄の入学定員及び収容定員は，同表の規

定にかかわらず，平成 21 年度から平成 34 年度までは，次のとおりとする。 

  

学  部 学  科 定員の区分 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

医学部 医学科 入学定員  105  105  105 

収容定員  605  615  625 

計 入学定員  165  165  165 

収容定員  865  875  885 

合  計 
入学定員  850  850  850 

収容定員 3,665 3,675 3,685 

  

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

 105  105  105  105  105  105 

 635  645  655  655  655  655 

 165  165  165  165  165  165 

 895  905  915  915  915  915 

 850  850  850  850  850  850 

3,695 3,705 3,715 3,715 3,715 3,715 

  

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 

  100   100   100   100   100 

  650   645   640   635   630 

  160   160   160   160   160 



  910   905   900   895   890 

  845   845   845   845   845 

3,710 3,705 3,700 3,695 3,690 

注 平成 30 年度からの定員減は，緊急医師確保対策に基づく増員措置の終了による。 

  

附 則（平成 21 年２月 17 日福大学則第２号） 

この学則は，平成 21 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 21 年３月 17 日福大学則第３号） 

この学則は，平成 21 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 22 年１月６日福大学則第１号） 

１ この学則は，平成 22 年４月１日から施行する。 

２ 改正後の福井大学学則別表１中，次に掲げる学科，計及び合計欄の入学定員及び収容定員は，同表の規

定にかかわらず，平成 22 年度から平成 36 年度までは，次のとおりとする。 

  

学  部 学  科 定員の区分 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

医学部 医学科 入学定員  110  110  110 

収容定員  620  635  650 

計 入学定員  170  170  170 

収容定員  880  895  910 

合  計 
入学定員  855  855  855 

収容定員 3,680 3,695 3,710 

  

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

 110  110  110  110  110  105 

 665  680  685  685  685  680 

 170  170  170  170  170  165 

 925  940  945  945  945  940 

 855  855  855  855  855  850 

3,725 3,740 3,745 3,745 3,745 3,740 

  

平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 平成 36 年度 

 105  100  100  100  100  100 

 675  665  655  645  635  630 

 165  160  160  160  160  160 

 935  925  915  905  895  890 



 850  845  845  845  845  845 

3,735 3,725 3,715 3,705 3,695 3,690 

注 平成 30 年度からの定員減は，緊急医師確保対策に基づく増員措置の終了，平成 32 年度からの定

員減は，医師等人材確保対策に基づく増員措置の終了によるものである。 

  

附 則（平成 22 年３月 16 日福大学則第２号） 

この学則は，平成 22 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 23 年３月９日福大学則第１号） 

この学則は，平成 23 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 24 年２月 15 日福大学則第１号） 

この学則は，平成 24 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 24 年９月 19 日福大学則第３号） 

この学則は，平成 24 年 10 月１日から施行する。 

附 則（平成 24 年 10 月３日福大学則第４号） 

この学則は，平成 24 年 10 月３日から施行する。 

附 則（平成 25 年２月 20 日福大学則第１号） 

この学則は，平成 25 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 25 年５月８日福大学則第３号） 

この学則は，平成 25 年５月８日から施行する。 

附 則（平成 26 年 10 月 15 日福大学則第１号） 

１ この学則は，平成 27 年４月１日から施行する。 

２ 改正後の福井大学学則別表１中，次に掲げる学部，学科の収容定員は，同表の規定にかかわらず，平成

27 年度から平成 36 年度までは，次のとおりとする。 

  

学部 学科・課程 定員の区分 平成 27 年度 

医学部 看護学科 収容定員   250 

計 収容定員   935 

工学部 機械工学科 

収容定員 

  314 

電気・電子工学科   270 

知能システム工学科   262 

計 収容定員 2,170 

  

学 部 学科・課程 定員の区分 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

医学部 計 収容定員 925 925 920 

  

平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 平成 36 年度 

915 905 895 885 875 870 



  

附 則（平成 27 年２月 23 日福大学則第１号） 

この学則は，平成 27 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 27 年３月 18 日福大学則第３号） 

この学則は，平成 27 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 28 年３月 15 日福大学則第１号） 

１ この学則は，平成 28 年４月１日から施行する。 

２ 平成 28 年３月 31 日における教育地域科学部各課程及び工学部各学科（以下この項において「旧学部

等」という。）は，改正後の福井大学学則（以下「新学則」という。）第２条第１項及び別表１の規定

にかかわらず，平成 28 年３月 31 日に旧学部等に在学する者及び平成 28 年４月１日以降に旧学部等に転

入学，編入学又は再入学する者が旧学部等に在学しなくなるまでの間，存続するものとする。 

３ 新学則別表１中，次に掲げる学部及び課程・学科の収容定員は，同表の規定にかかわらず，平成 28 年

度から平成 30 年度までは，次のとおりとする。 

  

学  部 課程・学科 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

教育地域科学部 学校教育課程 300 200 100 

地域科学課程 180 120 60 

計 480 320 160 

教育学部 学校教育課程 100 200 300 

計 100 200 300 

工学部 機械工学科 243 168 84 

電気・電子工学科 210 146 73 

情報・メディア工学科 215 150 75 

建築建設工学科 215 150 75 

材料開発工学科 225 150 75 

生物応用化学科 195 130 65 

物理工学科 153 102 51 

知能システム工学科 199 134 67 

機械・システム工学 155 310 475 

電気電子情報工学科 125 250 395 

建築・都市環境工学科 60 120 190 

物質・生命化学科 135 270 405 

応用物理学科 50 100 150 

計 2,180     2,180   2,180   

国際地域学部 国際地域学科 60 120 180 



計 60 120 180 

  

４ 平成 28 年３月 31 日における工学部（以下この項において「旧工学部」という。）に在学する者及び平

成 28 年４月１日以降に旧工学部に転入学，編入学又は再入学する者が取得できる教員の免許状は，新学

則別表２の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

  

附 則（平成 29 年１月１日福大学則第１号） 

この学則は，平成 29 年１月１日から施行する。 

附 則（平成 29 年３月 13 日福大学則第３号） 

１ この学則は，平成 29 年４月１日から施行する。 

２ 平成 29 年３月 31 日以前の医学部医学科の編入学生に係る編入学の時期及び在学期間については，改正

後の福井大学学則（以下「新学則」という。）第 29 条第２項ただし書き，第 35 条第２項の規定にかか

わらず，なお従前の例による。 

３ 平成 29 年３月 31 日以前に入学した者及び当該者の属する年次に転入学，編入学又は再入学する者が取

得できる教員の免許状については，新学則別表２の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則（平成 29 年９月 20 日福大学則第５号） 

この学則は，平成 29 年 10 月１日から施行する。 

附 則（平成 30 年２月 21 日福大学則第１号） 

この学則は，平成 30 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 30 年３月１日福大学則第３号） 

１ この学則は，平成 30 年４月１日から施行する。 

２ 改正後の福井大学学則別表１中，次に掲げる学科，計及び合計欄の入学定員及び収容定員は，同表の規

定にかかわらず平成 30 年度から平成 36 年度までは，次のとおりとする。 

  

学  部 学  科 定員の区分 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

医学部 

医学科 
入学定員  110   110   100 

収容定員  685   685   675 

計 
入学定員  170   170   160 

収容定員  925   925   915 

合  計 
入学定員  855   855   845 

収容定員 3,745 3,745 3,735 

  

平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 平成 36 年度 

  100  100  100  100 

  665  655  645  635 

  160  160  160  160 

  905  895  885  875 



  845  845  845  845 

3,725 3,715 3,705 3,695 

 注 平成 32 年度からの定員減は，新成長戦略等に基づく増員措置の終了によるものである。 

  

附 則（平成 31 年３月 27 日福大学則第１号） 

この学則は，平成 31 年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年 10 月７日福大学則第２号）  

この学則は，令和元年 10 月７日から施行する。 

附 則（令和２年３月 25 日福大学則第１号） 

１ この学則は，令和２年４月１日から施行する。 

２ 改正後の福井大学学則第 72 条及び第 73 条第１項第６号の規定は，令和２年１月 16 日から適用する。 

３ 令和２年３月 31 日における教育学研究科（以下この項において「旧研究科」という。）は，改正後の

福井大学学則（以下「新学則」という。）第３条第１項の規定にかかわらず，令和２年３月 31 日に旧研

究科に在学する者及び令和２年４月１日以降に旧研究科に転入学，編入学又は再入学する者が旧研究科

に在学しなくなるまでの間，存続するものとする。 

４ 新学則別表１中，次に掲げる学科，計及び合計欄の入学定員及び収容定員は，同表の規定にかかわら

ず，令和２年度から令和８年度までは，次のとおりとする。 

学 部 学科 定員の区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

医学部 

医学科 
入学定員   110   110   100 

収容定員   685   685   675 

計 
入学定員   170   170   160 

収容定員   925   925   915 

合計 
入学定員   855   855   845 

収容定員 3,745 3,745 3,735 

   

令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

  100   100   100   100 

  665   655   645   635 

  160   160   160   160 

  905   895   885   875 

  845   845   845   845 

3,725 3,715 3,705 3,695 

 注 令和４年度からの定員減は，経済財政運営と改革の基本方針 2018 に基づく増員措置の終了によるも

のである。 

  

附 則（令和２年５月 20 日福大学則第３号） 



この学則は，令和２年５月 20 日から施行し，改正後の福井大学学則の規定は，令和２年４月１日から適

用する。  

附 則（令和３年３月 24 日福大学則第１号）  

この学則は，令和３年４月１日から施行する。  

附 則（令和３年４月 21 日福大学則第２号）  

この学則は，令和３年５月１日から施行する。  

附 則（令和３年６月 23 日福大学則第３号） 

この学則は，令和３年７月１日から施行する。  

附 則（令和４年３月 16 日福大学則第１号） 

１ この学則は，令和４年４月１日から施行する。 

２ 改正後の福井大学学則別表１中，次に掲げる学科，計及び合計欄の入学定員及び収容定員は,同表の規

定にかかわらず，令和４年度から令和９年度までは，次のとおりとする。 

 

学部 学科 定員の区分 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

医学部 

医学科 
入学定員 110 100 100 

収容定員 685 675 665 

計 
入学定員 170 160 160 

収容定員 925 915 905 

合計 
入学定員 855 845 845 

収容定員 3,745 3,735 3,725 

 

令和７年度 令和８年度 令和９年度 

100 100 100 

655 645 635 

160 160 160 

895 885 875 

845 845 845 

3,715 3,705 3,695 

注 令和５年度からの定員減は，経済財政運営と改革の基本方針 2019 等に基づく増員措置の終了によるも

のである。 

 

附 則（令和４年９月 26 日福大学則第２号） 

この学則は，令和４年 10 月１日から施行する。  

附 則（令和５年３月 20 日福大学則第１号） 

１ この学則は，令和５年４月１日から施行する。 

２ 改正後の福井大学学則別表１中，次に掲げる学科，計及び合計欄の入学定員及び収容定員は,同表の規

定にかかわらず，令和５年度から令和 10 年度までは，次のとおりとする。 

３ 令和５年３月 31 日以前に入学した者及び当該者の属する年次に転入学，編入学又は再入学する者が取

得できる教員の免許状については，新学則別表２の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

 



学部 学科 定員の区分 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

医学部 

医学科 
入学定員 110 100 100 

収容定員 685 675 665 

計 
入学定員 170 160 160 

収容定員 925 915 905 

合計 
入学定員 855 845 845 

収容定員 3,745 3,735 3,725 

 

令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 

100 100 100 

655 645 635 

160 160 160 

895 885 875 

845 845 845 

3,715 3,705 3,695 

注 令和６年度からの定員減は，経済財政運営と改革の基本方針 2019 等に基づく増員措置の終了によるも

のである。 

 

附 則（令和５年６月 27 日福大学則第２号） 

この学則は，令和５年６月 27 日から施行する。 

附 則（令和 年 月 日福大学則第 号） 

この学則は，令和６年４月１日から施行する。 

 

別表１（第２条第２項関係） 

学  部 学科・課程 入学定員 編入学定員 収容定員 

教育学部 学校教育課程 100   

 

400 

計 100   

 

400 

医学部 医学科 

看護学科 

100   

60 

 5 625 

240 

計 160    5 865 

工学部 機械・システム工学科 

電気電子情報工学科 

建築・都市環境工学科 

物質・生命化学科 

応用物理学科 

155   

125   

60 

135   

50 

10 

20 

10 

  

640 

540 

260 

540 

200 

計 525   40 2,180    

国際地域学部 国際地域学科 60 

 

240 

計 60 

 

240 



合    計 845   45 3,685    

※ 医学部医学科の編入学は第２年次，工学部の編入学は第３年次である。 

  

別表２(第 56 条第２項関係） 

学部 課程・学科 教員免許状の種類 免許教科 

  

  

教 

  

育 

  

学 

  

部 

学校教育課程 小学校教諭一種免許状   

中学校教諭一種免許状 

国語，社会，数学，理科，音

楽，美術，保健体育，技術，

家庭，英語 

高等学校教諭一種免許状 

国語，地理歴史，公民，数

学，理科，音楽，美術，保健

体育，家庭，工業，英語 

特別支援学校教諭一種免許状   

幼稚園教諭一種免許状   

  

工 

学 

部 

機械・システム工学科 

高等学校教諭一種免許状 

工業 

電気電子情報工学科 工業 

建築・都市環境工学科 工業 

物質・生命化学科 理科 

応用物理学科 理科 
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福大学則第２号 
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附 則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この学則は，福井大学学則（平成 16 年福大学則第１号）第３条第３項の規定により，福井大学大

学院（以下「本学大学院」という。）に関し，必要な事項を定めるものとする。 

（目的） 

第２条 本学大学院は，学術の理論及び応用を教授研究し，その深奥をきわめ，又は高度の専門性が求めら

れる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い，文化の進展に寄与することを目的とする。 

（修士課程及び博士課程） 

第３条 本学大学院に修士課程及び博士課程を置く。 

２ 博士課程（医学を履修する博士課程を除く。）は，前期２年の課程（以下「前期課程」という。）及び

後期３年の課程（以下「後期課程」という。）に区分し，前期２年の課程は，これを修士課程として取

り扱うものとする。 

３ 修士課程は，広い視野に立って精深な学識を授け，専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要す

る職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。 

４ 博士課程は，専攻分野について，研究者として自立して研究活動を行い，又はその他の高度に専門的な

業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。 

（専門職学位課程） 

第３条の２ 本学大学院に，専門職学位課程を置く。 

２ 専門職学位課程は，高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うこと

を目的とする。 



第２章 組織 

（研究科） 

第４条 本学大学院に置く研究科及び専攻は，別表１のとおりとし，福井大学・岐阜聖徳学園大学・富山国

際大学連合教職開発研究科を教職大学院と称する。 

２ 本学大学院の収容定員は，別表２のとおりとする。 

３ 各研究科又は専攻ごとの人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は，学長が別に定める。 

４ 学長は，前項により目的を定めるに当たり当該研究科の教授会の意見を聴くものとする。 

５ この学則に定めるもののほか，各研究科に関し必要な事項は，別に定める。 

（教職大学院） 

第５条 教職大学院の教育研究は，福井大学（以下「本学」という。），岐阜聖徳学園大学及び富山国際大

学の協力により実施するものとする。 

（大阪大学大学院大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科にお

ける教育研究の実施） 

第６条 大阪大学大学院に置かれる大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達

学研究科の教育研究の実施に当たっては，大阪大学，金沢大学，浜松医科大学，千葉大学及び本学が協

力するものとする。 

（大学院の教育を担当する教員） 

第７条 本学大学院（教職大学院を除く。）の授業及び学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」

という。）を担当する教員は，大学院設置基準（昭和 49 年文部省令第 28 号）及び専門職大学院設置基

準（平成 15 年文部科学省令第 16 号）に定める資格を有する本学の教授，准教授，講師及び助教をもっ

て充てる。 

２ 教職大学院の授業及び研究指導を担当する教員は，専門職大学院設置基準に定める資格を有する本学，

岐阜聖徳学園大学及び富山国際大学の教授，准教授，講師及び助教をもって充てる。 

第８条 削除 

第３章 自己評価等 

（自己評価等） 

第９条 本学大学院は，その教育研究水準の向上を図り，大学院の目的及び社会的使命を達成するため，大

学院における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い，その結果を公表するものとす

る。 

２ 前項の点検及び評価の結果について，本学の職員以外の者による検証を行うよう努めるものとする。 

３ 第１項の点検及び評価並びに前項の検証の実施に関し必要な事項は，別に定める。 

第４章 学年，学期及び休業日 

（学年及び学期） 

第１０条 学年及び学期については，本学学則第 24 条及び第 25 条までの規定を準用する。 

 （休業日） 

第１０条の２ 休業日は，次のとおりとする。 

(1) 日曜日 

(2) 土曜日（ただし，国際地域マネジメント研究科を除く。） 

(3) 国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日 

(4) 春季休業 



(5) 夏季休業 

(6) 冬季休業 

２ 必要がある場合は，学長は前項の休業日を臨時に変更することができる。 

３ 臨時休業日は，その都度学長が定める。 

第５章 標準修業年限及び在学期間 

（標準修業年限） 

第１１条 修士課程の標準修業年限は，２年とする。 

２ 博士課程の標準修業年限は５年（前期課程にあっては２年，後期課程にあっては３年）とする。ただ

し，医学を履修する博士課程の標準修業年限は，４年とする。 

３ 専門職学位課程の標準修業年限は，２年とする。 

（在学期間） 

第１２条 在学期間は，標準修業年限の２倍の年数を超えることができない。ただし，第 35 条に規定する

長期にわたる教育課程の履修を認められた者の在学期間については，別に定める。 

第６章 入学，再入学，転入学，留学，転専攻，休学，転学，退学及び除籍 

（入学の時期） 

第１３条 入学の時期は，学年又は学期の始めとする。 

（修士課程，前期課程及び専門職学位課程の入学資格） 

第１４条 修士課程，前期課程及び専門職学位課程に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該

当する者とする。 

(1) 大学を卒業した者 

(2) 学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 104 条第７項の規定により学士の学位を授与された者 

(3) 外国において，学校教育における 16 年の課程を修了した者 

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより，当該外国の学

校教育における 16 年の課程を修了した者 

(5) 我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 16 年の課程を修了

したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教

育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 

(6) 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について，当該外国の政府又

は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別

に指定するものに限る。）において，修業年限が３年以上である課程を修了すること（当該外国の学

校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及

び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおい

て課程を修了することを含む。）により，学士の学位に相当する学位を授与された者 

(7) 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たす

ものに限る。）で文部科学大臣が別に指定したものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 

(8) 文部科学大臣の指定した者 

(9) 大学に３年以上在学し，又は外国において学校教育における 15 年の課程を修了し，外国の学校が行

う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における 15 年

の課程を修了し，若しくは我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育に

おける 15 年の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度に



おいて位置付けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し，所

定の単位を優れた成績をもって修得したものと研究科において認めた者 

(10) 学校教育法第 102 条第２項の規定により大学院に入学した者であって，当該者をその後に入学させ

る本学研究科において，大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの 

(11) 研究科において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた

者で，22 歳に達したもの 

（後期課程の入学資格） 

第１５条 後期課程に進学又は入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 修士の学位又は専門職学位（学位規則（昭和 28 年文部省令第９号）第５条の２に規定する専門職学

位をいう。以下同じ。）を有する者 

(2) 外国において，修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し，修士の学位又は専門職学位

に相当する学位を授与された者 

(4) 我が国において，外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付

けられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し，修士の学位又は

専門職学位に相当する学位を授与された者 

(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法（昭和 51 年法律

第 72 号）第１条第２項に規定する 1972 年 12 月 11 日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連

合大学（以下「国際連合大学」という。）の課程を修了し，修士の学位に相当する学位を授与された

者 

(6) 外国の学校，第４号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し，大学院設置基

準第 16 条の２に規定する試験及び審査に相当するものに合格し，修士の学位を有する者と同等以上の

学力があると認められた者 

(7) 文部科学大臣の指定した者 

(8) 研究科において，個別の入学資格審査により，修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の

学力があると認めた者で，24 歳に達したもの 

（医学系研究科博士課程の入学資格） 

第１６条 医学系研究科博士課程に入学することのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 大学の医学，歯学又は修業年限６年の薬学若しくは獣医学を履修する課程を卒業した者 

(2) 外国において，学校教育における 18 年の課程を修了した者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校

教育における 18 年の課程を修了した者 

(4) 我が国において，外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 18 年の課程を修了

したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教

育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者 

(5) 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について，当該外国の政府又

は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別

に指定するものに限る。）において，修業年限が５年以上である課程を修了すること（当該外国の学

校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及



び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおい

て課程を修了することを含む。）により，学士の学位に相当する学位を授与された者 

(6) 文部科学大臣の指定した者 

(7) 大学の医学，歯学又は修業年限６年の薬学若しくは獣医学を履修する課程に４年以上在学し，又は

外国において学校教育における 16 年の課程（医学，歯学，薬学又は獣医学を履修する課程を含むもの

に限る。）を修了し，所定の単位を優れた成績をもって修得したものと研究科において認めた者 

(8) 学校教育法第 102 条第２項の規定により大学院に入学した者であって，当該者をその後に入学させ

る本学研究科において，大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの 

(9) 個別の入学資格審査により，大学の医学，歯学又は修業年限６年の薬学若しくは獣医学を履修する

課程を卒業した者と同等以上の学力があると研究科において認めた者で，24 歳に達したもの 

（入学志願の手続） 

第１７条 入学志願者は，所定の手続きにより，願い出なければならない。 

（入学者の選考） 

第１８条 入学志願者については，別に定めるところにより選考を行い，学長が合格者を決定する。 

２ 学長は，前項の決定を行うに当たり当該研究科の教授会の意見を聴くものとする。 

（入学手続及び入学の許可） 

第１９条 前条の選考に合格した者は，指定の期日までに，入学の手続をしなければならない。 

２ 学長は，前項の手続を完了した者に入学を許可する。 

（再入学） 

第２０条 本学大学院を退学した者が再入学を願い出たときは，別に定めるところにより選考の上，学長は

相当年次に再入学を許可することがある。 

２ 学長は，前項により再入学を許可するに当たり当該研究科の教授会の意見を聴くものとする。  

（編入学） 

第２１条 他の大学の大学院を退学した者から本学大学院に編入学を志願する者があるときは，別に定める

ところにより選考の上，学長は相当年次に入学を許可することがある。 

２ 学長は，前項により入学を許可するに当たり当該研究科の教授会の意見を聴くものとする。 

（転入学） 

第２２条 他の大学の大学院から本学大学院に転入学を志願する者があるときは，別に定めるところにより

選考の上，学長は相当年次に転入学を許可することがある。 

２ 学長は，前項により転入学を許可するに当たり当該研究科の教授会の意見を聴くものとする。 

（留学） 

第２３条 外国の大学院等に留学しようとする者は，学長の許可を受けて，留学することができる。 

２ 前項の許可を受けて留学した期間は，第 11 条に規定する標準修業年限及び第 12 条に規定する在学期間

に算入する。 

（転専攻） 

第２４条 研究科内の他の専攻に転専攻を志願する者については，別に定めるところにより，学長が許可す

ることがある。 

（休学） 

第２５条 疾病その他の事由により，引き続き２か月以上修学できない者は，所定の手続により，学長の許

可を得て休学することができる。ただし，疾病の場合には，医師の診断書を添えなければならない。 



２ 前項の休学期間は，１年（医学系研究科の博士課程にあっては２年）を超えることができない。ただ

し，特別の事情がある場合には，１年を限度として休学期間の延長を許可することがある。 

３ 疾病その他の事由により，修学することが適当でないと認められる者については，学長は休学を命ずる

ことができる。 

４ 休学期間内にその事由が消滅した場合は，学長に願い出て許可を受けて復学することができる。 

５ 休学期間は，通算して２年（医学系研究科の博士課程及び後期課程にあっては，通算して３年）を超え

ることができない。 

６ 休学期間は，第 11 条に規定する標準修業年限及び第 12 条に規定する在学期間に算入しない。 

（転学） 

第２６条 他の大学院に転学しようとする者は，学長に願い出て，その許可を受けなければならない。 

（願い出による退学） 

第２７条 退学しようとする者は，その理由を具し，学長に願い出て，その許可を受けなければならない。 

（除籍） 

第２８条 次の各号のいずれかに該当する者は，学長が除籍する。 

(1) 第 12 条に規定する在学期間を超えた者 

(2) 第 25 条第２項に規定する休学期間を経過しても，なお修学できない者 

(3) 入学料の免除又は徴収猶予を不許可とされた者及び半額免除又は徴収猶予を許可された者で，納付

すべき入学料を指定の期日までに納付しない者 

(4) 授業料を期日までに納付せず，督促を受けても納付しない者 

(5) 死亡又は長期間にわたり行方不明の者 

２ 長期欠席その他の理由により，成業の見込みがない者は，当該研究科の教授会の議を経て，学長が除籍

する。 

３ 学長は，前項の規定により除籍するに当たり当該研究科の教授会の意見を求めることができる。 

第７章 教育課程 

（教育課程の編成） 

第２９条 本学大学院（教職大学院及び国際地域マネジメント研究科を除く。）に，研究科及び専攻の教育

上の目的を達成するために必要な授業科目を自ら開設するとともに研究指導の計画を策定し，体系的に

教育課程を編成するものとする。 

２ 教職大学院及び国際地域マネジメント研究科に，研究科及び専攻の教育上の目的を達成するために必要

な授業科目を開設し，体系的に教育課程を編成するものとする。 

３ 教育課程の編成に当たって，本学大学院は，専攻分野に関する高度の専門知識及び能力を修得させると

ともに，当該専攻分野に関する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮しなければならない。 

（授業及び研究指導） 

第２９条の２ 本学大学院（教職大学院及び国際地域マネジメント研究科を除く。）の教育は，授業科目の

授業及び研究指導によって行うものとし，授業の方法は本学学則第 44 条の規定を準用する。 

２ 前項の授業科目の内容，単位数及び研究指導の内容並びにこれらの履修方法は，別に定める。 

３ 教職大学院及び国際地域マネジメント研究科においては，その目的を達成し得る実践的な教育を行うよ

う専門分野に応じ事例研究，現地調査又は双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その

他の適切な方法により授業を行うなど適切に配慮するものとし，授業の方法は本学学則第 44 条の規定を

準用する。 



４ 前項の授業科目の内容，単位数及び履修方法は，別に定める。 

（授業を行う学生数） 

第２９条の３ 本学大学院が一の授業科目について同時に授業を行う学生数は，授業の方法及び施設，設備

その他の教育上の諸条件を考慮して，教育効果を十分にあげられるような適当な人数とするものとす

る。 

（併用により行う授業科目の単位の計算基準） 

第２９条の４ 本学大学院が，一の授業科目について，講義，演習，実験，実習又は実技のうち二以上の方

法の併用により行う場合の単位数を計算するに当たっては，その組合せに応じ，大学院設置基準第 15 条

に規定する基準を考慮して別に定める時間の授業をもって１単位とする。 

（成績評価基準等の明示等） 

第２９条の５ 本学大学院（教職大学院及び国際地域マネジメント研究科を除く。）は，学生に対して，授

業及び研究指導の方法及び内容並びに１年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとす

る。 

２ 本学大学院（教職大学院及び国際地域マネジメント研究科を除く。）は，学修の成果及び学位論文に係

る評価並びに修了の認定に当たっては，客観性及び厳格性を確保するため，学生に対してその基準をあ

らかじめ明示するとともに，当該基準にしたがって適切に行うものとする。 

３ 教職大学院及び国際地域マネジメント研究科は，学生に対して，授業の方法及び内容並びに１年間の授

業の計画をあらかじめ明示するものとする。 

４ 教職大学院及び国際地域マネジメント研究科は，学修の成果に係る評価及び修了の認定に当たっては，

客観性及び厳格性を確保するため，学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに，当該基準に

したがって適切に行うものとする。 

５ 学長は，第２項及び前項に規定する基準を定めるに当たり当該研究科の教授会の意見を聴くものとす

る。 

（履修科目の登録の上限） 

第２９条の６ 本学大学院は，学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため，学生が１年間又は

１学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるものとする。 

（教育内容等の改善のための組織的な研修等） 

第２９条の７ 本学大学院（教職大学院及び国際地域マネジメント研究科を除く。）は，当該研究科の授業

及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。 

２ 教職大学院及び国際地域マネジメント研究科は，当該研究科の授業の内容及び方法の改善を図るための

組織的な研修及び研究を実施するものとする。 

（単位の授与） 

第３０条 一の授業科目を履修し，その試験及び研究報告等の審査に合格した者に所定の単位を与えるもの

とする。 

２ 授業科目の成績の標語については，別に定める。 

（教育方法の特例） 

第３１条 本学大学院（教職大学院及び国際地域マネジメント研究科を除く。）において，教育上特別の必

要があると認められる場合には，夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の

適当な方法により教育を行うことができる。 



２ 教職大学院及び国際地域マネジメント研究科において，教育上特別の必要があると認められる場合に

は，夜間その他特定の時間又は時期において授業を行う等の適当な方法により教育を行うことができ

る。 

（他の大学院における授業科目の履修等） 

第３２条 本学大学院（教職大学院及び国際地域マネジメント研究科を除く。以下この項において同じ。）

が教育上有益と認めるときは，学生が他の大学（外国の大学を含む。）の大学院において履修した授業

科目について修得した単位を，15 単位を超えない範囲で，本学大学院における授業科目の履修により修

得したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定は，学生が，第 23 条の規定により留学する場合，休学期間中に外国の大学院において授業

科目を履修する場合，外国の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合，

外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設

であって文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する

場合及び国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法（昭和 51 年

法律第 72 号）第１条第２項に規定する 1972 年 12 月 11 日の国際連合総会決議に基づき設立された国際

連合大学の教育課程における授業科目を履修する場合について準用する。 

３ 教職大学院が教育上有益と認めるときは，学生が他の大学（外国の大学を含む。）の大学院において履

修した授業科目について修得した単位を，修了要件として定める 45 単位以上の単位数の２分の１を超え

ない範囲で，教職大学院の課程における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 

４ 国際地域マネジメント研究科が教育上有益と認めるときは，学生が他の大学（外国の大学を含む。）の

大学院において履修した授業科目について修得した単位を，修了要件として定める 30 単位以上の単位数

の２分の１を超えない範囲で，国際地域マネジメント研究科における授業科目の履修により修得したも

のとみなすことができる。 

５ 前２項の規定は，学生が，第 23 条の規定により留学する場合，休学期間中に外国の大学院において授

業科目を履修する場合，外国の大学院の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において

位置づけられた教育施設であって，文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目

を我が国において履修する場合及び国際連合大学の教育課程における授業科目を履修する場合について

準用する。 

（他の大学院等における研究指導） 

第３３条 本学大学院（教職大学院及び国際地域マネジメント研究科を除く。以下この条において同じ。）

が教育上有益と認めるときは，他の大学（外国の大学を含む。）の大学院又は研究所等との協議に基づ

き，学生が当該大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただ

し，修士課程及び前期課程の学生について認める場合には，当該研究指導を受ける期間は，１年を超え

ないものとする。 

２ 前項の規定により学生が受けた研究指導は，本学大学院において受けた研究指導とみなすことができ

る。 

３ 前２項の規定は，第 23 条の規定により学生が留学する場合に準用する。 

４ 本学大学院が教育上有益と認めるときは，本学大学院の他の研究科（専攻）において必要な研究指導を

受けることができる。この場合において，当該研究指導を受ける期間は，第１項の規定を準用する。 

（入学前の既修得単位等の認定） 



第３４条 本学大学院が教育上有益と認めるときは，学生が本学大学院に入学する前に大学院（外国の大学

院を含む。）において履修した授業科目について修得した単位（科目等履修生として修得した単位を含

む。）を，本学大学院に入学した後の本学大学院における授業科目の履修により修得したものとみなす

ことができる。 

２ 前項の規定により，本学大学院（教職大学院及び国際地域マネジメント研究科を除く。以下この項にお

いて同じ。）における授業科目の履修により修得したものとみなすことのできる単位数は，転入学等の

場合を除き，本学大学院において修得した単位以外のものについては，15 単位を超えないものとし，ま

た，第 32 条第１項及び第２項により本学大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて 20 単

位を超えないものとする。 

３ 第１項の規定により，教職大学院における授業科目の履修により修得したものとみなすことのできる単

位数は，転入学等の場合を除き，教職大学院において修得した単位以外のものについては，第 32 条第３

項及び第５項の規定により教職大学院において修得したものとみなす単位数及び第 38 条の３第２項の規

定により免除する単位数と合わせて 22 単位を超えないものとする。 

４ 第１項の規定により，国際地域マネジメント研究科における授業科目の履修により修得したものとみな

すことのできる単位数は，転入学等の場合を除き，国際地域マネジメント研究科において修得した単位

以外のものについては，第 32 条第４項及び第５項の規定により国際地域マネジメント研究科において修

得したものとみなす単位数と合わせて 15 単位を超えないものとする。 

（長期にわたる教育課程の履修） 

第３５条 本学大学院は，学生が，職業を有している等の事情により，標準修業年限を超えて一定の期間に

わたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは，その計画的な履

修を認めることができる。 

（教育課程の編成及び関連事項の制定について） 

第３５条の２ 学長は，教育課程を編成するとともに，教育課程の実施について必要な事項を定める。 

２ 学長は，前項により教育課程を編成し及び教育課程の実施について必要な事項を定めるに当たり当該研

究科の教授会の意見を聴くものとする。 

（学則の準用） 

第３５条の３ １年間の授業期間，各授業科目の授業期間，授業の方法については，本学学則第 42 条から

44 条までの規定を準用する。 

第８章 課程の修了及び学位の授与 

（修士課程及び前期課程の修了要件） 

第３６条 修士課程及び前期課程の修了要件は，当該課程に２年以上在学し，研究科の定めるところにより

30 単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，当該課程の目的に応じ，当該課程の行う修士

論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格することとする。ただし，在学期

間に関しては，優れた業績を上げたものについては，当該課程に１年以上在学すれば足りるものとす

る。 

（後期課程の修了要件） 

第３７条 後期課程の修了要件は，当該課程に３年（法科大学院の課程を修了した者にあっては，２年）以

上在学し，16 単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及び最終試験に合

格することとする。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上げた者については，当該課程に

１年（標準修業年限を１年以上２年未満とした修士課程，前期課程又は専門職学位課程を修了した者に



あっては，３年から当該１年以上２年未満の期間を減じた期間とし，修士課程又は前期課程において，

優れた業績を上げ，２年未満の在学期間をもって当該課程を修了した者にあっては，３年から当該課程

における在学期間を減じた期間とする。）以上在学すれば足りるものとする。 

（医学系研究科の博士課程の修了要件） 

第３８条 医学系研究科の博士課程の修了の要件は，当該課程に４年以上在学し，所定の授業科目について

30 単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，博士論文の審査及び最終試験に合格すること

とする。ただし，在学期間に関しては，優れた研究業績を上げた者については，当該課程に３年以上在

学すれば足りるものとする。 

 （修士課程，前期課程及び医学系研究科の博士課程における在学期間の短縮） 

第３８条の２ 本学大学院（後期課程，教職大学院及び国際地域マネジメント研究科を除く。以下この条に

おいて同じ。）は，第 34 条第２項の規定により，本学大学院に入学する前に修得した単位（学校教育法

第 102 条第１項の規定により入学資格を有した後，修得したものに限る。）を本学大学院において修得

したものとみなす場合であって，当該単位の修得により本学大学院の修士課程，前期課程又は医学系研

究科の博士課程の教育課程の一部を履修したと認めるときは，当該単位数，その修得に要した期間その

他を勘案して１年を超えない範囲で本学大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。ただ

し，この場合においても，修士課程及び前期課程については，当該課程に少なくとも１年以上在学する

ものとする。 

（教職大学院の専門職学位課程（教職大学院の課程）の修了要件） 

第３８条の３ 教職大学院の専門職学位課程（教職大学院の課程）の修了要件は，当該課程に２年以上在学

し，45 単位以上（高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員に係る実践的な能力を培うことを目

的として小学校等その他の関係機関で行う実習に係る 10 単位以上を含む。）を修得することとする。 

２ 教職大学院は，教育上有益と認めるときは，教職大学院に入学する前の小学校等の教員としての実務の

経験を有する者について，10 単位を超えない範囲で前項に規定する実習により修得する単位の全部又は

一部を免除することができる。 

（教職大学院における在学期間の短縮） 

第３８条の４ 教職大学院は，第 34 条第３項の規定により教職大学院に入学する前に修得した単位（学校

教育法第 102 条第１項の規定により入学資格を有した後，修得したものに限る。）を教職大学院の課程

において修得したものとみなす場合であって当該単位の修得により当該課程の教育課程の一部を履修し

たと認めるときは，当該単位数，その修得に要した期間その他を勘案して当該課程の標準修業年限の２

分の１を超えない範囲で教職大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし，この場

合においても，教職大学院の課程に少なくとも１年以上在学するものとする。 

（教職大学院に係る連携協力校） 

第３８条の５ 教職大学院は，第 38 条の３第１項に規定する実習その他の教育上の目的を達成するために

必要な連携協力を行う小学校等を適切に確保するものとする。 

（国際地域マネジメント研究科の専門職学位課程の修了要件） 

第３８条の６ 国際地域マネジメント研究科の専門職学位課程の修了の要件は，当該課程に２年以上在学

し，研究科が定める 30 単位以上の修得その他の教育課程の履修により課程を修了することとする。 

（国際地域マネジメント研究科における在学期間の短縮） 

第３８条の７ 国際地域マネジメント研究科は，第 34 条第４項の規定により国際地域マネジメント研究科

に入学する前に修得した単位（学校教育法第 102 条第１項の規定により入学資格を有した後，修得した



ものに限る。）を国際地域マネジメント研究科において修得したものとみなす場合であって当該単位の

修得により国際地域マネジメント研究科の教育課程の一部を履修したと認めるときは，当該単位数，そ

の修得に要した期間その他を勘案して当該課程の標準修業年限の２分の１を超えない範囲で国際地域マ

ネジメント研究科が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし，この場合においても，国

際地域マネジメント研究科に少なくとも１年以上在学するものとする。 

（学位の授与） 

第３９条 学長は，本学大学院の課程の修了を認定した者に対して，修士，博士，修士（専門職）又は教職

修士（専門職）の学位を授与する。 

２ 学長は，前項の規定により学位を授与するに当たり当該研究科の教授会の意見を聴くものとする。 

３ 学位の授与に関し必要な事項は，別に定める。 

第９章 教育職員免許 

（教員の免許状授与の所要資格の取得） 

第４０条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は，教育職員免許法（昭和 24 年法律第 147

号）及び教育職員免許法施行規則（昭和 29 年文部省令第 26 号）に定める所要の単位を修得しなければ

ならない。 

２ 本学大学院の専攻において当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類及び免許教科は，別表３のと

おりとする。 

第１０章 検定料，入学料，授業料及び寄宿料 

（検定料，入学料，授業料及び寄宿料） 

第４１条 検定料，入学料，授業料及び寄宿料の額及び徴収方法は，国立大学法人福井大学における授業料

その他の費用に関する規程（平成 16 年福大規程第 26 号）の定めるところによる。 

第４２条 入学料，授業料及び寄宿料等については，本学学則第 66 条から第 73 条までの規定を準用する。

この場合において，「第 62 条第４号及び第５号による除籍」とあるのは，「第 28 条第４号及び第５号

による除籍」と読み替えるものとする。 

第１１章 賞罰 

（表彰及び懲戒） 

第４３条 表彰及び懲戒については，本学学則第 63 条及び第 64 条の規定を準用する。この場合において，

「学部長」とあるのは，「研究科長」に，「当該学部の教授会」とあるのは，「当該研究科の教授会」

と読み替えるものとする。 

第１２章 研究生，科目等履修生，特別聴講学生，特別研究学生及び特別の課程 

（研究生等） 

第４４条 研究生，科目等履修生及び特別聴講学生については，本学学則第 74 条から第 76 条までの規定を

準用する。この場合において，「当該学部の教授会」とあるのは，「当該研究科の教授会」と読み替え

るものとする。 

（特別研究学生） 

第４５条 他の大学（外国の大学を含む。）の大学院等の学生で，本学大学院において，研究指導を受けよ

うとする者があるときは，当該大学院等との協議に基づき，学長が特別研究学生として入学を許可する

ことがある。 

２ 学長は，前項の規定により入学を許可するに当たり当該研究科の教授会の意見を聴くものとする。 

３ 特別研究学生に関し必要な事項は，別に定める。 



（特別の課程） 

第４６条 学長は，文部科学大臣の定めるところにより，本学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編

成し，これを修了した者に対し，修了の事実を証する証明書を交付することができる。 

第１３章 外国人留学生 

（外国人留学生） 

第４７条 外国人で教育を受ける目的をもって入国し，本学大学院に入学を志願する者があるときは，選考

の上，外国人留学生として入学を許可することがある。 

２ 外国人留学生に関し必要な事項については，別に定める。 

第１４章 雑則 

（雑則） 

第４８条 この学則に定めるもののほか，この学則の施行に必要な事項は，別に定める。 

  

附 則 

１ この学則は，平成 16 年４月１日から施行する。 

２ 国立学校設置法（昭和 24 年法律第 150 号）の廃止に伴い本学大学院に在学することとなった学生（平

成 16 年４月１日入学者を除く。）は，当該学生が在学していた福井大学又は福井医科大学の大学院の課

程を修了するために必要であった教育課程の履修を本学において行うものとし，本学はそのために必要

な教育を行うものとする。この場合における教育課程の履修その他当該学生の教育に関し必要な事項

は，別に定める。 

３ 国立学校設置法（昭和 24 年法律第 150 号）の廃止に伴い本学大学院に在学することとなった学生（平

成 16 年４月１日入学者）は，この学則により入学したものとする。 

４ この学則第５条の別表２中，次に掲げる専攻，小計，計及び合計欄の収容定員は，同条の規定にかかわ

らず，平成 16 年度は，次のとおりとする。 

  

研究科 課 程 専    攻 収容定員 

工学研究科 前期課程 機械工学専攻 52 

電気・電子工学専攻 42 

情報・メディア工学専攻 48 

建築建設工学専攻 46 

物理工学専攻 30 

原子力・エネルギー安全工学専攻 27 

小   計 461 

計 551 

合    計 829 

  

附 則（平成 18 年３月 30 日福大学則第２号） 

１ この学則は，平成 18 年４月１日から施行する。 



２ この学則による改正後の福井大学大学院学則第５条別表２の表中，工学研究科博士後期課程の各専攻，

小計，計及び合計欄の収容定員は，同条の規定にかかわらず，平成 18 年度及び平成 19 年度は，次のと

おりとする。 

 研究科 課程 専  攻 収 容 定 員 

平成 18 年度 平成 19 年度 

工学研究科 後期課程 物質工学専攻 20 19 

システム設計工学専攻 23 22 

ファイバーアメニティ工学専攻 45 45 

原子力・エネルギー安全工学専攻 12 24 

小   計 100 110 

計 578 588 

合    計 856 866 

  

附 則（平成 18 年７月５日福大学則第４号） 

この学則は，平成 18 年７月５日から施行し，改正後の福井大学大学院学則の規定は，平成 18 年４月１

日から適用する。 

附 則（平成 18 年 12 月６日福大学則第６号） 

この学則は，平成 19 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 19 年３月 22 日福大学則第３号） 

この学則は，平成 19 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 20 年 3月 19 日福大学則第２号） 

１ この学則は，平成 20 年４月１日から施行する。 

２ 改正後の福井大学大学院学則（以下「新学則」という。）第 14 条第２号の規定は，平成 19 年 12 月 26

日から適用する。 

３ 平成 20 年３月 31 日における教育学研究科障害児教育専攻並びに医学系研究科形態系専攻，生理系専

攻，生化系専攻及び生態系専攻は，新学則別表１の規定にかかわらず，平成 20 年３月 31 日に当該専攻

に在学する者及び平成 20 年４月１日以後に当該専攻に転入学，編入学又は再入学する者が在学しなくな

る日までの間，存続するものとする。 

４ 新学則別表２の表中，次に掲げる専攻の収容定員は，同表の規定にかかわらず，平成 20 年度は，次の

とおりとする。 

  

研究科 課 程 専  攻 平成 20 年度 

教育学研究科 修士課程 学校教育専攻 28 

障害児教育専攻 8 

教科教育専攻 68 

小  計 104 



教職大学院の課程 教職開発専攻 30 

  

５ 新学則別表２の表中，次に掲げる専攻の収容定員は，同表の規定にかかわらず，平成 20 年度から平成

22 年度までは，次のとおりとする。 

  

研究科 課 程 専  攻 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 

医学系研

究科 

博士課程 形態系専攻 21 14 7 

生理系専攻 27 18 9 

生化系専攻 27 18 9 

生態系専攻 15 10 5 

医科学専攻 5 10 15 

先端応用医学専攻 25 50 75 

  

６ 平成 20 年３月 31 日以前に教育学研究科学校教育専攻及び障害児教育専攻に入学した者（以下「在学

者」という。）及び平成 20 年４月１日以後に在学者の属する年次に転入学，編入学又は再入学する者に

係る教員の免許状の種類及び免許教科は，新学則別表３の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則（平成 22 年 10 月６日福大学則第３号） 

この学則は，平成 22 年 10 月６日から施行し，改正後の福井大学大学院学則の規定は，平成 22 年７月 15

日から適用する。 

附 則（平成 24 年６月 12 日福大学則第２号） 

この学則は，平成 24 年６月 12 日から施行する。 

附 則（平成 24 年 10 月３日福大学則第５号） 

この学則は，平成 24 年 10 月３日から施行する。 

附 則（平成 25 年２月 20 日福大学則第２号） 

１ この学則は，平成 25 年４月１日から施行する。 

２ 平成 25 年３月 31 日以前に工学研究科後期課程に入学した者の修了要件は，改正後の福井大学大学院学

則（以下「新学則」という。）第 37 条の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

３ 平成 25 年３月 31 日における医学系研究科博士課程医科学専攻及び先端応用医学専攻並びに工学研究科

前期課程ファイバーアメニティ工学専攻並びに後期課程全専攻は，新学則別表１の規定にかかわらず，

平成 25 年３月 31 日に当該専攻に在学する者及び平成 25 年４月１日以後に当該専攻に転入学，編入学又

は再入学する者が在学しなくなる日までの間，存続するものとする。 

４ 新学則別表２の表中，次に掲げる専攻，小計及び計欄の収容定員は，同表の規定にかかわらず，平成

25 年度から平成 27 年度までは，次のとおりとする。 

  

研究科 課 程 専  攻 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

医学系研究科 博士課程 医科学専攻 15 10 5 

先端応用医学専攻 75 50 25 



統合先進医学専攻 25 50 75 

小 計 115 110 105 

計 139 134 129 

  

５ 新学則別表２の表中，次に掲げる専攻及び小計欄の収容定員は，同表の規定にかかわらず，平成 25 年

度は次のとおりとする。 

  

研究科 課 程 専  攻 平成 25 年度 

工学研究科 前期課程 機械工学専攻 57 

電気・電子工学専攻 50 

情報・メディア工学専攻 54 

建築建設工学専攻 50 

物理工学専攻 32 

ファイバーアメニティ工学専攻 36 

繊維先端工学専攻 15 

小 計 492 

  

６ 新学則別表２の表中，次に掲げる専攻，小計，計及び合計欄の収容定員は，同表の規定にかかわらず，

平成 25 年度から平成 27 年度までは，次のとおりとする。 

  

研究科 課 程 専  攻 
平成 25 年

度 

平成 26 年

度 

平成 27 年

度 

工学研究科 後期課程 物質工学専攻 12 6 - 

システム設計工学専攻 14 7 - 

ファイバーアメニティ工学専攻 30 15 - 

原子力・エネルギー安全工学専攻 24 12 - 

総合創成工学専攻 22 44 66 

小 計 102 84 66 

計 594 590 572 

合  計 867 858 835 

  

７ 平成 25 年３月 31 日以前に工学研究科前期課程ファイバーアメニティ工学専攻に入学した者（以下「在

学者」という。）及び平成 25 年４月１日以後に在学者の属する年次に転入学，編入学又は再入学する者

に係る教員の免許状の種類及び免許教科は，新学則別表３の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則（平成 27 年２月 23 日福大学則第２号）  



この学則は，平成 27 年４月１日から施行する。  

附 則（平成 27 年３月 18 日福大学則第２号）  

この学則は，平成 27 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 28 年３月 15 日福大学則第２号） 

１ この学則は，平成 28 年４月１日から施行する。 

２ 平成 28 年３月 31 日における教育学研究科教科教育専攻は，改正後の福井大学大学院学則（以下「新学

則」という。）別表１の規定にかかわらず，平成 28 年３月 31 日に当該専攻に在学する者及び平成 28 年

４月１日以降に当該専攻に転入学，編入学又は再入学する者が在学しなくなる日までの間，存続するも

のとする。 

３ 新学則別表２の表中，次に掲げる専攻の収容定員は，同表の規定にかかわらず，平成 28 年度は，次の

とおりとする。 

  

研究科 課 程 専  攻 平成 28 年度 

教育学研究科 修士課程 学校教育専攻 42 

教科教育専攻 25 

小計 67 

教職大学院の課程 教職開発専攻 67 

  

４ 平成 28 年３月 31 日以前に教育学研究科学校教育専攻，教科教育専攻に入学した者及び工学研究科物理

工学専攻に入学した者（以下「在学者」という。）並びに平成 28 年４月１日以降に在学者の属する年次

に転入学，編入学又は再入学する者が取得できる教員の免許状の種類及び免許教科は，新学則別表３の

規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則（平成 28 年６月７日福大学則第３号） 

この学則は，平成 28 年６月７日から施行する。 

附 則（平成 29 年１月１日福大学則第２号） 

この学則は，平成 29 年１月 1日から施行する。 

附 則（平成 29 年３月 13 日福大学則第４号） 

この学則は，平成 29 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 29 年９月 20 日福大学則第６号） 

この学則は，平成 29 年 10 月１日から施行する。 

附 則（平成 30 年２月 21 日福大学則第２号） 

１ この学則は，平成 30 年４月１日から施行する。 

２ 改正後の福井大学大学院学則（以下「新学則」という。）の施行前に教育学研究科教職開発専攻に在学

していた学生は，この規程の施行に伴い，福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研

究科に在学させるものとする。 

３ 前項に基づき福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科に在学することとなった

学生は，当該学生が在学していた教育学研究科教職開発専攻を修了するために必要であった教育課程の

履修を福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科において行うものとする。 



４ 新学則別表２の表中，次に掲げる専攻の収容定員は，同表の規定にかかわらず，平成 30 年度は，次の

とおりとする。 

  

研究科 課 程 専  攻 
平成 30

年度 

教育学研究科 修士課程 学校教育専攻 57 

福井大学・奈良女子大学・

岐阜聖徳学園大学連合教職

開発研究科 

教職大学院の課程 教職開発専攻 77 

 

附 則（令和２年３月 25 日福大学則第２号） 

１ この学則は，令和２年４月１日から施行する。 

２ 令和２年３月 31 日における教育学研究科（学校教育専攻を含む。）及び工学研究科各専攻（以下この

項において「旧研究科等」という。）は，改正後の福井大学大学院学則（以下「新学則」という。）別

表１の規定にかかわらず，令和２年３月 31 日に旧研究科等に在学する者及び令和２年４月１日以降に旧

研究科等に転入学，編入学又は再入学する者が在学しなくなるまでの間，存続するものとする。 

３ 新学則別表２の表中，次に掲げる専攻の収容定員は，同表の規定にかかわらず，令和２年度は，次のと

おりとする。 

 

研究科 課 程 専  攻 令和２年度 

教育学研究科 修士課程 学校教育専攻 27 

計 27 

福井大学・奈良女子

大学・岐阜聖徳学園

大学連合教職開発研

究科 

専門職学位課

程(教職大学

院の課程) 

教職開発専攻 100 

計 100 

工学研究科 前期課程 機械工学専攻 32 

電気・電子工学専攻 30 

情報・メディア工学専攻 31 

建築建設工学専攻 28 

材料開発工学専攻 24 

生物応用化学専攻 21 

物理工学専攻 18 

知能システム工学専攻 27 

繊維先端工学専攻 15 

原子力・エネルギー安全工学専攻 27 



産業創成工学専攻 85 

安全社会基盤工学専攻 84 

知識社会基礎工学専攻 84 

小計 506 

国際地域マネジメン

ト研究科 

専門職学位課

程 
国際地域マネジメント専攻 7 

計 7 

 

附 則（令和２年５月 20 日福大学則第４号） 

この学則は，令和２年５月 20 日から施行し，改正後の福井大学大学院学則の規定は，令和２年４月１日

から適用する。 

附 則（令和２年７月 29 日福大学則第５号） 

この学則は，令和２年７月 29 日から施行し，改正後の福井大学大学院学則の規定は，令和２年６月 30 日

から適用する。 

附 則（令和２年 10 月 27 日福大学則第６号） 

この学則は，令和２年 10 月 27 日から施行する。 

  附 則（令和 年 月 日福大学則第 号） 

１ この学則は，令和６年４月１日から施行する。 

２ 令和６年３月 31 日における福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科（以下こ

の項において「旧研究科」という。）は，改正後の福井大学大学院学則（以下「新学則」という。）別表

１の規定にかかわらず，令和６年３月 31 日に旧研究科に在学する者及び令和６年４月１日以降に旧研究

科等に転入学，編入学又は再入学する者が在学しなくなるまでの間，存続するものとする。 

３ 新学則別表２の表中，次に掲げる専攻の収容定員は，同表の規定にかかわらず，令和６年度は，次のと

おりとする。 

 

研究科 課 程 専  攻 令和６年度 

福井大学・奈良女子大学・

岐阜聖徳学園大学連合教職

開発研究科 

専門職学位課程(教職大学院の

課程) 

教職開発専攻 60 

福井大学・岐阜聖徳学園大

学・富山国際大学連合教職

開発研究科 

専門職学位課程(教職大学院の

課程) 

教職開発専攻 60 

 

別表１（第４条関係） 

研究科（課程） 専  攻 



福井大学・岐阜聖徳学園

大学・富山国際大学連合

教職開発研究科 

専門職学位課程(教職大

学院の課程) 

教職開発専攻 

医学系研究科 修士課程 看護学専攻 

博士課程 統合先進医学専攻 

工学研究科 前期課程 産業創成工学専攻 

安全社会基盤工学専攻 

知識社会基礎工学専攻 

後期課程 総合創成工学専攻 

国際地域マネジメント研

究科 専門職学位課程 国際地域マネジメント専攻 

  

別表２（第４条関係） 

研究科 課 程 専  攻 入学定員 収容定員 

福井大学・岐阜聖徳

学園大学・富山国際

大学連合教職開発研

究科 

専門職学位課

程(教職大学

院の課程) 

教職開発専攻 60 120 

計 60 120 

医学系研究科 修士課程 看護学専攻 12 24 

博士課程 統合先進医学専攻 25 100 

計 37 124 

工学研究科 前期課程 産業創成工学専攻 85 170 

安全社会基盤工学専攻 84 168 

知識社会基礎工学専攻 84 168 

小  計 253 506 

後期課程 総合創成工学専攻 22 66 

計 275 572 

国際地域マネジメン

ト研究科 

専門職学位課

程 

国際地域マネジメント専攻 7 14 

計 7 14 

合   計 379 830 

  

別表３（第 40 条関係） 

研究科 専  攻 教員の免許状の種類 免許教科 



福井大

学・岐阜

聖徳学園

大学・富

山国際大

学連合教

職開発研

究科 

教職開発専攻 小学校教諭専修免許状   

中学校教諭専修免許状 国語，社会，数学，理科，音

楽，美術，保健体育，保健，技

術，家庭，英語 

高等学校教諭専修免許状 国語，地理歴史，公民，数学，

理科，音楽，美術，工芸，書

道，保健体育，保健，家庭，工

業，英語 

特別支援学校教諭専修免許状 

 

幼稚園教諭専修免許状 

 

工学研究

科 

産業創成工学専攻 高等学校教諭専修免許状 理科 

安全社会基盤工学専攻 高等学校教諭専修免許状 工業 

知識社会基礎工学専攻 高等学校教諭専修免許状 理科，工業 

 



学則の変更について 
 
 
○変更の事由 
  大学院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科について、

令和５年度末をもって奈良女子大学の離脱、また、新たに令和６年度から富山国際大

学の加入に伴い連合教職開発研究科の改組を行うもの。 
 
 
○変更点 

上記変更事由に伴い研究科の名称を下記のとおり変更する。 
 
現在：福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科 
令和６年度：福井大学・岐阜聖徳学園大学・富山国際大学連合教職開発研究科 
 



福井大学学則 新旧対照表（案） 

改 正（案） 現 行 

 

（略） 

 

（大学院） 

第３条 本学に，大学院を置き，次の研究科を置く。 

福井大学・岐阜聖徳学園大学・富山国際大学連合教職開発研究科 

医学系研究科 

工学研究科 

国際地域マネジメント研究科 

２ 福井大学・岐阜聖徳学園大学・富山国際大学連合教職開発研究科は，福井大

学，岐阜聖徳学園大学及び富山国際大学の間で締結された協定書に基づき設置

するもので，本学を基幹大学とし，岐阜聖徳学園大学及び富山国際大学を参加

大学として組織する。 

３ この学則に定めるもののほか，大学院に関し必要な事項は，大学院学則に定

める。 

 

（略） 

 

   附 則（令和 年 月 日福大学則第 号） 

この学則は，令和６年４月１日から施行する。 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

（大学院） 

第３条 本学に，大学院を置き，次の研究科を置く。 

福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科 

医学系研究科 

工学研究科 

国際地域マネジメント研究科 

２ 福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科は，福井大

学，奈良女子大学及び岐阜聖徳学園大学の間で締結された協定書に基づき設置

するもので，本学を基幹大学とし，奈良女子大学及び岐阜聖徳学園大学を参加

大学として組織する。 

３ この学則に定めるもののほか，大学院に関し必要な事項は，大学院学則に定

める。 

 

（略） 

 

 



福井大学大学院学則 新旧対照表（案） 

改 正（案） 現 行 

 

（略） 

 

   第２章 組織 

（研究科） 

第４条 本学大学院に置く研究科及び専攻は，別表１のとおりとし，福井大

学・岐阜聖徳学園大学・富山国際大学連合教職開発研究科を教職大学院と称

する。 

２ 本学大学院の収容定員は，別表２のとおりとする。 

３ 各研究科又は専攻ごとの人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目

的は，学長が別に定める。 

４ 学長は，前項により目的を定めるに当たり当該研究科の教授会の意見を聴

くものとする。 

５ この学則に定めるもののほか，各研究科に関し必要な事項は，別に定め

る。 

（教職大学院） 

第５条 教職大学院の教育研究は，福井大学（以下「本学」という。），岐阜聖

徳学園大学及び富山国際大学の協力により実施するものとする。 

 

（略） 

 

（大学院の教育を担当する教員） 

第７条 本学大学院（教職大学院を除く。）の授業及び学位論文の作成等に対す

る指導（以下「研究指導」という。）を担当する教員は，大学院設置基準（昭

和 49年文部省令第 28 号）及び専門職大学院設置基準（平成 15年文部科学省

令第 16 号）に定める資格を有する本学の教授，准教授，講師及び助教をもっ

 

（略） 

 

   第２章 組織 

（研究科） 

第４条 本学大学院に置く研究科及び専攻は，別表１のとおりとし，福井大

学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科を教職大学院と称

する。 

２ 本学大学院の収容定員は，別表２のとおりとする。 

３ 各研究科又は専攻ごとの人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目

的は，学長が別に定める。 

４ 学長は，前項により目的を定めるに当たり当該研究科の教授会の意見を聴

くものとする。 

５ この学則に定めるもののほか，各研究科に関し必要な事項は，別に定め

る。 

（教職大学院） 

第５条 教職大学院の教育研究は，福井大学（以下「本学」という。），奈良女

子大学及び岐阜聖徳学園大学の協力により実施するものとする。 

 

（略） 

 

（大学院の教育を担当する教員） 

第７条 本学大学院（教職大学院を除く。）の授業及び学位論文の作成等に対す

る指導（以下「研究指導」という。）を担当する教員は，大学院設置基準（昭

和 49年文部省令第 28 号）及び専門職大学院設置基準（平成 15年文部科学省

令第 16 号）に定める資格を有する本学の教授，准教授，講師及び助教をもっ



て充てる。 

２ 教職大学院の授業及び研究指導を担当する教員は，専門職大学院設置基準

に定める資格を有する本学，岐阜聖徳学園大学及び富山国際大学の教授，准

教授，講師及び助教をもって充てる。 

 

（略） 

 

第９章 教育職員免許 

（教員の免許状授与の所要資格の取得） 

第４０条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は，教育職員免

許法（昭和 24年法律第 147 号）及び教育職員免許法施行規則（昭和 29 年文

部省令第 26 号）に定める所要の単位を修得しなければならない。 

２ 本学大学院の専攻において当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類

及び免許教科は，別表３のとおりとする。 

 

（略） 

 

   附 則（令和 年 月 日福大学則第 号） 

１ この学則は，令和６年４月１日から施行する。 

２ 令和６年３月 31 日における福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連

合教職開発研究科（以下この項において「旧研究科」という。）は，改正後の

福井大学大学院学則（以下「新学則」という。）別表１の規定にかかわらず，

令和６年３月 31 日に旧研究科に在学する者及び令和６年４月１日以降に旧研

究科等に転入学，編入学又は再入学する者が在学しなくなるまでの間，存続

するものとする。 

３ 新学則別表２の表中，次に掲げる専攻の収容定員は，同表の規定にかかわ

らず，令和６年度は，次のとおりとする。 

 

て充てる。 

２ 教職大学院の授業及び研究指導を担当する教員は，専門職大学院設置基準

に定める資格を有する本学，奈良女子大学及び岐阜聖徳学園大学の教授，准

教授，講師及び助教をもって充てる。 

 

（略） 

 

第９章 教育職員免許 

（教員の免許状授与の所要資格の取得） 

第４０条 教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は，教育職員免

許法（昭和 24年法律第 147 号）及び教育職員免許法施行規則（昭和 29 年文

部省令第 26 号）に定める所要の単位を修得しなければならない。 

２ 本学大学院の専攻において当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類

及び免許教科は，別表３のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



研究科 課 程 専  攻 令和６年度 

福井大学・奈良女子大

学・岐阜聖徳学園大学

連合教職開発研究科 

専門職学位課程(教

職大学院の課程) 

教職開発専

攻 

60 

福井大学・岐阜聖徳学

園大学・富山国際大学

連合教職開発研究科 

専門職学位課程(教

職大学院の課程) 

教職開発専

攻 

60 

 

別表１（第４条関係）  

研究科（課程） 専  攻 

福井大学・岐阜聖徳学園大

学・富山国際大学連合教職

開発研究科 

専門職学位課程(教職

大学院の課程) 

教職開発専攻 

医学系研究科 （略） 

工学研究科 （略） 

国際地域マネジメント研究

科 

（略） 

 

別表２（第４条関係） 

研究科 課 程 専  攻 入学定員 収容定員 

福井大学・岐阜聖

徳学園大学・富山

国際大学連合教

職開発研究科 

専門職学位課程

(教職大学院の

課程) 

教職開発専攻 60 120 

計 60 120 

医学系研究科 （略） 

計 37 124 

工学研究科 （略） 

計 275 572 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表１（第４条関係）  

研究科（課程） 専  攻 

福井大学・奈良女子大学・

岐阜聖徳学園大学連合教

職開発研究科 

専門職学位課程(教職

大学院の課程) 

教職開発専攻 

医学系研究科 （略） 

工学研究科 （略） 

国際地域マネジメント研究

科 

（略） 

 

別表２（第４条関係） 

研究科 課 程 専  攻 入学定員 収容定員 

福井大学・奈良女

子大学・岐阜聖徳

学園大学連合教

職開発研究科 

専門職学位課程

(教職大学院の

課程) 

教職開発専攻 60 120 

計 60 120 

医学系研究科 （略） 

計 37 124 

工学研究科 （略） 

計 275 572 



国際地域マネジ

メント研究科 

（略） 

計 7 14 

合   計 379 830 

 

 

別表３（第 40条関係） 

研究科 専  攻 教員の免許状の

種類 

免許教科 

福井大学・岐阜聖

徳学園大学・富山

国際大学連合教

職開発研究科 

教職開発専攻 小学校教諭専修

免許状 

 

中学校教諭専修

免許状 

国語，社会，数学，

理科，音楽，美術，

保健体育，保健，

技術，家庭，英語 

高等学校教諭専

修免許状 

国語，地理歴史，

公民，数学，理科，

音楽，美術，工芸，

書道，保健体育，

保健，家庭，工業，

英語 

特別支援学校教

諭専修免許状 

 

幼稚園教諭専修

免許状 

 

工学研究科 （略） 

 

 

国際地域マネジ

メント研究科 

（略） 

計 7 14 

合   計 379 830 

 

 

別表３（第 40条関係） 

研究科 専  攻 教員の免許状の

種類 

免許教科 

福井大学・奈良女

子大学・岐阜聖徳

学園大学連合教

職開発研究科 

教職開発専攻 小学校教諭専修

免許状 

 

中学校教諭専修

免許状 

国語，社会，数学，

理科，音楽，美術，

保健体育，保健，

技術，家庭，英語 

高等学校教諭専

修免許状 

国語，地理歴史，

公民，数学，理科，

音楽，美術，工芸，

書道，保健体育，

保健，家庭，工業，

英語 

特別支援学校教

諭専修免許状 

 

幼稚園教諭専修

免許状 

 

工学研究科 （略） 

 

 

 



福井大学大学院福井大学・岐阜聖徳学園大学・富山国際大学連合教職開発研究科委員会規程（案） 

 

平成 30 年４月１日 

福大規程第 12号 

（趣旨） 

第１条 この規程は，福井大学教授会規則（平成 27 年福大規則第３号，以下「教授会規則」という。）第

10 条の規定に基づき，福井大学大学院福井大学・岐阜聖徳学園大学・富山国際大学連合教職開発研究

科（以下「本研究科」という。）に置く委員会（以下「研究科委員会」という。）の議事及び運営に関し，

必要な事項を定めるものとする。 

（組織） 

第２条 研究科委員会は，福井大学・岐阜聖徳学園大学・富山国際大学連合教職開発研究科長（以下「研

究科長」という。），本研究科専任教員及び担当教員をもって構成する。 

（任務） 

第３条 研究科委員会は，学長が教授会規則第４条第１項第１号から第６号に掲げる次の事項（教育に

関する事項に限る。）について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。 

(1) 学生の入学，卒業及び課程の修了に関する事項 

(2) 学位の授与に関する事項 

(3) 教育課程の編成・実施に関する事項 

(4) 学生の表彰に関する事項 

(5) 学生の懲戒に関する事項 

(6) 教育組織の教育研究上の目的及び編成に関する事項 

２ 研究科委員会は，学長がつかさどる教育研究に関する次の事項について審議し，及び学長の求めに

応じ，意見を述べることができる。 

(1) 自己評価（教育に関する事項に限る。）に関する事項 

(2) その他教育研究に関する事項で，研究科委員会の意見を聴いて学長が定める事項 

３ 研究科委員会は，研究科長がつかさどる次の事項について審議し，及び研究科長の求めに応じ，意見

を述べることができる。 

(1) 研究科の教育に係わる要請に関する事項 

(2) 研究科長適任候補者の推薦に関する事項 

(3) その他研究科長が定める事項 

（会議の主宰及び議長） 

第４条 研究科長は，研究科委員会を主宰し，その議長となる。 

２ 議長に事故あるときは，構成員の中からあらかじめ議長が指名した教授が，その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 研究科委員会は，定例研究科委員会及び臨時研究科委員会とする。 

２ 定例研究科委員会は，原則として月１回招集する。 

３ 臨時研究科委員会は，研究科長が必要と認めたとき，又は研究科委員会の構成員（研究科長を除く。）

の３分の１以上の者から議題を付し，文書にて要請があったとき招集する。 



（会議の成立等） 

第６条 研究科委員会は，当該研究科委員会の構成員である教授の２分の１以上が出席し，かつ，２分の

１以上が出席しなければ議事を開き，議決することができない。 

２ 研究科委員会の議事は，出席した構成員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長がこれを決

する。 

（構成員以外の出席） 

第７条 議長は，必要があると認めたときは，教授会規則第９条に基づき，研究科委員会の議を経て構成

員以外の者の出席を求め，説明又は意見を聴くことができる。 

（議事及び運営等） 

第８条 この規程に定めるもののほか，研究科委員会の議事及び運営等については，研究科委員会が定

める。 

（事務） 

第９条 研究科委員会に関する事務は，福井大学総務部人文社会系運営管理課において処理する。 

（規程の改廃等） 

第１０条 この規程の改廃については，構成員の３分の２以上の出席により，出席者の３分の２以上の

賛成を必要とする。 

２ 研究科委員会がこの規程の改廃及び第３条第３項に規定する事項について定めたときは，学長に報

告しなければならない。 

 

附 則 

この規程は，平成 30 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 31 年３月 30 日福大規程第 54号） 

この規程は，平成 31 年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月 24日福大規程第 35 号） 

この規程は，令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和 年 月 日福大規程第 号） 

この規程は，令和６年４月１日から施行する。 

 



設置の趣旨等について 
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① 設置の趣旨及び必要性 
１．本研究科の状況 

本研究科は、21 世紀の教師教育改革の実現をミッションとし、学習観の転換を核とす

る学校教育の改革のため、学校づくりに直接関わることのできる「学校拠点方式」の大学

院を広めることを目的とし、学校拠点の実践研究を中心とした新しいカリキュラムとカ

リキュラムマネジメント組織を異なる地域に基盤を持つ三大学の連合によって発展拡張

していく企図のもと、平成 30 年度に福井大学を基幹大学とし奈良女子大学及び岐阜聖徳

学園大学を参加大学として設置したものである。 

令和２年度には、本学大学院教育学研究科を本研究科へ統合し、全学が一丸となって教

職の高度化を実現する体制を構築した。 

本研究科では、以下の（１）～（３）を通して、平成 27 年 12 月の中教審答申に示され

た「学び合い、高め合う教員育成コミュニティの構築」と大学院における教員養成・研修

の高度化の新しいモデルを協働して実現することを目的としている。 

（１）国立教員養成学部・一般学部・私立大学のそれぞれにおける、教職大学院への展

開を通した教員養成・教員研修機能の高度化の新しいモデルの実現 

（２）個々の大学を超え教員養成・教員研修の高度化を実現する協働組織とネットワー

クのモデルの実現 

（３）海外における授業研究を通した教師教育の高度化を支援するカリキュラムの実現 

特に（１）及び（２）においては、教員養成の大半を占める私立大学において教職大学

院を通した養成研修の高度化をどう実現していくかが教師教育改革の課題となる中で、

連合教職大学院を設置することによって、それぞれの機能を活かした、教員養成・教員研

修機能の高度化の新しいモデルの実現を企図している。その中で、本研究科は、特色ある

大学が協働のカリキュラムマネジメントと実践的な FD の組織を実現することにより、

「学校拠点方式」という特に現職教員の大学院進学にマッチした仕組みを持つ教職大学

院をさらに広く拡大し、発展させていくことを目指している。 

 

２．本研究科の構成変更について 

本研究科の構成を変更し新たに富山国際大学が加わることを検討していた折、奈良女

子大学が奈良教育大学と法人統合を実現し本研究科から離脱することとなったことから、

福井大学・岐阜聖徳学園大学・富山国際大学の３大学の連携により本研究科を構成する。 

奈良女子大学は、奈良及び近畿圏の学校における改革の担い手としての現職教員の学

習を支える拠点としての役割を果たすとともに、戦前より授業研究・学習研究の拠点とし

ての役割を果たしてきた附属学校の実践研究を通して本研究科における教師の実践力形

成のための協働研究発展に寄与してきた。奈良女子大学と奈良教育大学との法人統合に

関わり本研究科から離脱することとなるが、附属学校と本研究科との密接な組織連携と

人的交流の蓄積を活かし、奈良教育大学及び奈良女子大学に対して相互協力体制の構築

を働きかけ、構成大学の枠を超えて「学校拠点方式」による教員養成や教員研修機能の高



度化、個々の大学を超えたネットワーク構築を進めていく。 

富山国際大学は、現代社会学部と子ども育成学部の２学部を有する大学である。子ども

育成学部では、幼稚園及び小学校教員免許状のほか、保育士、社会福祉士が取得可能であ

り、教育・福祉分野の人材育成を行っている。近年では富山県の小学校教員採用の 20％

程度を輩出しており、教員養成に関する教育研究に協力できる実績を有している。今回、

富山県において数多くの教員を育成している富山国際大学が加わることにより、富山県

における学校改革を支える現職教員及び改革を将来にわたって担う次世代の教員の大学

院での学修を支える基盤が実現することになるとともに、北陸地区、特に富山県における

新たな拠点として、富山県内を中心とした「学校拠点方式」による教員養成・教員研修機

能の高度化や個々の大学を超えたネットワーク構築の推進が期待できる。 

富山国際大学の加入及び奈良女子大学の離脱により参加大学が変更となるが、奈良女

子大学の担っていた役割を富山国際大学が引き継ぐのではなく、富山国際大学は、北陸地

区、特に富山県における学校改革を支える新たな拠点として、学校拠点の実践力形成カリ

キュラムの構築や富山県内における子どもの協働探究とそれを支える教師のネットワー

クの構築を担っていく。 

 

３．育成する人材像及び３つのポリシー 

本研究科では、教育委員会等との連携・協働により、学部卒業者を対象として、高い教

科指導力だけでなく、より実践的な指導力・展開力を備え、新しい学校づくりの有力な一

員となり得る教員の養成を行うとともに、現職教員を対象として、地域や学校における指

導的役割を果たし得る教員等として確かな指導理論と優れた実践力・応用力・学校改革マ

ネジメント力を備えたスクールリーダー、及び、学校の管理者の育成を行うことをミッシ

ョンとしている。 

そのため、教職専門性として求められる４つの資質能力をディプロマ・ポリシーに位置

づけこれらの資質能力を院生に涵養するため、本研究科に教職開発専攻を置き、養成する

人材像に基づき以下の３コースを置く。 

コース 養成する人材像 

授業研究・教職専門性開発コース 授業づくり・児童生徒の成⾧発達支援について

実践的力量と実践研究力を有する教員 

ミドルリーダー養成コース 学校における授業改革・児童生徒の成⾧発達支

援のための協働研究の中心的な担い手となるミ

ドルリーダー教員 

学校改革マネジメントコース 学校改革のための組織マネジメントの中心的な

担い手となる管理職 

本研究科におけるディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー及びアドミッション・

ポリシーは以下のとおりである。また、各コースにおける３ポリシーの関係については資

料１のとおりである。 



＜ディプロマ・ポリシー＞ 

１．本研究科では、21 世紀の知識基盤社会に生きる子どもと教師の力を培い、協働

による教師教育改革を不断に実現する目的に沿い、教職専門性の総合的な資質能

力を以下４つに定めている。 

① 学習と成⾧を支えるファシリテーター・コーディネーターとしての実践力 

② 学習の協働組織とその改革のマネジメント力 

③ 実践の質を不断に高め発展させていく省察・研究能力 

④ 公教育としての学校を担う専門職としての理念と責任 

 

これら４つの総合的な資質能力形成のための学校拠点の省察的実践の⾧期漸成サ

イクルとその交流共有をコアとする教育課程を通して実践力を培うとともに、そ

の過程と成果を「⾧期実践研究報告」を作成してラウンドテーブルにおいて公表し

基準を満たす評価を受けることが、教職修士(専門職)の学位授与の要件である。 

２. 各コースでは、修了後の進路等社会のニーズを踏まえ、上記①～④の資質能力を

具体的に以下のように定める。 

［授業研究・教職専門性開発コース］ 

① 子どもの学習と成⾧を支えるファシリテーション・コーディネーション・カリ

キュラムデザインの実践力 

② 学び合う教師の協働組織のコーディネート力 

③ 教育実践の質を不断に高め発展させていく省察・研究能力 

④ 公教育としての学校を担う専門職としての理念と責任 

 

［ミドルリーダー養成コース］ 

① 子どもと教師の学習と成⾧を支えるファシリテーション・コーディネーショ

ン・カリキュラムデザインの実践力 

② 学び合う教師の協働組織のコーディネート力とその改革のマネジメント力 

③ 教育実践と組織学習の質を不断に高め発展させていく省察・研究能力 

④ 公教育としての学校を担う専門職としての理念と責任 

 

［学校改革マネジメントコース］ 

① 未来社会に求められる子どもの学習の質と教師の在り方への見通しを持って

学校を不断に改革するマネジメント力 

② 学び続ける教師の学習コミュニティを培う専門職学習コミュニティコーディ

ネート力 

③ リスク社会における危機に柔軟に対応可能な学校組織を運営する危機管理能

力 

④ つねに学校を革新し続けるための専門職としての省察と実践研究の組織力 

⑤ 公教育としての学校を担う専門職としての理念と責任 



＜カリキュラム・ポリシー＞ 

本研究科では、学位授与の方針で示す 21 世紀の学校教育を支える教師の資質能力を

培うために、以下の方針に基づき教育課程を編成・実施する。 

１．教育課程の編成の方針 

21 世紀の学校教育を支える教師の資質能力を培うために学校拠点の省察的実践の

⾧期漸成サイクルとその交流共有をコアとし「理論と実践の融合」を実現する以下

のような総合的⾧期的なプロジェクト研究中心の有機的教育課程を編成する。 

学び合うコミュニティに公教育改革の支援システムを融合させた「学校拠点方式」

により実践とその省察を深め、教育における「実践の中の知」の理論生成を推進す

る「学校における実習」と「協働実践研究プロジェクト」・「カリキュラム開発基礎

研究、実践研究」を中心に共通科目とコース別選択科目を連動させる教育課程を編

成する（コア・カリキュラム）。また、教職キャリア段階（ラダー）の課題に応じ

ながら教職専門性開発を生涯にわたって継続するための資質能力を育むために、

世代継承生成サイクルの視点にもとづく教職専門性の４つの資質能力を培う教育

課程を編成する。 

① 学習と成⾧を支えるファシリテーター・コーディネーターとしての実践力 

② 学習の協働組織とその改革のマネジメント力 

③ 実践の質を不断に高め発展させていく省察・研究能力 

④ 公教育としての学校を担う専門職としての理念と責任 

 

２．教育課程における教育・学習方法に関する方針 

教育課程における「学校における実習」と「協働実践研究プロジェクト」・「カリキ

ュラム開発基礎研究、実践研究」は学校における実地での実践的体験学習とその記

録化による省察学習として組織する。そして、実践研究としての省察を共通科目に

おける教職５領域、コース別選択科目におけるそれぞれの学習重点内容に即して

展開しながら、多様なステークホルダーとの多重メンバーシップによって省察を

協働化（協働省察）し、間主観性と公開性を十全に担保した「実践の中の知」の理

論生成に結びつける。 

 

３．学習成果の評価の方針 

「実践の中の知」の理論生成の水準として、（１）学校等での学習拠点で推進した

教育実践研究プロジェクトについて、学習科学・学習研究に基づく発展段階評価ス

ケール「⾧期的で組織的なプロジェクト学習の展開とその省察・展望」により評価

する。また、（２）教職キャリア段階（ラダー）の課題に応じながら教職専門性開

発を生涯にわたって継続するための資質能力について、修了年度に作成する「⾧期

実践研究報告」を省察的実践評価スケール「実践省察の重層性・発展性」により評

価する。（３）「⾧期実践研究報告」の評価にあたっては外部の実践者・研究者、ス

テークホルダーの参加による外部評価を組織する。上記（１）（２）（３）の評価を



総合し、教職専門性開発を生涯にわたって継続するための資質能力の水準を判断

する。 

 

＜アドミッション・ポリシー＞ 

アクティブ・ラーニング、チーム学校、そして学制再編。子どもたち自身が探究し、

コミュニケーションし、協働する学習を支える 21 世紀の学校を実現するために、教

師の協働の実践力とそれを支える組織マネジメントが不可欠になっています。本連

合教職開発研究科では学校改革への取り組みへの参画と実践研究を有機的に結ぶ新

しいカリキュラムにより、改革を⾧期的に展望する力・マネジメント能力・協働実践

支援力を培います。 

 

１．求める学生像 

１−１ 能力・資質等 

授業研究・教職専門性開発コース： 

・学校での⾧期の実習を通して、実践的に学び専門性を培っていこうとする人 

・授業づくり・幼児児童生徒の成⾧発達支援について実践に即して研究し、実践

力を培おうとする人 

ミドルリーダー養成コース： 

・学校での協働研究の運営・推進に取り組んでいる人 

・授業づくり・授業改革・授業研究を積極的に進めている人 

・幼児児童生徒の発達支援について実践と研究を進めている人 

学校改革マネジメントコース： 

・将来、学校の組織マネジメントの中心的な担い手として取り組もうとする人 

・学校での組織運営及びその支援に取り組んでいる人 

・学校改革の組織過程に実践的な関心を持つ人 

１−２ 望ましい事前の取り組み 

授業研究・教職開発専門性コース： 

・協働探究的な学習に自ら取り組みその経験を省察した記録を作成する。 

・授業改革・学校改革に関わる提言や研究に関心を持ち学ぶ。 

・ラウンドテーブル等教職大学院の公開実践交流の場に参加し、実践の展開に

学ぶ。 

ミドルリーダー養成コース： 

・協働探究的な学習や授業改革への挑戦を重ね、そうした取り組みを記録化す

る。 

・授業改革・学校改革に関わる提言や研究に関心を持ち学ぶ。 

・ラウンドテーブル等教職大学院の公開実践交流の場に参加し、実践の展開に

学ぶ。 



学校改革マネジメントコース： 

・授業改革・学校改革への取り組みを継続的に展開し、そうした取り組みを記録

化する。 

・授業改革・学校改革に関わる提言や研究に関心を持ち学ぶ。 

・ラウンドテーブル等教職大学院の公開実践交流の場に参加し、実践の展開に

学ぶ。 

 

２．入学者選抜方法の基本方針 

一般選抜 

専門科目Ａ「学校改革実践研究の基礎」では、教育改革・学校改革に関わる資料

を検討し、小論文にまとめます。これにより、教育改革の展開について理解し判

断する力を評価します。専門科目Ｂの「教育実践の分析」では、授業の記録を吟

味、検討し小論文にまとめます。専門科目Ｂの「教科に関する問題（実技試験を

含む場合がある）。」では、教科の専門性を問う問題等を課します。これらによ

り、学習の展開を分析し表現する力、教科のカリキュラムをデザインする力を評

価します。専門科目Ａ・Ｂの筆記試験のほかに、出願時に提出された成績証明書

と教育実践報告書、及び入学後の実践と研究の進め方についての面接（口述試験

を含む。）により実践に即して研究する力を評価し、本研究科の学生となるのに

ふさわしい意欲・資質・適性等を備えているかを総合的に評価します。なお、成

績証明書は、実践に即して研究する基礎力を判定します。一方、筆記試験、面接

（口述試験を含む。）、教育実践報告書は、実践に即して研究する推進力を判定す

るため、成績証明書よりも重みづけした評価項目として扱います。 

推薦選抜 

出願時に提出する自身のこれまでの取り組みと今後の大学院での学習の抱負に

関わる「教育実践報告書」と入学後の実践と研究の進め方についての面接（口述

試験を含む。）を行い、本研究科の学生となるのにふさわしい意欲・資質・適性

等を備えているかを総合的に評価します。 

外国人特別選抜 

独立行政法人国際協力機構等より推薦のあった者に、出願時に提出された「教育

実践報告書」と入学後の実践と研究の進め方についての面接（口述試験を含む。）

を行い、本研究科の学生となるのにふさわしい意欲・資質・適性等を備えている

かを総合的に評価します。 

 
  



② 研究科、専攻等の名称及び学位の名称 
１．研究科の名称 

本研究科は、教師の実践的専門性の開発・形成を目的とする専門職学位課程の教職大学

院であり、福井大学を基幹大学とし、岐阜聖徳学園大学及び富山国際大学を参加大学とし

て構成される連合大学院であることから、研究科名及び英文表記を以下のとおりとする。 

 

福井大学大学院福井大学・岐阜聖徳学園大学・富山国際大学連合教職開発研究科 
The United Graduate School of Professional Development of Teachers, University of 
Fukui, Gifu Shotoku Gakuen University and Toyama University of International 
Studies 

 

２．専攻の名称 

学校改革への取組への参画と実践研究を有機的に結ぶ新しいカリキュラムにより、改

革を⾧期的に展望する力・マネジメント能力・協働実践支援力を培う本専攻の教育内容に

照らし、専攻名及び英文表記を以下のとおりとする 

 

教職開発専攻 
Department of Professional Development of Teachers 

 

３．学位の名称 

学位の名称を以下のとおりとする。 

 

教職修士（専門職） 
Master of Education (Professional Degree) 

 
  



③ 教育課程の編成の考え方及び特色 
１．教育課程の編成の基本的な考え方 

本研究科では、現職教員と教職志望の若い世代の学びを支えながら、それぞれ特異な地

域とコミュニティに根ざした学校の実践の発展を支えていくため、学校・大学院・教育委

員会の連携による「学校拠点方式」をカリキュラム編成の基軸とし、21 世紀の学校教育

を支える教師の資質能力を培うために学校拠点の省察的実践の⾧期漸成サイクルとその

交流共有をコアとした「理論と実践の融合」を実現する。 

本研究科の教育課程は、「学校におけ

る実習」、及び、各系（第１系：カリキ

ュラムと授業／第２系：子どもの成⾧発

達／第３系：コミュニティとしての学校

／第４系：カリキュラム開発／第５系：

学校改革のマネジメント）でそれぞれ開

講する「協働実践研究プロジェクト」又

は「カリキュラム開発実践研究」を核と

し、共通科目とコース別選択科目が連動

するコア・カリキュラムにより編成する（図１参照）。このコア・カリキュラムのデザイ

ンに基づき、学校での実地経験と実践を基盤として、大学院での協働・対話を通じた実践

省察カンファレンス、理論学習、学習コーディネーションを行う。こうした、理論と実践

の往還を不断に行うことで、学生は「理論と実践の融合」を進め、ディプロマ・ポリシー

に掲げる学校教育に係る各種の実践的能力を培いながら実践の中の理論生成を行う。 

学校における実習は、コース毎に「⾧期インターンシップ」（授業研究・教職専門性開

発コース）、「ミドルリーダー実習」（ミドルリーダー養成コース）、「学校改革マネジメン

ト実習」（学校改革マネジメントコース）を設定し、拠点校において学校に直面する課題

に⾧期的に教員集団に加わりながら、１年間のクラスづくりの過程や生徒指導、教師とし

ての学校を支える協働の仕事について実践的に取組む構成とする。共通科目は、それぞれ

の学校や教員が直面している課題を踏まえて実践的なカンファレンス・事例研究を中心

とした内容で構成し、拠点校で行う事例研究は「⾧期実践事例研究」として設定する。 

コース別選択科目は、授業研究・教職専門性開発コース及びミドルリーダー養成コース

では、学部新卒院生と現職教員院生が広くカリキュラムデザイン・マネジメント、幼児児

童生徒障害児の発達支援、組織学習に関する学修テーマを選択できるよう４つの系とそ

の内容に即した科目設定とする。学校改革マネジメントコースでは、学校組織と学校改革

のマネジメントに特化した科目を設定する。共通科目５領域の授業科目の特色に応じ、そ

れぞれのコース別選択科目（４つの系）が実習科目をコアにして関連するよう教育課程を

編成し、年次が上がることで関連するコース別選択科目と共通科目５領域がそれぞれ内

容・学習方法として系統的に発展するように教育課程を連動させる。 

各コースの教育課程表は資料２のとおり。 

図１ コア・カリキュラムのデザイン 

学校における
実習

10単位

コース別選択科目（15単位以上）

共通(基本)科目（11単位）

共通科目と選択科目を
学校実習・プロジェクト学習・
カリキュラム開発実践研究
と連動



２．教育課程の特色 

本研究科の教育課程は、地域の学校・教育委員会との連携協働に基づいて実践ベースで

教育課程を編成可能な「学校拠点方式」に特色があり、学部新卒院生も現職教員院生もイ

ンターンシップ配属校／職責校で勤務しながら実践の課題を同僚とともに分析し、その

解決に教職大学院及び他の院生と協働であたることが可能な教育課程を編成する。その

ため、教育課程を構成する各種授業科目を一部教員担当で個別化するのではなく、複数教

員がチームとして担当して相互作用可能な編成を行い、教員・院生の恒常的な協働学習・

協働省察・協働実践の体制を確立する。これにより、教職生活全体を通じて「理論と実践

の融合」を図り続けるため、自らの研鑽と同僚との協働・組織学習を共に推進し、専門職

としての組織的な責任と自律を高度に有し保持し続ける資質能力を涵養することが可能

となる。 

また、本研究科では、実践（学校

における実習）をコアとするカリキ

ュラムを構築するとともに、大学院

の年間活動を学校の年間リズムに

合わせたカリキュラムとして設定

する（図２参照）。これにより、学

部新卒院生は学校の１年間のサイ

クルを通して児童生徒の成⾧発達

過程、学校の組織運営と年間リズムを体感することが可能となる。また、現職教員院生に

対しては、院生が各勤務校・機関での職務を完遂しながら効果的に学修可能なように授業

日は２日程を設定する。併せて、遠方の拠点校に勤務する現職教員院生については、オン

ラインにより、年２回、基幹大学と遠方の拠点校をつなぎ遠隔授業を実現する等現職教員

の修学支援を充実させる。 

 

３．フラッグシップ科目の扱いについて 

本研究科では、本学が教員養成フラッグシップ大学に指定されたことを受けて、令和５

年度から教育課程の弾力化を推進するための「学校拠点・省察的実践コアサイクル科目」

を開設している。本科目群は、現行のコア・カリキュラムにおける授業科目の連動性・関

連性・系統性の構造を維持しつつ、共通科目を省察的実践基礎研究群に位置づけ、実践・

省察・再構成による実践の持続的発展のサイクルを生み出すものである。 

 
  

図２ 学校の年間リズムに合わせた年間活動 
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４．複数の大学によるカリキュラム運営のための方策 

本研究科は、福井大学が基幹大学となり、参加

大学が教育研究に協力する体制を取る。授業は基

幹大学教員を含むチームで行い、実習及び演習に

連動する授業は、大学のキャンパスだけでなく、

拠点校である各幼小中高等学校等で行う。参加大

学を拠点とする院生の指導にあたっても、基幹大

学である福井大学の教員が連携して担当するた

め、教育の質は担保される（図３参照）。 

また、夏期等集中講義、月間カンファレンス、

ラウンドテーブル等については、基幹大学である

福井大学の教員を中心に、参加大学の教員と協働して開催する。 

 

５．実習の事前・事後に履修すべき学修内容の考え方 

各コースにおける「学校における実習科目」はすべて 1 年次に学校の１年間のサイクル

に沿って行われる。そのため、実習の事前として進学前年度の２月～３月に各実習の事前

ガイダンスを実施する。院生は、実習後期にそれぞれ１年間の実習を基盤にした学修の成

果を報告書としてまとめ、実践交流（ラウンドテーブル）にて実践研究の成果を洗練して

いく。その後、２年次４月のカンファレンスにおいて「学校における実習」で得た資質能

力と知見、実践の中の理論を確認し、「協働実践研究プロジェクト」「カリキュラム開発基

礎研究、実践研究」において、そうした資質能力と知見、実践の中の理論に即した実践を

展開し、それらの再構成と高度化を図っていく。 

 

６．各教育委員会との協議 

各県の教育委員会との協議状況は以下のとおりである。 

（１）福井県 

福井県が定める委員会に本研究科から委員を派遣し、本研究科の教育課程と福井

県の教員育成指標との間に齟齬が生じないよう絶えず調整を行っている。また、福井

県と福井大学間の協定に基づき、県が年間を通して行うマネジメント研修について

県と本研究科が協働運営を行い、修了者に関しては学校改革マネジメントコースの

先取り単位として認めるほか、これに加えて大学院公開講座等を履修することで大

学院の１年履修が可能な制度を設けている。 

（２）岐阜県 

岐阜県では「自ら学び続ける教職員」を目指し、成⾧し続けるために大切な姿を、

キャリアステージごとに明らかにしている。特に学習指導、生徒指導、経営･分掌の

他に、特別な配慮や支援を必要とする子どもへの対応力や、ICT や情報･教育データ

の利活用能力を定めている。 

岐阜聖徳学園大学では、学部段階の教育として、特に、国際化や情報化など時代の

図３ 基幹大学と参加大学の協働構造 

 



流れに対応できる教員を養成するため、児童英語教育、ICT 関連科目などを充実させ

ており、また、増え続ける子どもたちのこころの問題に適切な対応ができるよう、教

員にふさわしい豊かな人間性を養う教育にも力を入れている。本研究科においても、

「学校拠点方式」の教育課程を通して、学習指導、生徒指導の実際的で個別的で具体

的な教育課題に直面し、その解決を図ることで学部段階以上の育成目標を達成でき

るようになっている。 

なお、本研究科では、岐阜県教育委員会と岐阜県が目指す教師像について打ち合わ

せを行っており、学部卒院生の入学の了解、及び、現職教員の入学に関しては羽島市

教育委員会及び岐阜市教育委員会との協議の上、岐阜県教育委員会の合意を得てい

る。 

（３）富山県 

富山県では、教師の求められる姿として次の７項目を挙げている。 

① 児童生徒一人一人のよさや可能性を見付け、個性を伸ばす教師 

② 授業や特別活動等を絶えず工夫し、児童生徒の興味･関心を引き出し、学ぶ意欲

を高める教師 

③ 教育的愛情と包容力をもって、児童生徒の思いや悩みを受け止めることができ

る共感できる教師 

④ 児童生徒が将来の生活や生き方を考えることができるよう、夢を語ることがで

きる教師 

⑤ 授業や特別活動等、様々な場で児童生徒を生き生きと指導できる教師 

⑥ 社会の一員としての幅広い視野や協調性をもち、率先してものごとに取組むこ

とのできる広い視野を持った教師 

⑦ 学習内容や教育課題等に対して常に問題意識をもち、研修し実践する自らを磨

く教師 

本研究科の参加大学である富山国際大学子ども育成学部は、教育分野と福祉分野

の両方を学ぶことのできる全国でも珍しい学部であり、小学校教諭・幼稚園教諭・保

育士・社会福祉士など教育・福祉分野の免許・資格を取得する学生が多く、富山県教

育委員会が目指す幅広い分野の知見を自分の専門分野で活かすことできる教員の養

成を目指している。本研究科においても、福井県等の他県の院生や現職教員院生との

実践交流や、多重に準備されたカンファレンスの機会を通して、学部段階以上に富山

県の求める教員像の育成に繋がるものと考える。 

なお、本研究科では、富山県教育委員会と目指す教師像や教職大学院入学者に関し

て協議し、富山県が求める教師の姿と本研究科が目指す姿が一致していること、スト

レートマスター（学部新卒院生）の入学について了解を得ている。また、南砺市教育

委員会から、⾧期インターンシップの受け入れ等の協力申し入れを受けている。 

 
  



④ 教育方法、履修指導、研究指導の方法及び修了要件 
１．教育方法、授業方法 

「学校における実習科目」、「共通科目」、「学校拠点・省察的実践コアサイクル科目」、

「コース別選択科目」の区分ごとに開講されている授業科目について、学習形態を問わず、

実践的な学修を通じて実践・省察・再構成のサイクルを展開し、大学院での学修を深め実

践の中で理論の生成を図ることを目的とする。そのため、各授業は少人数による対話・討

議を主形式とし、実践を基盤とした学びの必然性を保証する。 

 

２．標準修業年限及び修了要件 

２年間を原則とするが、４年以下の⾧期の履修、及び、１年以上の学修によって所要の

単位をすべて取得した場合の短期の修了も認めることができる。 

また、授業科目 45 単位以上（「学校における実習」10 単位を含む。）の修得を修了要件

とする。 

 

３．履修方法 

本研究科において修得しなければならない単位数は次のとおりとする。 

科目群 必要単位数 

学校における実習 10 単位 

共通科目 11 単位以上 

学校拠点・省察的実践

コアサイクル科目 
9 単位以上 

コース別選択科目 15 単位以上 

合計 45 単位以上 

各コースにおける履修モデルは資料３のとおりである。なお、協働の実践研究を中心と

したカリキュラムを実現するため、１年間に履修することのできる単位数は 30 単位を上

限とする。 

入学以前に単位等履修によって修得した本研究科の科目（あるいは他の大学院の科目）

については、22 単位を限度に大学院の当該の科目の単位として認定することができる。

認定に当たっては、既修得単位認定願の届出を行い、教務・カリキュラムマネジメント委

員会及び研究科委員会で承認を受けるものとする。 

 
４．履修指導 

入学前のガイダンスにおいて、事前の準備や２年間の履修モデルについてガイダンス・

テキストに基づき詳細に解説するとともに、⾧期にわたる実践研究の展開とそのまとめ

方について手がかりとなる先輩の院生の「⾧期実践報告書」（刊行されたもの）を事前に

読むことができるよう頒布する。 



５．複数の大学及び県にまたがるカリキュラム運営上の工夫 

教育課程の総体及び授業の組織展開や評価について、教務・カリキュラムマネジメント

委員会で検討・協議・コーディネートの上、個々の授業は基幹大学教員を含む科目担当チ

ームによって実施する。実習及び演習に連動する授業は、院生が大学のキャンパスだけで

なく拠点校で学ぶ「学校拠点方式」により実施する。学校拠点による学習の支援のため、

担当教員チームによる学校訪問及びオンラインによる学習支援を併用し、より効果的に

頻度を高めた支援体制を構築する。 

また、関東地区の院生の学習支援として、基幹大学で行われる合同カンファレンスや夏

期・冬期の集中授業への参加により対面セッションの機会を保証するとともに、関東地区

にハイブリッド型授業の拠点を設置し、オンライン機能を用いたカンファレンスを実施

する。併せて、関東地区の拠点に兼担教員を配置し、対面での指導・相談に当たる体制を

整備する。 

 

６．実習免除 

ミドルリーダー養成コース・学校改革マネジメントコースの実習については、下記の条

件を満たすものについて、「ミドルリーダー実習Ⅰ」又は「学校改革マネジメント実習Ⅰ」

（７単位）を免除することができるものとする。実習免除の判断と単位認定は教務・カリ

キュラムマネジメント委員会において行い、研究科委員会で承認を受ける。実習の免除は、

下記の３つの要件を満たす場合に限られる。 

（１）学校における協働実践研究の企画運営に関わって、「ミドルリーダー実習Ⅰ」又は

「学校改革マネジメント実習Ⅰ」に相当する実務（内容と期間において）をすで

に行っていること。 

（２）その取組について、記録をまとめ、その展開を考察し、報告書をまとめているこ

と。 

（３）その報告書の内容が、「ミドルリーダー実習Ⅰ」又は「学校改革マネジメント実習

Ⅰ」と同等の展開と内容を含むものであることが認定されること。 

 

また、報告書には次の内容が盛り込まれていることが必要である。 

・取組の経過を示す記録（取組の期間・回数・時間等を示すものを含めること） 

・半年ごとの展開の跡づけと検討・分析・評価 

・１年間を通じての取組の展開の省察と今後の展望 

 

なお、本研究科における実習免除は上記のように実習に相当する実務経験とその省察

による記録を含む報告書の提出による免除申請とその審査によって行われる。このため、

実習免除を希望しないものは申請を行わない。 

 

７．成績評価 

各授業科目の単位認定については、ディプロマ・ポリシー及びカリキュラム・ポリシー



に則した到達目標の達成度に応じ、試験やレポート等により審査し、秀、優、良、可及び

不可の５段階で評価する。各授業の到達目標や成績評価の方法はシラバス等により事前

に周知し、透明性のある成績評価を行う。 

なお、実習を伴う科目等の単位認定については、多様な視点で院生の活動を評価するた

め複数の担当教員の合議により行う。 

 
  



⑤ 教育課程連携協議会について 
１．教育課程連携協議会について 

産業界等との連携により、教育課程を編成し、及び、円滑かつ効果的に実施することを

目的として、平成 31 年度に、福井県、奈良県及び岐阜県教育委員会、関係市町教育委員

会並びに拠点校等を構成員とする教育課程連携協議会を発足させた。本協議会では、本研

究科の運営方針に関わる意見聴取と協議の役割を担っている。 

なお、本改組に係る奈良女子大学の離脱及び富山国際大学の加入に伴い、関係する機関

や団体等が変更になることから、次のとおり関係要項の改正を予定している。 

 

２．委員の構成 

本協議会は次の各号に掲げる委員をもって組織する。委員の任期は１年とし，再任を妨

げない。 

（１）研究科⾧ 

（２）福井大学総合教職開発本部⾧ 

（３）福井大学教育学部⾧ 

（４）研究科担当教員（特命及び客員教員を含む。） 

（５）福井県、岐阜県及び富山県教育委員会関係者 

（６）福井県教育総合研究所⾧ 

（７）福井県教育庁嶺南教育事務所⾧ 

（８）福井県特別支援教育センター所⾧ 

（９）福井県幼児教育支援センター所⾧ 

（10）関係市町教育委員会教育⾧ 

（11）拠点校・連携校の校園⾧ 

（12）その他研究科⾧が必要と認めた者 

※専門職大学院設置基準第６条の２に基づく構成員区分と各委員との対応関係は以下の

とおりである。 

専門職大学院設置基準 

に基づく構成員区分 
連携協議会委員 

学⾧等が指名する教員その他の

職員 

（１）研究科⾧ 

（２）福井大学総合教職開発本部⾧ 

（３）福井大学教育学部⾧ 

（４）研究科担当教員（特命及び客員教員を含む。） 

当該専門職大学院の課程に係る

職業に就いている者又は当該職

業に関連する事業を行うものに

よる団体のうち、広範囲の地域

（５）福井県、岐阜県及び富山県教育委員会関係者 

（６）福井県教育総合研究所⾧ 

（７）福井県教育庁嶺南教育事務所⾧ 

（８）福井県特別支援教育センター所⾧ 



で活動するものの関係者であっ

て、当該職業の実務に関し豊富

な経験を有するもの 

（９）福井県幼児教育支援センター所⾧ 

（10）関係市町教育委員会教育⾧ 

（11）拠点校・連携校の校園⾧ 

地方公共団体の職員、地域の事

業者による団体の関係者その他

の地域の関係者 

（５）福井県、岐阜県及び富山県教育委員会関係者 

（６）福井県教育総合研究所⾧ 

（７）福井県教育庁嶺南教育事務所⾧ 

（８）福井県特別支援教育センター所⾧ 

（９）福井県幼児教育支援センター所⾧ 

（10）関係市町教育委員会教育⾧ 

当該専門職大学院を置く大学の

教員その他の職員以外の者であ

って学⾧等が必要と認めるもの 

（12）その他研究科⾧が必要と認めた者 

※現在該当なし 

 

３．審議事項 

本協議会は次の各号に掲げる事項を協議する。 

（１）産業界等との連携による授業科目の開発及び開設その他の教育課程の編成に関

する基本的な事項 

（２）産業界等との連携による授業の実施その他の教育課程の実施に関する基本的な

事項及びその実施状況の評価に関する事項 

（３）その他必要な事項 

 

４．年間の開催回数 

年２回（５月頃、３月頃）開催を定例とする。 

 
  



⑥ 基礎となる学部との関係 
１．学部教育との関係 

本学は令和４年度に、総合大学として唯一教員養成フラッグシップ大学の指定を受け

ている。その中で、特に教育学部と教職大学院の連携強化を推進しており、フラッグシッ

プ科目群や実践研究交流会（ラウンドテーブル）等における学部学生と大学院生との協働

の充実や学部授業と教職大学院授業の連動による相似構造の確立へと展開しているとこ

ろである。また、学部３・４年次での本研究科の先取り履修プログラムの設置に向けた検

討や、学部学生の希望研究テーマに対応する本研究科のコース・系への配置など、学部教

育との接続が図られている。 

 
２．教員組織での連携 

本学は教員組織と教育組織を分ける教教分離制度を取っており、本研究科の専任教員

は、教育学部や総合教職開発本部の専任教員と同じ教育・人文社会系部門教員養成領域に

所属しているため、相互に連携する体制が取られている。 

 
  



⑦ 多様なメディアを高度に利用して、授業を教室以外の場所で履修させる場合 
本研究科の教育課程は、⾧期インターンシップ・学校実習、学校拠点⾧期プロジェクト

研究群等、学校における⾧期的な実践に取組みつつ、それを省察し、交流・比較検討しつ

つ発展させていくサイクルが基軸となっている。このプロセスのうち実践展開とその検

討・記録化は学校拠点において担当教員の支援のもとで展開されるが、その省察の交流や

比較検討、さらには理論化のサイクルについては、複数の大学から構成され、全国から院

生が集う本研究科の強みを活かす上で、個々の学校・地域を越えた多様なメンバーでの交

流や比較検討が必要となることから、オンライン会議システムを用いた広域でのカンフ

ァレンスの実施を推進する。 

 
  



⑧ 取得可能な資格 
下記の教諭（教科）の一種免許状を所有する者が、教育課程を修了し、所定の単位を修

得後、各都道府県の教育委員会に申請することで、専修免許状（国家資格）を取得するこ

とができる。なお、専修免許状の取得は修了要件ではない。 

コース 免許状の種類 免許教科 

授業研究・教職専
門性開発 
及び 
ミ ド ル リ ー ダ ー
養成 

幼稚園教諭専修免許状  

小学校教諭専修免許状  

中学校教諭専修免許状 
国語、社会、数学、理科、音楽、美術、
保健体育、保健、技術、家庭、英語 

高等学校教諭専修免許
状 

国語、地理歴史、公民、数学、理科、
音楽、美術、工芸、書道、保健体育、
保健、家庭、工業、英語 

特別支援学校教諭専修
免許状 

知的障害者に関する教育の領域、 
肢体不自由者に関する教育の領域、 
病弱者に関する教育の領域 

学 校 改 革 マ ネ ジ
メント 

幼稚園教諭専修免許状  

小学校教諭専修免許状  

中学校教諭専修免許状 
国語、社会、数学、理科、音楽、美術、
保健体育、保健、技術、家庭、英語 

高等学校教諭専修免許
状 

国語、地理歴史、公民、数学、理科、
音楽、美術、工芸、書道、保健体育、
保健、家庭、工業、英語 

 

免許状未取得者が入学した場合の工夫について 

授業研究・教職専門性開発コースでは、免許状未取得者を対象に「教育職員免許取得プ

ログラム」を設けている。⾧期履修学生制度を適用し、通常より１年⾧い３年間で大学院

教育課程と教育学部の教員養成カリキュラムを履修することにより、教育職員免許状取

得の所要資格を得ることができる。 

 
  



⑨ 入学者選抜の概要 
１．アドミッション・ポリシーとの関係 

本研究科ではアドミッション・ポリシーにおいて入学者選抜方法の基本方針を策定し

ており、その基本方針を踏まえて入学者選抜を実施している。 

 

＜アドミッション・ポリシー＞（抜粋） 

２．入学者選抜方法の基本方針 

一般選抜 

専門科目Ａ「学校改革実践研究の基礎」では、教育改革・学校改革に関わる資料

を検討し、小論文にまとめます。これにより、教育改革の展開について理解し判

断する力を評価します。専門科目Ｂの「教育実践の分析」では、授業の記録を吟

味、検討し小論文にまとめます。専門科目Ｂの「教科に関する問題（実技試験を

含む場合がある）。」では、教科の専門性を問う問題等を課します。これらによ

り、学習の展開を分析し表現する力、教科のカリキュラムをデザインする力を評

価します。専門科目Ａ・Ｂの筆記試験のほかに、出願時に提出された成績証明書

と教育実践報告書、及び入学後の実践と研究の進め方についての面接（口述試験

を含む。）により実践に即して研究する力を評価し、本研究科の学生となるのに

ふさわしい意欲・資質・適性等を備えているかを総合的に評価します。なお、成

績証明書は、実践に即して研究する基礎力を判定します。一方、筆記試験、面接

（口述試験を含む。）、教育実践報告書は、実践に即して研究する推進力を判定す

るため、成績証明書よりも重みづけした評価項目として扱います。 

推薦選抜 

出願時に提出する自身のこれまでの取り組みと今後の大学院での学習の抱負に

関わる「教育実践報告書」と入学後の実践と研究の進め方についての面接（口述

試験を含む。）を行い、本研究科の学生となるのにふさわしい意欲・資質・適性

等を備えているかを総合的に評価します。 

外国人特別選抜 

独立行政法人国際協力機構等より推薦のあった者に、出願時に提出された「教育

実践報告書」と入学後の実践と研究の進め方についての面接（口述試験を含む。）

を行い、本研究科の学生となるのにふさわしい意欲・資質・適性等を備えている

かを総合的に評価します。 

 

２．入学定員 

入学定員 60 名とし、各コースの募集人員を以下のとおりとする。 

 
 
 
 



コース 推薦選抜 一般選抜 
外国人 

特別選抜 

授業研究・教職専門性開発コース 概ね 10 名 概ね 15 名 − 

ミドルリーダー養成コース − 概ね 15 名 若干名 

学校改革マネジメントコース − 概ね 20 名 若干名 
 

３．出願資格 

各コースの出願資格は以下のとおりとする。 

コース 出願資格 

授業研究・教職専門性開発コース 教育職員普通免許状を有する学部卒業者（見込

みを含む）又は教育職員普通免許状を有しない

学部卒業者であって、学校教員就職を希望し、

教育職員免許取得プログラムを申請する者 

ミドルリーダー養成コース 学校での協働研究の運営・推進に取組もうとす

る現職教員等で、国公私立学校等の所属⾧から

の承認を得た者 

学校改革マネジメントコース 将来、学校の組織マネジメントの中心的な担い

手として取組もうとする現職教員等で、国公私

立学校等の所属⾧からの承認を得た者 

上記に加え、外国人特別選抜では独立行政法人国際協力機構等からの推薦を受けた者、

推薦選抜（授業研究・教職専門性開発コースのみ）では在籍大学等からの推薦を受けた者

とする。 

 

４．選抜方法 

授業改革・学校改革の実践的な担い手の力量形成を支える「実践理論」往還漸成型カリ

キュラムを取る本研究科で学ぶために、アドミッション・ポリシーにおいて、実践研究の

意欲・関心及びその基礎経験の必要性を明記している。このことと対応して、入試におい

ては下記の３つの試験を設定する。 

①自身の実践経験と探究経験の展開と成果について省察記述し、大学院での取組の展

望を示すレポートの提出とそれに基づく面接試験 

②学校改革の基本的方向性と動向に関わる資料を検討し、自身の経験や取組に関わり

実践的な課題と展望を明らかにする記述式試験（学校改革実践研究の基礎） 

③協働探究的な学びの⾧期的な展開をめぐる実践記録を読み解き、そこでの学びの展

開と教師の支援を探る記述式試験（教育実践記録の検討） 

これらの３つの試験を総合し、入学者の実践と探究の経験と展望をめぐる力量を評価

する。 

 



５．実施時期 

入学者選抜は、連携する教育委員会の教員採用試験の実施状況や現職教員の入学志願

に係る校内での手続き等を踏まえ、以下の時期を基本とする。 

選抜区分 実施時期 

一般選抜 ９月、２月、３月 

推薦選抜 ９月 

外国人特別選抜 ６月 

 
  



⑩ 教員組織の編制の考え方及び特色 
１．教員組織の編制の考え方 

本研究科の特色である「学校拠点方式」では、各教員は学校等の協働担当支援チームと

選択科目の実践研究のアプローチごとの研究支援チームの双方に配置される二重の教員

編成を取る。全教員で学校・授業担当チームを組むことにより、学校・機関と連携して院

生の学修研究の支援を推進する協働組織体制を構築する。そのため、専任教員として、県

教育委員会等との人事交流教員を配置し、教員の専門分野及び実践経験の多様性を高め、

院生の学修研究を多角的に支援する。さらに、教育行政や学校管理職等の経験を持つ客員

教員、福井県内及び連携大学で学校と大学を結ぶコーディネートリサーチャーを採用し、

地域の特色に根ざした実践的な学修を担保する。 

また、実践と理論の融合を組織的に実現していくため、中核的な科目や必修科目を含む

ほぼすべての科目において、実務家教員と研究者教員が協働して授業を行う体制を取る。

そのため、実務家教員と研究者教員の配置について、実務家教員を４割以上とし、研究者

教員についても、教科教育担当教員を中心に学校等での教職の実務経験を重視する。なお、

本研究科において実務家教員・研究者教員に求める能力経験等は以下のとおりである。 

実務家教員 ・幼稚園・小学校・中学校・高校・特別支援学校のそれぞれの学校の実

務経験を持っている。また、教育行政・教員研修、管理職としての経

験を重ねている。 

・学校以外の企業等における組織的な学習マネジメントの経験を有し

ている。 

・学校における協働研究を進め、組織する経験を豊富に持っている。 

・自分自身の学校や教科における実践経験を省察し、大学院における現

職と学部卒の院生の支援に活かす。また、自分の経験した学校種や教

科を超えて、学校拠点の協働研究を支えていくことが期待される。 

研究者教員 ・それぞれの分野において研究業績を有するとともに、教員養成と学校

での協働研究に深い関心と実績を持っている。 

・それぞれの専門分野を超えて、実務家教員と協働しながら、学校拠点

の協働研究と教員としての力量形成を支えることが期待される。 

 

２．専任教員等の配置 

専門職大学院設置基準上必要となる専任教員数は 15 名（うち実務家教員数６名）であ

るが、上記の教員組織の編制の考え方により、基幹大学である福井大学では、専任教員を

17 名配置し、うち研究者教員 10 名、実務家教員７名（みなし専任２名を含む）とする。

また、参加大学において、責任体制の明確なサテライトを構成しかつインターンシップ等

を支援していくためには、各参加大学に複数名の専任教員が必要であることから、各参加

大学の専任教員数は原則３名とし、うち１名以上は実務家教員とする。なお、学部等との



専任教員のダブルカウントは参加大学からの専任教員のみであるが、兼担教員として教

育学部や総合教職開発本部教員を配置し、全教員で学校・授業担当チームを組むことで院

生の学修研究の支援を推進する協働組織体制を取る。 

各専任教員が担当する学部・大学院科目一覧は資料４のとおり。 

 

３．教員組織の年齢構成 

各大学における教員の定年年齢は就業規則等で定められている（資料５参照）。福井大

学及び富山国際大学が 65 歳、岐阜聖徳学園大学は 63 歳であるが本人の申し出に基づき

65 歳までの継続雇用が可能である。そのため、退職年齢を超える専任教員の割合が 20%

以上の現状であるが、完成年度である令和７年度までの間において定年退職等による専

任教員の変更は予定しておらず、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化に支障

がない年齢構成となっている。 

今後、完成年度後の専任教員の退職に伴い若年層の専任教員の募集を予定しており、完

成年度以降は研究科全体としての若年化を進め、教員組織の活性化と編成の組み替え推

進を将来構想として企図している。 

 

４．富山国際大学からの専任教員 

今回、新たに参加大学に加わる富山国際大学から３名の専任教員が加わる予定であり、

主として富山県内の学校を拠点とするインターンシップに関連する科目を担当する。当

該教員はこれまで同様富山国際大学子ども育成学部の専任教員を兼ねるため、学部教育

への影響はない。 

 
  



⑪ 施設・設備等の整備計画 
１．校地、運動場の整備計画 

本研究科は、福井大学文京キャンパスを教育・研究活動の拠点とする。文京キャンパス

は、現在、３つの学部及び３つの研究科が設置され、附属総合図書館及び総合情報基盤セ

ンター等多数の学内共同教育研究施設を有している。また、保健管理センター、学生総合

相談室、食堂及び書店等の院生が利用できる福利厚生施設が多く整備されており、院生が

充実した教育・研究活動を行うのに適した環境である。 

運動場について、文京キャンパスの隣接地に整備されたグラウンド（26,233 ㎡）及び

テニスコート（6,329 ㎡）をはじめ、キャンパス内に整備された各体育施設（第一体育館、

第二体育館、弓道場ほか：計 2,040 ㎡）を使用する。 

院生の休息スペースとして、食堂をはじめ、学生会館内に会話可能なスペースを設けて

いる。また、附属総合図書館の１階には飲食可能なスペースも確保されている。 

参加大学の岐阜聖徳学園大学は教育学部がある羽島キャンパス、富山国際大学は子ど

も育成学部がある呉羽キャンパスを拠点とし、それぞれ附属図書館や体育館、食堂及び書

店等の院生が利用できる福利厚生施設を整備している。 

 

２．校舎等施設の整備計画 

福井大学及び岐阜聖徳学園大学においては、本研究科が利用する施設・設備は、講義室、

演習室、院生研究室等が既に整備されている。福井大学には、院生研究室として、文京キ

ャンパス総合研究棟Ⅴ６階に２室（179 ㎡）整備されている。院生研究室にはテーブル、

椅子、収納棚を備え、院生は自由に利用することができる。また、富山国際大学において

は、専任教員３名の教員室は既に整備されており、新たに院生が実習やフィールドワーク

の振り返りやまとめ等を行える院生研究室を整備するとともに、オンライン環境を整備

する（資料６参照）。 

 

３．図書等の資料及び図書館の整備計画 

福井大学附属図書館では、図書約 70 万冊（うち外国書約 20 万冊）、学術雑誌約３万種

（うち外国書約１万６千種）等、学修に必要な図書等は十分整備されており、院生の教育

研究に支障はない。文京キャンパス内の附属総合図書館は、平日は６時から 22 時まで、

土・日・祝日は９時から 16 時まで開館しており、現職教員院生の自主的学習環境を整え

ている。 

参加大学の岐阜聖徳学園大学教育学部がある羽島キャンパス及び富山国際大学子ども

育成学部がある呉羽キャンパスにおいてもそれぞれ図書館が整備されており、それぞれ

教員養成学部を有する大学であることから教育関連の蔵書も多数整備されている。なお、

参加大学を拠点とする院生は福井大学附属図書館の他、拠点とする参加大学の図書館も

共同利用可能であり、福井大学附属図書館からの図書等の取寄せも可能である。 

 
  



⑫ 管理運営 
管理運営のための基本的な組織として、連合教職開発研究科委員会（教授会）、連合教

職開発研究科教務・カリキュラムマネジメント委員会等を置くとともに、本研究科の運営

に関する重要事項について協議するために、基幹大学・参加大学の学⾧等を構成員とする

連合教職開発研究科協議会を設置する（資料７参照）。 

各委員会等の目的や構成員等は以下のとおりである。 

名称 連合教職開発研究科協議会 

目的 
本研究科の運営に関する重要事項について協議し、各大学の連絡

調整を行う。 

責任者 福井大学学⾧ 

構成員 各大学学⾧、理事・副学⾧、研究科⾧ 

運営方法 随時開催 

 

名称 連合教職開発研究科委員会（教授会） 

目的 
本研究科における学生の入学、卒業及び学位授与並びに教育課程

の編成等に関する事項 

責任者 連合教職開発研究科⾧ 

構成員 連合教職開発研究科専任教員及び担当教員 

運営方法 月１回開催（オンライン） 

 

名称 連合教職開発研究科総務委員会 

目的 本研究科の運営に関する事項 

責任者 連合教職開発研究科⾧ 

構成員 連合教職開発研究科⾧が指名した教授 

運営方法 月１回開催（オンライン） 

 

名称 連合教職開発研究科教務・カリキュラムマネジメント委員会 

目的 教務及び学生、並びにカリキュラムの検討・改善に関する事項 

責任者 連合教職開発研究科教授 

構成員 連合教職開発研究科⾧が指名した教員（みなし専任教員を含む） 

運営方法 週１回開催（オンライン） 

 

 



名称 連合教職開発研究科入試広報委員会 

目的 入学試験及び入試広報、入学試験改革・分析に関する事項 

責任者 連合教職開発研究科⾧ 

構成員 各講座等所属教員 他 

運営方法 随時開催 
 
  



⑬ 自己点検・評価 
福井大学内部質保証規程及び福井大学部局等自己点検・評価及び外部評価実施要項を

規定し、責任体制、自己点検・評価及び第三者評価等の実施、評価結果を改善に繋げる取

組を明確化している。これらに基づき、全学で実施時期、評価項目等を定め、部局等の自

己点検・評価（６年ごと）に加え、教育課程のモニタリング（毎年度）等を行っている。 

本研究科では、評価対応委員会を置き、自己点検・評価の結果に基づく改善・向上に向

けた対応措置の検討・立案・計画・実施・結果の検証を行っている。 

 
 
 

⑭ 認証評価 
１．認証評価を受ける計画等の全体像 

平成 23 年度、平成 27 年度及び令和２年度に一般財団法人教員養成評価機構による認

証評価を受審した。引き続き、令和７年度までに認証評価を受けることを計画している。 

令和３年４月～ 連合教職開発研究科評価対応委員会による取組の継続 

令和６年 10 月 認証評価機関との協議 

令和７年度 認証評価の申請・受審 

 
２．認証評価を受けるための準備状況 

令和２年度に受審した認証評価結果を踏まえ、連合教職開発研究科評価対応委員会を

中心として取組を継続する。 

 
３．認証評価を確実に受けることの証明 

一般財団法人教員養成評価機構を認証評価機関として認証評価を受審することを予定

している（資料８参照）。 

 
  



⑮ 情報の公表 
１．学校教育基本法施行規則第 172 条の 2 に規定する教育情報 

教育研究活動等の状況に関する情報について、インターネットを通じて広く一般に公

表している。 

ホーム >  大学案内 >  情報公開 >  教育情報 
https://www.u-fukui.ac.jp/cont_about/disclosure/obiligation/ 

 

２．教員の養成の状況についての情報 

教員養成の状況に関する情報について、インターネットを通じて広く一般に公表して

いる。 

ホーム >  大学案内 >  情報公開>  教育情報 >  教員養成の状況についての情報 
https://www.u-fukui.ac.jp/cont_about/disclosure/obiligation/information/ 

 

３．学部等の設置関係 

学部等の設置に関する情報について、インターネットを通じて広く一般に公表してい

る。 

ホーム >  大学案内 >  情報公開 >  教育情報 >  学部等の設置関係 
https://www.u-fukui.ac.jp/cont_about/disclosure/obiligation/establishment/ 

 
4．自己点検・評価及び認証評価の結果等 

自己点検・評価及び認証評価の結果等に関する情報について、インターネットを通じて

広く一般に公表している。 

ホーム >  大学案内 >  目標・計画・内部質保証等 >  内部質保証 
https://www.u-fukui.ac.jp/cont_about/outline/management06/ 

 
５．学則等各種規程 

国立大学法人福井大学規則等の制定等に関する規則に基づく全学的な規則等について、

インターネットを通じて広く一般に公表している。 

https://www4.kitei-kanri.jp/unv/fukui/doc/extramural/ 
 
  



⑯ 教育内容等の改善のための組織的な研修等 
１．大学全体のＦＤの取組 

福井大学高等教育推進センターにＦＤ・教育企画部門を置き、授業の内容及び方法の改

善を図ることを目的とした全学ＦＤ・ＳＤシンポジウムを毎年度１回実施する。 

 

２．本研究科のＦＤの取組 

本研究科における教員の実践的支援力を高めるために、授業実践に関わる協働研究・協

働の研修を組織的に行う。具体的には、下記の内容について、互いの教育研究活動を検討・

評価・修正する場としてＦＤ研究会を毎週２時間程度行う。ＦＤでは、教員が互いの教育・

研究活動を主に実践報告の報告を行う機会を設け、教員相互のピアレビュー評価を行う

ことで教員全体として質の保証を担保している。 

（１）学校支援の実践に関わる事例研究とカンファレンス 

（２）教職大学院の授業の内容・方法・組織をめぐる協働研究 

（３）教師教育研究の展開に関わる協働研究 

（４）本研究科における実践を実践記録としてまとめて年報に収録 

 

３．複数の教職大学院が協働で行う FD のための研究協議会の開催 

福井大学において年２回（７月と３月）行われる教員の実践研究交流集会に合わせて、

教職大学院のあり方と教職大学院の教員の力量形成をめぐる公開研究会を行い、各大学

での取組を交流・評価し合い、大学の枠を超えた協働の FD を組織的に実施する。 

 
  



連携協力校等との連携・実習について 

① 連携協力校等との連携 
１．拠点校・連携校の設定 

本研究科の実習は、担当の教員が学校に出向き、大学院の実践事例研究をはじめとする

授業を学校において行う「学校拠点方式」により実施される。そのため、本研究科の設置

趣旨である「21 世紀の知識基盤社会に生きる力を育てる学校」に向けて、本研究科との

包括的・日常的・継続的な協働関係に基づき取組を進めている学校（拠点校）を中心に実

習を行う。ただし、拠点校以外の勤務校から入学する現職教員等で拠点校において実習が

困難な場合は、当該院生が⾧期にわたって実習を行うことのできる学校（勤務校等）を連

携校として設定し、実習を行うこととする。 

 

２．拠点校・連携校の確保 

拠点校は、数年間の共同研究を継続することを原則としており、現在でも幼稚園、小学

校、中学校、高校、特別支援学校と多様な学校種を拠点校として確保しているが、関係す

る県や市町の教育委員会と密接な協議のもとに、今後も継続的に拠点校、及び、必要に応

じて連携校を設定していく（資料９参照）。特に福井県では、県が進める「福井型コミュ

ニティスクール」の中学校３校が拠点校となっており、従来の校区やカリキュラム編成の

見直し、それに対応した教員配置など、学校と大学院との協働による新しい学校づくりの

モデル的役割を果たすことが期待される。また、本学教育学部附属幼稚園、義務教育学校、

特別支援学校も恒常的な拠点校であり、附属学校園の多くの教員が本研究科で学ぶ体制

が取られている。 

 
  



② 実習の具体的計画 
１．実習計画の概要 

各コースの養成する人材像に基づき、以下のとおりコース毎に実習を設定する。 

（１）⾧期インターンシップ（授業研究・教職専門性開発コース） 

教科指導に加え、生徒指導、１年間のクラスづくり・クラス経営及び学校運営等、

学校における教師業務の総体について年間を通して経験し、そこで直面する課題に

ついて同僚や指導教員の支援を得ながら取組む。 

（２）ミドルリーダー実習（ミドルリーダー養成コース） 

ミドルリーダーとして学校改革のための協働実践を⾧期にわたって支えるため、

必要な研修や研究を企画運営するとともに、若い世代の力量形成を支えるメンター

としての役割を担うために必要な力量形成を行う。 

（３）学校改革マネジメント実習（学校改革マネジメントコース） 

学校改革マネジメントの中心的な担い手として学校における組織改革のための協

働実践を⾧期にわたって支えるため、必要な研修や研究を企画運営するとともに、他

校の研究への協力や若い世代及び中堅教員の教師の力量形成を支える等の役割を担

うために必要な力量形成を行う。 

各実習の具体的計画の概要は以下のとおりである。 

コー
ス 

授業研究・
教職専門性
開発コース 

ミドルリーダー養成コース 学校改革マネジメントコース 

授業
科目
名称 

⾧期イン
ターンシ

ップ 

ミドルリ
ーダー実

習Ⅰ 

ミドルリ
ーダー実

習Ⅱ 

ミドルリ
ーダー実

習Ⅲ 

学校改革
マネジメ
ント実習

Ⅰ 

学校改革
マネジメ
ント実習

Ⅱ 

学校改革
マネジメ
ント実習

Ⅲ 

期間 １年間 １年間 １年間 

時間
数 360 時間 210 時間 31 時間 61 時間 210 時間 31 時間 61 時間 

単位 10 単位 ７単位 １単位 ２単位 ７単位 １単位 ２単位 

内容 

学校にお
ける教師
の仕事の
総体につ
いて年間
を通して
経験 

学校にお
ける協働
実践研究
の企画運
営 

他校の協
働実践研
究・校内
研修への
支援協力 

若い世代
の教師を
支えるメ
ンターシ
ップ 

学 校 運 営
に お け る
協 働 組 織
化・地域連
携・教育目
標 と 教 育
課 程 等 の
企画運営 

他校の協
働実践研
究・校内
研修及び
それを通
した学校
改革の取
組 

若い世代
の教師と
中堅教師
の協働を
支えるメ
ンターシ
ップ 

実習
施設 

拠点校 
連携校 

自校 
拠点校 
連携校 

他校 
拠点校 
連携校 

自校 
他校 

拠点校 
連携校 

自校 
他校 

拠点校 
連携校 

自校 



・各拠点校には、原則として１～３名程度の院生を実習生として配置する。ただし、拠

点校以外の勤務校から入学する現職教員等で拠点校での実習が困難な院生は、連携校

（勤務校等）に配置する。 

２．問題対応、きめ細やかな指導を行うための委員会の設置等 

教務・カリキュラムマネジメント委員会において、年間の実習の計画・実施・運営・評

価に当たるとともに、委員⾧が緊急の際の連絡の窓口となる体制を構築する。また、各学

校において隔週で行われる実習指導、カンファレンス及び実習記録の検討をふまえ、各学

校、各実習生の実習の展開と課題について課題と問題を把握する。 

 

３．学生へのオリエンテーションの内容、方法 

入学前のガイダンスの段階で、実習の進め方についてのガイダンスとオリエンテーシ

ョンを行う。当該ガイダンスにおいて前年の実習生の経験を聴くとともに、毎年の実習の

報告書を印刷したものを読み、１年間の見通しを持って実習計画を作成する。 

 

４．実習指導体制と方法 

実習は学校の１年のサイクルに沿って行うため、学校ごとに実習担当教員（インターン

シップカンファレンス担当者）を置き、原則として隔週ごとに学校における実習の展開に

ついて確認・相談・指導を行う。また、月に一度、大学院において実習の展開に関わる合

同カンファレンスを行う。院生は毎週の活動記録を作成するとともに、半期ごとに実習報

告を作成し、中間的な報告検討会を行う。その後、年間の取組の展開を報告書にまとめ、

最終的な報告検討会を行う。実習計画の年間スケジュールは資料１０のとおりである。 

 
５．施設との連携体制と方法 

学校ごとにインターンシップ・フィールド・コーディネーター（実習支援連携責任者）

を実務的な責任者として置き、学校での実習を支援するとともに、緊急の場合には教務・

カリキュラムマネジメント委員会との集中的な情報共有を行う。また、年２回、インター

ンシップ・フィールド・コーディネーターを含む管理職と本研究科との連絡協議会を行う。 

また、実習を行う院生に対して、それぞれ各学校の教員をインターンシップ支援者（メ

ンター）として委嘱し、一人一人の実習生を支援する。（ストレートマスターが拠点校で

実習を行う場合は、ミドルリーダー養成コースの現職教員の大学院生がこれにあたりメ

ンターシップ実習として展開する。） 

 
６．単位認定等評価方法 

実習の評価は、月ごとの記録とカンファレンスをふまえ、最終報告書とその検討会によ

り、担当教員の合議によって行う。最終報告書には「実習のテーマについて」「実習の経

過を示す記録」「１年の活動展開の跡づけ」「テーマを踏まえた展開の省察と今後の展望」

を含むものとする。 
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養成する人材像及び３つのポリシー

養成する人材像
（研究科共通）

コース
アドミッション・ポリシー
（入学者受入の方針）

カリキュラム・ポリシー
（教育課程の編成・実施方針）

ディプロマ・ポリシー
（学位授与の方針）

授業研究・教職専
門性開発コース

・学校での長期の実習を通して，実践的に学
び専門性を培っていこうとする人
・授業づくり・幼児児童生徒の成長発達支援
について実践に即して研究し，実践力を培お
うとする人

・子どもの学習と成長を支えるファシリテーション・コー
ディネーション・カリキュラムデザインの実践力
・学び合う教師の協働組織のコーディネート力
・教育実践の質を不断に高め発展させていく省察・研
究能力
・公教育としての学校を担う専門職としての理念と責任

ミドルリーダー養
成コース

・学校での協働研究の運営・推進に取り組ん
でいる人
・授業づくり・授業改革・授業研究を積極的に
進めている人
・幼児児童生徒の発達支援について実践と研
究を進めている人

・子どもと教師の学習と成長を支えるファシリテーショ
ン・コーディネーション・カリキュラムデザインの実践力
・学び合う教師の協働組織のコーディネート力とその
改革のマネジメント力
・教育実践と組織学習の質を不断に高め発展させて
いく省察・研究能力
・公教育としての学校を担う専門職としての理念と責任

学校改革マネジメ
ントコース

・将来，学校の組織マネジメントの中心的な担
い手として取り組もうとする人
・学校での組織運営及びその支援に取り組ん
でいる人
・学校改革の組織過程に実践的な関心を持
つ人

・未来社会に求められる子どもの学習の質と教師の在
り方への見通しを持って学校を不断に改革するマネジ
メント力
・学び続ける教師の学習コミュニティを培う専門職学習
コミュニティコーディネート力
・リスク社会における危機に柔軟に対応可能な学校組
織を運営する危機管理能力
・つねに学校を革新し続けるための専門職としての省
察と実践研究の組織力
・公教育としての学校を担う専門職としての理念と責任

・21世紀の学校教育を支える教師の資質能力を
培うために学校拠点の省察的実践の長期漸成
サイクルとその交流共有をコアとし「理論と実践
の融合」を実現する総合的長期的なプロジェクト
研究中心の有機的教育課程を編成する。

・学び合うコミュニティに公教育改革の支援シス
テムを融合させた「学校拠点方式」により実践と
その省察を深め，教育における「実践の中の知」
の理論生成を推進する「学校における実習」と
「協働実践研究プロジェクト」・「カリキュラム開発
基礎研究，実践研究」を中心に共通科目とコー
ス別選択科目を連動させる教育課程を編成する
（コア・カリキュラム）。

・教職キャリア段階 （ラダー）の課題に応じなが
ら教職専門性開発を生涯にわたって継続するた
めの資質能力を育むために，世代継承生成サ
イクルの視点にもとづく教職専門性の4つの資質
能力を培う教育課程を編成する。

子どもたち自身が探究し，コミュニケーションし，協働する学習を支える21世紀の学校を実現するために，学校教育を支える教師の資質能力を培う。
・子どもと教師の学習と成長を支えるファシリテーター・コーディネーターとしての実践力
・学習の協働組織とその改革のマネジメント力
・実践の質を不断に高め発展させていく省察・研究能力
・公教育としての学校を担う専門職としての理念と責任

iitou9
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5

ミドルリーダー実習ⅠB 7 3.5 3.5

3.5

ミドルリーダー実習ⅡA 1 1 （1）

ミドルリーダー実習ⅡB 1 1 （1）

特別支援学校における教師の実践的力量形成の課題と実践 1 1

2 2

2 2

1

学校と社会 1 1
領域ⅴ

公教育改革の課題と実践 1 1

教師の実践的力量形成の課題と実践 1

領域ⅳ

学習コミュニティマネジメント実践事例研究A 2 2

学校協働組織のマネジメント

1

1 1

障害児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研究Ⅲ 2 2

障害児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研究Ⅳ 2 2

領域ⅲ

幼児児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研究Ⅰ 1 1

特別支援学校における授業づくりの長期実践事例研究Ⅱ 1
領域ⅱ

授業づくりの長期実践事例研究Ⅰ 1 1

幼児児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研究Ⅱ 1

特別支援学校における授業づくりの長期実践事例研究Ⅳ 2

障害児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研究Ⅰ

共
通
科
目

領域i

カリキュラムのデザインの実践事例研究A 2

授業づくりの長期実践事例研究Ⅱ 1

2

カリキュラムマネジメント実践事例研究 1 1

1

特別支援学校における授業づくりの長期実践事例研究Ⅲ 2 2

1

ミドルリーダー実習ⅢA 2 1 1

学校における実習

長期インターンシップA 10 5 5

ミドルリーダー実習ⅠA 7 3.5

ミドルリーダー実習ⅢB 2 1 1

長期インターンシップB 10 5

　　教職開発専攻　授業研究・教職専門性開発コース
　　　　　　　　　ミドルリーダー養成コース

区     分 授　　　　業　　　　科　　　　目
単  位  数 毎週授業時間

必修 選択 前期 後期

カリキュラムのデザインの実践事例研究B 1 1

学習コミュニティマネジメント実践事例研究B 1 1

特別支援学校における授業づくりの長期実践事例研究Ⅰ 1 1

1

2

1 1

障害児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研究Ⅱ 1

学校拠点・省察的
実践コアサイクル

科目

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅠ(状況把握・テーマ設定・試行のサイクル）

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅡ(基本的展開サイクル構築展開と省察）

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅢ(長期展開サイクルの構成展開)

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅣ(長期展開サイクルの展開・省察・展望)

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅤ(長期展開サイクルの記録化・交流・評価)

特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅠ(状況把握・テーマ設定・試行のサイクル）

特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅡ(基本的展開サイクル構築展開と省察）

特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅢ(長期展開サイクルの構成展開)

特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅣ(長期展開サイクルの展開・省察・展望)

特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅤ(長期展開サイクルの記録化・交流・評価)

2 2

2 2

1 1

2 2

1 1

2 2

2 2

2 2

iitou9
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区     分 授　　　　業　　　　科　　　　目
単  位  数 毎週授業時間

必修 選択 前期 後期

カリキュラム開発基礎研究Ⅳ

3

2 2

長期実践報告の作成と発表（２系） 3 3

障害児の成長発達支援の事例研究 2 2

2 2

特別支援教育長期実践報告の作成と発表 3

2

カリキュラム開発実践研究Ⅲ 2 2

履
修
方
法
及
び
そ
の
他
注
意
事
項

　① 学校における実習１０単位
  　 （授業研究・教職専門性開発コースの学生は長期インターンシップA又は長期インターンシップBのどちらか１０単位を
       選択履修，ミドルリーダー養成コースの学生はミドルリーダー実習Ⅰ・Ⅱ・ⅢをA又はBのどちらかを選択・集中履修し，
       計１０単位を履修）
　② 共通科目１１単位以上（領域ⅰ～ⅴについて、各領域1単位以上修得すること）
　③ 学校拠点・省察的実践コアサイクル科目９単位以上
　④ コース別選択科目１５単位以上（いずれかの系を選択・集中履修）
　計４５単位以上を修得すること。ただし、学校における実習の単位の一部免除が認められた者においては、免除された単位数を減
じる。

　なお，特別支援学校教諭専修免許状を取得しようとする者は，次の科目の中から２４単位以上修得しなければならない。
　（共通科目）　○ 領域ⅱ  ・ 特別支援学校における授業づくりの長期実践事例研究Ⅰ
 　   　　    　　　　　   ・ 特別支援学校における授業づくりの長期実践事例研究Ⅱ
 　   　　       　　　　　・ 特別支援学校における授業づくりの長期実践事例研究Ⅲ
 　   　　       　　　　　・ 特別支援学校における授業づくりの長期実践事例研究Ⅳ
　　　　　　　　○ 領域ⅲ  ・ 障害児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研究Ⅰ
 　   　　    　　　　　   ・ 障害児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研究Ⅱ
 　   　　      　　　　　 ・ 障害児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研究Ⅲ
 　   　　      　　　　　 ・ 障害児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研究Ⅳ
　　　　　　　　○ 領域ⅴ  ・ 特別支援学校における教師の実践的力量形成の課題と実践
　（学校拠点・省察的実践コアサイクル科目）
                           ・ 特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅠ(状況把握・テーマ設定・試行のサイクル）
 　   　　    　　　　     ・ 特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅡ(基本的展開サイクル構築展開と省察）
 　   　　  　　　　　     ・ 特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅢ(長期展開サイクルの構成展開)
 　         　　　　　     ・ 特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅣ(長期展開サイクルの展開・省察・展望)
 　         　　　　　     ・ 特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅤ(長期展開サイクルの記録化・交流・評価)
　（コース別選択科目）　○ ２系特別支援の全科目

コ
ー

ス
別
選
択
科
目

1系

教師の力量形成のための組織学習事例研究 2 2
3系

コミュニティとしての学校と教師の力量形成学校拠点長期協働実践プロジェクト 

4系

カリキュラム開発基礎研究Ⅰ 2 2

カリキュラム開発実践研究Ⅱ 2

カリキュラム開発実践研究Ⅳ 2 2

カリキュラム開発基礎研究Ⅱ 2 2

カリキュラム開発実践研究Ⅰ 2 2

8 4 4

学習コミュニティマネジメント事例研究 2 2

長期実践報告の作成と発表（３系） 3 3

カリキュラム開発基礎研究Ⅲ 2 2

2系
特別支援

児童生徒の成長・発達支援学校拠点特別支援教育長期協働実践プロジェクト 8 4 4

障害児の成長と発達の実践研究

成長発達支援の事例研究 2 2
2系

幼児児童生徒の成長・発達支援学校拠点長期協働実践プロジェクト 8 4 4

成長と発達の実践研究 2 2

授業改革事例研究とその理論 2 2

長期実践報告の作成と発表（１系） 3 3

4 4

カリキュラム改革事例研究とその理論 2 2

カリキュラム・授業改革マネジメント学校拠点長期協働実践プロジェクト 8



カリキュラム改革マネジメント実践事例研究A 2 2

1 （1）

学校改革マネジメント実習ⅠA 7 3.5 3.5

学校改革マネジメント長期実践報告の作成と発表 3 3

1 1

1 1

学校と社会 1 1

1

1 1

教師の実践的力量形成の課題と実践

1

履
修
方
法
及
び

そ
の
他
注
意
事
項

　① 学校における実習１０単位
 　　（学校改革マネジメント実習Ⅰ・Ⅱ・ⅢをA又はBのどちらかを選択・集中履修し，計１０単位を履修）
　② 共通科目１１単位（領域ⅰ～ⅴについて、各領域1単位以上修得すること）
　③ 学校拠点・省察的実践コアサイクル科目９単位
　④ コース別選択科目１５単位
　計４５単位以上を修得すること。ただし、学校における実習の単位の一部免除が認められた者においては、免除された単位数を減
じる。

学校改革マネジメント実践事例特別研究 2 2
コース別選択科目

学校組織マネジメント学校拠点長期協働実践プロジェクト 8 4 4

学校改革マネジメント実践事例研究 2 2

1

領域ⅴ

公教育改革の課題と実践

1

領域ⅳ

組織学習マネジメント実践事例研究A 2 2

組織改革マネジメント実践事例研究 1

領域ⅲ
成長発達支援組織マネジメント長期実践事例研究Ⅰ

カリキュラム改革マネジメント実践事例研究B 1 1

共
通
科
目

領域i

カリキュラムマネジメント実践事例研究 1 1

領域ⅱ
カリキュラムマネジメント長期実践事例研究Ⅰ 1

成長発達支援組織マネジメント長期実践事例研究Ⅱ 1

1

カリキュラムマネジメント長期実践事例研究Ⅱ

1

学校改革マネジメント実習ⅢB 2 1 1

学校における実習

学校改革マネジメント実習ⅠB 7 3.5 3.5

学校改革マネジメント実習ⅢA 2 1

学校改革マネジメント実習ⅡA 1 1 （1）

学校改革マネジメント実習ⅡB 1

　　教職開発専攻　学校改革マネジメントコース

区     分 授　　　　業　　　　科　　　　目
単  位  数 毎週授業時間

必修 選択 前期 後期

学校拠点・省察的
実践コアサイクル

科目

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅠ(状況把握・テーマ設定・試行のサイクル）

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅡ(基本的展開サイクル構築展開と省察）

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅢ(長期展開サイクルの構成展開)

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅣ(長期展開サイクルの展開・省察・展望)

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅤ(長期展開サイクルの記録化・交流・評価)

2 2

2 2

1 1

組織学習マネジメント実践事例研究B 1 1

2 2

2 2



入学前

1年次

24 長期インターンシップB 実習 10
実習は拠点校で行い大学でもカン
ファレンスを行う。

単位 授業づくりの長期実践事例研究Ⅰ 共通 1
主として学校拠点で行い大学でも
合同研究を行う。

幼児児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研究Ⅰ 共通 1
主として学校拠点で行い大学でも
合同研究を行う。

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅠ(状況把握・テーマ設定・
試行のサイクル）

コア
科目

2 学校拠点・地域拠点・大学

カリキュラムのデザインの実践事例研究Ｂ 共通 1 福井大学

学習コミュニティマネジメント実践事例研究Ｂ 共通 1 福井大学

授業改革事例研究とその理論 系別 2 福井大学

長期インターンシップB 実習 (10)
実習は拠点校で行い大学でもカン
ファレンスを行う。

授業づくりの長期実践事例研究Ⅱ 共通 1 学校拠点・地域拠点・大学

幼児児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研究Ⅱ 共通 1 学校拠点・地域拠点・大学

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅡ(基本的展開サイクル構築
展開と省察）

コア
科目

2 学校拠点・地域拠点・大学

学校と社会 共通 1 福井大学

公教育改革の課題と実践 共通 1 福井大学

2年次

21
カリキュラム・授業改革マネジメント　学校拠点長期協働実践プロ
ジェクト

系別 8 学校拠点・地域拠点・大学

単位
学校拠点・省察的実践コアサイクルⅢ(長期展開サイクルの構成
展開)

コア
科目

2 学校拠点・地域拠点・大学

カリキュラムマネジメント実践事例研究 共通 1 福井大学

学校協働組織のマネジメント 共通 1 福井大学

6月　公開実践交流集会＜実践研究福井ラウンドテーブル＞に参加する。

夏期集中研究（7-8月）

協働実践・研究のマネジメントの方法と理論について集中的に検討する。

3月　公開実践交流集会＜学校改革実践研究福井ラウンドテーブル＞に参加する。

前期（4-7月）

学校における実践研究の展開に時々に関わりながら、協働実践・研究のマネジメントについて経験を重ねる。

学校の社会的な役割・公教育の意義と課題について学ぶ

冬期集中研究（12-1月）

前期と夏の集中を活かして、実践を構想し展開する。

後期（10-3月）

前期の取組をとらえ直し、実践研究の方法と理論について集中的に検討する。

6月　公開実践交流集会＜実践研究福井ラウンドテーブル＞に参加する。

夏期集中研究（7-8月）

学校における協働研究のサイクルをつくる。授業づくりと成長発達支援をとらえる実践的な視点と方法を学ぶ。

授業研究・教職専門性開発コース　　履修モデル

子どもたちの探究を実現する授業づくりの力を培い　学校づくりの協働研究に参画する

教育系学部で学び小学校教諭と中学校数学の免許を持っている学生Ａさん。21世紀の教科センター方式の学校づくりに取り組む
Ｓ中学校（拠点校）でインターンに取り組みながら探究する数学の授業づくりの力を培う。

前期（4-7月）

教職大学院公開講座・シンポジウムに参加する。公開実践交流集会＜学校改革実践研究福井ラウンドテーブル＞に
参加する。ガイダンス/オリエンテーション

iitou9
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カリキュラム改革事例研究とその理論 系別 2 福井大学

カリキュラム・授業改革マネジメント　学校拠点長期協働実践プロ
ジェクト

系別 (8) 学校拠点・地域拠点・大学

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅣ(長期展開サイクルの展
開・省察・展望)

コア
科目

2 学校拠点・地域拠点・大学

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅤ(長期展開サイクルの記録
化・交流・評価)

コア
科目

1 学校拠点・地域拠点・大学

長期実践報告の作成と発表（1系） 系別 3 学校拠点・地域拠点・大学

教師の実践的力量形成の課題と実践 共通 1 大学

自身の2年間の取り組みを振り返り今後を展望する。

3月　公開実践交流集会＜学校改革実践研究福井ラウンドテーブル＞において実践を報告する。

冬期集中研究（12-1月）

前期と夏の集中を活かして、実践を構想し展開する。二年間の実践と研究を報告書としてまとめる。

後期（10-3月）



入学前

1年次

24 ミドルリーダー実習ⅠＡ（実習の免除規定参照） 実習 7 拠点校・連携校・大学

単位 ミドルリーダー実習ⅡＢ 実習 1 拠点校・連携校・大学

ミドルリーダー実習ⅢＣ 実習 2 拠点校・連携校・大学

授業づくりの長期実践事例研究Ⅰ 共通 1
主として学校拠点で行い大学で
も合同研究を行う。

幼児児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研究Ⅰ 共通 1
主として学校拠点で行い大学で
も合同研究を行う。

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅠ(状況把握・テーマ設定・
試行のサイクル）

コア
科目

2 学校拠点・地域拠点・大学

カリキュラムのデザインの実践事例研究Ｂ 共通 1 福井大学

学習コミュニティマネジメント実践事例研究Ｂ 共通 1 福井大学

授業改革事例研究とその理論 系別 2 福井大学

ミドルリーダー実習ⅠＡ（実習の免除規定参照） 実習 (7) 拠点校・連携校・大学

ミドルリーダー実習ⅡＢ 実習 (1) 拠点校・連携校・大学

ミドルリーダー実習ⅢＣ 実習 (2) 拠点校・連携校・大学

授業づくりの長期実践事例研究Ⅱ 共通 1 学校拠点・地域拠点・大学

幼児児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研究Ⅱ 共通 1 学校拠点・地域拠点・大学

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅡ(基本的展開サイクル構築
展開と省察）

コア
科目

2 学校拠点・地域拠点・大学

学校と社会 共通 1 福井大学

公教育改革の課題と実践 共通 1 福井大学

2年次

21
カリキュラム・授業改革マネジメント　学校拠点長期協働実践プロ
ジェクト

系別 8 学校拠点・地域拠点・大学

単位
学校拠点・省察的実践コアサイクルⅢ(長期展開サイクルの構成
展開)

コア
科目

2 学校拠点・地域拠点・大学

学校の社会的な役割・公教育の意義と課題について学ぶ。

冬期集中研究（12-1月）

前期と夏の集中を活かして、実践を構想し展開する。

後期（10-3月）

6月　公開実践交流集会＜実践研究福井ラウンドテーブル＞に参加する。

3月　公開実践交流集会＜学校改革実践研究福井ラウンドテーブル＞に参加する。

前期（4-7月）

学校における実践研究の展開に時々に関わりながら、協働実践・研究のマネジメントについて経験を重ねる。

前期の取組をとらえ直し、実践研究の方法と理論について集中的に検討する。

6月　公開実践交流集会＜実践研究福井ラウンドテーブル＞に参加する。

夏期集中研究（7-8月）

学校における協働研究のサイクルをつくる。授業づくりと成長発達支援をとらえる実践的な視点と方法を学ぶ。

ミドルリーダー養成コース　　履修モデル

探究する授業づくりを協働して進めるためのリーダーとしての力を培う

ゆたかな言語力を育てるカリキュラムと授業をテーマに協働研究を進めているＲ中学校の研究部のＣ先生。新しい授業研究の展開
に学びつつ、学校での協働研究の推進方法についても実践的に学んでいく。

前期（4-7月）

教職大学院公開講座・シンポジウムに参加する。公開実践交流集会＜学校改革実践研究福井ラウンドテーブル＞
に参加する。ガイダンス/オリエンテーション



カリキュラムマネジメント実践事例研究Ｂ 共通 1 福井大学

学校協働組織のマネジメント 共通 1 福井大学

カリキュラム改革事例研究とその理論 系別 2 福井大学

カリキュラム・授業改革マネジメント　学校拠点長期協働実践プロ
ジェクト

系別 (8) 学校拠点・地域拠点・大学

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅣ(長期展開サイクルの展
開・省察・展望)

コア
科目

2 学校拠点・地域拠点・大学

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅤ(長期展開サイクルの記録
化・交流・評価)

コア
科目

1 学校拠点・地域拠点・大学

長期実践報告の作成と発表（１系） 系別 3 学校拠点・地域拠点・大学

教師の実践的力量形成の課題と実践 共通 1 大学

夏期集中研究（7-8月）

協働実践・研究のマネジメントの方法と理論について集中的に検討する。

自身の教師としての歩みを振り返り展望する。

3月　公開実践交流集会＜学校改革実践研究福井ラウンドテーブル＞において実践を報告する。

冬期集中研究（12-1月）

後期（10-3月）

前期と夏の集中を活かして、実践を構想し展開する。二年間の実践と研究を報告書としてまとめる。



入学前

1年次

24 学校改革マネジメント実習ⅠＡ（実習の免除規定参照） 実習 7 拠点校・連携校・大学

単位 学校改革マネジメント実習ⅡＢ 実習 1 拠点校・連携校・大学

学校改革マネジメント実習ⅢＣ 実習 2 拠点校・連携校・大学

カリキュラムマネジメント長期実践事例研究Ⅰ 共通 1
主として学校拠点で行い大学で
も合同研究を行う。

成長発達支援組織マネジメント長期実践事例研究Ⅰ 共通 1
主として学校拠点で行い大学で
も合同研究を行う。

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅠ(状況把握・テーマ設定・
試行のサイクル）

コア
科目

2 学校拠点・地域拠点・大学

カリキュラムマネジメント実践事例研究 共通 1 福井大学

組織学習マネジメント実践事例研究Ｂ 共通 1 福井大学

学校改革マネジメント実践事例研究 系別 2 福井大学

学校改革マネジメント実習ⅠＡ（実習の免除規定参照） 実習 (7) 拠点校・連携校・大学

学校改革マネジメント実習ⅡＢ 実習 (1) 拠点校・連携校・大学

学校改革マネジメント実習ⅢＣ 実習 (2) 拠点校・連携校・大学

カリキュラムマネジメント長期実践事例研究Ⅱ 共通 1 学校拠点・地域拠点・大学

成長発達支援組織マネジメント長期実践事例研究Ⅱ 共通 1 学校拠点・地域拠点・大学

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅡ(基本的展開サイクル構
築展開と省察）

コア
科目

2 学校拠点・地域拠点・大学

学校と社会 共通 1 福井大学

公教育改革の課題と実践 共通 1 福井大学

2年次

21 学校組織マネジメント　学校拠点長期協働実践プロジェクト 系別 8 学校拠点・地域拠点・大学

単位
学校拠点・省察的実践コアサイクルⅢ(長期展開サイクルの構
成展開)

コア
科目

2 学校拠点・地域拠点・大学

教職大学院公開講座・シンポジウムに参加する。公開実践交流集会＜学校改革実践研究福井ラウンドテーブル＞
に参加する。ガイダンス/オリエンテーション

学校における実践研究の展開に時々に関わりながら、学校の組織マネジメントについて実践を重ねる。

6月　公開実践交流集会＜実践研究福井ラウンドテーブル＞に参加する。

3月　公開実践交流集会＜学校改革実践研究福井ラウンドテーブル＞に参加する。

前期（4-7月）

冬期集中研究（12-1月）

学校の社会的な役割・公教育の意義と課題について学ぶ。

前期と夏の集中を活かして、実践を構想し展開する。

学校改革マネジメントコース　　履修モデル

中長期的な学校改革の展望をひらき、学校の状況を踏まえつつ、発展的な改革プロセスを組織し、そのマネジメントを進めるととも
に、そうした改革マネジメントを支える実践的研究・事例研修を進める。

前期（4-7月）

後期（10-3月）

前期の取り組みをとらえ直し、実践研究の方法と理論について集中的に検討する。

6月　公開実践交流集会＜実践研究福井ラウンドテーブル＞に参加する。

夏期集中研究（7-8月）

学校における組織改革の課題を探る。



カリキュラム改革マネジメント実践事例研究Ｂ 共通 1 福井大学

組織改革マネジメント実践事例研究Ｂ 共通 1 福井大学

学校改革マネジメント実践事例特別研究 系別 2 福井大学

学校組織マネジメント　学校拠点長期協働実践プロジェクト 系別 (8) 学校拠点・地域拠点・大学

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅣ(長期展開サイクルの展
開・省察・展望)

コア
科目

2 学校拠点・地域拠点・大学

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅤ(長期展開サイクルの記
録化・交流・評価)

コア
科目

1 学校拠点・地域拠点・大学

学校改革マネジメント長期実践研究報告の作成と発表　 系別 3 学校拠点・地域拠点・大学

教師の実践的力量形成の課題と実践 共通 1 大学

自身の教師としての歩みを振り返り展望する。

3月　公開実践交流集会＜学校改革実践研究福井ラウンドテーブル＞において実践を報告する

冬期集中研究（12-1月）

後期（10-3月）

前期と夏の集中を活かして、実践を構想し展開する。二年間の実践と研究を報告書としてまとめる。

夏期集中研究（7-8月）

協働実践・研究のマネジメントの方法と理論について集中的に検討する。



1 専 教授 木村　優

長期インターンシップA・B
ミドルリーダー実習ⅠA・B
ミドルリーダー実習ⅡA・B
ミドルリーダー実習ⅢA・B
学校改革マネジメント実習ⅠA・B
学校改革マネジメント実習ⅡA・B
学校改革マネジメント実習ⅢA・B
カリキュラムのデザインの実践事例研究Ａ
カリキュラムのデザインの実践事例研究Ｂ
カリキュラムマネジメント実践事例研究
カリキュラム改革マネジメント実践事例研究Ａ
カリキュラム改革マネジメント実践事例研究Ｂ
授業づくりの長期実践事例研究Ⅰ
授業づくりの長期実践事例研究Ⅱ
カリキュラムマネジメント長期実践事例研究Ⅰ
カリキュラムマネジメント長期実践事例研究Ⅱ
教師の実践的力量形成の課題と実践
学校拠点・省察的実践コアサイクルⅠ(状況把握・テーマ設
定・試行のサイクル）
学校拠点・省察的実践コアサイクルⅡ(基本的展開サイクル
構築展開と省察）
学校拠点・省察的実践コアサイクルⅢ(長期展開サイクルの
構成展開)
学校拠点・省察的実践コアサイクルⅣ(長期展開サイクルの
展開・省察・展望)
学校拠点・省察的実践コアサイクルⅤ(長期展開サイクルの
記録化・交流・評価)
カリキュラム・授業改革マネジメント学校拠点長期協働実践
プロジェクト
カリキュラム改革事例研究とその理論
授業改革事例研究とその理論
長期実践報告の作成と発表（１系）
教師の力量形成のための組織学習事例研究

10
7
1
2
7
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2

2

2

2

1

8

2
2
3
2

2 専 教授 岸野（松嶋）麻衣

長期インターンシップA・B
ミドルリーダー実習ⅠA・B
ミドルリーダー実習ⅡA・B
ミドルリーダー実習ⅢA・B
カリキュラムのデザインの実践事例研究Ａ
カリキュラムのデザインの実践事例研究Ｂ
カリキュラムマネジメント実践事例研究
幼児児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研究Ⅰ
幼児児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研究Ⅱ
成長発達支援組織マネジメント長期実践事例研究Ⅰ
成長発達支援組織マネジメント長期実践事例研究Ⅱ
教師の実践的力量形成の課題と実践
学校拠点・省察的実践コアサイクルⅠ(状況把握・テーマ設
定・試行のサイクル）
学校拠点・省察的実践コアサイクルⅡ(基本的展開サイクル
構築展開と省察）
学校拠点・省察的実践コアサイクルⅢ(長期展開サイクルの
構成展開)
学校拠点・省察的実践コアサイクルⅣ(長期展開サイクルの
展開・省察・展望)
学校拠点・省察的実践コアサイクルⅤ(長期展開サイクルの
記録化・交流・評価)
幼児児童生徒の成長・発達支援学校拠点長期協働実践プロ
ジェクト
成長と発達の実践研究
成長発達支援の事例研究
長期実践報告の作成と発表（２系）
教師の力量形成のための組織学習事例研究

10
7
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2

2

2

2

1

8

2
2
3
2

3 専 教授 　 廣澤　愛子

特別支援教育総論
心理発達支援プロジェクトⅠ
心理発達支援プロジェクトⅡ
障害の判別・診断とアセスメント
幼児理解の理論と方法
臨床心理学
臨床心理学演習Ⅰ
臨床心理学演習Ⅱ
発達障害教育演習Ⅰ
発達障害教育演習Ⅱ
初等授業研究Ⅰ（特別支援型）
初等授業研究Ⅱ（特別支援型）
初等授業研究Ⅲ（特別支援型）

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

長期インターンシップA・B
障害児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研究Ⅰ
特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅠ(状況把握・
テーマ設定・試行のサイクル）
特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅡ(基本的展開
サイクル構築展開と省察）
特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅢ(長期展開サ
イクルの構成展開)
特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅣ(長期展開サ
イクルの展開・省察・展望)
特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅤ(長期展開サ
イクルの記録化・交流・評価)

10
1

2

2

2

2

1

大学院担当授業科目名称
担当
単位数

専任教員学部・大学院担当科目一覧

番号
専任等
区分

職位 氏名 学部担当科目名称
担当
単位数

iitou9
4



4 専 教授 秋山　晶則

日本史概論Ⅰ
日本史特講Ⅰ
博物館概論
博物館資料論
岐阜学「岐阜を知る」
専門演習Ⅰ
専門演習Ⅱ
専門演習Ⅲ
専門演習Ⅳ
卒業研究

2
2
2
2
2
1
1
1
1
4

【福井大学連合教職開発研究科】
長期インターンシップA・B
成長と発達の実践研究
成長発達支援の事例研究

【岐阜聖徳学園大学国際文化研究科】
日本史特論Ⅰ
日本史特論Ⅱ
日本宗教文化史特論Ⅰ
日本宗教文化史特論Ⅱ
課題研究法Ⅰ

10
2
2

2
2
2
2
1

5 専
特命教
授

柳澤　昌一

協働学習支援プロジェクトⅠ
協働学習支援プロジェクトⅡ
協働学習支援プロジェクトⅢ
教育の基礎的理解（教育の理念・歴史・思想およ
び意義・編成の方法を含む）
道徳教育法

2
4
4
1

2

長期インターンシップA・B
学校改革マネジメント実習ⅠA・B
学校改革マネジメント実習ⅡA・B
学校改革マネジメント実習ⅢA・B
学習コミュニティマネジメント実践事例研究Ａ
学習コミュニティマネジメント実践事例研究Ｂ
学校協働組織のマネジメント
組織学習マネジメント実践事例研究Ａ
組織学習マネジメント実践事例研究Ｂ
組織改革マネジメント実践事例研究
公教育改革の課題と実践
学校と社会
学校拠点・省察的実践コアサイクルⅠ(状況把握・テーマ設
定・試行のサイクル）
学校拠点・省察的実践コアサイクルⅡ(基本的展開サイクル
構築展開と省察）
学校拠点・省察的実践コアサイクルⅢ(長期展開サイクルの
構成展開)
学校拠点・省察的実践コアサイクルⅣ(長期展開サイクルの
展開・省察・展望)
学校拠点・省察的実践コアサイクルⅤ(長期展開サイクルの
記録化・交流・評価)
コミュニティとしての学校と教師の力量形成学校拠点長期協
働実践プロジェクト
学習コミュニティマネジメント事例研究
教師の力量形成のための組織学習事例研究
長期実践報告の作成と発表（３系）
学校組織マネジメント学校拠点長期協働実践プロジェクト
学校改革マネジメント実践事例研究
学校改革マネジメント実践事例特別研究
学校改革マネジメント長期実践報告の作成と発表

10
7
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
2

2

2

2

1

8

2
2
3
8
2
2
3

6 専 准教授 半原　芳子
協働学習支援プロジェクトⅡ
協働学習支援プロジェクトⅢ
道徳教育法

4
4
2

長期インターンシップA・B
ミドルリーダー実習ⅠA・B
ミドルリーダー実習ⅡA・B
ミドルリーダー実習ⅢA・B
幼児児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研究Ⅰ
幼児児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研究Ⅱ
公教育改革の課題と実践
学校と社会
学校拠点・省察的実践コアサイクルⅠ(状況把握・テーマ設
定・試行のサイクル）
学校拠点・省察的実践コアサイクルⅡ(基本的展開サイクル
構築展開と省察）
学校拠点・省察的実践コアサイクルⅢ(長期展開サイクルの
構成展開)
学校拠点・省察的実践コアサイクルⅣ(長期展開サイクルの
展開・省察・展望)
学校拠点・省察的実践コアサイクルⅤ(長期展開サイクルの
記録化・交流・評価)
幼児児童生徒の成長・発達支援学校拠点長期協働実践プロ
ジェクト
成長と発達の実践研究
成長発達支援の事例研究
長期実践報告の作成と発表（２系）

10
7
1
2
1
1
1
1
2

2

2

2

1

8

2
2
3

7 専 准教授 高阪　将人

長期インターンシップA・B
ミドルリーダー実習ⅠA・B
ミドルリーダー実習ⅡA・B
ミドルリーダー実習ⅢA・B
カリキュラムのデザインの実践事例研究Ａ
カリキュラムマネジメント実践事例研究
カリキュラム改革マネジメント実践事例研究Ａ
授業づくりの長期実践事例研究Ⅰ
授業づくりの長期実践事例研究Ⅱ
カリキュラムマネジメント長期実践事例研究Ⅰ
カリキュラムマネジメント長期実践事例研究Ⅱ
カリキュラム・授業改革マネジメント学校拠点長期協働実践
プロジェクト
カリキュラム改革事例研究とその理論
授業改革事例研究とその理論
長期実践報告の作成と発表（１系）
カリキュラム開発基礎研究Ⅰ
カリキュラム開発基礎研究Ⅱ
カリキュラム開発基礎研究Ⅲ
カリキュラム開発基礎研究Ⅳ

10
7
1
2
2
1
2
1
1
1
1
8

2
2
3
2
2
2
2



8 専 准教授 　 隼瀬　悠里

協働学習支援プロジェクトⅠ
協働学習支援プロジェクトⅡ
協働学習支援プロジェクトⅢ
教育の基礎的理解（教育の理念・歴史・思想およ
び意義・編成の方法を含む）
道徳教育法
総合的な学習の時間と特別活動
地域連携カリキュラム研究Ⅰ
地域連携カリキュラム研究Ⅱ
地域連携カリキュラム研究Ⅲ

2
4
4
1

2
2
2
2
2

 長期インターンシップA・B
 カリキュラムのデザインの実践事例研究Ａ
 カリキュラムのデザインの実践事例研究Ｂ

 カリキュラムマネジメント実践事例研究
 カリキュラム改革マネジメント実践事例研究Ａ
 カリキュラム改革マネジメント実践事例研究Ｂ

 授業づくりの長期実践事例研究Ⅰ
 授業づくりの長期実践事例研究Ⅱ

 カリキュラムマネジメント長期実践事例研究Ⅰ
 カリキュラムマネジメント長期実践事例研究Ⅱ

 公教育改革の課題と実践
学校拠点・省察的実践コアサイクルⅠ(状況把握・テーマ設

 定・試行のサイクル）
学校拠点・省察的実践コアサイクルⅡ(基本的展開サイクル

 構築展開と省察）
学校拠点・省察的実践コアサイクルⅢ(長期展開サイクルの

 構成展開)
学校拠点・省察的実践コアサイクルⅣ(長期展開サイクルの

 展開・省察・展望)
学校拠点・省察的実践コアサイクルⅤ(長期展開サイクルの

 記録化・交流・評価)
カリキュラム・授業改革マネジメント学校拠点長期協働実践

 プロジェクト
 カリキュラム改革事例研究とその理論

 授業改革事例研究とその理論

10
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2

2

2

2

1

8

2
2

9 専 准教授 遠藤　貴広

協働学習支援プロジェクトⅠ
協働学習支援プロジェクトⅡ
協働学習支援プロジェクトⅢ
小中カリキュラム研究Ａ
小中カリキュラム研究Ｂ
総合的な学習の時間と特別活動
総合的な学習の時間の指導法（特別活動の指導法
を含む）
教育方法の理論及びICT教育活用論
教育方法学演習Ⅰ
教育方法学演習Ⅱ
教職実践演習

2
4
4
2
2
2
2

2
2
2
2

 長期インターンシップA・B
 カリキュラムのデザインの実践事例研究Ａ

 カリキュラム改革マネジメント実践事例研究Ａ
 カリキュラムマネジメント長期実践事例研究Ⅰ
 カリキュラムマネジメント長期実践事例研究Ⅱ

 公教育改革の課題と実践
カリキュラム・授業改革マネジメント学校拠点長期協働実践

 プロジェクト
 カリキュラム改革事例研究とその理論

 授業改革事例研究とその理論
カリキュラム開発実践研究Ⅰ
カリキュラム開発実践研究Ⅱ
カリキュラム開発実践研究Ⅲ
カリキュラム開発実践研究Ⅳ

10
2
2
1
1
1
8

2
2
2
2
2
2

10 専 准教授
笹原（佐々木）未

来

特別支援教育総論
心理発達支援プロジェクトⅠ
心理発達支援プロジェクトⅡ
障害の判別・診断とアセスメント
幼児理解の理論と方法
病弱教育B
病弱教育演習Ⅰ
病弱教育演習Ⅱ
初等授業研究Ⅰ（特別支援型）
初等授業研究Ⅱ（特別支援型）
初等授業研究Ⅲ（特別支援型）

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

 長期インターンシップA・B
 特別支援学校における授業づくりの長期実践事例研究Ⅱ
 特別支援学校における授業づくりの長期実践事例研究Ⅲ
 特別支援学校における授業づくりの長期実践事例研究Ⅳ

 障害児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研究Ⅱ
 障害児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研究Ⅲ
 障害児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研究Ⅳ

 特別支援学校における教師の実践的力量形成の課題と実践
特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅠ(状況把握・

 テーマ設定・試行のサイクル）
特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅡ(基本的展開

 サイクル構築展開と省察）
特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅢ(長期展開サ

 イクルの構成展開)
特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅣ(長期展開サ

 イクルの展開・省察・展望)
特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅤ(長期展開サ

 イクルの記録化・交流・評価)
児童生徒の成長・発達支援学校拠点特別支援教育長期協働実

 践プロジェクト
 障害児の成長と発達の実践研究

 障害児の成長発達支援の事例研究
 特別支援教育長期実践報告の作成と発表

10
1
2
2
1
2
2
1
2

2

2

2

1

8

2
2
3

11 専 講師 宮本　雄太

心理発達支援プロジェクトⅠ
心理発達支援プロジェクトⅡ
子どもと人間関係
子どもと環境
子どもと表現
幼児理解の理論と方法
幼児と人間関係
生活科教育法
教育の基礎的理解（教育の理念・歴史・思想およ
び意義・編成の方法を含む）

2
2
2
2
2
2
1
2
1

 長期インターンシップA・B
 ミドルリーダー実習ⅠA・B
 ミドルリーダー実習ⅡA・B
 ミドルリーダー実習ⅢA・B

 幼児児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研究Ⅰ
 幼児児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研究Ⅱ

 成長発達支援組織マネジメント長期実践事例研究Ⅰ
 成長発達支援組織マネジメント長期実践事例研究Ⅱ

 教師の実践的力量形成の課題と実践
幼児児童生徒の成長・発達支援学校拠点長期協働実践プロ

 ジェクト
 成長と発達の実践研究

 成長発達支援の事例研究
 長期実践報告の作成と発表（２系）

10
7
1
2
1
1
1
1
1
8

2
2
3



12 実専 教授 清川　亨

 長期インターンシップA・B
 学校改革マネジメント実習ⅠA・B
 学校改革マネジメント実習ⅡA・B
 学校改革マネジメント実習ⅢA・B

 組織学習マネジメント実践事例研究Ｂ
 組織改革マネジメント実践事例研究

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅠ(状況把握・テーマ設
 定・試行のサイクル）

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅡ(基本的展開サイクル
 構築展開と省察）

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅢ(長期展開サイクルの
 構成展開)

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅣ(長期展開サイクルの
 展開・省察・展望)

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅤ(長期展開サイクルの
 記録化・交流・評価)

コミュニティとしての学校と教師の力量形成学校拠点長期協
 働実践プロジェクト

 学習コミュニティマネジメント事例研究
 長期実践報告の作成と発表（３系）

10
7
1
2
1
1
2

2

2

2

1

8

2
3

13 実専 教授 小林　真由美
心理発達支援プロジェクトⅠ
心理発達支援プロジェクトⅡ
幼児理解の理論と方法

2
2
2

 長期インターンシップA・B
 ミドルリーダー実習ⅠA・B
 ミドルリーダー実習ⅡA・B
 ミドルリーダー実習ⅢA・B

 学校改革マネジメント実習ⅠA・B
 学校改革マネジメント実習ⅡA・B
 学校改革マネジメント実習ⅢA・B

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅠ(状況把握・テーマ設
 定・試行のサイクル）

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅡ(基本的展開サイクル
 構築展開と省察）

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅢ(長期展開サイクルの
 構成展開)

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅣ(長期展開サイクルの
 展開・省察・展望)

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅤ(長期展開サイクルの
 記録化・交流・評価)

カリキュラム・授業改革マネジメント学校拠点長期協働実践
 プロジェクト

 授業改革事例研究とその理論
 長期実践報告の作成と発表（１系）

コミュニティとしての学校と教師の力量形成学校拠点長期協
 働実践プロジェクト

 学習コミュニティマネジメント事例研究
 教師の力量形成のための組織学習事例研究

 長期実践報告の作成と発表（３系）
 学校組織マネジメント学校拠点長期協働実践プロジェクト

 学校改革マネジメント実践事例研究
 学校改革マネジメント実践事例特別研究

 学校改革マネジメント長期実践報告の作成と発表

10
7
1
2
7
1
2
2

2

2

2

1

8

2
3
8

2
2
3
8
2
2
3

14 実専 教授 牧田　秀昭

 長期インターンシップA・B
 ミドルリーダー実習ⅠA・B
 ミドルリーダー実習ⅡA・B
 ミドルリーダー実習ⅢA・B

 学校改革マネジメント実習ⅠA・B
 学校改革マネジメント実習ⅡA・B
 学校改革マネジメント実習ⅢA・B

 カリキュラムのデザインの実践事例研究Ａ
 カリキュラムのデザインの実践事例研究Ｂ

 カリキュラムマネジメント実践事例研究
 学習コミュニティマネジメント実践事例研究Ａ
 学習コミュニティマネジメント実践事例研究Ｂ

 学校協働組織のマネジメント
 組織学習マネジメント実践事例研究Ｂ

 組織改革マネジメント実践事例研究
コミュニティとしての学校と教師の力量形成学校拠点長期協

 働実践プロジェクト
 学習コミュニティマネジメント事例研究

 教師の力量形成のための組織学習事例研究
長期実践報告の作成と発表（３系）

10
7
1
2
7
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
8

2
2
3

15 実専 教授 岩井　秀夫

 長期インターンシップA・B
 特別支援学校における授業づくりの長期実践事例研究Ⅱ
 特別支援学校における授業づくりの長期実践事例研究Ⅲ
 特別支援学校における授業づくりの長期実践事例研究Ⅳ

 障害児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研究Ⅱ
 障害児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研究Ⅲ

 特別支援学校における教師の実践的力量形成の課題と実践
特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅠ(状況把握・

 テーマ設定・試行のサイクル）
特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅡ(基本的展開

 サイクル構築展開と省察）
特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅢ(長期展開サ

 イクルの構成展開)
特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅣ(長期展開サ

 イクルの展開・省察・展望)
特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅤ(長期展開サ

 イクルの記録化・交流・評価)

10
1
2
2
1
2
1
2

2

2

2

1



16 実専 教授 寺田　光宏

化学Ⅲ
化学実験Ⅲ
中等教科教育法Ⅰ（理科）
中等教科教育法Ⅱ（理科）
専門演習Ⅰ
専門演習Ⅱ
専門演習Ⅲ
専門演習Ⅳ
卒業研究

2
1
2
2
1
1
1
1
4

 長期インターンシップA・B
 ミドルリーダー実習ⅠA・B
 ミドルリーダー実習ⅡA・B
 ミドルリーダー実習ⅢA・B

 学校改革マネジメント実習ⅠA・B
 学校改革マネジメント実習ⅡA・B
 学校改革マネジメント実習ⅢA・B
 授業づくりの長期実践事例研究Ⅰ
 授業づくりの長期実践事例研究Ⅱ

 幼児児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研究Ⅰ
 幼児児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研究Ⅱ

カリキュラム・授業改革マネジメント学校拠点長期協働実践
 プロジェクト

 学校組織マネジメント学校拠点長期協働実践プロジェクト

10
7
1
2
7
1
2
1
1
1
1
8

8

17 実専 教授 松山　友之

自然科学
キャリア入門講座
キャリア支援講座Ⅲ
教養演習Ⅰa
教養演習Ⅰb
教養演習Ⅱa
教養演習Ⅱb
地域社会参加活動
子ども育成入門
教育とICT
理科教育法
理科
生徒指導・進路指導論
自然体験活動
卒業研究Ⅰa
卒業研究Ⅰb
卒業研究Ⅱ

2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4

 長期インターンシップA・B
 授業づくりの長期実践事例研究Ⅰ
 授業づくりの長期実践事例研究Ⅱ

10
1
1

18 実専 准教授 森田　史生
協働学習支援プロジェクトⅡ
協働学習支援プロジェクトⅢ
総合的な学習の時間と特別活動

4
4
2

 長期インターンシップA・B
 ミドルリーダー実習ⅠA・B
 ミドルリーダー実習ⅡA・B
 ミドルリーダー実習ⅢA・B

 カリキュラムマネジメント長期実践事例研究Ⅰ
 カリキュラムマネジメント長期実践事例研究Ⅱ

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅠ(状況把握・テーマ設
 定・試行のサイクル）

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅡ(基本的展開サイクル
 構築展開と省察）

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅢ(長期展開サイクルの
 構成展開)

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅣ(長期展開サイクルの
 展開・省察・展望)

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅤ(長期展開サイクルの
 記録化・交流・評価)

カリキュラム・授業改革マネジメント学校拠点長期協働実践
 プロジェクト

 カリキュラム改革事例研究とその理論
 授業改革事例研究とその理論

 長期実践報告の作成と発表（１系）
コミュニティとしての学校と教師の力量形成学校拠点長期協

 働実践プロジェクト
 学習コミュニティマネジメント事例研究

 教師の力量形成のための組織学習事例研究
 長期実践報告の作成と発表（３系）

 学校組織マネジメント学校拠点長期協働実践プロジェクト
 学校改革マネジメント実践事例研究

 学校改革マネジメント実践事例特別研究
 学校改革マネジメント長期実践報告の作成と発表

10
7
1
2
1
1
2

2

2

2

1

8

2
2
3
8

2
2
3
8
2
2
3

19 実専 准教授 福地　淳宏

特別活動・総合的な学習の時間の指導法（小・
中・高）
特別活動・総合的な学習の時間の指導法（中・
高・養）
教職実践演習（中・高）
教職実践演習（幼・小・中・高）
教師力総合演習
学校ふれあい体験
フレンドシップⅢ
フレンドシップⅣ
専門演習Ⅰ
専門演習Ⅱ

2

2

2
2
1
1
1
1
1
1

 長期インターンシップA・B
 ミドルリーダー実習ⅠA・B
 ミドルリーダー実習ⅡA・B
 ミドルリーダー実習ⅢA・B

 学校改革マネジメント実習ⅠA・B
 学校改革マネジメント実習ⅡA・B
 学校改革マネジメント実習ⅢA・B
 授業づくりの長期実践事例研究Ⅰ
 授業づくりの長期実践事例研究Ⅱ

 幼児児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研究Ⅰ
 幼児児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研究Ⅱ

カリキュラム・授業改革マネジメント学校拠点長期協働実践
 プロジェクト

 学校組織マネジメント学校拠点長期協働実践プロジェクト

10
7
1
2
7
1
2
1
1
1
1
8

8



20 実専 准教授 河﨑　美香

教養演習Ⅰa
教養演習Ⅰb
教養演習Ⅱa
教養演習Ⅱb
障害児保育
幼稚園教育実習指導
幼稚園教育実習
幼児理解
特別支援教育論
特別な教育的ニーズの理解とその支援
子育て支援
卒業研究Ⅰa
卒業研究Ⅰb
卒業研究Ⅱ

2
2
2
2
2
1
4
2
1
1
1
2
2
4

 長期インターンシップA・B
 幼児児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研究Ⅰ
 幼児児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研究Ⅱ

10
1

1

21 実専 講師 岩崎　直哉

文学
キャリア支援講座Ⅰ
教養演習Ⅰa
教養演習Ⅰb
教養演習Ⅱa
教養演習Ⅱb
国語科教育法
特別活動論
国語
教育実習指導
教育実習
卒業研究Ⅰa
卒業研究Ⅰb
卒業研究Ⅱ

2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
4
2
2
4

 長期インターンシップA・B
 授業づくりの長期実践事例研究Ⅰ
 授業づくりの長期実践事例研究Ⅱ

10
1
1

22 実み 教授 松田　通彦

 長期インターンシップA・B
 学校改革マネジメント実習ⅠA・B
 学校改革マネジメント実習ⅡA・B
 学校改革マネジメント実習ⅢA・B

 学習コミュニティマネジメント実践事例研究Ａ
 学習コミュニティマネジメント実践事例研究Ｂ

 学校協働組織のマネジメント
 組織学習マネジメント実践事例研究Ｂ

 組織改革マネジメント実践事例研究
 公教育改革の課題と実践

 教師の実践的力量形成の課題と実践
 特別支援学校における教師の実践的力量形成の課題と実践

コミュニティとしての学校と教師の力量形成学校拠点長期協
 働実践プロジェクト

 学習コミュニティマネジメント事例研究
 教師の力量形成のための組織学習事例研究

 長期実践報告の作成と発表（３系）
 学校組織マネジメント学校拠点長期協働実践プロジェクト

 学校改革マネジメント実践事例研究
 学校改革マネジメント実践事例特別研究

 学校改革マネジメント長期実践報告の作成と発表

10
7
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
8

2
2
3
8
2
2
3

23 実み 教授 西川　満

 長期インターンシップA・B
 学校改革マネジメント実習ⅠA・B
 学校改革マネジメント実習ⅡA・B
 学校改革マネジメント実習ⅢA・B

 学習コミュニティマネジメント実践事例研究Ａ
 学習コミュニティマネジメント実践事例研究Ｂ

 学校協働組織のマネジメント
 教師の実践的力量形成の課題と実践

コミュニティとしての学校と教師の力量形成学校拠点長期協
 働実践プロジェクト

 学習コミュニティマネジメント事例研究
 教師の力量形成のための組織学習事例研究

 長期実践報告の作成と発表（３系）
 学校組織マネジメント学校拠点長期協働実践プロジェクト

 学校改革マネジメント実践事例研究
 学校改革マネジメント実践事例特別研究

 学校改革マネジメント長期実践報告の作成と発表

10
7
1
2
2
1
1
1
8

2
2
3
8

2
2
3



国立大学法人福井大学職員就業規則（抄） 
平成 16 年４月１日 
福大規則第７号 

第１章 総則 
（目的） 

第１条 この規則は，労働基準法（昭和２２年法律第４９号。以下「労基法」という。）第８９条の

規定により，国立大学法人福井大学（以下「大学」という。）に勤務する職員の就業に関して必要

な事項を定めることを目的とする。 
（定義） 

第２条 この規則において職員とは，教育職員，ＵＲＡ職員，事務職員，技術職員，医療職員及び

技能職員をいう。 
２ この規則において教育職員とは，教授，准教授，講師（常時勤務する者に限る），助教，助手，

副校長，副園長，教頭，主幹教諭，教諭，養護教諭及び栄養教諭の職にある者をいう。 
３ 第１項の職員のうち，任期を付して雇用される職員の任期に関する事項は，別に定める。 
 

（略） 
 
（定年） 

第２３条 職員の定年は，次のとおりとする。 
一 教育職員（附属学校副校長，副園長，教頭，主幹教諭，教諭，養護教諭及び栄養教諭を除く。） 

６５歳 
二 一以外の職員 ６０歳 

２ 定年による退職の日（以下「定年退職日」という。）は，定年に達した日以後における最初の３

月３１日とする。 
 

（略） 
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国立大学法人福井大学特別雇用職員就業規則（抄） 
平成 19 年 11 月 21 日 
福大規則第 18 号 

第１章 総則 
（目的） 

第１条 この規則は，「労働基準法」（昭和２２年法律第４９号。以下「労基法」という。）第８９条

の規定により，国立大学法人福井大学（以下「大学」という。）に勤務する職員のうち，契約期間

を定めて特別な目的をもって職務に従事する職員（以下「特別雇用職員」という。）の就業につい

て定めることを目的とする。 
（定義） 
第２条 この規則で特別雇用職員とは，次の各号のいずれかに該当する職員とする。 
一 １週間の勤務時間が３８時間４５分の特別教授，特任教授，特命教員及び特命職員 
二 １週間の勤務時間が３８時間４５分に満たない特任教授，特命教員及び特命職員 

２ 特命教員及び特命職員の職名は，国立大学法人福井大学職員人事規程（平成１６年福大規程第５

号）第３条第２項の規定を準用し，適用する。 
３ 前項の規定にかかわらず，これによりがたい事情がある場合については，その職務内容にふさわ

しい職名とすることができる。 
 

（略） 
 
（最終雇用年齢） 
第８条 特別雇用職員の雇用にあたっては，当該特別雇用職員の年齢が満６５歳に達した日以降の

最初の３月３１日を超えて雇用しないものとする。 
２ 前項の規定にかかわらず，特別な場合は，学長が定める。 
 

（略） 
 
 



＜抜粋版＞ 

富山国際大学就業規則  
 
   第１章 総則 （省略） 
   第２章 勤務 （省略） 
   第３章 服務及び研修 （省略） 
   第４章 人事 
    第１節 人事権者（省略） 
    第２節 採用（省略） 
    第３節 休職（省略） 
    第４節 復職（省略） 
    第５節 解職（省略） 
    第６節 退職 
第21条 職員が退職を希望するときは、２週間前に書面を以って学長を経由して理事長に願い出

なければならない。 
第22条 職員は、次の各号により定年に達した年齢の属する当該年度末日をもって退職するもの

とする。 
（１）教育職員の職にある者は、65歳をもって定年とする。  
（２）事務職員、技術職員及び補助職員の職にある者は、60歳をもって定年とする。  
２ 前項第２号に掲げる職員が希望し、解職又は退職に定める事由（年齢に係る事由を除く。）

に該当しない者であって、高齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律附則第

３項に基づき、なお効力を有することとされる改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法

律（昭和46年法律第68号）第９条第２項に基づく協定により定められた基準に該当した者につ

いては、65歳に達した年齢の属する当該年度末日まで再雇用する。  
３ 前各項の職員について、特に必要があるときは、定年又は再雇用の期間を延長することがで

きる。 
第23条 職員が、次の各号の一に該当するに至ったときはその日を退職の日とし、職員の身分を

失うものとする。ただし、定年に達したときは、当該年度末日とする。 
（１）本人の都合により退職を願い出て承認があったとき  
（２）死亡したとき 
（３）定年に達したとき 
（４）休職を命ぜられた者が復職できず、休職期間が満了したとき  
２ 職員は退職願を提出した後も承認があるまでは引続き勤務しなければならない。 

     第７節 表彰及び懲戒（省略） 
   第５章 給与及び退職金（省略） 
   第６章 安全及び衛生（省略） 
 
   附 則（省略） 
   附 則 

 この規則は、平成27年11月18日から施行する。 



＜岐阜聖徳学園大学就業規則付属諸規程　抜粋版＞



＜岐阜聖徳学園大学就業規則付属諸規程　抜粋版＞



＜岐阜聖徳学園大学就業規則付属諸規程　抜粋版＞



＜岐阜聖徳学園大学就業規則付属諸規程　抜粋版＞



 
連合教職開発研究科 院生研究室 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
院生研究室として２室（179 ㎡）を整備。研究室にはテーブル、椅子、収納棚、黒板、オン

ライン環境を備えている。 
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連合教職開発研究科協議会

福井大学 教務学生委員会

教務・カリキュラムマ
ネジメント委員会

総務委員会

連携・協力

連合教職開発研究科委員会（教授会）

連合教職開発研究科の管理運営体制について

カリキュラム開発基礎・実践
研究実施委員会

入試広報委員会

連合教職開発研究科
教育課程連携協議会

連合教職開発研究科
運営協議会

教育学部・連合教職開発研究科
構想検討委員会

企画・運営委員会
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令和5年度 拠点校・連携校等一覧

拠点校 連携校

番号 学校名 番号 学校名 番号 学校名

1 福井市中藤小学校 1 社北小学校 石川県 35 加賀市立錦城小学校

2 福井市明新小学校 2 三国南小学校 長野県 36 岡谷市立川岸小学校

3 福井市安居中学校 3 三室小学校 37 岐阜市立加納中学校

4 福井市至民中学校 4 吉野小学校 38 岐阜市立徹明さくら小学校

5 坂井市立丸岡南中学校 5 神明小学校 39 岐阜市立草潤中学校

6 美浜町立美浜中学校 6 美浜東小学校 京都府 40 同志社中学校

7 福井県丸岡高等学校 7 本郷小学校 41 彦根市立城東小学校

8 福井県羽水高等学校 8 高浜小学校 42 滋賀県教育委員会

9 福井県福井東特別支援学校 9 進明中学校 43 葛飾区立常盤中学校

10 福井大学教育学部附属幼稚園 10 清水中学校 44 足立区立東綾瀬中学校

11 福井大学教育学部附属義務教育学校・前期課程 11 岡保小学校 45 練馬区立開進第二中学校

12 福井大学教育学部附属義務教育学校・後期課程 12 藤島中学校 46 品川区立東海中学校

13 福井大学教育学部附属特別支援学校 13 丸岡中学校 47 品川区立荏原第一中学校

14 福井県嶺南教育事務所 14 勝山北部中学校 48 東京学芸大学附属高等学校

15 福井県教育総合研究所 15 東陽中学校 49 法政大学中学高等学校

16 福井県特別支援教育センター 16 南越前中学校 50 東京栄養食料専門学校

17 東京都板橋区立中台中学校 17 小浜中学校 51 横浜市立東汲沢小学校

18 東京都板橋区立赤塚第二中学校 18 高志中学校・高等学校 52 座間市立相模野小学校

19 東京都板橋区立上板橋第二中学校 19 武生高等学校 埼玉県 53 埼玉県立伊奈学園中学校

20 カリタス幼稚園 20 若狭高等学校 千葉県 54 袖ケ浦市立長浦小学校

21 カリタス小学校 21 勝山高等学校 茨城県 55 教職員支援機構

22 カリタス中学高校 22 美方高等学校 静岡県 56 静岡市立清水桜が丘高校

23 東京都板橋区教育委員会 23 藤島高等学校 北海道 57 札幌新陽高等学校

24 奈良女子大学附属幼稚園 24 鯖江高等学校 58 宮古島市立平良中学校

25 奈良女子大学附属小学校 25 科学技術高等学校 59 宮古島市立伊良部島小学校

26 奈良女子大学附属中等教育学校 26 明和特別支援学校 60 沖縄市立宮里小学校

27 岐阜聖徳学園大学附属小学校 27 さくら認定こども園 61 沖縄県教育事務所

28 岐阜聖徳学園大学附属中学校 28 福井佼成幼稚園

29 岐阜聖徳学園大学附属高校 29 和田こども園

沖縄県 30 沖縄県宮古島市教育委員会 30 まごころ認定こども園

31 社中央第一こども園

32 玉之江こども園

33 福井県教育委員会

34 福井市役所

福
井
県

東
京
都

奈
良
県

岐
阜
県

神奈川県

沖
縄
県

福
井
県

岐
阜
県

滋賀県

東
京
都
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実習計画・年間スケジュール 

 

〈授業研究・教職専門性開発コース〉 

長期インターンシップ（拠点校である小学校で実習を行う場合） 

 ガイダンス・カンファレンス 

（大学で行う） 
実習の展開（実践・実務） 記録と検討 

２-３月 事前ガイダンス 

実習計画の検討 

事前打ち合わせ 

事前打ち合わせ 実習計画の作成 

４月 

週間カンファレンス 

カンファレンス（土曜午後） 

学校というコミュニティのリズムになじむ。 

入学式、新しいクラスづくり 

一週間のサイクル、子どもたちとの関係作り 

学校が取組むテーマと協働研究の展開について学ぶ。 

教師集団の仲間に入る。 

実習経験の記録の作り方 

週ごとの実習記録と月報告 

展開の確認（隔週） 

５月 

週間カンファレンス 

カンファレンス（土曜午後） 

主題を意識した探求を進める。（授業づくりと児童生徒の

成長支援） 

１－６年の縦割り班の構成と活動の開始 春の野外活動

（セカンドスクール） 

４年次教育実習 

クラスを安定させる。ひとりひとりの子どもたちの状況を理

解する。 

授業の展開を跡づける。 

クラスと授業展開をふまえて自分自身の授業づくりの展

望をたてる。 

遠足 子どもたちの集団活動を支える。 

教師の協働研究に参画する。 

週ごとの実習記録と月報告 

展開の確認（隔週） 

６月 週間カンファレンス 

カンファレンス（土曜午後） 
はじめての単元の授業を展開する① 

週ごとの実習記録と月報告 

展開の確認（隔週） 

７月 週間カンファレンス 

カンファレンス（土曜午後） 

前期実習報告書のまとめ方

についての指導 

クラスの半年間の展開をとらえ直す。 

夏の宿泊野外活動 

前半の展開をふり返る。 

前期の実習の展開を振り返る。 

週ごとの実習記録と月報告 

前期報告書の作成 

展開の確認（隔週） 

８月 中間実習合同検討会 

これまでの展開を跡づけ、後

期の課題を明らかにする。 

  

９月 

週間カンファレンス 

カンファレンス（土曜午後） 

安定したリズムを取り戻す。 

３年次教育実習 連合体育大会 

クラスの目標を再確認する。 

中心的な学習プロジェクトを発展させる。 

週ごとの実習記録と月報告 

展開の確認（隔週） 

10 月 
週間カンファレンス 

カンファレンス（土曜午後） 

中心的な授業・学習プロジェクトを展開する。② 

校内運動会 前期終了・秋休み・後期開始（２学期制） 

週ごとの実習記録と月報告 

展開の確認（隔週） 

11 月 
週間カンファレンス 

カンファレンス（土曜午後） 

中心的な学習プロジェクトの展開を省察する。 

器械運動発表会 入試 トピック週間（海外との交流と英

語学習） 

週ごとの実習記録と月報告 

展開の確認（隔週） 

12 月 
週間カンファレンス 

カンファレンス（土曜午後） 

教師の協働研究を支援する。 

実践研究の公開授業研究会のための事前研究会 

研究部会の推進 

週ごとの実習記録と月報告 

展開の確認（隔週） 

１月 週間カンファレンス 

カンファレンス（土曜午後） 

１年間の展開を踏まえた授業づくり③ 

教師の協働研究を支援する。 

週ごとの実習記録と月報告 

展開の確認（隔週） 

iitou9
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２月 週間カンファレンス 

カンファレンス（土曜午後） 

後期実習報告書 

最終実習報告書の作成指導 

１年間の取組に関わって記録をまとめ、長い展望をひら

く 

公開研究集会 冬の野外活動（スキー） 

週ごとの実習記録と月報告

後期報告書 

展開の確認（隔週） 

最終報告書の作成指導 

３月 最終実習合同検討会   



〈ミドルリーダー養成コース〉 

ミドルリーダー実習Ⅰ 

 実習ガイダンス・カンファレン

ス（大学で行う） 
自校の協働研究の推進（実践・実務） 記録と検討 

２-３月 事前ガイダンス 

実習計画の検討 

事前打ち合わせ 

事前打ち合わせ 実習計画の作成 

４月 

カンファレンス（土曜午後） 

毎週の研究企画委員会 週ごとの実習記録と月報告 

研究部会の推進 展開の確認（隔週） 

公開研究集会の準備   

５月 

カンファレンス（土曜午後） 

毎週の研究企画委員会 週ごとの実習記録と月報告 

研究部会の推進 展開の確認（隔週） 

公開研究集会の準備   

６月 
カンファレンス（土曜午後） 

公開研究集会 週ごとの実習記録と月報告 

展開の確認（隔週） 

７月 
カンファレンス 

前期報告書の作成指導 

研究集会の省察 週ごとの実習記録と月報告 

実践の記録化 前期報告書の作成 

記録を踏まえた夏期集中研修会の運営 展開の確認（隔週） 

８月 
中間実習合同検討会 

毎週の研究企画委員会 
  

研究部会の推進 

９月 
  

毎週の研究企画委員会 週ごとの実習記録と月報告 

研究部会の推進 展開の確認（隔週） 

10 月 
カンファレンス（土曜午後） 

毎週の研究企画委員会 週ごとの実習記録と月報告 

研究部会の推進 展開の確認（隔週） 

11 月 
カンファレンス（土曜午後） 

毎週の研究企画委員会 週ごとの実習記録と月報告 

研究部会の推進 展開の確認（隔週） 

12 月 
カンファレンス（土曜午後） 

毎週の研究企画委員会 週ごとの実習記録と月報告 

研究部会の推進 展開の確認（隔週） 

１月 

カンファレンス（土曜午後） 

毎週の研究企画委員会 週ごとの実習記録と月報告 

研究部会の推進 展開の確認（隔週） 

中間公開授業研究会の運営   

２月 

後期実習報告書 

最終実習報告書の作成指導  

毎週の研究企画委員会 週ごとの実習記録と月報告 

研究部会の推進 展開の確認（隔週） 

本年度の研究の記録化と省察 最終実習報告書の作成をはじめる 

来年度の研究の計画案   

３月 最終実習合同検討会   



ミドルリーダー実習Ⅱ 

 

 ガイダンス・カンファレンス Ａ校（拠点校） 記録と検討 

２-３月 
事前ガイダンス 

実習計画の検討 

事前打ち合わせ 

事前打ち合わせ 実習計画の作成 

４月 実習オリエンテーション 

カンファレンス（土曜午後） 
 記録と月報告 

５月 カンファレンス（土曜午後） 研究協力者会①  

６月 カンファレンス（土曜午後） 授業研究集会② 記録と月報告 

７月 カンファレンス（土曜午後） 

前期報告書の作成 
校内研究会への参加③ 

記録と月報告 

前期報告書の作成 

８月 中間合同検討会   

９月    

10 月 カンファレンス（土曜午後） 研究協力者会④ 記録と月報告 

11 月 カンファレンス（土曜午後） 公開授業研究会⑤ 記録と月報告 

12 月 カンファレンス（土曜午後）   

１月 カンファレンス（土曜午後） 校内研究会⑥ 記録と月報告 

２月 最終報告書の作成  最終報告書の作成 

３月 最終合同検討会   



ミドルリーダー実習Ⅲ 

（拠点校である小学校でインターンシップを行う学生のメンターとなる場合。） 

 

実習ガイダンス・

カンファレンス（大

学で行う） 

メンタリングの展開 メンタリングを行うインターンの展開 記録と検討 

２-３月 事前ガイダンス 

実習計画の検討 

事前打ち合わせ 

事前打ち合わせ 事前打ち合わせ 実習計画の作成 

４月 カンファレンス 

週１回メンタリングを行う。 

・学校の取組についての

様々な質問に答える。 

・長い展望で取組むことの

重要性を共有する。 

学校というコミュニティのリズムになじむ。 

入学式、新しいクラスづくり 

 一週間のサイクル 

 子どもたちとの関係作り 

 学校が取組むテーマと協働研究の展開に

ついて学ぶ。 

 教師集団の仲間に入る。 

 実習経験の記録の作り方 

週ごとの実習記録と

月報告 

展開の確認（隔週） 

５月 カンファレンス 

週１回メンタリングを行う。 

活動や授業づくりについて

メンターの立場から相談に

のる。 

主題を意識した探求を進める。（授業づくりと

児童生徒の成長支援） 

１－６年の縦割り班の構成と活動の開始 春

の野外活動（セカンドスクール） 

４年次教育実習 

 クラスを安定させる。ひとりひとりの子どもた

ちの状況を理解する。 

 授業の展開を跡づける。 

 クラスと授業展開をふまえて自分自身の授

業づくりの展望をたてる。 

 遠足 子どもたちの集団活動を支える。 

 教師の協働研究に参画する。 

週ごとの実習記録と

月報告 

展開の確認（隔週） 

６月 カンファレンス 

週１回メンタリングを行う。 

はじめての授業についてメ

ンターの立場から話を聞く。 

はじめての単元の授業を展開する① 

週ごとの実習記録と

月報告 

展開の確認（隔週） 

７月 

カンファレンス 

前期実習報告書

のまとめ方につい

ての指導 

週１回メンタリングを行う。 

半年の経験をじっくり聴き

取る。 

クラスの半年間の展開をとらえ直す。 

夏の宿泊野外活動 

前半の展開をふり返る。 

前期の実習の展開を振り返る。 

週ごとの実習記録と

月報告 

前期報告書の作成 

展開の確認（隔週） 

８月 
中間実習合同検

討会 
   

９月 カンファレンス 

週１回メンタリングを行う。 

安定したリズムを取り戻すこ

とに配慮する。 

安定したリズムを取り戻す。 

３年次教育実習 連合体育大会 

クラスの目標を再確認する。 

中心的な学習プロジェクトを発展させる。 

週ごとの実習記録と

月報告 

展開の確認（隔週） 

10 月 カンファレンス 

週１回メンタリングを行う。 

授業の企画について聞き

役になる。 

中心的な授業・学習プロジェクトを展開する

② 

校内運動会 前期終了・秋休み・後期開始

（２学期制） 

週ごとの実習記録と

月報告 

展開の確認（隔週） 

11 月 カンファレンス 

週１回メンタリングを行う。 

取組の展開や手応えにつ

いて聴き取る。 

中心的な学習プロジェクトの展開を省察す

る。 

器械運動発表会 入試 トピック週間（海外と

の交流と英語学習） 

週ごとの実習記録と

月報告 

展開の確認（隔週） 

12 月 カンファレンス 

週１回メンタリングを行う。 

協働研究の進め方、その意

味について伝える。 

教師の協働研究を支援する。 

実践研究の公開授業研究会のための事前

研究会 

研究部会の推進 

週ごとの実習記録と

月報告 

展開の確認（隔週） 



 

  

１月 カンファレンス 

週１回メンタリングを行う。 

１年を集約する取組を励ま

す。 

１年間の展開を踏まえた授業づくり③ 

教師の協働研究を支援する。 

週ごとの実習記録と

月報告 

展開の確認（隔週） 

２月 

カンファレンス後

期実習報告書 

最終実習報告書

の作成指導 

週１回メンタリングを行う。 

実践記録づくりの意味につ

いて伝える。 

１年間の展開についてとも

に振り返る。 

１年間の取組に関わって記録をまとめ、長い

展望をひらく 

公開研究集会 冬の野外活動（スキー） 

週ごとの実習記録と

月報告後期報告書 

展開の確認（隔週） 

最終報告書の作成

指導 

３月 
最終実習合同検

討会 
   



〈学校改革マネジメントコース〉 

学校改革マネジメント実習Ⅰ 

 
実習ガイダンス・カンファレンス

（大学で行う） 
自校の協働研究の推進（実践・実務） 記録と検討 

２-３月 事前ガイダンス 

実習計画の検討 

事前打ち合わせ 

事前打ち合わせ 実習計画の作成 

４月 
カンファレンス（土曜午後） 

毎週の学校マネジメント委員会 週ごとの実習記録と月報告 

組織改革をめぐる検討の推進 展開の確認（隔週） 

５月 
カンファレンス（土曜午後） 

毎週の学校マネジメント委員会 週ごとの実習記録と月報告 

組織改革をめぐる検討の推進 展開の確認（隔週） 

６月 
カンファレンス（土曜午後） 

組織改革の取組をめぐる校内協議・学習会の

推進 

週ごとの実習記録と月報告 

展開の確認（隔週） 

７月 
カンファレンス 

前期報告書の作成指導 

学習会の省察 週ごとの実習記録と月報告 

実践の記録化 前期報告書の作成 

記録を踏まえた夏期集中研修会の運営 展開の確認（隔週） 

８月 
中間実習合同検討会 

毎週の学校マネジメント委員会 
 

研究部会の推進 

９月 
  

毎週の学校マネジメント委員会 週ごとの実習記録と月報告 

組織改革をめぐる検討の推進 展開の確認（隔週） 

10 月 
カンファレンス（土曜午後） 

毎週の学校マネジメント委員会 週ごとの実習記録と月報告 

組織改革をめぐる検討の推進 展開の確認（隔週） 

11 月 
カンファレンス（土曜午後） 

毎週の学校マネジメント委員会 週ごとの実習記録と月報告 

組織改革をめぐる検討の推進 展開の確認（隔週） 

12 月 
カンファレンス（土曜午後） 

毎週の学校マネジメント委員会 週ごとの実習記録と月報告 

組織改革をめぐる検討の推進 展開の確認（隔週） 

１月 

カンファレンス（土曜午後） 

毎週の学校マネジメント委員会 週ごとの実習記録と月報告 

組織改革をめぐる検討の推進 展開の確認（隔週） 

中間検討会の運営   

２月 後期実習報告書 毎週の学校マネジメント委員会 週ごとの実習記録と月報告 

最終実習報告書の作成指導 
組織改革をめぐる検討の推進 展開の確認（隔週） 

本年度の取組の記録化と省察 最終実習報告書の作成を

はじめる  来年度の研究の計画案 

３月 最終実習合同検討会   



学校改革マネジメント実習Ⅱ 

 

 ガイダンス・カンファレンス Ａ校（拠点校） 記録と検討 

２-３月 事前ガイダンス 

実習計画の検討 

事前打ち合わせ 

事前打ち合わせ 実習計画の作成 

４月 実習オリエンテーション 

カンファレンス（土曜午後） 
 

記録と月報告 

 

５月 カンファレンス（土曜午後） 研究協力者会①  

６月 カンファレンス（土曜午後） 授業研究集会② 記録と月報告 

７月 カンファレンス（土曜午後） 

前期報告書の作成 
校内研究会への参加③ 

記録と月報告 

前期報告書の作成 

８月 中間合同検討会   

９月    

10 月 カンファレンス（土曜午後） 研究協力者会④ 記録と月報告 

11 月 カンファレンス（土曜午後） 公開授業研究会⑤ 記録と月報告 

12 月 カンファレンス（土曜午後）   

１月 カンファレンス（土曜午後） 校内研究会⑥ 記録と月報告 

２月 最終報告書の作成  最終報告書の作成 

３月 最終合同検討会   



学校改革マネジメント実習Ⅲ 

（拠点校である小学校でインターンシップを行う学生のメンターとなる場合。） 

 

実習ガイダンス・カン

ファレンス（大学で行

う） 

メンタリングの展開 メンタリングを行うインターンの展開 記録と検討 

２-３月 事前ガイダンス 

実習計画の検討 

事前打ち合わせ 

事前打ち合わせ 事前打ち合わせ 実習計画の作成 

４月 

カンファレンス 

週１回メンタリングを行う。 

・学校の取組についての様々

な質問に答える。 

・長い展望で取組むことの重

要性を共有する。 

学校というコミュニティのリズムになじむ。 

入学式、新しいクラスづくり 

 一週間のサイクル 

 子どもたちとの関係作り 

 学校が取組むテーマと協働研究の展

開について学ぶ。 

 教師集団の仲間に入る。 

 実習経験の記録の作り方 

週ごとの実習記録

と月報告 

展開の確認（隔

週） 

５月 

カンファレンス 

週１回メンタリングを行う。 

 

活動や授業づくりについてメ

ンターの立場から相談にの

る。 

主題を意識した探求を進める。（授業づく

りと児童生徒の成長支援） 

１－６年の縦割り班の構成と活動の開始 

春の野外活動（セカンドスクール） 

４年次教育実習 

 クラスを安定させる。ひとりひとりの子ど

もたちの状況を理解する。 

 授業の展開を跡づける。 

 クラスと授業展開をふまえて自分自身

の授業づくりの展望をたてる。 

 遠足 子どもたちの集団活動を支える。 

 教師の協働研究に参画する。 

週ごとの実習記録

と月報告 

展開の確認（隔

週） 

６月 

カンファレンス 

週１回メンタリングを行う。 

はじめての授業についてメン

ターの立場から話を聞く。 

はじめての単元の授業を展開する① 

週ごとの実習記録

と月報告 

展開の確認（隔

週） 

７月 

カンファレンス 

前期実習報告書のま

とめ方についての指

導 

週１回メンタリングを行う。 

半年の経験をじっくり聴き取

る。 

クラスの半年間の展開をとらえ直す。 

夏の宿泊野外活動 

前半の展開をふり返る。 

前期の実習の展開を振り返る。 

週ごとの実習記録

と月報告 

前期報告書の作

成 

展開の確認（隔

週） 

８月 中間実習合同検討会    

９月 

カンファレンス 

週１回メンタリングを行う。 

安定したリズムを取り戻すこと

に配慮する。 

安定したリズムを取り戻す。 

３年次教育実習 連合体育大会 

クラスの目標を再確認する。 

中心的な学習プロジェクトを発展させる。 

週ごとの実習記録

と月報告 

展開の確認（隔

週） 

10 月 

カンファレンス 

週１回メンタリングを行う。 

授業の企画について聞き役

になる。 

中心的な授業・学習プロジェクトを展開

する。② 

校内運動会 前期終了・秋休み・後期開

始（２学期制） 

週ごとの実習記録

と月報告 

展開の確認（隔

週） 

11 月 

カンファレンス 

週１回メンタリングを行う。 

取組の展開や手応えについ

て聴き取る。 

中心的な学習プロジェクトの展開を省察

する。 

器械運動発表会 入試 トピック週間（海

外との交流と英語学習） 

週ごとの実習記録

と月報告 

展開の確認（隔

週） 

12 月 

カンファレンス 

週１回メンタリングを行う。 

協働研究の進め方、その意

味について伝える。 

教師の協働研究を支援する。 

実践研究の公開授業研究会のための事

前研究会 

研究部会の推進 

週ごとの実習記録

と月報告 

展開の確認（隔

週） 



 

 

 

 

 

 

１月 

カンファレンス 

週１回メンタリングを行う。 

１年を集約する取組を励ま

す。 

１年間の展開を踏まえた授業づくり③ 

教師の協働研究を支援する。 

週ごとの実習記録

と月報告 

展開の確認（隔

週） 

２月 

カンファレンス後期実

習報告書 

最終実習報告書の作

成指導 

週１回メンタリングを行う。 

実践記録づくりの意味につい

て伝える。 

１年間の展開についてともに

振り返る。 

１年間の取組に関わって記録をまとめ、

長い展望をひらく 

公開研究集会 冬の野外活動（スキー） 

週ごとの実習記録

と月報告後期報

告書 

展開の確認（隔

週） 

最終報告書の作

成指導 

３月 最終実習合同検討会    



学生確保の見通し等について 
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① 学生の確保の見通し及び申請者としての取組状況 
１．本研究科の現状 

本研究科は、21 世紀の教師教育改革の実現をミッションとし、学習観の転換を核とす

る学校教育の改革のため、学校拠点の協働の実践研究を核として学校づくりに直接関わ

ることのできる「学校拠点方式」による教員養成・教員研修機能の高度化や個々の大学を

超えたネットワーク構築を推進している。 

「学校拠点方式」では、オンライン会議システムを用いた広域でのカンファレンスの実

施により、地理的な距離を克服し、人的交流を基にした地域特性の活用により教育内容の

質保証・向上が期待できる。コロナ禍により直接学校を訪問することが困難になった近年、

当初は学校拠点方式が機能しなくなるのではないかとの危惧もあったが、オンライン会

議システム等を用いて頻繁に連絡を取り合うことでネットワークを有効に機能させ、各

学校の実情に即して授業内容を再構成することができている。 

 

２．地域・社会的動向等の現状把握・分析 

基幹大学・参加大学の所在地である福井県、岐阜県及び富山県では、近年は教員採用試

験受験希望者の減少に伴う教員需要は高まっているが、⾧期的にみると少子化に伴う人

口減少により教員需要の低下が見込まれている。福井県、富山県及び岐阜県飛騨地域では

学校の統廃合や小規模校化することが予想されており、これに伴い求められる教員像も

変化してきている。特に小規模化する学校では､人員の余裕がないため、即戦力となる教

員や効率よい教員人員配置を実現するために複数免許を持つ教員の需要が高まっている。 

 

３．本研究科の趣旨目的、教育内容 

本研究科の構成を変更し、参加大学を「岐阜聖徳学園大学及び奈良女子大学」から、「岐

阜聖徳学園大学及び富山国際大学」に変更する。これにより、教員需要の低下に伴う教員

の質保証という共通課題を抱える福井県、岐阜県及び富山県で同課題への対応に向けた

教員養成・研修の教育課程協働創発を実現し、「令和の日本型学校教育」を担う質の高い

教師の育成を図ることを目指すものである。 

上記地域・社会的動向等の現状把握・分析に基づき、本研究科では、実践力を高めるた

めの多様な実践的科目とともに複数免許の取得が可能となる教育課程を整備している。

これにより、各県の学校に即戦力かつ多様な専門性を持つ教員を輩出することが可能と

なり、地域の教師力向上に広く貢献することが可能となる。 

 

４．入学定員設定 

本研究科は、令和２年度に、本学教育学研究科（修士課程）の廃止及び教職大学院への

一本化に伴い設置当初の 40 名から 60 名に変更している。また、本研究科では、履修上の

区分から３コースを設定し、以下のとおり各コースの募集人員を定めている。なお、本改

組に伴う入学定員及び各コースの募集人員の変更はない。 



コース 募集人員 

授業研究・教職専門性開発コース 25 名 

ミドルリーダー養成コース 15 名 

学校改革マネジメントコース 20 名 
 

５．学生納付金の設定 

学生納付金について、「国立大学の授業料その他の費用に関する省令」に基づき定める

「国立大学法人福井大学における授業料その他の費用に関する規則」のより、以下のとお

りこれまでと同額を設定する。 

入学料：282,000 円 

授業料：535,800 円（年額）（前期：267,900 円、後期：267,000 円） 

 

６．学生確保の見通し 

（１）学生確保の見通しの調査結果 

基幹大学・参加大学ごとの過去５年間の志願者数・入学者数の状況は資料１のとおりで

ある。このうち、ストレートマスター（学部新卒院生）として毎年 18 名程度（福井大学：

15 名程度、岐阜聖徳学園大学 3 名程度）が継続的に入学しており、今後も同様の傾向が

見込まれる。また、現職教員院生について、福井県内においては、教育学部附属学園から

の入学者３名程度に加え、福井県教員委員会や福井市教育委員会等との連携による派遣

20 名程度が継続して見込まれる。岐阜県内においては、岐阜聖徳学園大学の設置する学

校法人聖徳学園からの入学者１名程度に加え、岐阜市教育委員会や羽島市教育委員会等

との連携による派遣２名程度が見込まれる。さらに、東京都教育委員会や板橋区教育委員

会の協力などにより関東地域からの入学生が 10 名程度、宮古島市教育委員会及び加賀市

教育委員会との協定による派遣が各１名程度、ALT や JICA 研修を通した海外の現職教員

の受入が１名程度見込まれる。 

また、新たに参加大学に加わる富山国際大学では、令和４年９月に同大学の学生を対象

に教職大学院入学希望等のアンケートを実施した（資料２参照）。アンケート結果におい

て、本研究科への進学を希望すると回答した学生は各学年１～２名程度であり、教員採用

試験に合格しなかった場合の受験希望者も合計 10 名程度である。また、本研究科に限ら

ず教職大学院への進学希望がある学生が 45 名いるが、調査時点では学生に対して本研究

科の情報提供が十分になされていなかったことから、今後学生への情報提供が進めばこ

の中からも本研究科への進学希望者が期待される。以上のことから、富山国際大学からは

年間３名程度の進学者が見込まれる。 

以上の現況から、各大学での学生確保・定員充足の見通しは十分立っており、本研究科

の設置の趣旨及び必要性に示した「令和の日本型学校教育」を担う教師の各地域での輩出

と、新たな教師の学びについての全国的な普及を実現することが期待される。 

 



（２）新設学部等の分野の動向 

グローバル化した超スマート社会の中において、教員はこれまでの「教えの専門家」か

ら「学習を組織する専門家」への転換を求められており、潜在的な学び直しの需要は多い

が、休職してまで大学院に進学することに抵抗を感じる教員は少なくないのが現状であ

る。管理職としても優れた教員が休職すると学校運営の困難が生じることから､所属教員

の大学院進学には葛藤を抱えている。しかし、本研究科の進める「学校拠点方式」は働き

ながら学ぶことができる教育課程であり、学校の抱える課題解決に直接的に繋がること

から、各県に潜在的に存在する休職を要さずに大学院に進学したい希望を持つ現職教員

にとっては、本研究科はこれまでにない新たな選択肢となり得るものである。 

 

（３）競合校の状況 

本学は福井県で唯一の教員養成課程をもつ国立大学であり、福井県内の教員志望で教

職大学院の課程への進学を希望する学生の確保において競合校は存在しない。 

岐阜県・富山県ではそれぞれ教職大学院の課程を持つ岐阜大学及び富山大学が競合校

となり得る。しかし、岐阜大学教育学研究科教職実践開発専攻（教職大学院の課程）は岐

阜県教員採用数 603 人に対して令和５年度募集人員数 40 人（入学者数 35 人）であり、富

山大学教職実践開発研究科教職実践教職実践開発専攻（教職大学院の課程）は富山県教員

採用数 338 人に対して令和５年度募集人員数 15 人（入学者数 14 人）と小規模なもので

あり、どちらの大学も各県内の教員人数確保と質保証ニーズに十分に応えているとは言

い難い状況である。また、富山大学教職実践開発研究科は現職教員が休職して入学する仕

組みであり、岐阜大学教育学研究科では一部コース（教育実践開発コース）で夜間・遠隔

教育により勤務しながら学ぶことができるが、現職教員の中には休職を要さずに大学院

に進学したい希望を持つ者が多く存在することから、本研究科の学校拠点方式の入学希

望者は上記の大学院の志願者とは直接的には競合せず、各県に潜在的に存在する大学院

進学希望者の掘り起こしが期待される。 

 

（４）既設学部等の学生確保の状況 

基幹大学・参加大学ごとの過去５年間の志願者数・入学者数の状況は資料１のとおりで

ある。コロナ禍の影響から令和３年度・令和４年度の入学生が微減したものの、令和５年

度は 110％（入学者 66 名）と入学定員を充足しており、後述する学生確保に向けた取組

により、福井大学及び岐阜聖徳学園大学では今後も安定して定員を充足する学生確保の

見通しが立っている。 

 

７．学生確保に向けた具体的な取組と見込まれる効果 

学生確保の取組については、基幹大学及び参加大学それぞれで学部学生に対する学内

説明会や県市町教育委員会との連携による現職教員の進学誘致を行っている他、関東圏・

沖縄圏・北海道圏等の全国規模で各地の連携機関と協力して現職教員の進学誘致を行な

っている。 



基幹大学である福井大学では、福井県教育委員会と本連合教職開発研究科が共同で教

員研修を開催し、その履修者の福井県内現職教員や附属学校園教員については、夏期休業

等で行われる大学院免許法認定公開講座に出席の上単位認定を行うことで、１年履修が

可能となる制度を整備しており、同研修参加者からの入学者増加を推進している。また、

ALT や JICA 研修を通した現職教員の受入れ、海外の現職教員の入学受入れ、学校事務や

教育行政担当者の入学受入れ等を推進している。さらに、大学全体の奨学金制度のほか、

本研究科独自奨学金制度及び福井県からの奨学金等の制度を整え、入学料や授業料の補

助を行っている。 

参加大学である岐阜聖徳学園大学では、現在、羽島市教育委員会、岐阜聖徳学園大学学

生、岐阜聖徳学園大学附属幼・小・中学校及び岐阜聖徳学園高等学校の教員に対して PR

を進めており、さらに、岐阜聖徳学園の現職教員に対しては、岐阜聖徳学園からの修学支

援制度を整え、入学者増加を推進している。 

新たに参加大学に加わる富山国際大学では、富山国際大学子ども育成学部卒業者１名

が令和５年度に本研究科に入学しており、富山国際大学の本研究科への参加後は連携を

強化し、入学者増加に繋げる。また、現職教員の卒業生に対しては、教員研修の支援に加

え、富山県内の市町教育委員会と提携し、大学院の設置を PR しており、既に南砺市から

は拠点校として⾧期インターンシップの受入れ等の申し入れを受けている。 

 
  



② 人材需要の動向等社会の要請 
１．人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的（概要） 

本研究科では、教育委員会等との連携・協働により、学部卒業院生を対象に高い教科指

導力だけでなく、より実践的な指導力・展開力を備え、新しい学校づくりの有力な一員と

なり得る教員の養成を行うこと、現職教員院生を対象に地域や学校における指導的役割

を果たし得る教員等として確かな指導理論と優れた実践力・応用力・学校改革マネジメン

ト力を備えたスクールリーダー、及び、学校の管理者の育成を行うことをミッションとし

ている。 

各コースにおける養成する人材像は以下のとおりである。 

コース 養成する人材像 

授業研究・教職専門性開発コース 授業づくり・児童生徒の成⾧発達支援について

実践的力量と実践研究力を有する教員 

ミドルリーダー養成コース 学校における授業改革・児童生徒の成⾧発達支

援のための協働研究の中心的な担い手となるミ

ドルリーダー教員 

学校改革マネジメントコース 学校改革のための組織マネジメントの中心的な

担い手となる管理職 

 

２．上記が社会的，地域的な人材需要の動向等を踏まえたものであることの客観的な根拠 

令和４年 12 月の中教審答申「「令和の日本型学校教育」を担う教師の養成・採用・研修

等の在り方について～「新たな教師の学びの姿」の実現と、多様な専門性を有する質の高

い教職員集団の形成～」では、これからの学部・教職大学院の姿として、（１）教員養成

大学・学部、教職大学院の高度化・機能強化、（２）学部と教職大学院との連携・接続の

強化・実質化、（３）教育委員会と大学との連携強化の促進、（４）教師養成に係る理論と

実践の往還を重視した人材育成の好循環の実現、（５）教員就職率の向上、（６）組織体制

の見直しが挙げられている。本研究科の進める「学校拠点方式」はその方向に沿ったもの

であり、政府が進める学校の中核となる高度専門職業人の育成に資するものである。 

また、「学校拠点方式」による教員養成は全国モデルとして位置付けられており、本学

が教員養成フラッグシップ大学として県外にも先駆的事例を示す意味でも、本研究科が

目指す学校拠点方式のより一層の展開を図る意味は大きいと考える。 



資 料 目 次 

 

 
資料１  志願者数・入学者数の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

 

資料２  教職大学院に関するアンケート ・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

 



基幹大学・参加大学別入学者数

年度 コース
入学定員※

(A)
福井大学

奈良女子
大学

岐阜聖徳
学園大学

入学者数計
(B)

入学定員
充足率
 (B)/(A)

授業研究・教職専門性開発コース 15 7 0 0 7 46.7%

ミドルリーダー養成コース 10 6 1 1 8 80.0%

学校改革マネジメントコース 15 15 0 1 16 106.7%

40 28 1 2 31 77.5%

授業研究・教職専門性開発コース 25 17 0 0 17 68.0%

ミドルリーダー養成コース 15 18 3 0 21 140.0%

学校改革マネジメントコース 20 26 1 1 28 140.0%

60 61 4 1 66 110.0%

授業研究・教職専門性開発コース 25 10 0 4 14 56.0%

ミドルリーダー養成コース 15 13 1 1 15 100.0%

学校改革マネジメントコース 20 19 0 1 20 100.0%

60 42 1 6 49 81.7%

授業研究・教職専門性開発コース 25 12 0 1 13 52.0%

ミドルリーダー養成コース 15 13 2 1 16 106.7%

学校改革マネジメントコース 20 26 0 2 28 140.0%

60 51 2 4 57 95.0%

授業研究・教職専門性開発コース 25 19 0 3 22 88.0%

ミドルリーダー養成コース 15 12 2 0 14 93.3%

学校改革マネジメントコース 20 29 0 1 30 150.0%

60 60 2 4 66 110.0%

※各コースについては、募集人員を記載

R5

計

R3

計

R4

計

R1

計

R2

計
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教職大学院に関するアンケート（富山国際大学）結果

実施日：令和４年９月２７日（水）

対象者

在籍者数

回答者数

回答率

質問1　教職大学院に興味をもちましたか

① 非常に興味をもった 22 24% 11 12% 11 14% 13 16% 57 16%

② どちらかと言えば興味をもった 59 63% 55 59% 43 54% 40 50% 197 57%

③ あまり興味をもてなかった 11 12% 27 29% 21 27% 20 25% 79 23%

④ 全く興味をもてなかった 1 1% 1 1% 4 5% 7 9% 13 4%

① 教師になるための知識･技能だけでなく資質･能力を磨くことができそうなこと 55 34% 47 42% 45 46% 39 42% 186 40%

② 県外の教員や教員希望者と交流ができそうなこと 28 18% 11 10% 15 15% 14 15% 68 15%

③ 現職教員等の様々な専門職と一緒に学べること 42 26% 35 31% 23 24% 28 30% 128 28%

④ 学校実習とその振り返り(省察)サイクルの中で自分の中に理論ができそうなこと 20 13% 10 9% 11 11% 10 11% 51 11%

⑤ 教員採用試験に有利なこと 15 9% 9 8% 3 3% 2 2% 29 6%

① 教育課程 38 17% 14 8% 16 10% 7 4% 75 10%

② 教科等指導方法 53 23% 25 14% 33 21% 32 19% 143 20%

③ 生徒指導、教育相談 57 25% 40 23% 28 18% 37 22% 162 22%

④ 学級経営、学校経営 20 9% 32 18% 32 20% 36 22% 120 17%

⑤ 省察による実践と理論の往還 18 8% 9 5% 10 6% 9 5% 46 6%

⑥ 学校づくり 23 10% 26 15% 20 13% 21 13% 90 12%

⑦ 中学校や特別支援学校の教員免許の取得 17 8% 24 14% 18 11% 19 12% 78 11%

⑧ その他 0 0% 4 2% 3 2% 4 2% 11 2%

① 連合教職大学院に進学したい 2 2% 1 1% 2 3% 1 1% 6 2%

② 教員採用試験に合格し、採用までの猶予があれば連合教職大学院に進学したい 10 11% 10 11% 8 10% 3 4% 31 9%

③ 教員採用試験に合格しなかった場合、連合教職大学院に進学したい 4 4% 2 2% 4 5% 0 0% 10 3%

④ 学校現場での経験を積んだ後に、連合教職大学院に進学したい 1 1% 0 0% 0 0% 1 1% 2 1%

⑤ 他大学の教職大学院や、修士課程に進学したい 1 1% 4 4% 3 4% 4 5% 12 4%

⑥ 大学院への進学は考えていない 69 76% 72 77% 60 78% 65 83% 266 78%

⑦ その他 4 4% 5 5% 0 0% 4 5% 13 4%

① 教員採用試験を受けずに、教職大学院のみ受験する 0 0% 0 0% 0 0% 2 3% 2 1%

② 教員採用試験に合格しても受験する 9 10% 7 8% 3 4% 2 3% 21 6%

③ 教員採用試験が不合格だった場合に受験する 8 9% 7 8% 6 8% 0 0% 21 6%

④ 受験しない 71 81% 79 85% 67 88% 74 95% 291 87%

① 学部卒業後すぐに正式採用もしくは講師として教壇に立ちたい 17 18% 13 14% 22 27% 25 29% 77 22%

② 他の教職大学院・修士課程を受験したい 3 3% 6 7% 4 5% 3 3% 16 5%

③ 教職に興味がない 27 29% 32 35% 25 31% 20 23% 104 30%

④ 金銭的な問題（入学金、授業料がかかるから） 31 34% 28 30% 22 27% 19 22% 100 28%

⑤ 一般企業や公務員を希望している 14 15% 13 14% 8 10% 19 22% 54 15%

80

77.7%

395

346

87.6%

79

86.8%

1年生 2年生 3年生

93

94.9%

103

94

91.3%

4年生 合計

98 10391

質問2　上記質問の①もしくは②を選択した人にお尋ねします。（複数回答）

質問3　教職大学院で学ぶ機会があれば、どのようなことを主に学びたいと思いますか（複数回答）

質問4　富山国際大学と福井大学等で予定している新しい連合教職大学院への進学について

質問5　卒業年次に、本学で予定している新しい教職大学院を受験しますか

質問6　受験・進学しない理由は、以下のどれですか（複数回答）

iitou9
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教職大学院に関するアンケート（富山国際大学） 

 

 
学年  ：  １年生   ２年生   ３年生   ４年生   
 
下記の質問に対し該当する番号を選んでください 
 
１．教職大学院に興味をもちましたか 
① 非常に興味をもった 
② どちらかと言えば興味をもった 
③ あまり興味をもてなかった 
④ 全く興味をもてなかった 
 
 

２．上記質問の①もしくは②を選択した人にお尋ねします。 
その理由は以下のどれですか（複数回答可） 

① 教師になるための知識･技能だけでなく資質･能力を磨くことができそうなこと 
② 県外の教員や教員希望者と交流ができそうなこと 
③ 現職教員等の様々な専門職と一緒に学べること 
④ 学校実習とその振り返り(省察)サイクルの中で自分の中に理論ができそうなこと 
⑤ 教員採用試験に有利なこと 

 
 
 
 

３．教職大学院で学ぶ機会があれば、どのようなことを主に学びたいと思いますか 
（複数回答可） 
① 教育課程 
② 教科等指導方法 
③ 生徒指導、教育相談 
④ 学級経営、学校経営 
⑤ 省察による実践と理論の往還 
⑥ 学校づくり 
⑦ 中学校や特別支援学校の教員免許の取得 
⑧ その他 

 
 
  



 
４．富山国際大学と福井大学等で予定している新しい連合教職大学院への進学について 

① 連合教職大学院に進学したい 
② 教員採用試験に合格し、採用までの猶予があれば連合教職大学院に進学したい 
③ 教員採用試験に合格しなかった場合、連合教職大学院に進学したい 
④ 学校現場での経験を積んだ後に、連合教職大学院に進学したい 
⑤ 他大学の教職大学院や、修士課程に進学したい 
⑥ 大学院への進学は考えていない 
⑦ その他 

 
 
５．卒業年次に、本学で予定している新しい教職大学院を受験しますか 

① 教員採用試験を受けずに、教職大学院のみ受験する 
② 教員採用試験に合格しても受験する 
③ 教員採用試験が不合格だった場合に受験する 
④ 受験しない 

 
 
６．受験・進学しない理由は、以下のどれですか（複数回答可） 
① 学部卒業後すぐに正式採用もしくは講師として教壇に立ちたい 
② 他の教職大学院・修士課程を受験したい 
③ 教職に興味がない 
④ 金銭的な問題（入学金、授業料がかかるから） 
⑤ 一般企業や公務員を希望している 

 
 
７．教職大学院について知りたいことや、学びたいことについて、質問や意見があれば書い

てください。 
 



福井大学大学院
福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学
連合教職開発研究科（連合教職大学院）

⼦どもから信頼される
保護者から信頼される

同僚から信頼される

確かな⼒をもった教師になる

⼤学学部卒業後の⽅ 授業研究・教職専⾨性開発コース

学位：教職修⼠（専⾨職）

富⼭国際⼤学が
加わります！

大学院の学びの特長

教員としてはたらきはじめる前に
確かな実践力を育む

１年間 週３日
学校での長期インターンシップ+α

現職の先生方との貴重な学び 子どもの成長過程の追跡
教師の仕事の醍醐味を知る

学校と大学院の往還
専門性を高め続ける 省察の習慣化 貴重な専門職ネットワーク

連合教職大学院のコース
授業研究・教職専門性開発コース

ミドルリーダー養成コース

ü学部新卒者（講師ふくむ）
ü拠点校・連携校における週３⽇の１年間の⻑期インターンシップに従事して、学校づくりに真摯
に取り組む教師たち、⽇々成⻑し続ける⼦どもたちとともに教師の仕事の総体を学ぶ

ü現職教員
ü学校の抱える課題を学校の中で同僚教師と協働して解決することを通し、学校の協働研究を⽀え
るミドルリーダーとしての⼒を培う

ü現職教員
ü実践事例に基づいた省察と再構成を積み重ねながら、学校における組織的・協働的な取り組みを
マネジメントする⼒を培う

学校改革マネジメントコース

学校組織の⼀員、メンバー（not お客さん）として実践研究を推進する
発達・発展の過程を実地で学ぶ・捉える

職責校で働きながら（休職しない）、職責校のカリキュラム・研修デザイン
の課題を研究テーマにすえてその解決や発展を⽬指す実践研究を推進する

職責校で働きながら（休職しない）、職責校の改⾰マネジメントの課題を
研究テーマにすえてその解決や発展を⽬指す実践研究を推進する

長期インターンシップをコアした
大学院の学びの構造 Core Curriculum

長期

インターン
シップ

10単位

コース別選択科⽬（15単位以上）

共通(基本)科⽬（20単位）

共通科⽬と選択科⽬を
学校実習・プロジェクト学習・
カリキュラム開発実践研究
と連動

学校における実習と各系のプロジェクト学習・カリキュラム開発実践研究をコアにして
カリキュラムをデザイン

⼤学院教員によるチーム・ティーチング



カリキュラムを学校のリズムに連動

体育祭 文化祭夏休み

ﾗｳﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ

夏期集中
授業 冬期集中授業

公開研究会

入学式

３月

８月 ９月 11月

２月
１月

５月

７月

10月

卒業式 入試
冬休み中総体

４月

６月

12月

４月 ３月
６月

８月 ９月

２月
１月

５月

７月

10月 11月

ﾗｳﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ開講式

12月
学位記
伝達式

福井大学連合教職大学院の年間学修活動

カリキュラムを学校のリズムに連動

月間カンファレンスと夏期・冬期集中授業ではそれぞれ２つの選択日程（A・B）を設定し、
月間カンファレンスや集中授業は嶺北・嶺南・東京・奈良等の複数会場で実施

学校拠点方式 School-Based Teacher Education
⼀般的な⼤学・⼤学院の教師教育・教員養成

教育学 教授法
学問

ワンショットの学校フィールドワーク
短期間の学校実習

福井⼤学連合教職⼤学院の教師教育・教員養成

ミドルリーダー実習
学校改革マネジメント実習

長期インターンシップ

学生
院生

院生

理論・技術の適用

実践の中の理論
の生成

長期実践事例研究
実践省察カンファレンス

学校と大学院の往還／継続的組織的なネットワークを構築するデザイン
学校の力と大学院の力を結集した教員養成の協働システム

教育委員会からの強力な支援と理解と信頼

拠点校・連携校

学校づくりに真摯に取り組む教師たちの姿から学ぶ
１年間の

長期インターンシップ
（通年：週３日 10単位）

授業の参観・記録、授業の実践

学級経営、特別活動、部活動、校内研修

週間
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ

月間
ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ

集中授業
（夏期冬期）

ラウンド
テーブル長期実践

研究報告

大学院
教員

大学院
教員

学部卒
院生

学部卒
院生

現職
教員院生

現職
教員院生 同僚

教員
同僚
教員

長期インターンシップ（10単位）
の内容と構造



学びの振り返り
長期インターンシップ・実地学修の振り返り

1週間の学校での実地学修の経験を記録にもとづき振り返る
教師の仕事、幼児児童生徒の成長発達過程、学校組織文化等について理解を深める

社会を創る力を培うカリキュラム構想
公教育の理念と学びのデザイン

公教育の理念と授業を核とした学びのデザインについて
学校での実地学習と連動した主題（テーマ）をたて、プロジェクト学習を展開する

学習コーディネーション 省察的実践者として学習をデザインし、コーディネートする実践をおこなう

⼤学院における実践の省察／理論化／意味づけ

授業研究・教職専⾨性開発コース院⽣（学部卒院⽣）が⼤学院教員
を交えて1週間の学校での経験と学び（⻑期インターンシップ・学校
拠点⻑期協働実践プロジェクト・カリキュラム開発実践研究等）を
記録にもとづき振り返り、各⾃の課題を把握し、解決にむけた実践
を探る

週間カンファレンス
Weekly Conference

授業づくりの⻑期実践事例研究Ⅰ & Ⅱ（2単位×２）
幼児児童⽣徒の成⻑・発達⽀援の⻑期実践事例研究Ⅰ & Ⅱ（ 2単位×２ ）
カリキュラム・授業改⾰マネジメント学校拠点⻑期協働実践プロジェクト（８単位）等

6 月 4 日 週間カンファレンス 

2021 年 6 月 4 日（金）12:50-16:00/-17:30(M2 の 1~3 系)※M2 の 4 系、M1 は任意参加 
Zoom ミーティングに参加する:https://zoom.us/j/9327017292  ミーティング ID:932 701 7292  

 
 

担当：揚原、鈴木、高島、畑中 
欠席：揚原、加藤、小泉、荒木/ 遅刻  

【タイムスケジュール】（司会：鈴木） 
○諸連絡（12：50-13：00） 

１．学びの振り返り (13:00～14:05)   

1 2 3 4 5 6 7 8 ９ 

岩城 岩本 
鈴木 

宮本先生 

仲村 木原 

立石 岩瀬 

清川先生 

村林 
川畑 前田 
前田先生 

大西 

市川 五十嵐 

風間先生 

高島 三上 
魚見 

荒木先生 

太刀川 
東 古田 
水野先生 

川崎 
河野 窪田 
松田先生 

畑中 
 蟻塚 大澤 

堀田先生 

藤本 

川西 福田 

【担当の先生】 宮本先生、清川先生、前田先生、風間先生、荒木先生、水野先生、松田先生、堀田先生 
 

—休憩（14:05～14:25）— 

 
 

 
 

                          担当：M2 全員  
欠席荒木/遅刻 

             
２．これまでの時間で理論を読み、検討してきたことを振り返り、学びを価値づける。 （14:25～16:00）（司会：畑中） 

〇各グループで探究を進めていく（14：25～16：00） 

１ 2 3 4 5 6 7 
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五十嵐 
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川﨑 鈴木 

福田 藤本 

魚見 
南雲先生 

ヤスミン先生 
 

 
【担当の先生】ヤスミン先生、南雲先生、遠藤先生、牧田秀先生、大橋巌先生、前田先生、富永先生、堀田先

生、柳澤先生、岸野先生、半原先生 
 

—休憩（16:00～16:20）— 

 
 

 

 

 

 
担当：M2 全員  (司会、議事録担当)  仲村、三上 

 
【担当の先生】高阪先生、南雲先生、堀田先生 
※各教室の掃除に関して 
 カンファレンス終了後の教室の掃除に関してですが、使う前の状態には戻していただくようお願いします。 
※コロナウイルス対策について 
 調査票に毎日記入してください。毎週金曜日の①の時間の担当の先生に確認印をもらってください。 
 また、使用教室についてはドアや窓を開けるなどして換気を行ってください。 
 
3 の時間は、免プロ 3 名（揚原、加藤、小泉）は実地学修の振り返り  担当：宮本先生 

①︓学びの振り返り （13:00 – 14:05） 

②︓社会を創る⼒を培うカリキュラム構想 （14:25 – 16:00） 

③コーディネーション（16:20 – 17:30） ※Ｍ２の 1~3 系(4 系、M1 は任意参加) 

6 月 4 日 週間カンファレンス 

2021 年 6 月 4 日（金）12:50-16:00/-17:30(M2 の 1~3 系)※M2 の 4 系、M1 は任意参加 
Zoom ミーティングに参加する:https://zoom.us/j/9327017292  ミーティング ID:932 701 7292  

 
 

担当：揚原、鈴木、高島、畑中 
欠席：揚原、加藤、小泉、荒木/ 遅刻  

【タイムスケジュール】（司会：鈴木） 
○諸連絡（12：50-13：00） 

１．学びの振り返り (13:00～14:05)   
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川西 福田 

【担当の先生】 宮本先生、清川先生、前田先生、風間先生、荒木先生、水野先生、松田先生、堀田先生 
 

—休憩（14:05～14:25）— 

 
 

 
 

                          担当：M2 全員  
欠席荒木/遅刻 

             
２．これまでの時間で理論を読み、検討してきたことを振り返り、学びを価値づける。 （14:25～16:00）（司会：畑中） 

〇各グループで探究を進めていく（14：25～16：00） 
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【担当の先生】ヤスミン先生、南雲先生、遠藤先生、牧田秀先生、大橋巌先生、前田先生、富永先生、堀田先

生、柳澤先生、岸野先生、半原先生 
 

—休憩（16:00～16:20）— 

 
 

 

 

 

 
担当：M2 全員  (司会、議事録担当)  仲村、三上 

 
【担当の先生】高阪先生、南雲先生、堀田先生 
※各教室の掃除に関して 
 カンファレンス終了後の教室の掃除に関してですが、使う前の状態には戻していただくようお願いします。 
※コロナウイルス対策について 
 調査票に毎日記入してください。毎週金曜日の①の時間の担当の先生に確認印をもらってください。 
 また、使用教室についてはドアや窓を開けるなどして換気を行ってください。 
 
3 の時間は、免プロ 3 名（揚原、加藤、小泉）は実地学修の振り返り  担当：宮本先生 

①︓学びの振り返り （13:00 – 14:05） 

②︓社会を創る⼒を培うカリキュラム構想 （14:25 – 16:00） 

③コーディネーション（16:20 – 17:30） ※Ｍ２の 1~3 系(4 系、M1 は任意参加) 

⼤学院における実践の省察／理論化／意味づけ

授業研究・教職専⾨性開発コース院⽣（学部卒院
⽣）が⼀同に集まり，⼤学教員を交えて，1週間の
学校での経験と学び（⻑期インターンシップ・学
校拠点⻑期協働実践プロジェクト・カリキュラム
開発実践研究等）を記録にもとづき振り返り、各
⾃の課題を把握し、解決にむけた実践を探る

週間カンファレンス
Weekly Conference

授業づくりの⻑期実践事例研究Ⅰ & Ⅱ（2単位×２）
幼児児童⽣徒の成⻑・発達⽀援の⻑期実践事例研究Ⅰ & Ⅱ（ 2単位×２ ）
カリキュラム・授業改⾰マネジメント学校拠点⻑期協働実践プロジェクト（８単位）等
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週間カンファレンス
Weekly Conference

授業づくりの⻑期実践事例研究Ⅰ & Ⅱ（2単位×２）
幼児児童⽣徒の成⻑・発達⽀援の⻑期実践事例研究Ⅰ & Ⅱ（ 2単位×２ ）
カリキュラム・授業改⾰マネジメント学校拠点⻑期協働実践プロジェクト（８単位）等

学習コーディネーション

授業づくりの⻑期実践事例研究Ⅰ & Ⅱ（2単位×２）
幼児児童⽣徒の成⻑・発達⽀援の⻑期実践事例研究Ⅰ & Ⅱ（ 2単位×２ ）
カリキュラム・授業改⾰マネジメント学校拠点⻑期協働実践プロジェクト（８単位）等週間カンファレンス

Weekly Conference

省察的実践者の教育
（ショーン, 2017）

u 大学院生（学部卒院生）と大学院教員による
協働の大学院授業づくり

u 週間カンファレンスの学修テーマ、教材、展
開、グルーピング含めた学修方法、学修支援
等の検討、決定

u M2以上の大学院生が、運営から議論、意思
決定まで行う

u 大学院教員は議論に参画し、相談に乗ったり、
助言を行ったりする



授業研究・教職専⾨性開発コース院⽣・ミドルリーダー養成コース・学
校改⾰マネジメントコース院⽣（現職教員）が集まり、⽇々の実践と学
校の展開を語り合うことで、教育改⾰の動向や学校・教師の協働⽂化を
理解するとともに、次への展望を協働でひらく。

⽉間カンファレンスのテーマ

４⽉ ５⽉ ７⽉ １０⽉ １１⽉ ２⽉ ３⽉

学校の
協働研究

教育改⾰の展開
を踏まえ，⻑期
的な実践の展望
を拓く

学校での協働研
究の現状を踏ま
え，これからの
展望を拓く

実践の展開を振
り返り課題をと
らえ直す

世代を超えて
学び合う

他校の研究を⽀
える
学校ネットワー
クを編み込む ⻑期実践研究

報告会
学位記伝達式

再出発の
カンファレンス授業改⾰・

カリキュラム
マネジメント
実践事例研究

現在の実践とこ
れまでの学びを
語り振り返り、
展望をたてる

実践記録を吟味
する

実践の展望を定
め、挑戦する

⾃分⾃⾝の実践
の挑戦を語るⅠ 

⾃分⾃⾝の実践
の挑戦を語るⅡ 

⼤学院における実践の省察／理論化／意味づけ

⻑期実践事例研究Ⅰ & Ⅱ（2単位×２）
幼児児童⽣徒の成⻑・発達⽀援の⻑期実践事例研究Ⅰ & Ⅱ（ 2単位×２ ）
コミュニティとしての学校と教師の⼒量形成学校拠点⻑期協働実践プロジェクト（８単位）等月間カンファレンス

Monthly Conference
⼤学院における実践の省察／理論化／意味づけ

7月10日 福井：Online Zoom

司会進行：高田
9:30 ガイダンス

諸連絡

9:35 セッション
（9:35-11:15）

11:15 事務連絡

11:35 昼休み

12:35 コース別
（12:35-14:00） 授業実践を語り，聴き，ひらく

peaking, Listening and Opening up to One's Own
Practice

12:35

組織のプロセスを探る
Looking into the Organization Process

14:00 個別相談 必要に応じて、学校担当者との個別相談
Consultation time with the staff in charge, if needed

14:00 必要に応じて、学校担当者との個別相談
Consultation time with the staff in charge, if needed

前期の展開をふり返り，課題をとらえ直す　グループ①
ラウンドテーブルでの学びをふまえて，
M1院生は，前期の展開をふり返り，夏のサイクルで検討していきたい課題を探る。
M2院生は，長期実践報告に向けてこれまでの実践をふり返り，捉え直す視点を探る。
　
Reflecting on the Developments throughout the First Term and Rethinking of the Issues in Hand       Group 1
Based on the learning earned from the Roundtable,
First year students will reflect on the first term, and look into the issues they want to consider during the Summer Intensive Course.
Second year students will reflect on their practice up till now, and look for viewpoints to reconsider in preparation for writing their practice record.

7月の合同カンファレンス
he July's Monthly Conference

前期の展開をふり返り，課題をとらえ直す

夏のサイクルに向けて，課題を探っていく

Reflecting on the Developments throughout the First Term and Rethinking of the Issues in Hand
Looking into Some Issues towards the Summer Intensive Course

今日の流れの説明
Orientation on the day

前期の展開をふり返り，課題をとらえ直す
eflecting on the Developments throughout the First erm and ethinking of the Issues in Hand

＜カンファレンスの中で考えたこと、感じたことを振り返り、印象深いことについての記録を７月１８日（日）までに作り、アップロードしてください。＞
Please write a report reflecting on what you thought of, what you felt, and what left great impression in yourself and submit it by July 18th.

夏の集中講座の概要と準備しておくこと 　柳澤
後期の進め方（10月・11月合同カンファレンス）について 　柳澤
Outline and Preparation for the ummer Intensive Course   Yanagisawa
About the second term (monthly conference of October and November)      Yanagisawa

Lunch Break

　　　　　　　　　　　　　　　授業研究･教職専門性開発コース及びミドルリーダー養成コース 学校改革マネジメントコース

自校前期の指導主事訪問や他校の研究集会等，前期に実践した
授業や参観した授業、さらには週間カンファレンスでの授業づくり
に関わる学びについて語り，聴き，授業づくりで取り組んでいきたい
ことについて，後期に向けた展望を拓く。
グループ②

Speaking about and listening to each other's practices, classes observed,
research assemblies, supervisor's school visit and also the learning
earned from the weekly assembly on designing classes, and looking into
new prospects towards the second term.
Group 2

４・５月の合同カンファレンスを中心に取り上げてきた教育改革の動
向を踏まえ、それを自らの学校園等の組織で実現していくためにはど
のようにしていけば良いか、理論を手がかりに考え、今後の実践の展
望を拓く。
グループ②
○資料を読む　(12:35～13:15)
Ｍ１院生　コミュニティオブプラクティス(第３章)
Ｍ２院生　プロセスコンサルテーション(第１部第１章)又は
　　　　　学習する組織(第１・２章)
○資料の内容をもとに考えたことを語る（13:15～14:00）

Looking into new possibilities and initiatives towards
realizing educational reform in your own schools based on the
trends raised during April's and May's conferences. Thinking of
theoritical clues towards opening new practical possibilities.
Group 2
* Reading the maerials (12:35 ~ 13:15)
First year students         Cultivating Communities of Practice
(Chapter 3)
Second year students     Process Consultation (First chapter of
the first part) or The Fifth Discipline (chapters 1 and 2)
* Discussing what you thought of based on your reading.

授業研究・教職専⾨性開発コース院
⽣・ミドルリーダー養成コース・学
校改⾰マネジメントコース院⽣（現
職教員）が⼀同に集まり，⽇々の実
践と学校の展開を語り合うことで，
教育改⾰の動向や学校・教師の協働
⽂化を理解するとともに，次への展
望をひらく。

月間カンファレンス
Monthly Conference

⻑期実践事例研究Ⅰ & Ⅱ（2単位×２）
幼児児童⽣徒の成⻑・発達⽀援の⻑期実践事例研究Ⅰ & Ⅱ（ 2単位×２ ）
コミュニティとしての学校と教師の⼒量形成学校拠点⻑期協働実践プロジェクト（８単位）等

カリキュラムのデザインの実践事例研究
学習コミュニティマネジメント実践事例研究
学習コミュニティマネジメント事例研究
公教育改⾰の課題と実践 教師の実践的⼒量形成の課題と実践 学校と社会 等

夏期集中講座（3⽇×3Cycle or 2Cycle）

Cycle 1 ＜実践記録を読む＞
⻑期にわたる学習の展開と
それを⽀える教師の実践
⻑期にわたる実践の展開を跡づけた記録を読み解
き，そこでの学習者の成⻑・コミュニケーション
の発展・コミュニティの形成を検討するとともに，
それらを⽀える教師の実践とそのコミュニティの
在り⽅を探る

Cycle 2 ＜実践の架橋理論の検討＞
実践コミュニティ/学習する組織
⼀⼈ひとりの探究とそのコミュニケーションの基
盤となる実践コミュニティ・学習組織研究を検討
する

Cycle 3 ＜実践の事例研究とその⽅法＞
実践の展開・実践者の⼒量形成・
コミュニティのプロセスをとらえ直す
（１系・２系・２系特⽀・３系）
Cycle 1 2をふまえ，これまでの⾃⾝の実践の展開と
その意味を改めてとらえ直し，報告として まとめる
検討

Cycle 1 公教育の課題/学校と社会
Cycle 2 ⻑期実践研究報告の執筆（１系・２系・２系特⽀・３系）

公教育の理念を把握し、専⾨職としの責務を確認する

⻑い実践の展開を跡づけ，吟味し，価値を探る
跡づけを踏まえて，今後の展開の可能性を探る
実践の展開を共有し，その価値と課題を公的に表明する

⼤学院における実践の省察／理論化／意味づけ
冬期集中講座（3⽇×2Cycle or 1Cycle）

夏期・冬期 集中講座
Intensive Conference

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
探究する学びを実現する教師 
教師を支える教職大学院 
教師の実践力を培う学校拠点の実践研究 
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新しい実践研究組織とそのネットワーク 

 

2022.6.18-19 
教師教育改革コラボレーション/福井大学連合教職大学院 

福井大学大学院 福井大学･奈良女子大学･岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科 
後援 福井県教育委員会 

独立行政法人国際協力機構北陸センター 

  

 

実践研究 福井ラウンドテーブル 
2022 Summer sessions 

6/18(sat)  10:00-17:40 
   19(sun)   8:20-14:00 

福井大学総合研究棟V（教育系1号館）総合研究棟 

online-offline hybrid sessions with Zoom 
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Round Tables:
Summer Sessions 2022
for Reflective Practice 
and Organizational Learning
in University of Fukui

For Communities of Practice and Reflection, since 2001

online-offline hybrid sessions with Zoom 
  by FK  20170520 

 
 
 
 
 

66666/18(sat) 10:00-17:40 (Zoom接続開始 9:30)  
SessionⅠ教職大学院改革特別フォーラム 10:00-12:00 

         「新たな教師の学び」を支える協働のために 
更新制講習以後の研修改革の展望をどう描くか 

SessionⅡ 
     学校・教育・地域を考える 5つのアプローチ 13：00－17：40 

13：00-14：00は全体でのポスターセッション, 各 Zoneのセッション開始は 14：30から 
 

A 学校/インクルーシブ：21 世紀の学びを実践する教師の学習コミュニティを培う 
―多様な子どもたちの学びと育ちを支えるコミュニティを培うー 

B 教師教育：働き方改革と学び合う学校づくり:組織･コミュニティ･カリキュラムのマネジメント 

C コミュニティ：持続可能なコミュニティをコーディネートする 
－つどい、つながり、新しい価値をつむぐ－ 

D International：International Initiatives on Collaborative Learning 

E 探究：学(まな)びと教(おし)えのあたらしいすがたｶﾀﾁをみんなでかんがえよう 
－学校新設(がっこうしんせつ)!? ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄをはじめよう PART2－ 

 

6/19(sun) 8:20-14:00  

SessionⅢ Round Table Cross Sessions 
実践の長い道行きを語り 展開を支える営みを聞き取る 

①はじめに 8:20-8:40 ②自己紹介 8:40-9:00 ③報告Ⅰ9:00-10:40 ④報告Ⅱ10:40-11:40 ⑤報告Ⅲ12:20-14:00 

 地域や職場で自分たちの実践をじっくり跡づけ、その省察をふまえて実践を編み直していく。 
地域・職場を大人同士が実践を通して学び合う協働体（コミュニティ）に変えていく。その中で
一人一人が、省察的で主体的な実践者としての力を培っていく。そうした地道な取り組みが少し
ずつ蓄積されてきています。 
 試行錯誤を重ねながら大切に進められてきているそうした取り組みを、より広く伝え合い、じっ
くり展開を聞き取り、学び合う場を作りたいと思います。  

小グループで実践の展開を聴き合います。  

 実践記録を土台に実践の歩みをじっくり語っていきたいと思います。心に残っている場面。 
言葉、表情、行為。その時々に感じていたこと。ふりかえる中で見えてきたつながり。話し 
合いと記録づくりの中ではじめて気づいたこと。いま改めて跡づけ直して考えていること。 
 語られる展開に耳を傾け、活動の場面を共有し成長のプロセスを探っていきたいと思います。

実践の過程をじっくり語り・聞きあう場、実践を共有して協働探究できる関係がより広く培わ 
れていくことが、その後の実践への問いの深まりを支える拠り所になると思います。 

  
●Zoomによる開催になります。詳しくは下記の教職大学院ホームページをご覧ください。 
●参加申し込みが必要です。ホームページの申し込みフォームからお願いいたします。 
 次の URLからも申し込み可能です。 
    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg2mnC2b5zC33XbWmquNky05DnnrHwERmVyt_bVw7oOqPrpQ/viewform 

●6/19の sessionⅢの実践報告者を募集しています。申し込みの際にお知らせ下さい。 
 
●6/19の sessionⅢの参加についてのお願い＝午前午後全日程（8:20-14:00）の参加をお願いします。 

ラウンドテーブルでは少人数で互いの実践の長い展開を聴き合い、考え合うことを目的としています。 
そのため 8:20-14:00の全日程を 6人程度の固定メンバーの小グループでの協働探究として進めます。 
原則として 8:20-14:00の全日程に参加できるメンバーで進めますので、よろしくお願いいたします。 

 
プログラムの変更等があり得ます。 

最新の情報を福井大学連合教職大学院ホームページ http://www.fu-edu.net/をご確認ください。 

実践研究福井ラウンドテーブル spring sessions 2022.6.18-19 

実践研究 
福井ラウンドテーブル 
2022 Summer sessions 
The 20th anniversary year of Round Table Cross Session 
 in University of Fukui since 2001 

 



⻑期実践報告の作成と発表（３単位）
カリキュラム開発実践研究Ⅳラウンドテーブル

Round Table
ラウンドテーブル

Round Table

⻑期実践報告の作成と発表（３単位）
カリキュラム開発実践研究Ⅳ

ラウンドテーブル
Round Table

⻑期実践報告の作成と発表（３単位）
カリキュラム開発実践研究Ⅳ ラウンドテーブル

Round Table

⻑期実践報告の作成と発表（３単位）
カリキュラム開発実践研究Ⅳ



ラウンドテーブル
Round Table

⻑期実践報告の作成と発表（３単位）
カリキュラム開発実践研究Ⅳ ラウンドテーブル

Round Table

⻑期実践報告の作成と発表（３単位）
カリキュラム開発実践研究Ⅳ

⼤学院における実践の省察／理論化／意味づけ

Round Table：Summer Conference（6⽉）Spring Conference
（3⽉）

⻑期実践研究報告

本人

他校教員
研究者

⻑期の教育実践の省察を
⽀えるプロセス

基盤理論書の読解

記録を元に
した省察

本人
他業種専

門家・他
県教員・
研究者

ラウンド
テーブル

教師の専⾨性を⽀える
プロセス

報告書を元
にした省察
公教育の理念
⼦どもの
成⻑発達

学校の協働の
組織学習

教師のライフヒストリー

異なる基盤集団
との語りあい

異なる準拠枠を持つ⼈との語らいは、
⾃らのフレームの捉えなおしを引き起こす

刊⾏物
歴史的評価

⻑期実践を書く

優れた教育
実践の読解

⼦どもの
成⻑発達

本人

実践コミュニティ

同僚
教師

協働省察

学校での⽇々の教育活動
を⽀えるプロセス

記録と語りと傾聴

発問応答・教材 ⼦どもの⼼境

時間

教科の学び

長期実践研究報告
Longitudinal Practical Research Report

⻑期実践報告の作成と発表（３単位）
カリキュラム開発実践研究Ⅳ

⼤学院における実践の省察／理論化／意味づけ

長期実践研究報告
Longitudinal Practical Research Report

　　福井大学連合教職大学院　「学校改革実践研究報告」目録
NO
.

タイトル サブタイトル 名前 所属 発行年度 キーワード コース

1 幼児教育における異年齢交流の実践研究 福井大学教育地域科学部附属幼稚園の実践
を通して

安部 康子・川
崎 恵理 附属幼稚園 2003.3 幼稚園、異年齢交流、研究、ペア・グループ学習、

園外とのかかわり SL

2 スポーツライフにつながる新しい体育科授業の
研究 反省的実践による体育科授業から 赤澤 孝弘 附属小学校 2003.3 小学校、体育、スポーツの社会的役割、スポーツライ

フ、授業実践 SL

3 反省的実践による新しい授業デザインの研究 総合学習における授業者の立場から 田代 光一 福井市豊小学校 2003.3 小学校、総合学習、授業実践、楽しい授業デザイ
ン、反省的実践 SL

4 省察的授業の時間的展望における実践コミュ
ニティの漸成展開

美術教育の授業を核として協同探究が公共的・
重層的に拡張していく実践の一年間の記録 余座　正之 附属小学校 2003.3 小学校、美術、省察的実践、協働プロジェクト、授

業実践、実践コミュニティ SL

5 子どもたちの科学的な探究を支える教師の省
察的実践

子どもたちの科学的な探究を支える教師の省察
的実践 木本 茂 附属中学校 2004.3 中学校、理科、授業実践、探求活動、省察 SL

6 学校改革と教師の実践共同体 伊那小学校の総合学習と教師の協働研究の
展開課程 田中 浩司 2004.3 小学校、総合学習、学校改革、省察、実践共同体 SL

7 ものづくりの探究の展開と教師の反省的実践 技術教育で学ぶことは何か 森阪 康昌 附属中学校 2004.3 中学校、技術、探求、カリキュラムデザイン、研究実
践、環境教育、技術教育 SL

8 協働の実践を省察　再構成する力を培う社
会科 向当 誠隆 附属中学校 2005.3 中学校、社会、探求、実践から省察、探求的な学

びを支える土台、研究システム、カリキュラムデザイン SL

9 探究するコミュニティへのプロセス 数学科カリキュラム構成と全体研究運営をデザイ
ンする 牧田 秀昭 附属中学校 2005.3 中学校、数学、授業研究、探求するコミュニティ、全

体研究運営のデザイン SL

10 実践コミュニティとしての学校 小野 直樹 2006.3 小学校、学級運営、実践コミュニティ、総合学習、
相互障害状況を越える学習集団 SL

11 ナラティブを用いた作業療法臨床実習の振り
返り 対象者中心の作業療法実践のために 石田 圭二 福井医療技術専門

学校 2006.3 臨床実習、省察、個人、集団、物語、理解、教師
の役割 SL

12 看護実践能力育成に関する実践研究 実習経験の省察を手がかりにして 市波 和子 福井医療技術専門
学校 2006.3 看護、臨地実習、物語、インタビュー、課題と組立、

実習のあり方 SL

13 ＳＴ養成における実習教育を振り返ることで
見えてきた『実践の中の知』 木田 章 福井医療技術専門

学校 2006.3 臨床実習、評価表、見直し、早期体験型実習、振
り返り、変化 SL

14 つながりあって育つー物語教材を使った授業で
培われる学びの探究 物語教材を使った授業で培われる学びの探究 竹澤 勇 附属小学校 2006.3 授業研究、物語教材、国語、人と人との関係性、コ

ミュニケーション SL

15 理科学習における探究活動の構成と科学的
リテラシー

１７年間の実践のあゆみをつかみ直し、これから
の理科学習を展望する 竹澤 宏保 附属中学校 2006.3 科学的リテラシー、理科学習、リサーチ学習、核とな

る学び、コミュニケーション活動 SL

1/36 ページ

　　福井大学連合教職大学院　「学校改革実践研究報告」目録
NO
.

タイトル サブタイトル 名前 所属 発行年度 キーワード コース

508 子どもと保育者が育ち合う、学び合う園を創る 園の魅力を作るささやかな試み 伊藤　康弘 さくら認定こども園 2022.2 MG

509 関係性の質の向上を通して、組織文化を改
革する

多様な人との関りを楽しみながら、語り合い学び
合う 嵩谷　浩太郎 和田こども園 2022.2 MG

36/36 ページ
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⻑期実践報告の作成と発表（３単位）
カリキュラム開発実践研究Ⅳ



進学のメリット
Merit

その１ 富山国際大学からの推薦進学！ ※申請のみの簡単な手続き

その２ 教員採用試験合格を保持したまま進学可！

その３ 教員としてはたらきはじめる前に確かな実践力を育む
１年間の長期インターンシップ+αの学校での経験
現職の先生方との貴重な学び 子どもの成長過程の追跡
教師の仕事の醍醐味を知る

学校と大学院の往還
専門性を高め続ける 省察の習慣化 貴重な専門職ネットワーク

※教員採用試験の出願時に申請チェックが必要 カリキュラムの中で

 教員養成フラッグシップ大学構想調書 福井大学 
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【3】全国的な教員養成ネットワークの構築と成果の展開  
大学改革ネットワークにおける広がりと実効性のジレンマを超えるために: 実効性のある改革モデルを

実現しようとするならば､長期的な学習過程を複合的有機的に結び支えるカリキュラムデザインとそれをマ

ネジメントする組織およびその担い手の力量形成サイクルの実現が不可欠となるが､そうした実践複合は短

期的に形成することも移植することも出来ない｡しかし､短期的な拡大を目指し､大学の現状の組織に組み込

み可能な小ユニットの構成と普及に止まる限りは､目的とする 21 世紀の学習を支える教師の実践力形成の

ための実効性あるカリキュラムを創る組織改革にはつながらない｡即効性と実効性をめぐるジレンマはここ

でも必至であり､従来の改革の試行錯誤を踏まえた長期発展的なジレンマ･マネジメントが不可欠となる｡ 
 三つの相補的なアプローチを連動させて展開していくことが､当面の課題となる｡まず①広がりを確保でき

る小さな協働のサイクルを､長期的な発展展望の中で展開していくことであるが､同時に､②実効性あるカリ

キュラム改革の実践をめぐる相互研究を高度化し､組織改革プロセスそのものの研究を進め､実効性ある改革

実現のためのロードマップを実践に基づき具体化していくことが必要となる｡そしてこれらを媒介するため

に､③広がりと実効性の双方のアプローチが照し合い交流していく場を継続的発展的に組織する｡④こうした

交流･媒介のためにも ICTは有力な支援システムとなり得る｡オンラインによる定期的な交流･情報共有､実践

と改革の記録と情報を恒常的に共有し長期的に検証していくためのデジタル･アーカイブスの構築･システム

化が求められる｡そしてここでも､⑤ネットワーク組織の担い手の力量形成という隠された課題があることも

指摘しておかなければならない｡ 
 
1．広がりと実効性を両立する展開のための養成研修改革の多重ネットワーク 

教職大学院における協働カリキュラム改革のための単位互換ネットワークの構築 

  学校の中心的な担い手教員が学校を離れることなく学ぶことの出来る教職大学院の実現 

 現職教員が取り組んでいる自校での改革プロジェクトをめぐる実践研究を核に据えた学校拠点カリキュラ

ムと時間空間が自由なオンデマンド型授業のコラボレーションを､大学間ネットワークを利用して実現する｡ 

現職研修における実践力形成サイクル実現とそのための地域内･地域間･全国ネットワーク 

 

観点④イ ネットワーク 観点①イ 連携体制 

 

教員養成
フラッグシップ⼤学

「主体的・対話的で深い学び」を⽀える教師の実践⼒を培うために:
省察的実践の⻑期漸成サイクルをコアとする養成研修カリキュラムの実現と学校・教育委員会・地
域・⼤学「専⾨職学習コミュニティ・DX多重協働ネットワーク」の構築

全国各地の協働実践校・大学・機関との
教師教育改革コラボレーションで広がる

ラウンドテーブル

福井⼤学

奈良⼥⼦⼤学

岐⾩聖徳学園⼤学

奈良
RT

東京サテライト
板橋区

信州
RT

札幌
RT

⻑崎
RT

福島
RT

宮古島市

宮古島
RT

福井
RT

東京S
RT

関⻄
RT ⾚⼆中

RT

岐⾩
RT

静岡
RT



G. JICA課題別研修
1) 2022年11⽉〜2023年2⽉
2) エチオピア、マラウイ、南ア、

エスワティニ、ウガンダ、ザン
ビア、ルワンダ各2名(計14名)

3) 未定
4) 授業研究の質的向上を⾒据えた

研修をオンラインで実施。

A .エジプト・⽇本教育パートナーシップ
1) 2019年1⽉〜2024年12⽉
2) エジプト
3) 計7,200万円
4) ⽇本型学校の教員を対象にした研修を

実施。2022年度はオンラインによる
フォローアップを計画。2022年度は1
か⽉×3回実施予定(８⽉・11⽉・1⽉)

F. ⽂部科学省 教員研修留学⽣
1) ①2021年10⽉〜2023年3⽉

②2022年10⽉〜2024年3⽉
2) ①ブータン(1)、メキシコ(1)、ナミビア(1)

②未定
3)文部科学省予算活用
4)世界の教師教育に関する協働探究の実施

I. ⽂部科学省 国費留学⽣
1) ①2022年4⽉〜2024年3⽉
2) ①タイ(1)
3) 文部科学省予算活用
4) 世界の教師教育に関する協働探究の実施

E. ⽇本型教育の海外展開(Edu-Port)
1) 2022年7⽉〜2024年3⽉
2) アフリカ
3) 未定
4) アフリカ・⽇本を結ぶ教師の専

⾨職学習コミュニティネット
ワークの構築

B. JICA技術協⼒プロジェクト(補強)
1) ①2022年2⽉〜2023年6⽉（更新予定）

②2022年3⽉〜2024年6⽉
2) ①ヨルダン、②パキスタン
3) ①1,233万円、②877万円
4) ⺠間コンサルタント会社と連携して、

「誰ひとり取り残さない教育改善」に
取り組む

C. ALTの受け⼊れ
1) ①2021年4⽉〜2023年3⽉

②2022年4⽉〜2024年4⽉
2) ①1名、②2名
3) 福井県教育委員会との連携
4) 福井県内のALTと協働探究の実

施

D. コンケン⼤学協定タイ教員研修
1) 2022年4⽉〜
2) コンケン⼤学との連携協定によ

る授業研究開始
3) 未定
4) コンケン⼤学にサテライト設置

案

凡例
1) 期間
2) 対象者・協⼒
3) 事業費
4) 概要

横断的な取り組み
【教材開発】遠隔研修⽤の授業研究紹介ビデオの作成
【関係機関との連携】JICA、国際交流協会等との定例意⾒交換会の実施
【ネットワークの拡⼤】RT、⽉間カンファでの⽇本語による参加機会確保

H. JICA草の根技術協⼒事業
1) 2022年10⽉〜2024年10⽉
2) マラウイ
3) 計1,000万円
4) ナリクレ教員養成⼤学を核とし

た教師の専⾨職学習コミュニ
ティネットワークの構築

J. JICA国別研修
1) 2023年2⽉〜2023年3⽉
2) ジプチ
3) 未定
4) 初等算数教育強化

K. OECD Education 2030 
1) 2015年〜現在
2) OECD加盟国・⽂科省
3) 未定
4) 福井県を核とした地域エコ

システムを形成し、OECD・
⽇本共同研究に参画。

教師教育改革グローバリゼーション
拠点校・協⼒校

⼤学院連携校

⼤学院に⼊学した現職教員

若⼿院⽣

同僚教員

国内外の学校・教育機関から
参加した教員・教育関係者

国内外の⼤学・教育機関から
参加した研究者・教育関係者

⼤学院教員

⼤学院教員
実務家+研究者

ラウンド
テーブル集中講座

週間／⽉間
カンファレンス

事例研究

教員間の
協働研究を
⽀える

学校の
現実の課題を
研究する

国内外の⼤学・教育機関と
省察的実践・教師教育改⾰の
コラボレーション

学校での具体的な事例を
持ち寄って協働研究を⾏う

⼤学院に⼊学した
連携校教員

福井⼤学連合教職⼤学院の概要
n学校拠点の協働実践研究プロジェクト
「学校拠点⽅式」により、学校の現実の課題（学校改⾰・授業
改善）の中⼼的担い⼿の実践⼒（学校マネジメント・ミドル
リーダーシップ・授業デザイン）形成を⽀える

Ø 「主体的・対話的で深い学び」を実現・保障・⾰新す
る授業とカリキュラムの開発・⾼度化

Ø 学びと評価の転換をめぐる実践・研究
Ø ICTを活⽤した探究的な学びの推進、学びの個別最適

化（パーソナライズ）と公正性・インクルージョンの
実現



フリガナ

氏名

＜就任（予定）年月＞

－ 学長
ウエダ　タカノリ

上田　孝典
＜令和５年４月＞

医学博士
福井大学 学長

（令和５年４月～令和７年３月）

現　職
（就任年月）

別記様式第３号（その１）

（用紙　日本工業規格Ａ４縦型）

教 員 名 簿

学 長 の 氏 名 等

調書
番号

役職名 年齢
保有

学位等
月額基本給
（千円）



フリガナ

氏名

＜就任（予定）年月＞

1 専
教授
(研究
科長)

ｷﾑﾗ ﾕｳ
木村　優

＜令和６年４月＞

博士
（教育
学）

 長期インターンシップA・B
 ミドルリーダー実習ⅠA・B
 ミドルリーダー実習ⅡA・B
 ミドルリーダー実習ⅢA・B

 学校改革マネジメント実習ⅠA・B
 学校改革マネジメント実習ⅡA・B
 学校改革マネジメント実習ⅢA・B

 カリキュラムのデザインの実践事例研究Ａ
 カリキュラムのデザインの実践事例研究Ｂ

 カリキュラムマネジメント実践事例研究
 カリキュラム改革マネジメント実践事例研究Ａ
 カリキュラム改革マネジメント実践事例研究Ｂ

 授業づくりの長期実践事例研究Ⅰ
 授業づくりの長期実践事例研究Ⅱ

 カリキュラムマネジメント長期実践事例研究Ⅰ
 カリキュラムマネジメント長期実践事例研究Ⅱ

 教師の実践的力量形成の課題と実践
学校拠点・省察的実践コアサイクルⅠ(状況把

 握・テーマ設定・試行のサイクル）
学校拠点・省察的実践コアサイクルⅡ(基本的展

 開サイクル構築展開と省察）
学校拠点・省察的実践コアサイクルⅢ(長期展開

 サイクルの構成展開)
学校拠点・省察的実践コアサイクルⅣ(長期展開

 サイクルの展開・省察・展望)
学校拠点・省察的実践コアサイクルⅤ(長期展開

 サイクルの記録化・交流・評価)
カリキュラム・授業改革マネジメント学校拠点長

 期協働実践プロジェクト
 カリキュラム改革事例研究とその理論

 授業改革事例研究とその理論
 長期実践報告の作成と発表（１系）

 教師の力量形成のための組織学習事例研究

1通
1通
1通
1通
1通
1通
1通
1前
1前
2前
1前
1前
1前
1後
1前
1後
2後
1前

1後

2前

2後

2後

2通

2前
1前
2後
2前

10
7
1
2
7
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2

2

2

2

1

8

2
2
3
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1
1
1
1

福井大学大学院 福
井大学・奈良女子
大学・岐阜聖徳学
園大学連合教職開
発研究科教職開発
専攻教授
（平成23年４月）

5日

2 専 教授

ｷｼﾉ(ﾏﾂｼﾏ) ﾏｲ
岸野（松嶋）麻衣

＜令和６年４月＞

博士
（人文
科学）

 長期インターンシップA・B
 ミドルリーダー実習ⅠA・B
 ミドルリーダー実習ⅡA・B
 ミドルリーダー実習ⅢA・B

 カリキュラムのデザインの実践事例研究Ａ
 カリキュラムのデザインの実践事例研究Ｂ

 カリキュラムマネジメント実践事例研究
幼児児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研

 究Ⅰ
幼児児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研

 究Ⅱ
成長発達支援組織マネジメント長期実践事例研究

 Ⅰ
成長発達支援組織マネジメント長期実践事例研究

 Ⅱ
 教師の実践的力量形成の課題と実践

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅠ(状況把
 握・テーマ設定・試行のサイクル）

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅡ(基本的展
 開サイクル構築展開と省察）

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅢ(長期展開
 サイクルの構成展開)

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅣ(長期展開
 サイクルの展開・省察・展望)

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅤ(長期展開
 サイクルの記録化・交流・評価)

幼児児童生徒の成長・発達支援学校拠点長期協働
 実践プロジェクト

 成長と発達の実践研究
 成長発達支援の事例研究

 長期実践報告の作成と発表（２系）
 教師の力量形成のための組織学習事例研究

1通
1通
1通
1通
1前
1前
2前
1前

1後

1前

1後

2後
1前

1後

2前

2後

2後

2通

2前
1前
2後
2前

10
7
1
2
2
1
1
1

1

1

1

1
2

2

2

2

1

8

2
2
3
2

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1
1
1

福井大学大学院 福
井大学・奈良女子
大学・岐阜聖徳学
園大学連合教職開
発研究科教職開発
専攻教授
（平成19年４月）

5日

3 専 教授

ﾋﾛｻﾜ　ｱｲｺ
廣澤　愛子

＜令和６年４月＞

博士
（心理
学）

 長期インターンシップA・B
障害児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研

 究Ⅰ
特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅠ

 (状況把握・テーマ設定・試行のサイクル）
特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅡ

 (基本的展開サイクル構築展開と省察）
特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅢ

 (長期展開サイクルの構成展開)
特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅣ

 (長期展開サイクルの展開・省察・展望)
特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅤ
(長期展開サイクルの記録化・交流・評価)

1通
1前

1前

1後

2前

2後

2後

10
1

2

2

2

2

1

1
1

1

1

1

1

1

福井大学大学院 福
井大学・奈良女子
大学・岐阜聖徳学
園大学連合教職開
発研究科教職開発
専攻教授
（平成19年12月）

5日

担当授業科目の名称
配当
年次

担 当
単 位 数

年 間
開 講 数

現　職
（就任年月）

申請に係
る大学等
の職務に
従事する
週当たり
平均日数

別記様式第３号（その２の１）

（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

教 員 の 氏 名 等

（大学院福井大学・岐阜聖徳学園大学・富山国際大学連合教職開発研究科教職開発専攻）

調書
番号

専任等
区分

職位 年齢
保有

学位等

月額
基本給

（千円）



4 専 教授

ｱｷﾔﾏ ﾏｻﾉﾘ
秋山　晶則

＜令和６年４月＞

文学修
士※

 長期インターンシップA・B
 成長と発達の実践研究

 成長発達支援の事例研究

1通
2前
1前

10
2
2

1
1
1

岐阜聖徳学園大学
教育学部教授
（平成19年４月）

5日

5 専
特命教

授

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｮｳｲﾁ
柳澤　昌一

＜令和６年４月＞

教育学
修士※

 長期インターンシップA・B
 学校改革マネジメント実習ⅠA・B
 学校改革マネジメント実習ⅡA・B
 学校改革マネジメント実習ⅢA・B

 学習コミュニティマネジメント実践事例研究Ａ
 学習コミュニティマネジメント実践事例研究Ｂ

 学校協働組織のマネジメント
 組織学習マネジメント実践事例研究Ａ
 組織学習マネジメント実践事例研究Ｂ

 組織改革マネジメント実践事例研究
 公教育改革の課題と実践

 学校と社会
学校拠点・省察的実践コアサイクルⅠ(状況把

 握・テーマ設定・試行のサイクル）
学校拠点・省察的実践コアサイクルⅡ(基本的展

 開サイクル構築展開と省察）
学校拠点・省察的実践コアサイクルⅢ(長期展開

 サイクルの構成展開)
学校拠点・省察的実践コアサイクルⅣ(長期展開

 サイクルの展開・省察・展望)
学校拠点・省察的実践コアサイクルⅤ(長期展開

 サイクルの記録化・交流・評価)
コミュニティとしての学校と教師の力量形成学校

 拠点長期協働実践プロジェクト
 学習コミュニティマネジメント事例研究

 教師の力量形成のための組織学習事例研究
 長期実践報告の作成と発表（３系）

学校組織マネジメント学校拠点長期協働実践プロ
 ジェクト

 学校改革マネジメント実践事例研究
 学校改革マネジメント実践事例特別研究

 学校改革マネジメント長期実践報告の作成と発表

1通
1通
1通
1通
1前
1前
2前
1前
1前
2前
1後
1後
1前

1後

2前

2後

2後

2通

1前
2前
2後
2通

2前
1前
2後

10
7
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
2

2

2

2

1

8

2
2
3
8

2
2
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1
1
1
1

1
1
1

福井大学大学院 福
井大学・奈良女子
大学・岐阜聖徳学
園大学連合教職開
発研究科教職開発
専攻教授
（昭和61年４月）

5日

6 専 准教授

ﾊﾝﾊﾞﾗ ﾖｼｺ
半原　芳子

＜令和６年４月＞

博士
（人文
科学）

 長期インターンシップA・B
 ミドルリーダー実習ⅠA・B
 ミドルリーダー実習ⅡA・B
 ミドルリーダー実習ⅢA・B

幼児児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研
 究Ⅰ

幼児児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研
 究Ⅱ

 公教育改革の課題と実践
 学校と社会

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅠ(状況把
 握・テーマ設定・試行のサイクル）

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅡ(基本的展
 開サイクル構築展開と省察）

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅢ(長期展開
 サイクルの構成展開)

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅣ(長期展開
 サイクルの展開・省察・展望)

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅤ(長期展開
 サイクルの記録化・交流・評価)

幼児児童生徒の成長・発達支援学校拠点長期協働
 実践プロジェクト

 成長と発達の実践研究
 成長発達支援の事例研究

 長期実践報告の作成と発表（２系）

1通
1通
1通
1通
1前

1後

1後
1後
1前

1後

2前

2後

2後

2通

2前
1前
2後

10
7
1
2
1

1

1
1
2

2

2

2

1

8

2
2
3

1
1
1
1
1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1
1
1

福井大学大学院 福
井大学・奈良女子
大学・岐阜聖徳学
園大学連合教職開
発研究科教職開発
専攻准教授
（平成25年10月）

5日

7 専 准教授

ｺｳｻｶ ﾏｻﾄ
高阪　将人

＜令和６年４月＞

博士
（教育
学）

 長期インターンシップA・B
 ミドルリーダー実習ⅠA・B
 ミドルリーダー実習ⅡA・B
 ミドルリーダー実習ⅢA・B

 カリキュラムのデザインの実践事例研究Ａ
 カリキュラムマネジメント実践事例研究

 カリキュラム改革マネジメント実践事例研究Ａ
 授業づくりの長期実践事例研究Ⅰ
 授業づくりの長期実践事例研究Ⅱ

 カリキュラムマネジメント長期実践事例研究Ⅰ
 カリキュラムマネジメント長期実践事例研究Ⅱ

カリキュラム・授業改革マネジメント学校拠点長
 期協働実践プロジェクト

 カリキュラム改革事例研究とその理論
 授業改革事例研究とその理論

 長期実践報告の作成と発表（１系）
カリキュラム開発基礎研究Ⅰ
カリキュラム開発基礎研究Ⅱ
カリキュラム開発基礎研究Ⅲ
カリキュラム開発基礎研究Ⅳ

1通
1通
1通
1通
1前
2前
1前
1前
1後
1前
1後
2通

2前
1前
2後
1前
1後
2前
2後

10
7
1
2
2
1
2
1
1
1
1
8

2
2
3
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

福井大学大学院 福
井大学・奈良女子
大学・岐阜聖徳学
園大学連合教職開
発研究科教職開発
専攻准教授
（平成29年４月）

5日



8 専 准教授

ﾊﾔｾ　ﾕﾘ
隼瀬　悠里

＜令和６年４月＞

博士
（教育
学）

 長期インターンシップA・B
 カリキュラムのデザインの実践事例研究Ａ
 カリキュラムのデザインの実践事例研究Ｂ

 カリキュラムマネジメント実践事例研究
 カリキュラム改革マネジメント実践事例研究Ａ
 カリキュラム改革マネジメント実践事例研究Ｂ

 授業づくりの長期実践事例研究Ⅰ
 授業づくりの長期実践事例研究Ⅱ

 カリキュラムマネジメント長期実践事例研究Ⅰ
 カリキュラムマネジメント長期実践事例研究Ⅱ

 公教育改革の課題と実践
学校拠点・省察的実践コアサイクルⅠ(状況把

 握・テーマ設定・試行のサイクル）
学校拠点・省察的実践コアサイクルⅡ(基本的展

 開サイクル構築展開と省察）
学校拠点・省察的実践コアサイクルⅢ(長期展開

 サイクルの構成展開)
学校拠点・省察的実践コアサイクルⅣ(長期展開

 サイクルの展開・省察・展望)
学校拠点・省察的実践コアサイクルⅤ(長期展開

 サイクルの記録化・交流・評価)
カリキュラム・授業改革マネジメント学校拠点長

 期協働実践プロジェクト
 カリキュラム改革事例研究とその理論

 授業改革事例研究とその理論

1通
1前
1前
2前
1前
1前
1前
1後
1前
1後
1後
1前

1後

2前

2後

2後

2通

2前
1前

10
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2

2

2

2

1

8

2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1
1

福井大学大学院 福
井大学・奈良女子
大学・岐阜聖徳学
園大学連合教職開
発研究科教職開発
専攻准教授
（平成23年４月）

5日

9 専 准教授

ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ
遠藤　貴広

＜令和６年４月＞

修士
（教育
学）※

 長期インターンシップA・B
 カリキュラムのデザインの実践事例研究Ａ

 カリキュラム改革マネジメント実践事例研究Ａ
 カリキュラムマネジメント長期実践事例研究Ⅰ
 カリキュラムマネジメント長期実践事例研究Ⅱ

 公教育改革の課題と実践
カリキュラム・授業改革マネジメント学校拠点長

 期協働実践プロジェクト
 カリキュラム改革事例研究とその理論

 授業改革事例研究とその理論
カリキュラム開発実践研究Ⅰ
カリキュラム開発実践研究Ⅱ
カリキュラム開発実践研究Ⅲ
カリキュラム開発実践研究Ⅳ

1通
1前
1前
1前
1後
1後
2通

2前
1前
1前
1後
2前
2後

10
2
2
1
1
1
8

2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

福井大学大学院 福
井大学・奈良女子
大学・岐阜聖徳学
園大学連合教職開
発研究科教職開発
専攻准教授
（平成20年４月）

5日

10 専 准教授

ｻｻﾊﾗ(ｻｻｷ) ﾐｸ
笹原（佐々木）未

来

＜令和６年４月＞

博士
（教育
学）

 長期インターンシップA・B
特別支援学校における授業づくりの長期実践事例

 研究Ⅱ
特別支援学校における授業づくりの長期実践事例

 研究Ⅲ
特別支援学校における授業づくりの長期実践事例

 研究Ⅳ
障害児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研

 究Ⅱ
障害児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研

 究Ⅲ
障害児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研

 究Ⅳ
特別支援学校における教師の実践的力量形成の課

 題と実践
特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅠ

 (状況把握・テーマ設定・試行のサイクル）
特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅡ

 (基本的展開サイクル構築展開と省察）
特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅢ

 (長期展開サイクルの構成展開)
特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅣ

 (長期展開サイクルの展開・省察・展望)
特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅤ

 (長期展開サイクルの記録化・交流・評価)
児童生徒の成長・発達支援学校拠点特別支援教育

 長期協働実践プロジェクト
 障害児の成長と発達の実践研究

 障害児の成長発達支援の事例研究
 特別支援教育長期実践報告の作成と発表

1通
1後

2前

2後

1後

2前

2後

2後

1前

1後

2前

2後

2後

2通

2前
1前
2後

10
1

2

2

1

2

2

1

2

2

2

2

1

8

2
2
3

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

福井大学大学院 福
井大学・奈良女子
大学・岐阜聖徳学
園大学連合教職開
発研究科教職開発
専攻准教授
（平成23年４月）

5日

11 専 講師

ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳﾀ
宮本　雄太

＜令和６年４月＞

博士
（教育
学）

 長期インターンシップA・B
 ミドルリーダー実習ⅠA・B
 ミドルリーダー実習ⅡA・B
 ミドルリーダー実習ⅢA・B

幼児児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研
 究Ⅰ

幼児児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研
 究Ⅱ

成長発達支援組織マネジメント長期実践事例研究
 Ⅰ

成長発達支援組織マネジメント長期実践事例研究
 Ⅱ

 教師の実践的力量形成の課題と実践
幼児児童生徒の成長・発達支援学校拠点長期協働

 実践プロジェクト
 成長と発達の実践研究

 成長発達支援の事例研究
 長期実践報告の作成と発表（２系）

1通
1通
1通
1通
1前

1後

1前

1後

2後
2通

2前
1前
2後

10
7
1
2
1

1

1

1

1
8

2
2
3

1
1
1
1
1

1

1

1

1
1

1
1
1

福井大学大学院 福
井大学・奈良女子
大学・岐阜聖徳学
園大学連合教職開
発研究科教職開発
専攻講師
（令和２年４月）

5日



12 実専 教授

ｷﾖｶﾜ ﾄｵﾙ
清川　亨

＜令和６年４月＞

教育学
士

 長期インターンシップA・B
 学校改革マネジメント実習ⅠA・B
 学校改革マネジメント実習ⅡA・B
 学校改革マネジメント実習ⅢA・B

 組織学習マネジメント実践事例研究Ｂ
 組織改革マネジメント実践事例研究

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅠ(状況把
 握・テーマ設定・試行のサイクル）

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅡ(基本的展
 開サイクル構築展開と省察）

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅢ(長期展開
 サイクルの構成展開)

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅣ(長期展開
 サイクルの展開・省察・展望)

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅤ(長期展開
 サイクルの記録化・交流・評価)

コミュニティとしての学校と教師の力量形成学校
 拠点長期協働実践プロジェクト

 学習コミュニティマネジメント事例研究
 長期実践報告の作成と発表（３系）

1通
1通
1通
1通
1前
2前
1前

1後

2前

2後

2後

2通

1前
2後

10
7
1
2
1
1
2

2

2

2

1

8

2
3

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1
1

福井大学大学院 福
井大学・奈良女子
大学・岐阜聖徳学
園大学連合教職開
発研究科教職開発
専攻教授
（令和３年４月）

5日

13 実専 教授

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕﾐ
小林　真由美

＜令和６年４月＞

教育学
士

 長期インターンシップA・B
 ミドルリーダー実習ⅠA・B
 ミドルリーダー実習ⅡA・B
 ミドルリーダー実習ⅢA・B

 学校改革マネジメント実習ⅠA・B
 学校改革マネジメント実習ⅡA・B
 学校改革マネジメント実習ⅢA・B

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅠ(状況把
 握・テーマ設定・試行のサイクル）

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅡ(基本的展
 開サイクル構築展開と省察）

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅢ(長期展開
 サイクルの構成展開)

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅣ(長期展開
 サイクルの展開・省察・展望)

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅤ(長期展開
 サイクルの記録化・交流・評価)

カリキュラム・授業改革マネジメント学校拠点長
 期協働実践プロジェクト

 授業改革事例研究とその理論
 長期実践報告の作成と発表（１系）

コミュニティとしての学校と教師の力量形成学校
 拠点長期協働実践プロジェクト

 学習コミュニティマネジメント事例研究
 教師の力量形成のための組織学習事例研究

 長期実践報告の作成と発表（３系）
学校組織マネジメント学校拠点長期協働実践プロ

 ジェクト
 学校改革マネジメント実践事例研究

 学校改革マネジメント実践事例特別研究
 学校改革マネジメント長期実践報告の作成と発表

1通
1通
1通
1通
1通
1通
1通
1前

1後

2前

2後

2後

2通

1前
2後
2通

1前
2前
2後
2通

2前
1前
2後

10
7
1
2
7
1
2
2

2

2

2

1

8

2
3
8

2
2
3
8

2
2
3

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

福井大学大学院 福
井大学・奈良女子
大学・岐阜聖徳学
園大学連合教職開
発研究科教職開発
専攻教授
（令和４年４月）

5日

14 実専 教授

ﾏｷﾀﾞ ﾋﾃﾞｱｷ
牧田　秀昭

＜令和６年４月＞

修士
（教育
学）

 長期インターンシップA・B
 ミドルリーダー実習ⅠA・B
 ミドルリーダー実習ⅡA・B
 ミドルリーダー実習ⅢA・B

 学校改革マネジメント実習ⅠA・B
 学校改革マネジメント実習ⅡA・B
 学校改革マネジメント実習ⅢA・B

 カリキュラムのデザインの実践事例研究Ａ
 カリキュラムのデザインの実践事例研究Ｂ

 カリキュラムマネジメント実践事例研究
 学習コミュニティマネジメント実践事例研究Ａ
 学習コミュニティマネジメント実践事例研究Ｂ

 学校協働組織のマネジメント
 組織学習マネジメント実践事例研究Ｂ

 組織改革マネジメント実践事例研究
コミュニティとしての学校と教師の力量形成学校

 拠点長期協働実践プロジェクト
 学習コミュニティマネジメント事例研究

 教師の力量形成のための組織学習事例研究
長期実践報告の作成と発表（３系）

1通
1通
1通
1通
1通
1通
1通
1前
1前
2前
1前
1前
2前
1前
2前
2通

1前
2前
2後

10
7
1
2
7
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
8

2
2
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

福井大学大学院 福
井大学・奈良女子
大学・岐阜聖徳学
園大学連合教職開
発研究科教職開発
専攻教授
（令和４年４月）

5日



15 実専 教授

ｲﾜｲ　ﾋﾃﾞｵ
岩井　秀夫

＜令和６年４月＞

修士
（教育
学）

 長期インターンシップA・B
特別支援学校における授業づくりの長期実践事例

 研究Ⅱ
特別支援学校における授業づくりの長期実践事例

 研究Ⅲ
特別支援学校における授業づくりの長期実践事例

 研究Ⅳ
障害児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研

 究Ⅱ
障害児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研

 究Ⅲ
特別支援学校における教師の実践的力量形成の課

 題と実践
特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅠ

 (状況把握・テーマ設定・試行のサイクル）
特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅡ

 (基本的展開サイクル構築展開と省察）
特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅢ

 (長期展開サイクルの構成展開)
特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅣ

 (長期展開サイクルの展開・省察・展望)
特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅤ

 (長期展開サイクルの記録化・交流・評価)

1通
1後

2前

2後

1後

2前

2後

1前

1後

2前

2後

2後

10
1

2

2

1

2

1

2

2

2

2

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

福井大学大学院 福
井大学・奈良女子
大学・岐阜聖徳学
園大学連合教職開
発研究科教職開発
専攻教授
（令和５年４月）

5日

16 実専 教授

ﾃﾗﾀﾞ ﾐﾂﾋﾛ
寺田　光宏

＜令和６年４月＞

博士
（学校
教育
学）

 長期インターンシップA・B
 ミドルリーダー実習ⅠA・B
 ミドルリーダー実習ⅡA・B
 ミドルリーダー実習ⅢA・B

 学校改革マネジメント実習ⅠA・B
 学校改革マネジメント実習ⅡA・B
 学校改革マネジメント実習ⅢA・B
 授業づくりの長期実践事例研究Ⅰ
 授業づくりの長期実践事例研究Ⅱ

幼児児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研
 究Ⅰ

幼児児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研
 究Ⅱ

カリキュラム・授業改革マネジメント学校拠点長
 期協働実践プロジェクト

学校組織マネジメント学校拠点長期協働実践プロ
 ジェクト

1通
1通
1通
1通
1通
1通
1通
1前
1後
1前

1後

2通

2通

10
7
1
2
7
1
2
1
1
1

1

8

8

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

岐阜聖徳学園大学
教育学部教授
（平成20年４月）

5日

17 実専 教授

ﾏﾂﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ
松山　友之

＜令和６年４月＞

教育学
修士

 長期インターンシップA・B
 授業づくりの長期実践事例研究Ⅰ
 授業づくりの長期実践事例研究Ⅱ

1通
1前
1後

10
1
1

1
1
1

富山国際大学子ど
も育成学部教授
（平成28年４月）

5日

18 実専 准教授

ﾓﾘﾀ ﾌﾐｵ
森田　史生

＜令和６年４月＞

教職修
士（専
門職）

 長期インターンシップA・B
 ミドルリーダー実習ⅠA・B
 ミドルリーダー実習ⅡA・B
 ミドルリーダー実習ⅢA・B

 カリキュラムマネジメント長期実践事例研究Ⅰ
 カリキュラムマネジメント長期実践事例研究Ⅱ

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅠ(状況把
 握・テーマ設定・試行のサイクル）

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅡ(基本的展
 開サイクル構築展開と省察）

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅢ(長期展開
 サイクルの構成展開)

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅣ(長期展開
 サイクルの展開・省察・展望)

学校拠点・省察的実践コアサイクルⅤ(長期展開
 サイクルの記録化・交流・評価)

カリキュラム・授業改革マネジメント学校拠点長
 期協働実践プロジェクト

 カリキュラム改革事例研究とその理論
 授業改革事例研究とその理論

 長期実践報告の作成と発表（１系）
コミュニティとしての学校と教師の力量形成学校

 拠点長期協働実践プロジェクト
 学習コミュニティマネジメント事例研究

 教師の力量形成のための組織学習事例研究
 長期実践報告の作成と発表（３系）

学校組織マネジメント学校拠点長期協働実践プロ
 ジェクト

 学校改革マネジメント実践事例研究
 学校改革マネジメント実践事例特別研究

 学校改革マネジメント長期実践報告の作成と発表

1通
1通
1通
1通
1前
1後
1前

1後

2前

2後

2後

2通

2前
1前
2後
2通

1前
2前
2後
2通

2前
1前
2後

10
7
1
2
1
1
2

2

2

2

1

8

2
2
3
8

2
2
3
8

2
2
3

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

福井大学大学院 福
井大学・奈良女子
大学・岐阜聖徳学
園大学連合教職開
発研究科教職開発
専攻准教授
（令和４年４月）

5日



19 実専 准教授

ﾌｸﾁ ｱﾂﾋﾛ
福地　淳宏

＜令和６年４月＞

学士
（文
学）

 長期インターンシップA・B
 ミドルリーダー実習ⅠA・B
 ミドルリーダー実習ⅡA・B
 ミドルリーダー実習ⅢA・B

 学校改革マネジメント実習ⅠA・B
 学校改革マネジメント実習ⅡA・B
 学校改革マネジメント実習ⅢA・B
 授業づくりの長期実践事例研究Ⅰ
 授業づくりの長期実践事例研究Ⅱ

幼児児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研
 究Ⅰ

幼児児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研
 究Ⅱ

カリキュラム・授業改革マネジメント学校拠点長
 期協働実践プロジェクト

学校組織マネジメント学校拠点長期協働実践プロ
 ジェクト

1通
1通
1通
1通
1通
1通
1通
1前
1後
1前

1後

2通

2通

10
7
1
2
7
1
2
1
1
1

1

8

8

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

岐阜聖徳学園大学
教育学部淳教授
（令和４年４月）

5日

20 実専 准教授

ｶﾜｻｷ ﾐｶ
河﨑　美香

＜令和６年４月＞

教育学
修士

 長期インターンシップA・B
幼児児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研

 究Ⅰ
幼児児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研

 究Ⅱ

1通
1前

1後

10
1

1

1
1

1

富山国際大学子ど
も育成学部准教授
（平成30年４月）

5日

21 実専 講師

ｲﾜｻｷ ﾅｵﾔ
岩崎　直哉

＜令和６年４月＞

教職修
士（専
門職）

 長期インターンシップA・B
 授業づくりの長期実践事例研究Ⅰ
 授業づくりの長期実践事例研究Ⅱ

1通
1前
1後

10
1
1

1
1
1

富山国際大学子ど
も育成学部講師
（令和3年４月）

5日

22 実み 教授

ﾏﾂﾀﾞ ﾐﾁﾋｺ
松田　通彦

＜令和６年４月＞

教育学
士

 長期インターンシップA・B
 学校改革マネジメント実習ⅠA・B
 学校改革マネジメント実習ⅡA・B
 学校改革マネジメント実習ⅢA・B

 学習コミュニティマネジメント実践事例研究Ａ
 学習コミュニティマネジメント実践事例研究Ｂ

 学校協働組織のマネジメント
 組織学習マネジメント実践事例研究Ｂ

 組織改革マネジメント実践事例研究
 公教育改革の課題と実践

 教師の実践的力量形成の課題と実践
特別支援学校における教師の実践的力量形成の課

 題と実践
コミュニティとしての学校と教師の力量形成学校

 拠点長期協働実践プロジェクト
 学習コミュニティマネジメント事例研究

 教師の力量形成のための組織学習事例研究
 長期実践報告の作成と発表（３系）

学校組織マネジメント学校拠点長期協働実践プロ
 ジェクト

 学校改革マネジメント実践事例研究
 学校改革マネジメント実践事例特別研究

 学校改革マネジメント長期実践報告の作成と発表

1通
1通
1通
1通
1前
1前
2前
1前
2前
1後
2後
2後

2通

1前
2前
2後
2通

2前
1前
2後

10
7
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1

8

2
2
3
8

2
2
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

1
1
1

福井大学大学院 福
井大学・奈良女子
大学・岐阜聖徳学
園大学連合教職開
発研究科教職開発
専攻客員教授
（平成24年４月）

4日

23 実み 教授

ﾆｼｶﾜ ﾐﾂﾙ
西川　満

＜令和６年４月＞

修士
（教育
学）

 長期インターンシップA・B
 学校改革マネジメント実習ⅠA・B
 学校改革マネジメント実習ⅡA・B
 学校改革マネジメント実習ⅢA・B

 学習コミュニティマネジメント実践事例研究Ａ
 学習コミュニティマネジメント実践事例研究Ｂ

 学校協働組織のマネジメント
 教師の実践的力量形成の課題と実践

コミュニティとしての学校と教師の力量形成学校
 拠点長期協働実践プロジェクト

 学習コミュニティマネジメント事例研究
 教師の力量形成のための組織学習事例研究

 長期実践報告の作成と発表（３系）
学校組織マネジメント学校拠点長期協働実践プロ

 ジェクト
 学校改革マネジメント実践事例研究

 学校改革マネジメント実践事例特別研究
 学校改革マネジメント長期実践報告の作成と発表

1通
1通
1通
1通
1前
1前
2前
2後
2通

1前
2前
2後
2通

2前
1前
2後

10
7
1
2
2
1
1
1
8

2
2
3
8

2
2
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

福井大学大学院 福
井大学・奈良女子
大学・岐阜聖徳学
園大学連合教職開
発研究科教職開発
専攻客員教授
（平成26年４月）

4日

24 兼担 教授

ﾀﾞﾃ　ﾏｻｷ
伊達　正起

＜令和６年４月＞

博士
（学校
教育
学）

カリキュラム開発基礎研究Ⅰ※
カリキュラム開発基礎研究Ⅱ※
カリキュラム開発基礎研究Ⅲ※
カリキュラム開発基礎研究Ⅳ※
カリキュラム開発実践研究Ⅰ※
カリキュラム開発実践研究Ⅱ※
カリキュラム開発実践研究Ⅲ※
カリキュラム開発実践研究Ⅳ※

1前
1後
2前
2後
1前
1後
2前
2後

2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1

福井大学教育学部
教授
（平成10年10月）

25 兼担 教授

ｱｻﾊﾗ　ﾏｻﾋﾛ
淺原　雅浩

＜令和６年４月＞

博士
（工
学）

カリキュラム開発基礎研究Ⅰ※
カリキュラム開発基礎研究Ⅱ※
カリキュラム開発基礎研究Ⅲ※
カリキュラム開発基礎研究Ⅳ※
カリキュラム開発実践研究Ⅰ※
カリキュラム開発実践研究Ⅱ※
カリキュラム開発実践研究Ⅲ※
カリキュラム開発実践研究Ⅳ※

1前
1後
2前
2後
1前
1後
2前
2後

2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1

福井大学教育学部
教授
（平成16年４月）



26 兼担 教授

ﾊｼﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ
橋本　康弘

＜令和６年４月＞

修士
（教育
学）

カリキュラム開発基礎研究Ⅰ※
カリキュラム開発基礎研究Ⅱ※
カリキュラム開発基礎研究Ⅲ※
カリキュラム開発基礎研究Ⅳ※
カリキュラム開発実践研究Ⅰ※
カリキュラム開発実践研究Ⅱ※
カリキュラム開発実践研究Ⅲ※
カリキュラム開発実践研究Ⅳ※

1前
1後
2前
2後
1前
1後
2前
2後

2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1

福井大学教育学部
教授
（平成16年４月）

27 兼担 教授

ﾐﾅﾄ ｼﾁｵ
湊　七雄

＜令和６年４月＞

修士
（芸術
学）

カリキュラム開発基礎研究Ⅰ※
カリキュラム開発基礎研究Ⅱ※
カリキュラム開発基礎研究Ⅲ※
カリキュラム開発基礎研究Ⅳ※
カリキュラム開発実践研究Ⅰ※
カリキュラム開発実践研究Ⅱ※
カリキュラム開発実践研究Ⅲ※
カリキュラム開発実践研究Ⅳ※

1前
1後
2前
2後
1前
1後
2前
2後

2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1

福井大学教育学部
教授
（平成18年４月）

28 兼担 教授

ﾆｼｻﾞﾜ　ﾄｵﾙ
西沢　徹

＜令和６年４月＞

博士
（理
学）

カリキュラム開発基礎研究Ⅰ※
カリキュラム開発基礎研究Ⅱ※
カリキュラム開発基礎研究Ⅲ※
カリキュラム開発基礎研究Ⅳ※
カリキュラム開発実践研究Ⅰ※
カリキュラム開発実践研究Ⅱ※
カリキュラム開発実践研究Ⅲ※
カリキュラム開発実践研究Ⅳ※

1前
1後
2前
2後
1前
1後
2前
2後

2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1

福井大学教育学部
教授
（平成25年４月）

29 兼担 教授

ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾖｼ
山田　孝禎

＜令和６年４月＞

博士
（学
術）

カリキュラム開発基礎研究Ⅰ※
カリキュラム開発基礎研究Ⅱ※
カリキュラム開発基礎研究Ⅲ※
カリキュラム開発基礎研究Ⅳ※
カリキュラム開発実践研究Ⅰ※
カリキュラム開発実践研究Ⅱ※
カリキュラム開発実践研究Ⅲ※
カリキュラム開発実践研究Ⅳ※

1前
1後
2前
2後
1前
1後
2前
2後

2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1

福井大学教育学部
教授
（平成25年４月）

30 兼担 教授

ﾂｹﾞ ﾖｼｵ
柘植　良雄

＜令和６年４月＞

教育学
士

 長期インターンシップA・B
 ミドルリーダー実習ⅠA・B
 ミドルリーダー実習ⅡA・B
 ミドルリーダー実習ⅢA・B

 学校改革マネジメント実習ⅠA・B
 学校改革マネジメント実習ⅡA・B
 学校改革マネジメント実習ⅢA・B
 授業づくりの長期実践事例研究Ⅰ
 授業づくりの長期実践事例研究Ⅱ

幼児児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研
 究Ⅰ

幼児児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研
 究Ⅱ

カリキュラム・授業改革マネジメント学校拠点長
 期協働実践プロジェクト

学校組織マネジメント学校拠点長期協働実践プロ
 ジェクト

1通
1通
1通
1通
1通
1通
1通
1前
1後
1前

1後

2通

2通

10
7
1
2
7
1
2
1
1
1

1

8

8

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

岐阜聖徳学園大学
教育学部教授
（平成25年４月）

31 兼担
特命教

授

ﾐﾀﾑﾗ ｱｷﾗ
三田村　彰

＜令和６年４月＞

法学士

 長期インターンシップA・B
 学校改革マネジメント実習ⅠA・B
 学校改革マネジメント実習ⅡA・B
 学校改革マネジメント実習ⅢA・B

 学習コミュニティマネジメント実践事例研究Ａ
 学習コミュニティマネジメント実践事例研究Ｂ

 学校協働組織のマネジメント
 組織学習マネジメント実践事例研究Ａ
 組織学習マネジメント実践事例研究Ｂ

 組織改革マネジメント実践事例研究
コミュニティとしての学校と教師の力量形成学校

 拠点長期協働実践プロジェクト
 学習コミュニティマネジメント事例研究

 教師の力量形成のための組織学習事例研究
 長期実践報告の作成と発表（３系）

学校組織マネジメント学校拠点長期協働実践プロ
 ジェクト

 学校改革マネジメント実践事例研究
 学校改革マネジメント実践事例特別研究

 学校改革マネジメント長期実践報告の作成と発表

1通
1通
1通
1通
1前
1前
2前
1前
1前
2前
2通

1前
2前
2後
2通

2前
1前
2後

10
7
1
2
2
1
1
2
1
1
8

2
2
3
8

2
2
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

福井大学総合教職
開発本部特命教授
（平成27年４月）



32 兼担
特命教

授

ﾌﾁﾓﾄ ｺｳｼﾞ
淵本　幸嗣

＜令和６年４月＞

教育学
士

 長期インターンシップA・B
 ミドルリーダー実習ⅠA・B
 ミドルリーダー実習ⅡA・B
 ミドルリーダー実習ⅢA・B

 学校改革マネジメント実習ⅠA・B
 学校改革マネジメント実習ⅡA・B
 学校改革マネジメント実習ⅢA・B

 組織学習マネジメント実践事例研究Ｂ
 組織改革マネジメント実践事例研究

 公教育改革の課題と実践
 教師の実践的力量形成の課題と実践

 学校と社会
学校拠点・省察的実践コアサイクルⅠ(状況把

 握・テーマ設定・試行のサイクル）
学校拠点・省察的実践コアサイクルⅡ(基本的展

 開サイクル構築展開と省察）
学校拠点・省察的実践コアサイクルⅢ(長期展開

 サイクルの構成展開)
学校拠点・省察的実践コアサイクルⅣ(長期展開

 サイクルの展開・省察・展望)
学校拠点・省察的実践コアサイクルⅤ(長期展開

 サイクルの記録化・交流・評価)
コミュニティとしての学校と教師の力量形成学校

 拠点長期協働実践プロジェクト
 学習コミュニティマネジメント事例研究

 教師の力量形成のための組織学習事例研究
 長期実践報告の作成と発表（３系）

1通
1通
1通
1通
1通
1通
1通
1前
2前
1後
2後
1後
1前

1後

2前

2後

2後

2通

1前
2前
2後

10
7
1
2
7
1
2
1
1
1
1
1
2

2

2

2

1

8

2
2
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1
1
1

福井大学総合教職
開発本部特命教授
（平成30年４月）

33 兼担
特命教

授

ﾌｸｼﾏ ﾏｻｺ
福島　昌子

＜令和６年４月＞

修士
（心身
健康科
学）

 長期インターンシップA・B
 ミドルリーダー実習ⅠA・B
 ミドルリーダー実習ⅡA・B
 ミドルリーダー実習ⅢA・B

 学校改革マネジメント実習ⅠA・B
 学校改革マネジメント実習ⅡA・B
 学校改革マネジメント実習ⅢA・B

 組織学習マネジメント実践事例研究Ｂ
 組織改革マネジメント実践事例研究

コミュニティとしての学校と教師の力量形成学校
 拠点長期協働実践プロジェクト

 学習コミュニティマネジメント事例研究
 教師の力量形成のための組織学習事例研究

 長期実践報告の作成と発表（３系）
学校組織マネジメント学校拠点長期協働実践プロ

 ジェクト
 学校改革マネジメント実践事例研究

 学校改革マネジメント実践事例特別研究
 学校改革マネジメント長期実践報告の作成と発表

1通
1通
1通
1通
1通
1通
1通
1前
2前
2通

1前
2前
2後
2通

2前
1前
2後

10
7
1
2
7
1
2
1
1
8

2
2
3
8

2
2
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

福井大学総合教職
開発本部特命教授
（令和２年４月）

34 兼担 准教授

ﾔｽﾐｰﾝ ｻｰﾐｰ ｶﾞﾏｰﾙｴ
ﾙﾃﾞｲｰﾝ ﾓｽﾀﾌｱ
YASMINE SAMY
GAMALELDIN
MOSTAFA

＜令和６年４月＞

博士
（言語
学）

 長期インターンシップA・B
 ミドルリーダー実習ⅠA・B
 ミドルリーダー実習ⅡA・B
 ミドルリーダー実習ⅢA・B

 授業づくりの長期実践事例研究Ⅰ
 授業づくりの長期実践事例研究Ⅱ

幼児児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研
 究Ⅰ

幼児児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研
 究Ⅱ

カリキュラム・授業改革マネジメント学校拠点長
 期協働実践プロジェクト

 カリキュラム改革事例研究とその理論
 授業改革事例研究とその理論

 長期実践報告の作成と発表（１系）

1通
1通
1通
1通
1前
1後
1前

1後

2通

2前
1前
2後

10
7
1
2
1
1
1

1

8

2
2
3

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
1

福井大学総合教職
開発本部准教授
（平成30年９月）

35 兼担 准教授

ﾔﾏｳﾗ ﾐﾂｵ
山浦　光雄

＜令和６年４月＞

学士
（文
学）

 長期インターンシップA・B
 ミドルリーダー実習ⅠA・B
 ミドルリーダー実習ⅡA・B
 ミドルリーダー実習ⅢA・B

 カリキュラムのデザインの実践事例研究Ａ
 カリキュラムのデザインの実践事例研究Ｂ

 カリキュラムマネジメント実践事例研究
 カリキュラム改革マネジメント実践事例研究Ａ
 カリキュラム改革マネジメント実践事例研究Ｂ

 授業づくりの長期実践事例研究Ⅰ
 授業づくりの長期実践事例研究Ⅱ

 カリキュラムマネジメント長期実践事例研究Ⅰ
 カリキュラムマネジメント長期実践事例研究Ⅱ

カリキュラム・授業改革マネジメント学校拠点長
 期協働実践プロジェクト

 カリキュラム改革事例研究とその理論
 授業改革事例研究とその理論

 長期実践報告の作成と発表（１系）

1通
1通
1通
1通
1前
1前
2前
1前
1前
1前
1後
1前
1後
2通

2前
1前
2後

10
7
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
8

2
2
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

福井大学総合教職
開発本部准教授
（令和５年４月）



36 兼担 准教授

ﾌｼﾞｵｶ ﾄｵﾙ
藤岡　徹

＜令和６年４月＞

博士
（行動
科学）

特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅠ
 (状況把握・テーマ設定・試行のサイクル）

特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅡ
 (基本的展開サイクル構築展開と省察）

特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅢ
 (長期展開サイクルの構成展開)

特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅣ
 (長期展開サイクルの展開・省察・展望)

特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅤ
(長期展開サイクルの記録化・交流・評価)
カリキュラム開発基礎研究Ⅰ※
カリキュラム開発基礎研究Ⅱ※
カリキュラム開発基礎研究Ⅲ※
カリキュラム開発基礎研究Ⅳ※
カリキュラム開発実践研究Ⅰ※
カリキュラム開発実践研究Ⅱ※
カリキュラム開発実践研究Ⅲ※
カリキュラム開発実践研究Ⅳ※

1前

1後

2前

2後

2後

1前
1後
2前
2後
1前
1後
2前
2後

2

2

2

2

1

2
2
2
2
2
2
2
2

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

福井大学総合教職
開発本部准教授
（平成28年４月）

37 兼担 准教授

ｶｻﾞﾏ ﾋﾛｼ
風間　寛司

＜令和６年４月＞

修士
（教育
学）

 長期インターンシップA・B
 授業づくりの長期実践事例研究Ⅰ
 授業づくりの長期実践事例研究Ⅱ

1通
1前
1後

10
1
1

1
1
1

福井大学総合教職
開発本部准教授
（平成26年４月）

38 兼担 准教授

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ
小林　和雄

＜令和６年４月＞

修士
（教育
学）

 長期インターンシップA・B
 授業づくりの長期実践事例研究Ⅰ
 授業づくりの長期実践事例研究Ⅱ

1通
1前
1後

10
1
1

1
1
1

福井大学総合教職
開発本部准教授
（平成26年４月）

39 兼担
特命准
教授

ｱﾗｷ ﾖｼｺ
荒木　良子

＜令和６年４月＞

修士
（教育
学）

 長期インターンシップA・B
特別支援学校における授業づくりの長期実践事例

 研究Ⅱ
特別支援学校における授業づくりの長期実践事例

 研究Ⅲ
特別支援学校における授業づくりの長期実践事例

 研究Ⅳ
障害児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研

 究Ⅱ
障害児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研

 究Ⅲ
特別支援学校における教師の実践的力量形成の課

 題と実践
特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅠ

 (状況把握・テーマ設定・試行のサイクル）
特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅡ

 (基本的展開サイクル構築展開と省察）
特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅢ

 (長期展開サイクルの構成展開)
特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅣ

 (長期展開サイクルの展開・省察・展望)
特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅤ

 (長期展開サイクルの記録化・交流・評価)

1通
1後

2前

2後

1後

2前

2後

1前

1後

2前

2後

2後

10
1

2

2

1

2

1

2

2

2

2

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

福井大学大学院 福
井大学・奈良女子
大学・岐阜聖徳学
園大学連合教職開
発研究科教職開発
専攻特命准教授
（平成28年４月）

40 兼担 講師

ﾅｸﾞﾓ ﾄｼﾋﾃﾞ
南雲　敏秀

＜令和６年４月＞

修士
（教育
学）

 長期インターンシップA・B
 ミドルリーダー実習ⅠA・B
 ミドルリーダー実習ⅡA・B
 ミドルリーダー実習ⅢA・B

特別支援学校における授業づくりの長期実践事例
 研究Ⅰ

障害児童生徒の成長・発達支援の長期実践事例研
 究Ⅰ

特別支援学校における教師の実践的力量形成の課
 題と実践

特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅠ
 (状況把握・テーマ設定・試行のサイクル）

特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅡ
 (基本的展開サイクル構築展開と省察）

特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅢ
 (長期展開サイクルの構成展開)

特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅣ
 (長期展開サイクルの展開・省察・展望)

特別支援学校拠点・省察的実践コアサイクルⅤ
 (長期展開サイクルの記録化・交流・評価)

児童生徒の成長・発達支援学校拠点特別支援教育
 長期協働実践プロジェクト

 障害児の成長と発達の実践研究
 障害児の成長発達支援の事例研究

 特別支援教育長期実践報告の作成と発表

1通
1通
1通
1通
1前

1前

2後

1前

1後

2前

2後

2後

2通

2前
1前
2後

10
7
1
2
1

1

1

2

2

2

2

1

8

2
2
3

1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

福井大学教育学部
講師
（令和３年４月）



職 位 学 位 29 歳 以 下 30 ～ 39 歳 40 ～ 49 歳 50 ～ 59 歳 60 ～ 64 歳 65 ～ 69 歳 70 歳 以 上 合 計 備 考

博 士 人 人 ２人 １人 人 １人 人 ４人

修 士 人 人 人 人 １人 ４人 １人 ６人

学 士 人 人 人 人 １人 １人 １人 ３人

短期大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

その他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 人 ３人 １人 人 人 人 ４人

修 士 人 人 １人 １人 人 人 人 ２人

学 士 人 人 人 人 人 １人 人 １人

短期大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

その他 人 人 人 １人 人 人 人 １人
教職修士
（専門職）

博 士 人 人 １人 人 人 人 人 １人

修 士 人 人 人 人 人 人 人 人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短期大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

その他 人 人 １人 人 人 人 人 １人
教職修士
（専門職）

博 士 人 人 人 人 人 人 人 人

修 士 人 人 人 人 人 人 人 人

学 士 人 人 人 人 人 人 人 人

短期大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

その他 人 人 人 人 人 人 人 人

博 士 人 人 ６人 ２人 人 １人 人 ９人

修 士 人 人 １人 １人 １人 ４人 １人 ８人

学 士 人 人 人 人 １人 ２人 １人 ４人

短期大
学 士

人 人 人 人 人 人 人 人

その他 人 人 １人 １人 人 人 人 ２人

講 師

助 教

合 計

准教授

別記様式第３号（その３の１）

（用紙　日本産業規格Ａ４縦型）

専任教員の年齢構成・学位保有状況

教 授
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